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村
上
（
山
浦
）
景
国
の
家
中
・
知
行
と
海
津
城

片

桐

昭

彦

は
じ
め
に

本
稿
は
、
上
杉
景
勝
と
有
力
一
門
・
年
寄
と
の
関
係
や
そ
の
展
開
を
考
え
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
村
上
（
山
浦
）
景
国
の
家
中
と
知
行
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
本
稿
に
お

け
る
「
家
中
」
と
は
、
直
接
主
従
関
係
を
む
す
ぶ
家
臣
（
家
来
・
被
官
な
ど
）
だ
け
で

な
く
、
一
族
や
、
主
人
か
ら
預
け
置
か
れ
る
同
心
（
与
力
）
た
ち
を
も
含
め
た
広
い
意

味
で
の
家
中
の
こ
と
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
で
は
、
ま
ず
景
国
に
つ
い
て
従
来
の
研
究

で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

景
国
は
、
信
濃
国
埴
科
郡
の
戦
国
領
主
（
1
）で

あ
っ
た
村
上
義
清
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た

が
、
甲
斐
か
ら
侵
攻
し
た
武
田
晴
信
と
争
っ
て
敗
れ
、
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
に
は

父
と
と
も
に
越
後
春
日
山
の
長
尾
景
虎
（
の
ち
の
上
杉
輝
虎
、
謙
信
）
の
も
と
に
身
を

寄
せ
た
。
父
義
清
は
、
越
後
の
西
端
に
あ
り
越
中
や
信
濃
と
の
国
境
に
近
い
根
知
（
現

新
潟
県
糸
魚
川
市
）
に
在
城
し
た
と
さ
れ
る
が
、
若
年
の
景
国
は
人
質
と
し
て
景
虎
の

も
と
に
い
た
と
み
ら
れ
る
。
景
国
の
仮
名
は
源
五
、
当
初
の
実
名
は
国
清
で
あ
り
、
村

上
氏
の
通
字
「
清
」
を
用
い
た
。
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
か
ら
同
九
年
ま
で
の
景
虎

書
状
・
輝
虎
書
状
に
見
え
る
「
長
尾
源
五
」
と
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
こ

の
時
期
以
前
に
景
虎
の
養
子
の
一
人
と
し
て
長
尾
を
称
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
2
）。

少
な
く
と
も
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
八
月
ま
で
に
は
上
杉
一
門
の
山
浦
上
杉
氏

を
継
い
だ
と
考
え
ら
れ
、
輝
虎
・
謙
信
か
ら
「
山
浦
方
」「
源
五
方
」「
源
五
殿
」
の
よ

う
に
一
貫
し
て
敬
称
「
方
」
や
「
殿
」
を
付
け
て
呼
ば
れ
る
。
天
正
三
年
（
一
五
七

五
）
に
上
杉
家
で
作
成
さ
れ
た
軍
役
帳
で
は
、「
御
中
城
様
」
の
上
杉
景
勝
に
次
い
で

二
番
目
に
「
山
浦
殿
」
と
記
さ
れ
（
軍
役
数
は
計
二
五
〇
人
で
五
位
、
鉄
炮
は
二
五
丁

で
一
位
）、
当
時
謙
信
の
後
継
者
と
さ
れ
た
景
勝
以
外
の
上
杉
一
門
の
序
列
に
お
い
て

は
、
上
杉
十
郎
（「
十
郎
殿
」）、
上
条
政
繁
（「
上
条
殿
」）、
琵
琶
島
弥
七
郎
（「
弥
七

郎
殿
」）、
山
本
寺
定
長
（「
山
本
寺
殿
」）
の
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
3
）。

い
っ
ぽ

う
景
国
は
、
上
杉
氏
の
外
交
窓
口
と
し
て
飛
驒
の
領
主
た
ち
や
織
田
氏
・
徳
川
氏
と
の

取
り
次
ぎ
役
を
担
う
こ
と
も
多
い
が
、
そ
の
際
に
は
「
山
浦
」
で
は
な
く
ほ
と
ん
ど

「
村
上
」
で
呼
ば
れ
、
自
ら
も
名
乗
っ
て
い
る
。
上
杉
氏
の
分
国
外
で
は
村
上
の
ほ
う

が
通
用
し
た
と
み
ら
れ
、
分
国
の
内
と
外
で
名
字
を
使
い
分
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
（
4
）。

上
杉
家
中
や
分
国
内
に
お
い
て
は
上
杉
一
門
の
山
浦
氏
と
し
て
の
地
位
を
保
持
す

る
の
に
対
し
、
外
向
き
に
は
伝
統
あ
る
信
濃
の
名
門
村
上
氏
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
た

と
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
上
杉
氏
の
有
力
一
門
で
あ
っ
た
景
国
は
、
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
三

月
に
死
去
し
た
謙
信
の
後
継
を
め
ぐ
る
景
勝
・
景
虎
の
争
い
（
御
館
の
乱
）
で
は
景
勝

方
に
与
し
、
翌
七
年
五
月
三
日
に
は
景
勝
か
ら
偏
諱
「
景
」
の
一
字
を
与
え
ら
れ
、
実

名
を
国
清
か
ら
景
国
へ
と
改
め
る
（
5
）。

そ
し
て
景
国
は
、
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
三
月

の
武
田
氏
滅
亡
、
そ
し
て
六
月
の
織
田
軍
撤
退
に
よ
り
上
杉
氏
が
信
濃
へ
侵
攻
し
占
領

す
る
と
、
北
信
濃
四
郡
の
支
配
を
任
さ
れ
海
津
城
に
入
っ
た
。
し
か
し
、
天
正
十
二
年
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四
月
、
か
ね
て
よ
り
徳
川
家
康
と
通
じ
て
い
た
屋
代
秀
正
ら
が
海
津
城
を
出
奔
す
る
事

件
が
起
き
る
と
、
そ
れ
に
関
わ
る
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
翌
月
景
国
は
城
主
を
更
迭
さ

れ
、
越
後
へ
召
喚
さ
れ
た
。
以
上
で
あ
る
。

さ
て
、
景
勝
の
信
濃
支
配
と
領
主
に
つ
い
て
論
じ
た
矢
田
俊
文
氏
は
、
景
勝
は
、
武

田
氏
が
滅
亡
す
る
と
（
武
田
氏
の
北
信
濃
四
郡
支
配
は
二
十
三
年
間
に
す
ぎ
な
い
）、

村
上
氏
・
島
津
氏
・
岩
井
氏
・
芋
川
氏
・
清
野
氏
ら
の
信
濃
に
故
地
を
も
つ
領
主
を
活

用
す
る
方
法
を
と
り
、
彼
ら
を
信
濃
に
帰
し
支
配
を
任
せ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
な
か

で
村
上
義
清
の
子
景
国
は
、
本
国
信
濃
へ
帰
っ
て
海
津
城
主
と
な
り
、
判
物
を
発
給
し

始
め
て
信
濃
の
領
主
と
し
て
再
生
し
、
地
域
の
領
主
と
し
て
自
由
な
振
る
舞
い
を
始
め

た
た
め
、
景
勝
と
し
て
は
海
津
城
主
を
上
条
宜
順
に
替
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
し

た
（
6
）。い

っ
ぽ
う
池
上
裕
子
氏
は
、
村
上
氏
を
は
じ
め
と
す
る
高
梨
・
須
田
・
島
津
ら
の
北

信
濃
出
身
の
国
人
の
旧
領
復
帰
の
実
態
を
詳
細
に
検
討
し
、
天
正
十
年
に
北
信
濃
へ
侵

攻
し
た
上
杉
氏
は
、
味
方
・
出
仕
し
て
き
た
武
士
へ
の
本
領
・
当
知
行
の
安
堵
を
優
先

的
に
行
っ
て
お
り
、
北
信
濃
出
身
の
国
人
ら
の
旧
領
回
復
は
一
部
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
、
国
人
ら
の
旧
臣
の
多
く
が
独
立
し
て
上
杉
氏
の
家
臣
に
な
っ
た
と

す
る
。
ま
た
、
上
杉
氏
が
発
給
し
た
掟
書
を
も
と
に
、
海
津
城
代
村
上
景
国
ら
の
権
限

に
つ
い
て
分
析
し
、
城
主
と
し
て
の
軍
事
指
揮
権
、
郡
司
と
し
て
の
行
政
権
な
ど
は
認

め
ら
れ
た
が
、
在
城
衆
の
訴
訟
裁
判
権
は
上
杉
氏
が
掌
握
し
て
い
た
と
し
た
（
7
）。

天
正
十
二
年
の
景
国
の
海
津
城
代
の
更
迭
は
、
矢
田
氏
が
指
摘
す
る
戦
国
領
主
と
し

て
の
再
生
と
自
由
な
挙
動
と
、
池
上
氏
が
明
ら
か
に
し
た
上
杉
氏
に
よ
る
上
か
ら
の
抑

圧
・
制
限
と
の
間
に
生
じ
た
軋
轢
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
は
羽
柴

秀
吉
と
徳
川
家
康
と
の
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
と
い
う
当
時
の
切
迫
し
た
政
治
的
状
況

の
影
響
も
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
8
）。

し
か
し
、
そ
の
後
の
景
国
の
動
向
に
つ
い
て
は
史
料
が
少
な
い
た
め
不
明
な
点
が
多

く
、
没
年
さ
え
明
確
で
は
な
い
。
景
国
に
と
っ
て
海
津
城
改
易
は
大
き
な
分
岐
点
で

あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
景
国
に
直
接
的
に
関
わ
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い

が
、
景
国
の
家
中
や
知
行
に
関
わ
る
史
料
は
比
較
的
に
散
見
さ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
景
国
の
家
中
や
知
行
に
つ
い
て
も
従
来
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
点
が
多
い
。
景
勝

の
有
力
な
一
門
・
年
寄
で
あ
り
、
本
質
的
に
戦
国
領
主
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
村
上

（
山
浦
）
景
国
の
家
中
と
知
行
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

山
浦
上
杉
氏
が
代
々
知
行
し
た
と
さ
れ
る
越
後
北
部
の
蒲
原
郡
白
河
庄
山
浦
条
の
拠

点
笹
岡
城
（
笹
神
村
）
お
よ
び
在
城
衆
に
つ
い
て
は
、
天
正
十
年
か
ら
十
五
年
ま
で
の

新
発
田
重
家
と
の
争
い
と
の
関
わ
り
で
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
9
）。
し
か
し
、
越
後
の

他
の
知
行
に
つ
い
て
は
、
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
六
月
に
は
長
尾
小
四
郎
一
跡
の
う

ち
頸
城
郡
名
立
（
上
越
市
）
を
景
勝
か
ら
宛
行
わ
れ
て
い
る
（
10
）以

外
に
は
っ
き
り
し
な

い
。
ま
た
、
景
国
の
家
中
に
つ
い
て
も
笹
岡
在
城
衆
以
外
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な

い
と
言
え
よ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
海
津
城
改
易
お
よ
び
景
国
の
家
中
や
知
行
を
中
心
に
目
を
向
け

な
が
ら
、
上
杉
政
権
に
お
け
る
景
国
の
位
置
づ
け
や
そ
の
展
開
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

第
一
章

村
上
（
山
浦
）
景
国
の
海
津
城
改
易
と
越
後
の
拠
点

本
章
で
は
、
天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）
五
月
の
景
国
の
海
津
城
改
易
に
つ
い
て
関

連
史
料
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
、
当
時
の
景
国
の
家
中
（
家
臣
・
同
心
）
お
よ
び

越
後
の
知
行
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
同
年
四
月
に
徳
川
家
康
に
通
じ

た
屋
代
秀
正
ら
が
海
津
城
を
退
去
し
、
荒
砥
（
千
曲
市
）
に
籠
城
後
に
家
康
の
も
と
へ

逃
走
す
る
事
件
が
起
き
た
。
収
束
の
た
め
信
濃
へ
出
陣
し
た
景
勝
は
、
海
津
城
か
ら
景

国
を
召
喚
し
上
条
宜
順
を
新
た
な
城
主
と
し
て
入
れ
た
。

Ａ
御
書
中
披
見
申
、
仍
而
源
五
殿
之
御
事
、
此
度
海
津
御
上
表
、
越
後
被
成
御
供
候

事
、
是
非
無
申
事
候
間
、
不
及
申
候
、
将
又
鴎
閑
江
御
音
信
忝
由
候
、
責
而
ハ
山

浦
一
跡
、
無
御
相
違
様
ニ
と
存
候
、
今
朝
源
五
殿
江
者
、
被

仰
立
様
も
、
山
浦

一
跡
事
ハ
、
御
別
儀
有
間
敷
候
由

御
諚
候
間
、
先
以
可
御
心
易
候
、
家
中
譜
代
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衆
も
此
度
者
区
々
ニ
候
而
、
漸
々
与
八
与
松
杢
之
丞
計
、
御
奉
公
分
ニ
候
、
中
々
口

惜
事
、
筆
ニ
も
顕
し
か
た
く
候
、
万
々
此
者
口
上
ニ
候
、
恐
々
謹
言
、

宇
津
九

五
月
十
三
日

朝
清

宇
津
若
殿

参
（
11
）

史
料
Ａ
は
、
五
月
十
三
日
に
宇
津
江
九
右
衛
門
尉
朝
清
が
父
若
狭
守
に
宛
て
た
書
状

写
で
あ
る
。
文
中
の
「
家
中
譜
代
衆
」
と
は
、
家
中
と
譜
代
衆
は
並
び
立
つ
も
の
で
は

な
い
の
で
、「
家
中
に
お
け
る
譜
代
衆
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
家
中
に

は
、
譜
代
衆
（
譜
代
家
臣
）
以
外
も
含
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
さ
て
、
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
若
狭
守
か
ら
の
書
状
を
読
ん
だ
朝
清
は
、
景
国
（「
源
五
殿
」）
が
今
度
海
津
城
を

退
去
（「
御
上
表
」）
し
、
越
後
へ
御
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
仕
方
が
な
い
と
述

べ
る
。
そ
し
て
、
今
朝
景
勝
が
仰
せ
に
な
る
に
は
「
山
浦
一
跡
」
は
別
儀
な
く
安
堵
す

る
と
の
こ
と
な
の
で
安
心
し
て
ほ
し
い
と
記
す
一
方
で
、
景
国
の
家
中
譜
代
衆
も
離
散

し
た
た
め
、
付
き
従
う
の
は
与
八
と
松
杢
之
丞
だ
け
で
あ
る
と
嘆
い
て
い
る
。
当
時
朝

清
は
少
な
く
と
も
海
津
城
の
近
く
で
景
勝
あ
る
い
は
景
国
の
そ
ば
に
い
た
こ
と
、
景
国

の
家
臣
に
与
八
と
松
杢
之
丞
が
い
る
こ
と
、
ま
た
若
狭
守
・
朝
清
父
子
が
景
国
や
そ
の

知
行
（「
山
浦
一
跡
」）
と
何
ら
か
の
深
い
関
わ
り
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

Ｂ
御
ふ
ミ
委
細
拝
見
、
仍
而
其
元
ニ
﹇

﹈
ね
ま
り
、
い
つ
れ
も
け
な
り
け
の

﹇

﹈
承
満
足
此
事
候
、
爰
元
無
何
﹇

﹈、
然
者
、
源
五
殿
表
裏
有

之
、
海
津
御
改
易
ニ
候
、
乍
去
、
山
浦
分
無
相
違
被
進
、
越
後
連
御
申
候
間
、
可

御
心
安
候
、
与
八
も
御
供
可
申
候
間
、
可
御
心
安
候
、
急
候
間
、
早
々
申
候
、

恐
々
謹
言
、

九
右
衛
門
尉

五
月
十
四
日

朝
清
（
花
押
）

乙
吉

参
人
々
御
□
（
12
）

Ｃ
御
書
中
相
届
申
、
御
左
右
承
、
大
慶
ニ
存
候
、
仍
爰
元
海
津
御
仕
置
あ
し
く
候
よ

し
候
て
在
城
相
替
、
海
津
へ
上
条
殿
昨
十
三
日
御
う
つ
り
被
成
候
、
城
内
之
者
共

手
と
身
と
計
に
て
お
い
出
さ
れ
申
候
、
御
家
中
之
衆
一
両
人
御
成
敗
被
成
候
、
我

等
き
つ
か
い
大
か
た
な
く
候
、
さ
り
な
か
ら
今
日
迄
無
何
事
候
、
可
御
心
安
候
、

軈
而

御
馬
納
可
申
候
間
、
参
候
て
可
申
達
候
、
急
申
候
間
、
早
々
令
申
候
、

恐
々
謹
言
、

内
膳

五
月
十
四
日

広
清
（
花
押
）

乙
吉

参
人
々
御
中
（
13
）

史
料
Ｂ
は
宇
津
江
朝
清
、
史
料
Ｃ
は
上
野
内
膳
広
清
が
い
ず
れ
も
史
料
Ａ
発
給
の
翌

日
に
乙
吉
へ
宛
て
た
書
状
で
あ
る
。
上
野
広
清
は
朝
清
の
実
弟
で
あ
り
、
柿
崎
氏
の
重

臣
で
あ
っ
た
上
野
九
兵
衛
の
養
子
で
あ
る
（
14
）。

両
史
料
と
も
乙
吉
か
ら
の
書
状
（「
御
ふ

ミ
」「
御
書
中
」）
に
対
す
る
返
事
で
あ
り
、
朝
清
・
広
清
は
同
じ
場
所
に
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
史
料
Ｂ
で
朝
清
は
、
景
国
の
裏
切
り
行
為
（「
表
裏
」）
が
あ
っ
た
た
め

海
津
城
を
改
易
と
な
っ
た
が
、
山
浦
氏
の
知
行
（「
山
浦
分
」）
は
安
堵
さ
れ
、
越
後
へ

お
連
れ
し
、
与
八
（
前
述
し
た
景
国
の
家
臣
）
も
同
伴
す
る
の
で
安
心
す
る
よ
う
に
と

記
す
。
史
料
Ｃ
で
広
清
は
、
景
国
の
海
津
に
お
け
る
仕
置
き
が
悪
か
っ
た
た
め
城
代
を

替
え
ら
れ
、
上
条
宜
順
（「
上
条
殿
」）
が
昨
日
十
三
日
に
海
津
へ
移
っ
た
が
、
城
内
に

い
た
者
た
ち
は
身
一
つ
で
追
い
出
さ
れ
、
景
国
家
中
の
者
が
一
人
二
人
成
敗
さ
れ
、

我
々
の
気
づ
か
い
は
並
大
抵
で
は
な
い
が
、
今
日
ま
で
何
事
も
な
い
の
で
安
心
す
る
よ

う
に
と
記
し
て
い
る
。

朝
清
・
広
清
と
も
、
景
国
の
表
裏
が
あ
り
仕
置
き
が
悪
か
っ
た
た
め
に
海
津
城
を
改

易
さ
れ
た
と
し
て
お
り
、
景
国
に
敬
語
は
用
い
な
が
ら
も
表
現
は
非
難
め
い
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
朝
清
は
、
史
料
Ａ
と
同
様
に
山
浦
氏
の
知
行
は
安
堵
さ
れ
た
こ
と
に
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安
心
を
お
ぼ
え
、
景
国
を
越
後
へ
お
連
れ
す
る
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
景
国
の
そ

ば
で
従
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
広
清
も
、
海
津
に
残
っ
た
景
国
の
家
中
衆
が

成
敗
さ
れ
た
こ
と
に
肝
を
冷
や
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
朝
清
と
と
も
に
景
国
に
従
い
海

津
に
在
城
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
史
料
Ｂ
・
Ｃ
の
宛
名
で
あ
る
乙
吉
と
は
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
史
料
Ｃ

の
写
を
収
載
す
る
『
覚
上
公
御
書
集
』
の
綱
文
に
よ
れ
ば
、
乙
吉
を
広
清
の
嫡
嗣
子
と

す
る
が
（
15
）、

同
書
に
は
史
料
Ｂ
は
収
載
さ
れ
て
い
な
い
。
乙
吉
が
人
名
で
あ
れ
ば
幼
名
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
広
清
と
と
も
に
朝
清
も
呼
び
捨
て
で
記
し
た
こ
と
に
な
る
。

呼
び
捨
て
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
参
人
々
御
中
」
と
い
う
脇
付
を
記
し
て
相
手
へ
の
敬

意
を
表
し
て
お
り
矛
盾
す
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
「
春
日
山
人
々
御
中
」
や
「
越
府
御

報
」
な
ど
（
16
）の

よ
う
に
、
相
手
の
所
在
す
る
地
名
を
宛
名
と
し
た
表
記
で
あ
れ
ば
矛
盾
は

な
い
。

ま
た
、
史
料
Ｂ
の
冒
頭
に
よ
れ
ば
、
相
手
の
様
子
を
知
り
、「
い
つ
れ
も
」
元
気
で

無
事
（「
け
な
り
げ
」）
で
あ
る
こ
と
に
満
足
し
て
い
る
。「
い
つ
れ
も
」
と
は
複
数
人

を
指
す
の
で
、
そ
の
者
た
ち
と
朝
清
は
親
し
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点

は
、
両
史
料
と
も
仮
名
混
じ
り
の
文
章
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。
女
性
や

年
少
者
、
す
な
わ
ち
家
族
を
含
ん
で
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
乙
吉
と
は
、
人
名
で
は
な
く
、
朝
清
・
広
清
両
人
と

親
し
い
関
係
、
な
お
か
つ
山
浦
景
国
の
動
向
や
知
行
に
対
し
利
害
を
同
じ
く
す
る
関
係

に
あ
る
人
々
の
い
る
場
所
を
指
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
史
料
Ｂ
で
は
景
国
家

臣
の
与
八
も
同
伴
し
て
帰
る
こ
と
を
特
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
与
八
も
彼
ら
と
同
じ

人
間
関
係
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

Ｄ
歳
暮
之
為
御
祝
儀
、
雖
若
輩
候
、
乙
吉
候
間
多
功
勘
之
丞
差
越
候
、
万
有
御
談

合
、
御
樽
肴
之
儀
御
調
憑
入
候
、
去
頃
者
板
佐
参
依
候
処
、
有
賞
翫
、
種
々
御
馳

走
之
由
承
、
自
何
大
慶
此
事
候
、
殊
更
遣
物
之
儀
、
万
端
可
有
御
調
之
由
、
是
又

是
非
�
�
無
申
事
候
、
委
細
之
儀
者
窪
田
藤
左
衛
門
帰
路
之
時
分
可
申
越
候
、

恐
々
謹
言
、

猶
委
細
之
儀
者
、
多
功
勘
之
丞
申
含
候
間
、
具
可
申
候
、
以
上
、

極
月
十
五
日

景
国
山
浦
也

宇
津
若

参
（
17
）

史
料
Ｄ
は
、
十
二
月
十
五
日
に
景
国
が
宇
津
江
若
狭
守
へ
宛
て
た
書
状
写
で
あ
る
。

歳
暮
の
祝
儀
に
つ
い
て
多
功
勘
之
丞
を
遣
わ
す
の
で
、
よ
く
相
談
し
て
進
物
の
樽
肴
を

準
備
す
る
よ
う
頼
ん
で
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
多
功
勘
之
丞
は
若
輩
で
は
あ
る

が
、
乙
吉
で
あ
る
の
で
遣
わ
す
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
乙
吉
で
あ
れ
ば
気
兼
ね
な
く

心
配
が
い
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
乙
吉
と
は
、
宇
津
江
若
狭
守
の

い
る
場
所
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
歳
暮
の
祝
儀
を
進
上
す
る
相
手
は
、
越
後
春
日
山
の

上
杉
景
勝
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
乙
吉
に
い
る
若
狭
守
は
、
景
国
の
た
め
に
歳
暮
の
進

物
を
準
備
し
て
い
る
点
か
ら
、
景
国
に
従
う
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
但
し
、

史
料
Ｄ
を
書
札
礼
か
ら
見
る
と
、
書
止
文
言
が
「
恐
々
謹
言
」
で
あ
り
、
脇
付
「
参
」

も
付
さ
れ
、
あ
る
程
度
の
敬
意
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
景
国
に
と
っ
て
若
狭
守

は
、
自
身
の
家
臣
で
は
な
く
、
景
勝
か
ら
配
属
さ
れ
た
有
力
な
同
心
・
与
力
の
よ
う
な

存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
存
在
を
、
後
述
す
る
上
杉
家

の
分
限
帳
に
も
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
「
同
心
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

景
国
の
同
心
で
あ
る
若
狭
守
の
子
朝
清
・
広
清
の
二
人
も
、
景
国
と
若
狭
守
と
の
信

頼
関
係
を
維
持
す
る
た
め
で
も
あ
ろ
う
か
、
同
心
あ
る
い
は
家
臣
と
し
て
海
津
城
で
景

国
の
そ
ば
に
仕
え
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
朝
清
・
広
清
の
実
名
の
「
清
」
の
字
も
景
国

（
国
清
）
か
ら
与
え
ら
れ
た
偏
諱
で
あ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

さ
て
、
史
料
Ｄ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
景
国
は
春
日
山
か
ら
離
れ
た
場
所
に
お
り
、

若
狭
守
の
い
る
乙
吉
は
春
日
山
に
近
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
史
料
Ｂ
・
Ｃ

を
含
め
て
考
え
れ
ば
、
春
日
山
に
近
い
乙
吉
に
は
、
宇
津
江
若
狭
守
を
は
じ
め
、
景
国

の
同
心
だ
け
で
な
く
、
与
八
や
多
功
勘
之
丞
な
ど
の
「
家
中
・
譜
代
衆
」
と
関
わ
り
深
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い
人
々
が
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
景
国
の
越
後
に
お
け
る
拠
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
考
慮
す
る
と
、
史
料
Ｄ
の
年
次
は
天
正
十
一
年
（
一

五
八
三
）
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
（
18
）。

で
は
、
乙
吉
と
は
ど
こ
の
こ
と
を
指
す
の
か
。

そ
の
場
所
は
、
越
後
国
頸
城
郡
の
鮫
ヶ
尾
城
下
の
乙
吉
で
は
な
か
ろ
う
か
。
鮫
ヶ
尾

城
は
、
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
三
月
、
御
館
の
乱
で
敗
走
し
た
三
郎
景
虎
が
逃
げ
込

み
自
害
し
た
と
さ
れ
る
城
で
あ
る
。
こ
の
地
は
、
古
来
よ
り
日
本
海
沿
岸
地
域
と
中
部

山
間
地
域
を
結
ん
で
栄
え
た
高
田
平
野
の
最
奥
部
に
位
置
し
、
人
や
物
の
往
来
を
見
下

ろ
し
監
視
す
る
に
は
最
適
の
場
所
で
あ
り
、
政
治
的
・
経
済
的
に
重
要
視
さ
れ
、
戦
国

期
に
は
信
越
国
境
地
域
を
防
衛
す
る
軍
事
拠
点
の
一
つ
と
し
て
も
機
能
し
た
と
さ
れ

る
（
19
）。

乙
吉
は
、
こ
の
鮫
ヶ
尾
城
下
に
あ
り
、「
館
ノ
内
」
と
同
音
の
「
立
ノ
内
」
と
い

う
小
字
名
を
含
む
集
落
の
名
と
し
て
知
ら
れ
、
近
世
は
乙
吉
村
で
あ
る
。

こ
の
場
所
で
あ
れ
ば
、
史
料
Ｄ
の
春
日
山
に
近
い
と
い
う
条
件
を
満
た
す
。
ま
た
、

慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
に
制
作
さ
れ
た
越
後
国
郡
絵
図
の
「
頸
城
郡
絵
図
」
に
は
、

関
川
の
西
側
に
あ
る
鮫
ヶ
尾
城
や
乙
吉
の
地
域
は
描
か
れ
な
い
が
、
東
側
の
描
か
れ
る

地
域
に
は
、
相
給
を
含
め
十
七
ヶ
村
の
知
行
者
と
し
て
「
山
浦
分
」
の
記
載
が
あ
る
（
20
）。

山
浦
景
国
が
知
行
す
る
村
数
は
、
御
料
所
、
柿
崎
氏
、
直
嶺
城
領
（
樋
口
伊
予
守
在

番
）
に
次
い
で
多
く
（
21
）、

慶
長
初
年
段
階
に
お
い
て
も
、
景
国
が
乙
吉
近
く
の
頸
城
郡
内

に
一
定
の
知
行
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
は
じ
め
に
で
述
べ
た
よ
う
に

海
沿
い
で
は
あ
る
が
同
郡
の
名
立
に
も
知
行
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
乙
吉
の
「
立
ノ
内
」
の
場
所
に
は
、
鮫
ヶ
尾
城
の
根
小
屋
が
あ
っ
た
と

い
わ
れ
、
地
籍
調
査
に
よ
れ
ば
周
辺
に
土
塁
や
水
堀
が
存
在
し
た
蓋
然
性
が
極
め
て
高

い
と
さ
れ
、「
立
ノ
内
館
跡
」
と
し
て
遺
跡
範
囲
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。「
立
ノ
内
」
地

内
の
外
縁
部
に
ト
レ
ン
チ
八
ヶ
所
を
設
定
し
て
試
掘
調
査
を
行
っ
た
佐
藤
慎
氏
に
よ
れ

ば
、
覆
土
か
ら
十
三
世
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
後
半
ま
で
の
時
間
幅
を
も
つ
複
数
時
期

の
遺
物
が
出
土
し
て
お
り
、
鮫
ヶ
尾
城
が
最
盛
期
と
な
る
十
六
世
紀
後
半
に
は
、
景
徳

鎮
民
窯
の
青
花
皿
Ｅ
群
や
瀬
戸
美
濃
大
釜
2
段
階
の
擂
鉢
が
遺
物
に
加
わ
る
こ
と
か

ら
、
鮫
ヶ
尾
城
と
立
ノ
内
館
が
同
時
期
に
機
能
し
た
こ
と
は
疑
う
余
地
は
な
い
と
し
な

が
ら
も
、
同
時
期
に
一
体
的
に
普
請
が
な
さ
れ
た
か
は
問
題
視
し
て
お
り
否
定
的
で
あ

る
（
22
）。

出
土
遺
物
が
少
な
く
不
明
な
点
が
多
い
が
、
十
六
世
紀
後
半
の
土
師
器
皿
や
景
徳

鎮
民
窯
の
青
花
皿
、
瀬
戸
美
濃
大
釜
の
擂
鉢
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
景
国
が
海

津
城
代
を
更
迭
さ
れ
る
天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）
ま
で
の
数
年
の
間
、「
立
ノ
内
」

近
辺
に
領
主
層
の
人
々
が
滞
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
状
況
的
に
は
矛
盾
は
な
い
。
そ

も
そ
も
御
館
の
乱
で
鮫
ヶ
尾
城
が
落
城
し
た
と
さ
れ
る
天
正
七
年
の
わ
ず
か
四
、
五
年

後
で
あ
り
、
同
じ
十
六
世
紀
後
半
の
範
囲
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
十
月
吉
日
付
で
母
（「
お
は
ゝ
」）
に
「
さ
川

の
お
か
地
」
を
宛
行
っ
た
黒
印
状
が
あ
る
（
23
）。

発
給
者
は
、
伝
上
杉
景
勝
と
さ
れ
、
他
に

こ
の
黒
印
の
使
用
例
は
な
く
不
明
で
あ
る
が
、
知
行
を
宛
行
い
、
黒
印
を
用
い
て
い
る

こ
と
か
ら
、「
さ
川
の
お
か
地
」
を
含
ん
だ
所
領
を
も
つ
有
力
な
領
主
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
さ
て
、
こ
の
黒
印
状
で
宛
行
わ
れ
た
「
さ
川
」
と
は
、
乙
吉
の
南
隣
り

の
佐
川
で
は
な
か
ろ
う
か
。
近
世
の
佐
川
は
、
籠
町
村
の
籠
町
と
並
ぶ
集
落
で
あ
り
、

戦
国
期
の
籠
町
は
鮫
ヶ
尾
城
下
の
中
核
を
な
し
た
と
さ
れ
る
（
24
）。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
御
館
の
乱
で
天
正
七
年
三
月
に
鮫
ヶ
尾
城
が
廃
城
と
な
っ

た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
城
下
の
乙
吉
や
佐
川
は
そ
れ
以
後
も
継

続
し
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
鮫
ヶ
尾
城
と
立
ノ
内
館
を
同
時
に
一
体
的
に
普
請
し
た
と

捉
え
る
必
要
は
な
い
。
考
古
学
的
に
は
十
六
世
紀
後
半
の
同
時
期
の
も
の
と
判
断
さ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
両
所
の
使
用
時
期
に
数
年
の
差
違
が
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
佐

藤
慎
氏
が
述
べ
る
埋
蔵
文
化
財
調
査
に
よ
る
成
果
と
の
矛
盾
も
解
消
さ
れ
よ
う
。

以
上
の
点
か
ら
、
乙
吉
は
、
山
浦
景
国
の
家
中
（
家
臣
・
同
心
）
な
ど
が
滞
在
し
、

春
日
山
と
の
間
を
取
り
次
ぎ
、
頸
城
郡
内
の
知
行
を
支
配
す
る
な
ど
、
越
後
に
お
け
る

景
国
の
拠
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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第
二
章

村
上
（
山
浦
）
景
国
の
文
書
と
家
中
の
展
開

本
章
で
は
、
海
津
城
改
易
の
前
後
に
お
け
る
景
国
の
家
中
（
家
臣
・
同
心
）
に
つ
い

て
、
年
月
の
推
移
、
と
く
に
景
勝
政
権
と
の
関
係
の
変
化
を
追
い
な
が
ら
考
察
し
て
み

た
い
。

天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）
五
月
に
景
国
は
、
海
津
城
代
を
更
迭
さ
れ
、
越
後
へ
引

き
戻
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
史
料
Ａ
・
Ｂ
で
見
た
よ
う
に
、
海
津
城
は
改
易
さ
れ
た

が
、「
山
浦
一
跡
」「
山
浦
分
」
は
以
前
の
と
お
り
安
堵
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
文
禄

三
年
（
一
五
九
四
）
に
上
杉
家
で
作
成
さ
れ
た
分
限
帳
で
あ
る
「
定
納
員
数
目
録
」
に

よ
れ
ば
、
景
国
（「
山
浦
源
五
」）
は
「
越
後
侍
中
」
と
し
て
、
知
行
高
は
二
二
七
七
石

余
・
一
七
三
人
で
あ
る
（
25
）。

大
身
の
侍
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
当
時
の
海
津
城
代
須

田
満
親
が
「
信
州
侍
中
」
と
し
て
知
行
一
二
〇
八
六
石
余
で
あ
る
の
に
比
べ
る
と
格
段

に
低
い
。
大
幅
な
知
行
の
没
収
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

景
国
が
発
給
し
た
文
書
は
、
次
頁
の
表
1
の
よ
う
に
管
見
の
か
ぎ
り
上
杉
輝
虎
（
謙

信
）
期
の
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
前
後
か
ら
景
勝
期
の
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）

ま
で
一
九
点
確
認
で
き
る
。
写
し
が
多
い
た
め
判
然
と
し
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
花
押

型
は
お
よ
そ
三
つ
に
分
類
で
き
、
花
押
型
ａ
は
さ
ら
に
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

花
押
型
の
時
期
変
遷
を
景
国
の
実
名
や
政
治
的
背
景
を
考
慮
し
て
見
て
み
る
と
、
実

名
国
清
を
称
し
た
輝
虎
期
に
は
花
押
型
ａ－

1
、
景
勝
初
期
に
は
花
押
型
ａ－

2
、
天

正
七
年
（
一
五
七
九
）
に
実
名
を
景
国
に
改
め
る
と
花
押
型
ｂ
、
天
正
十
年
（
一
五
八

二
）
に
海
津
城
代
に
な
る
と
花
押
型
ｃ
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
花
押

型
の
重
複
使
用
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
文
書
の
内
容
に
よ
る
使
い
分
け
で
は
な

く
、
時
期
に
よ
っ
て
花
押
を
変
更
し
用
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
天
正
六
年

十
月
七
日
付
の
書
状
で
は
、
病
気
を
理
由
に
鼎
型
の
印
判
を
用
い
て
い
る
（
表
1
№

11
）。
天
正
六
年
段
階
で
印
判
を
用
い
て
い
る
上
杉
家
中
の
者
は
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
留

意
が
必
要
で
あ
ろ
う
（
26
）。

ま
た
注
目
さ
れ
る
の
は
、
表
1
の
発
給
文
書
の
署
判
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

景
国
が
謙
信
期
に
外
交
に
従
事
し
た
際
に
は
「
村
上
」
を
名
乗
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、

天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
八
月
二
十
三
日
付
の
判
物
で
も
「
村
上
」
と
署
名
し
て
い
る

（
№
15
）。
翌
年
四
月
吉
日
付
の
願
文
で
も
村
上
の
本
姓
で
あ
る
「
源
」
と
署
名
し
て
い

る
（
№
18
）。
こ
れ
は
本
国
信
濃
へ
帰
っ
た
景
国
が
本
来
の
名
字
「
村
上
」
に
復
し
て

称
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
天
正
七
年
五
月
三
日
付
で
景

勝
か
ら
偏
諱
を
与
え
ら
れ
た
文
書
の
宛
名
や
、
天
正
十
年
八
月
五
日
付
で
海
津
城
代
と

し
て
の
掟
を
記
し
た
条
書
の
宛
名
な
ど
も
「
村
上
源
五
」
で
あ
る
（
27
）。

し
た
が
っ
て
、
少

な
く
と
も
天
正
七
年
五
月
以
降
、
海
津
在
城
時
期
ま
で
は
上
杉
の
家
中
・
分
国
で
は
自

他
と
も
に
「
村
上
源
五
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
は
、
上
杉
家
中
の
序
列
の
あ
り
方
が
先
代
の
謙
信
期
か
ら
変
化
し
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
お
り
重
要
で
あ
る
。
景
勝
政
権
や
景
国
に
と
っ
て
、
上
杉
一
門
の
山
浦
氏

よ
り
も
村
上
氏
を
優
先
し
て
そ
れ
を
認
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
景
国
の

海
津
城
改
易
後
で
あ
る
天
正
十
三
年
九
月
の
連
署
書
状
で
は
「
山
浦
」
と
署
名
し
て
い

る
（
№
19
）。
こ
れ
は
前
掲
史
料
Ａ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
更
迭
の
際
に
「
山
浦
一
跡
」

の
み
安
堵
さ
れ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
よ
う
。
信
濃
に
復
帰
す
る
際
に
景
勝
か
ら
認
め

ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
村
上
」
の
名
跡
（
知
行
を
含
む
）
は
更
迭
と
と
も
に
没
収
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
景
国
の
発
給
文
書
の
内
訳
は
、
お
お
よ
そ
輝
虎
（
謙
信
）
期
に
は
外
交
に
関

わ
る
書
状
（
表
1
№
1
〜
4
）、
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
は
御
館
の
乱
に
お
い
て
景

勝
方
に
味
方
す
る
よ
う
働
き
か
け
る
書
状
（
№
5
〜
11
）、
そ
し
て
自
ら
の
家
中
や
領

内
の
寺
社
に
宛
て
た
判
物
・
書
状
な
ど
（
№
12
・
13
・
15
〜
18
）
で
あ
る
。
景
国
が
家

臣
に
発
給
し
た
文
書
は
次
の
二
通
の
み
で
あ
る
。

Ｅ
安
部
右
京
進
一
跡
、
同
料
所
拾
五
貫
文
相
添
出
之
候
、
鑓
八
丁
・
馬
上
小
籏
、

前
々
如
御
掟
、
寄
羅
□
軍
役
肝
要
候
、
為
後
日
一
筆
如
件
、

天
正
七
年
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六
月
晦
日

景
国
（
花
押
ｂ
）

酒
井
﹇

﹈

Ｆ
向
八
森
我
等
領
分
養
父
討
死
ニ
付
而
、
彼
者

之
本
知
之
儀
、
皆
々
望
候
者
共
雖
多
候
、
討

死
跡
ニ

候
間
、
其
方
ニ

申
付
候
、
軍
役
之

儀
者
、
毎
々
之
鑓
拾
丁
儼
相
嗜
、
弥
以
可
走

廻
者
也
、
仍
如
件
、

天
正
七
年

七
月
十
三
日

景
国

赤
江
橋
左
京
亮
と
の
へ

史
料
Ｅ
・
Ｆ
と
も
に
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）

に
景
国
が
発
給
し
た
判
物
で
あ
る
（
表
1
№
12
・

13
）。
史
料
Ｅ
は
、
酒
井
某
に
安
部
右
京
進
一
跡

と
料
所
十
五
貫
文
を
宛
行
い
、
鑓
八
丁
・
馬
上
・

小
旗
を
以
前
の
掟
ど
お
り
に
着
飾
り
軍
役
を
つ
と

め
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
史
料
Ｆ
は
、
赤
江
橋
左

京
亮
に
討
死
し
た
養
父
の
本
領
の
相
続
を
許
し
、

軍
役
を
か
わ
ら
ず
鑓
十
丁
つ
と
め
る
よ
う
命
じ
て

い
る
。
史
料
Ｅ
・
Ｆ
か
ら
、
酒
井
某
と
赤
江
橋
左

京
亮
が
景
国
に
仕
え
る
家
中
の
者
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
し
か
し
、
景
国
が
家
臣
に
発
給
し
た

こ
と
が
明
ら
か
な
文
書
は
こ
の
二
点
の
み
で
あ

る
。
そ
れ
以
外
の
文
書
に
よ
っ
て
景
国
の
家
中
を

検
討
し
よ
う
。

Ｇ
今
度
其
表
新
発
田
相
働
之
処
、
手
堅
坊
戦
、

宗
徒
之
者
数
輩
討
捕
事
、
粉
骨
神
妙
之
至

表1 村上（山浦）景国の発給文書

出典

上越1－450

上越1－1064

上越1－1163

上越1－1185

上越2－1551

上越2－1552

上越2－1594

上越2－1601

上越2－1681

上越2－1688

上越2－1692

思文閣古書目録
249・250

上越2－1849

上越2－2401
検討余地あり

信濃史料15

上越2－2579

上越2－2622

上越2－2763

上越2－3058

所蔵

飛州志11

歴代古案巻1

吉江文書

榊原文書

伊佐早採集13

伊佐早採集13

伊佐早採集13

歴代古案巻13

上越市

諸士来状全

伊佐早採集13

志賀旧蔵

覚上公御書集3

記録御用所本古
文書上

東光寺

諸州古文書13

諸家古案4

廣田文書

庄司文書

宛名

河上式部少輔殿

松平左近将監殿

吉喜 まいる

榊原小平太殿 御宿所

上野九兵衛殿 まいる

上野九兵衛殿 まいる

上野九兵衛殿

青海川図書助殿

遠藤惣左衛門尉殿、林部
三郎右衛門尉殿、上野九
兵衛殿、富所大炊助殿、
長福寺

富所大炊助殿、林部掃部
助殿、遠藤惣左衛門殿、
長福寺

遠藤惣左衛門尉殿、富所
大炊助殿、上野久兵衛
殿、林部□郎左衛門尉
殿、長福寺

酒井［ ］

赤江橋左京亮とのへ

中沢彦次郎殿

快与法印 御同宿中

明徳寺 衣鉢閣下

宇津若 参

奉献納伊勢太神宮 広田
之御師

直江山城守殿

署判

村上 国清（花押影）

村上源五 国清

源五 国清（花押 a－1）

国清（花押 a－1）

国清（花押 a－2影）

国清（花押 a－2影）

国清（花押 a－2影）

国清

国清（花押 a－2）

国清在判

国清（鼎形印）

景国（花押 b）

景国

国清朱印

村上源五 景国（花押 c影）

景国（花押 c影）

景国

源景国（花押）

山浦源五景国（花押 c）、
他3人

文書名

書状写

書状写

書状

書状

判物写

書状写

書状写

書状写

書状

書状写

書状写

判物

判物写

書状写

判物

判物

書状写

願文

連署書状

年月日

（永禄8年ヵ）2月10日

（元亀2年）9月7日

（元亀4年）7月23日

（天正2年）正月23日

天正6年6月19日

（天正6年）6月19日

（天正6年）7月晦日

（天正6年）8月2日

（天正6年）9月26日

（天正6年）10月3日

（天正6年）10月7日

天正7年6月晦日

天正7年7月13日

（天正10年）6月14日

天正10年8月23日

天正10年10月5日

（天正10年）12月15日

天正11年4月吉日

（天正13年）9月22日

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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候
、
弥
於
励
軍
功
者
、
可
感
之
候
也
、

卯
月
十
八
日

景
勝
御
居
判

多
功
勘
丞
と
の
へ
（
28
）

右
の
史
料
Ｇ
は
、
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
四
月
に
景
勝
が
与
え
た
感
状
写
で
あ

る
。
写
し
で
は
あ
る
が
、
本
文
書
を
所
収
す
る
「
景
勝
公
御
書
」
は
、
元
禄
四
年
・
九

年
に
米
沢
上
杉
家
諸
士
に
提
出
さ
せ
た
文
書
を
写
し
て
編
集
さ
れ
た
文
書
集
で
あ
り
（
29
）、

他
の
近
世
の
史
料
集
に
比
べ
て
誤
字
脱
字
が
少
な
く
、
宛
名
の
位
置
や
書
体
な
ど
も
忠

実
に
写
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
感
状
は
、
織
田
信
長
や
会
津
の
蘆
名
盛
隆
と
連
携
し
て
蜂
起
し
た
新
発

田
重
家
に
攻
め
ら
れ
防
戦
し
、
敵
の
お
も
だ
っ
た
者
を
数
人
討
ち
捕
っ
た
こ
と
を
賞
し

た
も
の
で
あ
る
。
宛
名
の
多
功
勘
丞
は
、
前
章
の
史
料
Ｄ
で
景
国
が
乙
吉
へ
遣
わ
し
た

者
で
あ
る
。
書
止
文
言
は
「
仍
如
件
」
で
は
な
く
「
候
也
」、
宛
名
の
敬
称
は
「
殿
」

で
は
な
く
「
と
の
へ
」
で
あ
り
、
き
わ
め
て
薄
礼
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
薄
礼
の
感
状

は
、
景
勝
が
陪
臣
に
対
し
て
発
給
す
る
際
に
多
く
み
ら
れ
る
（
30
）。

し
た
が
っ
て
、
多
功
勘

丞
は
、
景
勝
の
陪
臣
す
な
わ
ち
景
国
の
家
臣
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
史
料
Ｇ
と
同
日
付
で
ほ
ぼ
同
文
の
景
勝
感
状
が
、
青
海
川
図
書
助
・
酒

井
新
左
衛
門
尉
・
柄
澤
（
唐
澤
）
十
左
衛
門
尉
・
田
中
小
兵
衛
・
三
潴
佐
左
衛
門
に
も

そ
れ
ぞ
れ
発
給
さ
れ
て
い
る
（
31
）。

こ
ら
れ
の
文
書
の
書
止
文
言
も
「
候
也
」、
宛
名
の
敬

称
も
「
と
の
へ
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
も
同
様
に
少
な
く
と
も
こ
の
時
に
は
景
勝

の
陪
臣
、
景
国
の
家
臣
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

彼
ら
が
防
戦
し
た
「
其
表
」
の
拠
点
と
は
、
前
述
し
た
越
後
国
蒲
原
郡
の
笹
岡
城
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
感
状
と
笹
岡
城
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
矢
田
俊
文
氏
が
検

討
し
て
お
り
、
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
の
定
納
員
数
目
録
や
上
杉
家
の
「
家
中
諸
士

略
系
譜
」
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
感
状
の
受
給
者
が
新
発
田
に
最
も
近
い
景
勝
方
の
笹

岡
城
に
在
城
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
が
（
32
）、

景
勝
の
書
札
礼
の
観
点
か
ら
考
え
て
も
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
天
正
十
年
四
月
に
山
浦
景
国
自
身
は
笹
岡
城
に
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

少
な
く
と
も
同
年
七
月
に
は
信
濃
の
海
津
城
に
在
城
し
て
い
る
。

Ｈ
急
度
申
遣
候
、
今
巳
刻
三
条
着
馬
候
、
明
日
諸
軍
相
休
、
明
後
日
菅
名
へ
押
着
、

翌
日
廿
三
越
河
、
逆
徒
領
中
打
散
、
可
攄
調
儀
、
不
可
移
時
日
之
間
、
其
心
得
尤

候
、
謹
言
、

八
月
廿
日

景
勝

今
井
源
右
衛
門
尉
と
の
へ

其
外
山
浦
家
中
衆
（
33
）

Ｉ
重
而
飛
脚
到
来
、
喜
悦
候
、
仍
当
津
仕
置
任
存
分
之
條
、
可
心
安
候
、
近
日
至
其

花押型 a－2

村上（山浦）景国の花押型トレース図

花押型 c

花押型 b

花押型 a－1
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表
可
発
向
之
間
、
其
内
弥
堅
固
之
用
心
専
用
候
、
巨
細
直
江
可
申
越
候
、
謹
言
、

五
月
十
八
日

景
勝
御
居
判

今
井
源
右
衛
門
尉
と
の
へ

酒
井
新
左
衛
門
尉
と
の
へ
（
34
）

Ｊ
今
度
新
発
田
其
地
伏
動
致
之
処
、
足
軽
共
取
出
、
敵
少
々
討
捕
、
験
差
越
候
、
乍

毎
度
、
稼
無
比
類
候
、
然
者
、
其
地
用
心
大
切
之
由
申
越
ニ
付
而
、
鉄
炮
廿
丁
片

切
内
匠
助
為
武
主
相
添
差
越
候
、
兵
粮
之
儀
も
申
付
之
間
、
早
速
入
置
、
□
□
□

津
仕
置
成
就
候
者
、
即
其
表
可
打
着
候
間
、
其
内
堅
固
之
備
有
之
、
直
馬
可
待
□

事
、
専
一
候
、
謹
言
、

追
而
、
近
藤
相
稼
之
由
候
、
其
表
着
馬
之
刻
、
別
而
可
感
之
由
、
可
為
申
聞

候
、
以
上
、

五
月
廿
日

景
勝
（
花
押
）

今
井
源
右
衛
門
尉
と
の
へ

酒
井
新
左
衛
門
尉
と
の
へ

（
黒
金
）

□
□
宮
内
少
輔
殿
（
35
）

史
料
Ｈ
〜
Ｊ
は
、
い
ず
れ
も
景
勝
が
笹
岡
在
城
衆
へ
宛
て
た
書
状
で
あ
る
（
36
）。

史
料
Ｈ

は
天
正
十
年
、
史
料
Ｉ
・
Ｊ
は
同
十
一
年
に
比
定
さ
れ
、
景
国
が
遠
く
離
れ
た
信
濃
海

津
に
在
城
し
て
い
た
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
書
状
の
内
容
は
い
ず
れ
も
、
前
述
し
た
新

発
田
重
家
へ
の
対
策
に
関
わ
る
命
令
や
情
報
を
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
景
国
で
は
な

く
、
景
勝
が
直
接
下
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
37
）。
史
料
Ｈ
〜
Ｊ
の
宛
名
の
今
井
源
右
衛

門
尉
・
酒
井
新
左
衛
門
尉
の
敬
称
は
い
ず
れ
も
「
と
の
へ
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
述

し
た
と
お
り
、
景
勝
の
陪
臣
で
あ
り
景
国
の
家
臣
（
山
浦
家
中
）
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
、
史
料
Ｈ
の
宛
名
は
今
井
新
右
衛
門
尉
と
「
其
外
山
浦
家
中
衆
」
と
差
別
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
井
は
笹
岡
に
在
城
す
る
「
其
外
山
浦
家
中
衆
」
を
ま
と
め
る
城

代
の
一
人
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
史
料
Ｉ
で
今
井
と
並
び
宛
名
に

記
さ
れ
る
酒
井
新
左
衛
門
尉
は
、
前
掲
史
料
Ｅ
の
酒
井
某
と
同
人
か
近
親
者
で
あ
る
可

能
性
が
高
く
、
今
井
と
同
様
に
笹
岡
城
代
の
一
人
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
史
料
Ｊ
に
は
今
井
・
酒
井
と
並
ん
で
黒
金
宮
内
少
輔
が
記
さ
れ
る
が
、
敬

称
は
「
殿
」
と
記
さ
れ
、
今
井
・
酒
井
よ
り
も
厚
礼
で
あ
る
。
宮
内
少
輔
は
上
田
衆
と

し
て
知
ら
れ
（
38
）、

景
勝
の
家
臣
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
史
料
Ｊ
の
文
中
に
は
、

「
其
地
」
す
な
わ
ち
笹
岡
城
は
用
心
大
切
で
あ
る
と
申
す
の
で
、
片
切
内
匠
助
を
「
武

主
（
も
の
ぬ
し
）」
と
し
て
鉄
炮
二
十
丁
を
添
え
て
遣
わ
す
と
し
て
い
る
。
内
匠
助
も

上
田
衆
で
あ
り
景
勝
の
家
臣
で
あ
る
（
39
）。

し
た
が
っ
て
、
景
勝
は
、
少
な
く
と
も
天
正
十

一
年
五
月
に
は
笹
岡
城
に
自
ら
の
家
臣
の
黒
金
宮
内
少
輔
・
片
切
内
匠
助
を
城
代
と
し

て
送
り
込
み
、
笹
岡
城
に
は
山
浦
家
中
と
景
勝
の
家
臣
が
共
に
在
城
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

笹
岡
城
は
山
浦
氏
の
城
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
景
勝
に
と
っ
て
新
発
田
氏
に

対
す
る
に
は
、
自
ら
の
家
臣
も
在
城
さ
せ
て
軍
事
力
の
強
化
を
は
か
る
必
要
が
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
笹
岡
在
城
衆
宛
て
の
一
連
の
景
勝
書
状
に
は
、
景
国
に
関
わ
る
記
事
は

一
切
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
当
時
景
国
は
笹
岡
に
在
城
す
る
今
井
・
酒
井
以
下
の
山

浦
家
中
衆
へ
の
命
令
は
景
勝
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
見
方
に

よ
っ
て
は
、
景
勝
に
よ
る
笹
岡
在
城
の
山
浦
家
中
へ
の
干
渉
を
重
ね
る
こ
と
に
も
な
っ

た
と
言
え
る
。

Ｋ
任
望
之
旨
、
賀
茂
之
下
條
遣
之
候
、
弥
可
抽
忠
信
者
也
、
仍
如
件
、

天
正
十
一
年

（
朱
印
）
九
月
二
日酒

井
新
左
衛
門
尉
殿
（
40
）

右
の
史
料
Ｋ
は
、
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
九
月
に
景
勝
が
酒
井
新
左
衛
門
尉
に

宛
て
た
朱
印
状
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
景
勝
が
山
浦
家
中
で
あ
っ
た
新
左
衛
門

尉
に
対
し
て
直
接
知
行
を
宛
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
望
み
の
旨
に
任
せ
て
」
す
な
わ

ち
新
左
衛
門
尉
の
要
望
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
点
、
そ
し
て
、
宛
名
の
敬
称
は
以
前
の

「
と
の
へ
」
か
ら
「
殿
」
へ
変
化
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
史
料
Ｋ
か
ら
は
酒
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井
新
左
衛
門
尉
が
景
勝
の
家
臣
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

Ｌ
近
年
其
地
在
城
、
昼
夜
之
粉
骨
無
比
類
候
、
就
中
、
今
般
於
大
室
地
伏
調
議
、
智

謀
勇
健
、
超
越
呂
尚
孫
公
者
也
、
弥
可
励
軍
功
事
専
一
候
、
謹
言
、

天
正
十
四
年

正
月
廿
七
日

景
勝
（
花
押
）

酒
井
新
左
衛
門
尉
殿
（
41
）

Ｍ
篠
岡
之
地
令
在
城
、
度
々
走
廻
神
妙
候
、
就
中
、
今
般
於
大
室
之
地
、
為
初
伏
兵

武
主
相
稼
、
無
比
類
候
、
弥
於
戦
功
者
、
急
度
可
感
之
者
也
、
謹
言
、

天
正
十
四
年

正
月
廿
七
日

景
勝
（
花
押
）

唐
澤
大
膳
亮
殿
（
42
）

史
料
Ｌ
・
Ｍ
は
、
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
正
月
に
景
勝
が
笹
岡
に
在
城
し
、
近

く
の
大
室
の
地
で
伏
兵
に
よ
る
戦
功
を
あ
げ
た
こ
と
を
賞
し
た
感
状
で
あ
る
。
史
料
Ｍ

の
宛
名
の
唐
澤
大
膳
亮
は
、
天
正
十
年
四
月
に
史
料
Ｇ
と
同
様
の
感
状
を
受
給
し
た
柄

澤
（
唐
澤
）
十
左
衛
門
尉
の
子
で
あ
り
、
父
や
酒
井
新
左
衛
門
尉
と
同
じ
く
山
浦
家
中

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
史
料
Ｌ
・
Ｍ
は
、
天
正
十
年
の
感
状
（
史
料

Ｇ
）
に
比
べ
、
書
止
文
言
は
「
候
也
」
か
ら
「
謹
言
」
と
な
り
、
宛
名
の
敬
称
は
「
と

の
へ
」
か
ら
「
殿
」
と
な
り
、
い
ず
れ
も
厚
礼
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
酒
井

新
左
衛
門
尉
だ
け
で
な
く
、
唐
澤
大
膳
亮
も
山
浦
家
中
か
ら
景
勝
の
家
臣
へ
と
引
き
立

て
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

当
時
す
で
に
景
国
は
、
海
津
城
代
を
更
迭
さ
れ
、
越
後
へ
召
喚
さ
れ
た
後
で
あ
る
。

こ
の
改
易
時
に
笹
岡
に
在
城
し
た
山
浦
家
中
の
お
も
だ
っ
た
者
た
ち
も
景
勝
に
引
き
抜

か
れ
、
景
勝
の
家
臣
と
な
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
景
勝
が
笹
岡
に
在
城
す

る
山
浦
家
中
を
自
ら
の
家
臣
へ
取
り
立
て
る
行
為
は
、
史
料
Ｌ
で
見
た
よ
う
に
す
で
に

天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
九
月
に
は
始
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
信
濃
の
海
津
城

に
い
た
景
国
が
把
握
し
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
景
国
は
そ
の
翌
年
四
月

に
は
、
景
勝
に
対
し
て
「
表
裏
」
の
あ
る
行
動
に
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
後
の
山
浦
家
中
の
動
向
を
上
杉
氏
の
分
限
帳
な
ど
か
ら
み
て
み
よ
う
。

次
頁
の
表
2
は
、
当
時
の
史
料
で
確
認
さ
れ
る
景
国
の
家
中
（
家
臣
・
同
心
）
の
変
遷

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
景
国
の
家
臣
・
同
心
も
広
い
意
味
で
は
上
杉
氏
の
家
中
に
包

摂
さ
れ
る
た
め
、
発
給
・
受
給
文
書
の
類
で
は
、
書
札
礼
や
明
確
な
文
言
が
な
い
限

り
、
そ
の
違
い
を
判
断
す
る
の
は
難
し
い
。
し
か
し
、
上
杉
家
で
作
成
さ
れ
た
分
限
帳

を
見
れ
ば
、
諸
士
の
所
属
グ
ル
ー
プ
が
わ
か
る
。
表
2
に
は
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）

の
「
定
納
員
数
目
録
」
と
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
の
陸
奥
国
会
津
国
替
え
後
の
分

限
帳
の
記
載
を
示
し
て
い
る
（
43
）。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
前
述
し
た
酒
井
新
左
衛
門
尉
の
子
新
八
郎
（
№
2
）
は
、
文
禄
三

年
に
は
「
笹
岡
衆
」
と
の
注
記
は
あ
る
が
、
景
国
と
同
様
の
「
越
後
侍
中
」（
三
〇
二

石
余
）、
慶
長
三
年
に
は
「
御
馬
廻
衆
」
と
記
さ
れ
る
。
同
様
に
№
9
の
今
井
源
右
衛

門
尉
も
「
越
後
侍
中
」（
三
七
一
石
余
）
と
記
さ
れ
る
。
酒
井
・
今
井
の
両
人
は
、
文

禄
三
年
に
は
す
で
に
景
国
の
家
中
か
ら
離
れ
、
石
高
の
差
こ
そ
あ
れ
、
景
国
と
同
じ

「
越
後
侍
中
」
と
し
て
景
勝
の
家
臣
と
な
っ
て
い
る
。

前
章
で
述
べ
た
宇
津
江
九
右
衛
門
尉
（
№
11
）
は
、
文
禄
三
年
に
は
直
江
兼
続
の
家

中
で
あ
る
「
与
板
衆
」
と
し
て
記
さ
れ
、
上
杉
家
の
右
筆
と
し
て
の
活
動
も
確
認
さ
れ

る
（
44
）。
他
に
も
№
7
の
田
中
小
兵
衛
は
「
下
条
采
女
同
心
」、
№
8
の
三
潴
佐
左
衛
門
は

「
本
庄
越
前
守
同
心
」
と
記
さ
れ
、
彼
ら
も
景
国
の
家
中
を
離
れ
、
別
の
上
杉
家
侍
中

の
「
同
心
」
と
し
て
付
け
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
前
述
し
た
多
功
勘
之
丞
と
同
人
と
み
ら
れ
る
豊
後
（
№
4
）、
お
よ
び
青
海

川
図
書
助
（
№
5
）
は
、
文
禄
三
年
で
は
「
山
浦
同
心
」
と
記
さ
れ
る
。
山
浦
の
同
心

と
は
、
景
国
の
家
臣
で
は
な
く
、
景
勝
が
景
国
の
与
力
と
し
て
預
け
置
い
た
も
の
で
あ

り
景
勝
の
家
臣
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
、
慶
長
三
年
に
は
兼
続
の
家
中
で
あ
る
「
与
板

衆
」
に
な
っ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、
№
2
の
酒
井
孫
左
衛
門
や
№
15
〜
17
の
出
浦
対

馬
・
山
宮
利
助
・
武
沢
源
七
郎
も
文
禄
三
年
に
は
「
山
浦
同
心
」
で
あ
る
が
、
慶
長
三
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年
に
は
記
載
が
な
い
。
景
国
の
同
心
二
十
人
・
二
四
〇
〇
石
の
な
か
に
含

ま
れ
た
た
め
に
省
略
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

文
禄
三
年
の
「
定
納
員
数
目
録
」
に
お
い
て
景
国
の
家
臣
と
確
認
で
き

る
の
は
、「
笹
岡
給
人
衆
」
で
あ
ろ
う
。「
元
来
山
浦
衆
」
と
注
記
が
あ

る
。
彼
ら
は
慶
長
三
年
以
降
の
分
限
帳
に
は
記
載
が
な
く
、
上
杉
家
中
と

し
て
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
注
記
が
示
す
と
お
り
本
来
の
景
国
の
家
臣
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
史
料
で
確
認
で
き
る
だ
け
で
も
、
景
国
の
家
臣
・
同
心
か

ら
次
第
に
「
越
後
侍
中
」「
御
馬
廻
衆
」
な
ど
の
景
勝
の
家
臣
や
、「
与
板

衆
」
な
ど
の
直
江
兼
続
の
家
中
に
引
き
立
て
ら
れ
（
引
き
抜
か
れ
）
て

い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
彼
ら
は
当
初
か
ら
山
浦
あ
る
い
は
村
上

の
家
中
の
者
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に
上
杉
家
が
編
集
し
た
『
先
祖
由
緒
帳
』
に

所
収
さ
れ
る
与
板
組
の
青
海
川
彦
右
衛
門
の
由
緒
書
に
よ
れ
ば
（
45
）、

青
海
川

家
は
代
々
為
景
以
来
長
尾
・
上
杉
家
に
仕
え
た
譜
代
家
臣
で
あ
る
と
記

す
。
し
か
し
、
続
け
て
「
一
、
謙
信
様
御
代
ニ
、
信
州
�
村
上
殿
御
出
候

已
後
、
山
浦
名
字
之
義
村
上
国
清
ニ
被

仰
付
候
、
其
節
国
清
越
後
之
様

子
御
存
知
有
間
敷
由
ニ
而
、
青
海
川
図
書
を
御
付
被
成
候
、
此
時
�
山
浦

之
家
ニ
相
勤
候
」
と
記
し
、
謙
信
の
時
代
に
信
濃
か
ら
来
た
村
上
国
清
が

山
浦
の
名
字
を
名
乗
る
こ
と
に
な
っ
た
際
、
越
後
に
不
案
内
の
国
清
に
青

海
川
図
書
が
付
け
置
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
以
来
山
浦
家
に
仕
え
る

こ
と
に
な
っ
た
と
す
る
。
た
だ
し
「
御
直
衆
同
前
ニ
万
端
被

仰
付
、

景
勝
様
御
代
迄
、
御
三
代
御
書
御
感
状
共
ニ
拝
領
仕
候
」
と
記
し
、
山
浦

家
に
は
付
け
置
か
れ
た
が
「
御
直
衆
同
前
」
に
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、

為
景
・
謙
信
・
景
勝
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
感
状
を
拝
領
し
て
い
る
と
主
張
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
由
緒
書
に
よ
れ
ば
、
青
海
川
図
書
助
は
、
謙
信
の
命
令

表2 山浦（村上）の家中の変遷 山浦の家臣＝● 同心＝○ 景勝家臣，他の家中・同心＝網かけ

備考

塩松城主6500石（同心20人2400石）

新左衛門尉か

新左衛門尉子
新左衛門尉弟

同人か

十左衛門尉子

下平修理子

若狭守二男
若狭守三男

慶長3年会津

御馬廻衆

●笹岡給人衆（元来山浦衆）

与板衆
与板衆

●笹岡給人衆（元来山浦衆）
●笹岡給人衆（元来山浦衆）

猪苗代城代
●笹岡給人衆（元来山浦衆）

御馬廻衆

●笹岡給人衆（元来山浦衆）

文禄3年

越後侍中2277石余

越後侍中（笹岡衆）
〇山浦同心

〇山浦同心
〇山浦同心

下条采女同心

本庄越前守同心
越後侍中（笹岡衆）

与板衆

〇山浦同心
〇山浦同心
〇山浦同心

天正14年

海津城改易

天正12年
5月

天正11年
9月

●

5月
海津城主

●

●

●

○
○
○
●
●

天正10年

●

●

●
●

●

●
●

○
○
○

天正7年

●

●

謙信期

●？
山浦（村上）景国
若林采女丞
酒井某
酒井新左衛門尉
酒井新八郎
酒井孫左衛門
赤江橋左京亮
赤井橋玄蕃（武兵衛）
多功勘之丞
多功豊後
青海川図書助
唐沢十左衛門尉
唐沢大膳亮
田中小兵衛
田中助右衛門
田中二郎兵衛
三潴佐左衛門
今井源右衛門尉
服部市右衛門
宇津江若狭守
宇津江九右衛門尉
上野内膳広清
某与八
松杢之丞
大野加兵衛（嘉兵衛）
出浦対馬
山宮利助
武沢源七郎

№

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

11

12
13
14
15
16
17
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に
よ
り
村
上
（
山
浦
）
国
清
の
家
中
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

Ｎ

返
々
、
注
進
可
有
候
、
上
様
へ
上
申
、
し
ん
た
い
引
立
へ
く
候
、

今
度
本
雨
之
侘
事
致
遅
々
、
仍
自
宗
旨
竪
余
儀
候
、
爰
元
吉
形
懸
落
候
間
、
帰
参

可
有
候
、
其
故
其
元
見
合
召
進
簡
要
候
、
恐
々
謹
言
、

八
月
二
日

国
清

青
海
川
図
書
助
殿
（
46
）

右
の
史
料
Ｎ
は
、
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
八
月
、
国
清
（
景
国
）
が
青
海
川
図
書

助
に
宛
て
た
書
状
の
写
で
あ
る
。
御
館
の
乱
当
時
、
国
清
は
図
書
助
に
対
し
、
吉
形
が

欠
け
落
ち
し
た
の
で
帰
参
す
る
よ
う
、
も
し
見
つ
け
た
ら
連
れ
て
く
る
よ
う
命
じ
て
い

る
。
さ
ら
に
注
進
す
る
よ
う
命
じ
、
上
様
（
景
勝
）
へ
上
申
し
て
身
の
処
遇
を
引
き
立

て
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
図
書
助
は
、
少
な
く
と
も
景
勝
方
に

味
方
し
て
お
ら
ず
、
自
身
の
領
す
る
頸
城
郡
青
海
川
（
現
柏
崎
市
）
に
拠
っ
て
い
た
。

最
終
的
に
景
勝
方
に
味
方
し
た
の
は
、
翌
年
二
月
に
籏
持
城
の
佐
野
源
左
衛
門
尉
の
働

き
か
け
を
う
け
、
鯨
波
小
屋
の
動
向
を
み
て
判
断
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
（
47
）。

前
述
し
た
青
海
川
彦
右
衛
門
の
由
緒
書
が
正
し
け
れ
ば
、
国
清
（
景
国
）
の
家
中
に

は
、
謙
信
や
景
勝
の
命
令
に
よ
っ
て
配
置
さ
れ
た
者
た
ち
も
い
た
。
前
述
し
た
酒
井
新

左
衛
門
尉
も
、
天
正
六
年
七
月
二
十
八
日
付
で
景
勝
か
ら
直
接
も
ら
っ
た
感
状
の
書
止

文
言
は
「
謹
言
」、
宛
名
の
敬
称
は
「
殿
」
で
あ
り
（
48
）、
こ
の
時
点
で
は
国
清
の
家
中
で

は
な
く
、
景
勝
の
家
臣
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
景
国
の
家
中
は
、
譜
代
の
者
だ
け
で
な
く
、
酒
井
新
左
衛
門
尉
や
青
海

川
図
書
助
な
ど
の
よ
う
に
景
勝
の
指
示
に
よ
り
配
属
さ
れ
た
者
も
多
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
彼
ら
は
景
勝
政
権
の
必
要
に
応
じ
、
景
国
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
配
置
替
え
さ
れ

る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
動
き
は
、
や
は
り
天
正
十
二
年
の
景
国
の
海
津

城
改
易
以
降
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
酒
井
新
左
衛
門
尉
の
よ
う
に
そ

れ
以
前
か
ら
も
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
天
正
十
年
七
月
か

ら
十
二
年
五
月
ま
で
の
海
津
城
代
時
代
の
景
国
の
家
中
は
、
急
拵
え
で
年
月
浅
く
崩
壊

も
早
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
村
上
（
山
浦
）
景
国
の
上
杉
景
勝
政
権
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
考
え
る
た

め
、
海
津
城
改
易
を
中
心
に
そ
の
前
後
の
景
国
の
家
中
（
家
臣
・
同
心
）
と
知
行
の
展

開
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
明
ら
か
に
し
た
こ
と
、
指
摘
し
た
こ
と
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

海
津
城
改
易
に
つ
い
て
は
、
①
宇
津
江
朝
清
・
上
野
広
清
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
更
迭

の
原
因
は
景
国
の
表
裏
や
悪
い
仕
置
き
に
あ
っ
た
と
さ
れ
、
酌
量
の
余
地
は
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
②
海
津
城
改
易
と
な
り
、
村
上
の
名
跡
は
没
収
さ
れ
た
が
、
越

後
に
お
け
る
山
浦
の
知
行
（
山
浦
一
跡
）
は
没
収
さ
れ
ず
安
堵
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、

名
乗
り
も
村
上
か
ら
山
浦
に
戻
し
た
こ
と
で
あ
る
。

景
国
の
家
中
に
つ
い
て
は
、
①
景
国
の
海
津
城
改
易
に
よ
り
、
家
中
譜
代
衆
の
何
人

か
が
成
敗
さ
れ
、
離
散
す
る
状
況
に
な
っ
た
こ
と
、
②
家
臣
・
同
心
に
は
譜
代
の
者
以

外
に
、
宇
津
江
若
狭
守
父
子
や
酒
井
新
左
衛
門
尉
・
青
海
川
図
書
助
な
ど
の
よ
う
に
謙

信
・
景
勝
か
ら
配
置
さ
れ
た
者
も
お
り
、
と
く
に
海
津
城
改
易
以
後
は
、
次
第
に
景
勝

の
家
臣
で
あ
る
「
越
後
侍
中
」「
御
馬
廻
衆
」
な
ど
や
直
江
兼
続
の
家
中
で
あ
る
「
与

板
衆
」
な
ど
に
引
き
抜
か
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

景
国
の
知
行
に
つ
い
て
は
、
①
少
な
く
と
も
景
国
が
海
津
城
代
で
あ
っ
た
天
正
十
年

七
月
か
ら
同
十
二
年
五
月
頃
ま
で
は
、
越
後
国
頸
城
郡
の
鮫
ヶ
尾
城
下
の
乙
吉
に
景
国

の
拠
点
が
あ
り
、
宇
津
江
若
狭
守
を
は
じ
め
景
国
の
家
臣
・
同
心
ら
が
滞
在
し
て
い
た

こ
と
。
②
笹
岡
城
は
、
海
津
城
改
易
以
後
も
景
国
の
知
行
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
が
、
天
正
十
年
か
ら
十
五
年
ま
で
の
新
発
田
重
家
へ
の
対
策
と
し
て
、
景
勝

か
ら
黒
金
宮
内
少
輔
・
片
切
内
匠
助
な
ど
の
家
臣
を
城
代
衆
（「
武
主
」）
と
し
て
送
り

込
ま
れ
、
今
井
源
右
衛
門
尉
・
酒
井
新
左
衛
門
尉
な
ど
の
山
浦
家
中
の
在
城
衆
は
引
き

抜
か
れ
る
な
ど
、
景
勝
に
よ
る
干
渉
が
多
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
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以
上
で
あ
る
。
景
国
は
、
村
上
と
山
浦
の
両
知
行
を
有
し
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
名

字
を
使
い
分
け
る
特
異
な
存
在
で
あ
り
、
上
杉
家
中
に
と
っ
て
は
名
実
兼
ね
備
え
た
有

力
者
で
あ
っ
た
。
景
国
に
し
て
み
れ
ば
、
海
津
城
代
と
な
り
信
濃
に
も
知
行
を
得
た

（
回
復
し
た
）
こ
と
も
あ
り
、
越
後
の
笹
岡
城
へ
の
景
勝
の
干
渉
を
全
面
的
に
許
し
た

が
、
天
正
十
二
年
の
海
津
城
改
易
に
よ
り
い
ず
れ
の
知
行
も
失
う
こ
と
に
な
っ
た
と
言

え
よ
う
。

景
勝
政
権
に
つ
い
て
論
じ
た
矢
田
俊
文
氏
は
、
御
館
の
乱
の
終
息
後
、
越
後
一
国
の

支
配
体
制
に
関
わ
る
文
書
の
署
判
者
に
戦
国
領
主
が
加
わ
る
文
書
様
式
が
「
奉
行
中
」

や
直
江
氏
が
奉
者
と
な
る
形
式
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
は
、
景
勝
政
権
の
中
枢
を
握
る

領
主
が
、
戦
国
領
主
か
ら
直
江
兼
続
と
そ
の
配
下
の
官
僚
的
領
主
に
代
わ
っ
て
い
く
こ

と
を
示
す
と
し
、
景
勝
は
、
謙
信
が
依
拠
し
そ
し
て
自
ら
が
依
拠
し
た
戦
国
領
主
を
切

り
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
体
制
を
作
ろ
う
と
し
た
と
す
る
（
49
）。

実
際
に
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
か
ら
九
年
に
か
け
て
上
杉
氏
の
有
力
な
年
寄
で

あ
っ
た
新
発
田
長
敦
、
河
田
長
親
、
山
崎
秀
仙
、
直
江
信
綱
ら
が
相
次
い
で
死
去
し
、

長
敦
の
弟
重
家
が
出
奔
す
る
な
ど
、
景
勝
政
権
の
初
期
を
支
え
た
有
力
年
寄
の
死
去
や

失
脚
が
相
次
ぎ
、
彼
ら
の
抜
け
た
穴
を
埋
め
る
よ
う
に
直
江
家
を
継
い
だ
景
勝
側
近
の

樋
口
兼
続
が
台
頭
す
る
。
上
杉
家
中
に
残
さ
れ
た
謙
信
期
以
来
の
有
力
者
は
、
上
杉
一

門
の
山
浦
景
国
と
上
条
宜
順
で
あ
っ
た
（
50
）。

景
国
の
あ
と
海
津
城
に
入
っ
た
上
条
宜
順

も
、
翌
天
正
十
三
年
に
は
須
田
満
親
に
そ
の
地
位
を
奪
わ
れ
、
十
四
年
に
は
秀
吉
を

頼
っ
て
出
奔
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
な
か
で
景
国
は
、
村
上
の
名
跡
と
信
濃
の
知
行

を
失
い
な
が
ら
も
、
山
浦
と
し
て
会
津
国
替
え
ま
で
は
存
続
し
た
の
で
あ
る
。

註（
1
）
戦
国
領
主
に
つ
い
て
は
矢
田
俊
文
『
日
本
中
世
戦
国
期
権
力
構
造
の
研
究
』（
塙
書
房
、
一
九

九
八
年
）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
2
）
拙
稿
「
謙
信
の
家
族
・
一
族
と
養
子
た
ち
」（
福
原
圭
一
・
前
嶋
敏
編
『
上
杉
謙
信
』
高
志
書

院
、
二
〇
一
七
年
）。

（
3
）
上
杉
家
文
書
（『
上
越
市
史
別
編
1
上
杉
氏
文
書
集
一
』
一
二
四
六
号
・
一
二
四
七
号
、
以
下

『
上
越
』
一
―
一
二
四
六
・
一
二
四
七
と
略
す
）、
拙
稿
前
掲
註
（
2
）。

（
4
）『
上
越
』
一
―
四
五
〇
、
九
二
四
、
九
四
五
、
一
〇
二
〇
、
一
〇
三
三
、
一
〇
六
四
、
一
一
九

四
、
一
一
九
五
、
一
二
五
九
な
ど
、
拙
稿
前
掲
注
（
2
）。

（
5
）
西
澤
徳
太
郎
氏
所
蔵
文
書
（『
上
越
』
二
―
一
八
一
九
）。

（
6
）
矢
田
俊
文
「
戦
国
期
の
信
濃
・
越
後
・
甲
斐
」（『
武
田
史
研
究
』
三
四
号
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
7
）
池
上
裕
子
「
戦
国
期
北
信
の
武
士
と
上
杉
氏
の
支
配
」（
初
出
一
九
九
八
年
、
の
ち
同
『
日
本

中
近
世
移
行
期
論
』
校
倉
書
房
、
二
〇
一
二
年
所
収
）。

（
8
）
拙
稿
「
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
と
」（『
上
越
市
史
通
史
編
2
中
世
』
第
三
部
第
五
章
第
一

節
、
上
越
市
、
二
〇
〇
四
年
）。
な
お
海
津
城
改
易
に
つ
い
て
は
、
景
国
の
弟
と
さ
れ
る
村
上

（
山
浦
）
義
長
の
動
向
や
佐
々
成
政
と
の
関
係
か
ら
連
動
性
を
み
る
指
摘
も
あ
る
（
萩
原
大
輔

「
佐
々
成
政
の
さ
ら
さ
ら
越
え
」
ル
ー
ト
私
考
―
村
上
義
長
の
動
向
を
糸
口
と
し
て
―
」『
富

山
史
壇
』
一
七
二
号
、
二
〇
一
三
年
）。
義
長
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
上
条
宜
順
・
山
浦
景

国
」「
上
杉
景
勝
の
上
洛
」（
前
掲
『
上
越
市
史
通
史
編
2
中
世
』
第
三
部
第
五
章
・
第
六

章
）、
鈴
木
景
二
「
村
上
義
清
の
子
義
長
と
そ
の
子
孫
―
加
賀
藩
士
村
上
氏
」（『
信
濃
』
六
三

巻
九
号
、
二
〇
一
一
年
）、
同
「
佐
々
成
政
の
浜
松
往
復
前
後
の
政
治
過
程
」（『
富
山
大
学
人

文
学
部
紀
要
』
五
八
号
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
9
）
矢
田
俊
文
「
新
発
田
攻
め
と
笹
神
」（
新
潟
県
北
蒲
原
郡
笹
神
村
『
笹
神
村
史
通
史
編
』
第
五

章
第
一
節
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
。

（
10
）「
覚
上
公
御
書
集
巻
」
三
（『
上
越
』
二
―
一
八
三
三
）。

（
11
）「
諸
家
古
案
（
四
）」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
写
真
帳
『
石
井
進
氏
蒐
集
史
料
一
〇
』
所

収
）、「
覚
上
公
御
書
集
巻
十
」（『
上
越
』
二
―
二
九
三
二
）。

（
12
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
「
伊
佐
早
文
書
」（『
上
越
』
二
―
二
九
三
三
）。

（
13
）
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵
文
書
（『
上
越
』
二
―
二
九
三
四
）。

（
14
）「
上
野
氏
系
図
」（「
上
杉
家
諸
氏
略
系
譜
」
所
収
、
米
沢
温
故
会
編
『
上
杉
家
御
年
譜
』
二

四
、
原
書
房
、
一
九
八
八
年
）。

（
15
）「
覚
上
公
御
書
集
」
巻
十
（『
覚
上
公
御
書
集
下
』
臨
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）。
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（
16
）『
上
越
』
二
―
一
八
四
八
、
一
八
八
六
、
二
〇
二
〇
、
二
一
二
七
、
二
一
八
〇
、
二
二
五
五
、

三
八
六
四
な
ど
。

（
17
）「
諸
家
古
案
四
」（『
上
越
』
二
―
二
六
二
二
）。

（
18
）
史
料
Ｄ
の
年
次
は
、
乙
吉
の
宇
津
江
若
狭
守
に
使
者
を
遣
わ
し
春
日
山
へ
の
歳
暮
祝
儀
の
準

備
を
頼
ん
で
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
文
中
の
「
板
佐
」
す
な
わ
ち
板
屋
佐
渡
守
光
胤
は
天
正

九
年
（
一
五
八
一
）
十
一
月
十
九
日
か
ら
翌
十
年
二
月
二
十
日
ま
で
の
間
に
官
途
名
を
修
理

亮
か
ら
佐
渡
守
に
改
め
て
い
る
こ
と
か
ら
（『
上
越
』
二
―
二
二
〇
一
・
二
二
八
一
）、
山
浦

景
国
が
遠
距
離
に
あ
る
信
濃
海
津
城
に
い
た
天
正
十
年
八
月
か
ら
同
十
二
年
五
月
ま
で
の
間

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
期
間
の
う
ち
板
屋
光
胤
は
、
天
正
十
年
七
月
以
降
「
横
目
」

と
し
て
信
濃
に
派
遣
さ
れ
長
期
滞
在
し
た
が
、
同
十
年
閏
十
二
月
と
翌
十
一
年
十
二
月
に
帰

国
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
（『
上
越
』
二
―
二
六
三
五
、
二
八
七
八
）、
十
二
月
十
五
日

付
の
史
料
Ｄ
の
年
次
は
天
正
十
年
で
は
な
く
十
一
年
に
比
定
さ
れ
よ
う
。

（
19
）
妙
高
市
教
育
委
員
会
『
斐
太
歴
史
の
里
確
認
調
査
報
告
書
Ⅲ

鮫
ヶ
尾
城
跡
・
立
ノ
内
館

跡
』（
新
潟
県
妙
高
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
20
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
越
後
国
郡
絵
図
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
）。

（
21
）
市
村
清
貴
「
文
禄
四
年
検
地
」（
前
掲
註
（
8
）『
上
越
市
史
通
史
編
2
中
世
』
第
三
部
第
六

章
第
六
節
）。

（
22
）
佐
藤
慎
「
第
三
章

立
ノ
内
館
跡
の
調
査
」（
前
掲
註
（
19
）
報
告
書
）。

（
23
）
個
人
蔵
（『
上
越
』
二
―
二
五
九
一
）、
荻
野
三
七
彦
『
印
章
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六

年
）。

（
24
）「
籠
町
村
」（『
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
一
五
巻

新
潟
県
の
地
名
』
平
凡
社
、
一
九
八
六

年
）。

（
25
）
米
沢
市
上
杉
博
物
館
所
蔵
（
矢
田
俊
文
・
福
原
圭
一
・
片
桐
昭
彦
編
『
上
杉
氏
分
限
帳
』
高

志
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
26
）
拙
稿
「
上
杉
景
勝
の
分
国
支
配
の
展
開
と
黒
印
状
」（
有
光
友
學
編
『
戦
国
期
印
章
・
印
判
状

の
研
究
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
27
）『
上
越
』
二
―
一
八
一
九
、
二
五
一
六
、
二
六
一
七
。

（
28
）「
景
勝
公
御
書
」
十
六
（『
上
越
』
二
―
二
三
五
三
）。

（
29
）
上
越
市
史
中
世
史
部
会
『
上
越
市
史
叢
書
6
上
杉
家
御
書
集
成
Ⅰ
』
解
説
、
上
越
市
、
二
〇

〇
一
年
）。

（
30
）
拙
稿
「
上
杉
景
勝
の
感
状
と
そ
の
展
開
」（
同
『
戦
国
期
発
給
文
書
の
研
究
―
印
判
・
感
状
・

制
札
と
権
力
―
』
高
志
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
31
）『
上
越
』
二
―
二
三
五
〇
〜
二
三
五
二
、
二
三
五
四
、
二
三
五
五
。

（
32
）
矢
田
俊
文
前
掲
註
（
9
）「
新
発
田
攻
め
と
笹
神
」。

（
33
）「
上
杉
定
勝
古
案
集
」（『
上
越
』
二
―
二
五
四
〇
）。

（
34
）「
景
勝
公
御
書
」
八
（『
上
越
』
二
―
二
七
七
三
）。

（
35
）
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
文
書
（『
上
越
』
二
―
二
七
七
九
）。

（
36
）
矢
田
俊
文
前
掲
注
（
9
）「
新
発
田
攻
め
と
笹
神
」。

（
37
）
こ
の
時
期
に
景
勝
が
笹
岡
在
城
衆
へ
宛
て
た
書
状
写
は
他
に
も
確
認
さ
れ
る
（『
上
越
』
二
―

二
四
九
七
、
二
七
〇
八
な
ど
）。

（
38
）
黒
金
の
名
字
は
、
黒
金
景
信
を
は
じ
め
上
田
出
身
者
に
多
く
み
ら
れ
、
宮
内
少
輔
は
の
ち
に

安
芸
守
を
称
す
る
尚
信
と
同
人
と
考
え
ら
れ
る
。

（
39
）「
片
桐
氏
系
図
」（「
上
杉
家
諸
氏
略
系
譜
」
所
収
、
米
沢
温
故
会
編
『
上
杉
家
御
年
譜
』
二

三
、
原
書
房
、
一
九
八
八
年
）。

（
40
）
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
文
書
（『
上
越
』
二
―
二
八
三
七
）。

（
41
）
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
文
書
（『
上
越
』
二
―
三
〇
八
一
）

（
42
）
個
人
蔵
（『
上
越
』
二
―
三
〇
八
〇
）。

（
43
）
前
掲
註
（
25
）
矢
田
俊
文
・
福
原
圭
一
・
片
桐
昭
彦
編
『
上
杉
氏
分
限
帳
』
所
収
。

（
44
）
拙
稿
「
直
江
兼
続
と
一
族
・
家
中
」（
矢
田
俊
文
編
『
直
江
兼
続
』
高
志
書
院
、
二
〇
〇
九

年
）。

（
45
）
米
沢
市
立
図
書
館
所
蔵
『
先
祖
由
緒
帳

与
板
組
』。
同
じ
く
青
海
川
彦
右
衛
門
の
由
緒
書
上

に
は
「
従
越
後
会
津
江
御
国
替
之
節
、
仙
道
塩
之
松
之
城
山
浦
ニ
御
預
ケ
被
成
候
、
其
節
多

功
・
青
海
川
同
前
ニ
相
勤
罷
在
候
、
然
所
ニ
於
京
都
山
浦
被
致
死
去
、
名
絶
ニ
付
而
、
多

功
・
青
海
川
義
者
百
五
拾
石
ツ
ヽ
被
下
置
、
直
江
山
城
守
ニ
御
預
被
成
、
多
功
桧
原
ニ
被
差

置
」
と
記
さ
れ
、
慶
長
三
年
の
会
津
国
替
の
際
に
は
、
多
功
豊
後
と
も
に
塩
松
城
に
入
る
景

国
に
従
っ
た
が
、
景
国
が
京
都
で
死
去
し
て
名
跡
が
絶
え
た
た
め
、
兼
続
に
預
け
ら
れ
る
こ
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と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
景
国
が
、
慶
長
三
年
以
後
に
間
も
な
く
京
都
で
死
去
し
た
こ
と
を

示
し
て
お
り
貴
重
で
あ
る
。

（
46
）「
歴
代
古
案
」
巻
十
三
（『
上
越
』
二
―
一
六
〇
一
）。

（
47
）『
上
越
』
二
―
一
七
六
三
・
一
七
六
四
・
一
七
六
九
な
ど
。

（
48
）
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
文
書
（『
上
越
』
二
―
一
五
九
一
）。

（
49
）
矢
田
俊
文
「
戦
国
期
越
後
国
政
治
体
制
の
基
本
構
造
」（
本
多
隆
成
編
『
戦
国
・
織
豊
期
の
権

力
と
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）、
同
「
上
杉
景
勝
の
分
国
支
配
―
越
後
・
北
信

濃
・
佐
渡
・
出
羽
庄
内
支
配
―
」（
池
享
・
矢
田
俊
文
編
『
定
本
上
杉
謙
信
』
高
志
書
院
、
二

〇
〇
〇
年
）。

（
50
）
拙
稿
「
上
杉
景
勝
の
権
力
確
立
と
印
判
状
」（
初
出
二
〇
〇
〇
年
、
の
ち
前
掲
註
（
30
）『
戦

国
期
発
給
文
書
の
研
究
―
印
判
・
感
状
・
制
札
と
権
力
』
所
収
）、
同
「
上
杉
景
勝
の
政
治
」

（
前
掲
注
（
8
）『
上
越
市
史
通
史
編
2
中
世
』
第
三
部
第
五
章
第
五
節
）
な
ど
。
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八
月
五
日
付
生
駒
甚
介
宛
（
羽
柴
）
筑
前
守
秀
吉
書
状
に
つ
い
て

谷

口

央

は
じ
め
に

真
田
宝
物
館
に
は
、
真
田
昌
幸
・
信
幸
（
信
之
）
宛
な
ど
多
く
の
豊
臣
秀
吉
文
書
が

残
さ
れ
る
（
1
）。

し
か
し
、
同
宝
物
館
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
整
理
に
よ
っ
て
全
て
の
所
蔵
古

文
書
が
確
認
・
紹
介
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
無
か
っ
た
よ
う
で
、
今
回
、
筆
者
は
同
館

が
所
蔵
す
る
古
文
書
の
中
か
ら
、
未
発
表
と
な
る
表
題
に
あ
る
八
月
五
日
付
生
駒
甚
介

宛
（
羽
柴
）
筑
前
守
秀
吉
書
状
を
見
る
機
会
を
得
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
そ
の
年
次
比

定
を
行
い
、
そ
の
上
で
、
本
文
書
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た

い
。
以
下
に
翻
刻
及
び
現
代
語
訳
を
記
す
。

（
翻
刻
）

尚
以
此
表
儀
無
心
元
可
被
存
候
間
、
十
か
十
二
・
三
日
頃
ニ

蜂
須
賀
同
道

候
て
、
中
一
日
逗
留
候
て
可
被
越
候
、
待
い
り
候
、
以
上
、

就
此
表
儀
、
遠
路
候
処
切
々
飛
札
祝
着
候
、
併
心
懸
之
通
感
悦
候
、
最
前
如
申
遣

候
付
城
出
来
候
て
、
堀
・
塀
・
柵
か
け
さ
せ
弥
丈
夫
ニ

申
付
候
条
可
心
易
候
、
爰

許
為
見
物
十
日
時
分
ニ

馬
一
・
弐
騎
に
て
可
被
相
越
候
、
如
申
越
候
敵
城
中
無
正

躰
﹇

﹈、
取
出
共
普
請
以
下
相
固
候
上
、
縦
毛
利
家
後
詰
候
共
可
討
果
事
案

之
内
ニ

候
条
、
旁
以
不
可
有
気
遣
候
、
将
亦
鯛
之
ま
け
物
一
到
来
候
、
誠
折
々
音

信
喜
悦
候
、
迚
近
日
可
被
越
候
条
、
其
節
期
面
候
、
恐
々
謹
言
、

筑
前
守

八
月
五
日

秀
吉
（
花
押
）

生
駒
甚
介
殿

（
現
代
語
訳
）

こ
の
方
面
の
こ
と
に
付
き
、
遠
路
で
あ
り
な
が
ら
た
び
た
び
急
ぎ
の
手
紙
を
も

ら
い
、
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
中
で
も
そ
の
心
掛
け
に
喜
ん
で
お
り
ま
す
。
つ
い

先
日
お
伝
え
し
た
よ
う
に
、
付
城
も
完
成
し
、
堀
・
塀
・
柵
も
か
け
さ
せ
て
、

し
っ
か
り
と
対
応
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
の
で
安
心
し
て
下
さ
い
。
こ
ち
ら
へ
見

物
と
し
て
八
月
十
日
頃
に
馬
一
騎
か
二
騎
ほ
ど
で
お
越
し
下
さ
い
。
お
伝
え
し
た

よ
う
に
、
敵
の
城
中
は
制
御
不
能
な
状
態
で
あ
り
、
ま
た
我
々
の
方
は
砦
の
普
請

以
下
固
め
て
い
る
の
で
、
た
と
え
毛
利
氏
が
後
詰
め
と
し
て
来
た
と
し
て
も
討
ち

果
た
す
こ
と
は
計
画
通
り
で
、
お
気
遣
い
は
無
用
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
曲
げ
物
に

入
っ
た
鯛
が
一
つ
到
来
し
ま
し
た
。
折
々
の
音
信
に
つ
い
て
あ
り
が
た
く
思
い
ま

す
。
近
日
来
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
際
に
直
接
顔
を
合
わ
せ
ま
し
ょ
う
。

八
月
五
日

羽
柴
秀
吉

生
駒
親
正
殿

な
お
、
こ
の
方
面
の
こ
と
に
つ
き
、
心
許
な
く
思
わ
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
な
の

で
、
八
月
十
日
か
十
二
・
三
日
頃
に
で
も
蜂
須
賀
と
共
に
、
中
一
日
逗
留
す
る
予

定
で
お
越
し
下
さ
い
。
待
っ
て
い
ま
す
。
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一

羽
柴
秀
吉
の
名
乗
り
か
ら
み
た
年
次
比
定

本
文
書
内
で
の
秀
吉
の
名
乗
り
は
、
前
述
の
通
り
「
筑
前
守
秀
吉
」
と
な
る
。
秀
吉

と
は
言
う
ま
で
も
な
く
羽
柴
（
豊
臣
）
秀
吉
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
文

書
は
羽
柴
秀
吉
が
筑
前
守
の
官
職
名
を
用
い
て
い
た
時
期
の
書
状
と
な
る
。
秀
吉
の
文

書
内
で
の
名
乗
り
に
つ
い
て
は
、
播
磨
良
紀
氏
に
よ
る
網
羅
的
な
研
究
が
あ
り
（
2
）、
ま

た
、
近
年
豊
臣
秀
吉
文
書
の
翻
刻
・
刊
行
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
す
で
に
知
ら
れ
る
情

報
と
な
る
（
3
）。
と
は
言
え
、
本
稿
で
は
前
述
の
羽
柴
秀
吉
書
状
の
年
次
比
定
に
つ
い
て
注

意
す
る
た
め
、
す
で
に
知
ら
れ
る
内
容
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
学
び
つ
つ
、
改
め
て

史
料
に
基
づ
き
秀
吉
が
筑
前
守
を
用
い
て
い
た
時
期
を
確
認
し
て
い
く
。

秀
吉
自
身
が
発
給
し
た
書
状
内
で
「
筑
前
守
」
の
名
乗
り
と
な
る
初
出
は
、
天
正
三

年
（
一
五
七
五
）
七
月
二
十
六
日
と
な
る
（
4
）。
以
降
、
天
正
三
年
か
ら
天
正
五
年
（
一
五

七
七
（
5
））

に
つ
い
て
は
「
筑
前
守
」
を
名
乗
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
天
正

六
年
（
一
五
七
八
）
十
一
月
十
一
日
付
に
な
る
と
、
秀
吉
が
以
前
に
用
い
て
い
た
名
乗

り
で
あ
る
「
藤
吉
郎
」
が
再
び
表
れ
、
翌
十
二
月
付
に
は
「
筑
前
守
」
と
「
藤
吉
郎
」

が
併
用
さ
れ
て
い
る
（
6
）。

こ
れ
以
降
、
秀
吉
の
文
書
内
で
の
自
身
の
名
乗
り
は
「
藤
吉

郎
」
に
一
般
化
し
て
い
く
が
、
一
方
で
、
一
部
に
「
筑
前
守
」
を
名
乗
る
も
の
も
見
ら

れ
る
。
秀
吉
が
「
藤
吉
郎
」
を
再
び
名
乗
り
始
め
て
か
ら
の
文
書
数
は
、
現
在
一
五
九

通
確
認
さ
れ
る
が
（
7
）、
表
1
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
中
で
十
一
通
に
「
筑
前
守
」
の
名
乗

り
が
確
認
さ
れ
る
。
名
乗
り
の
差
に
つ
い
て
は
、
文
書
の
内
容
等
に
よ
る
差
異
と
は
言

え
ず
、
官
位
剥
奪
も
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
政
治
的
な
理
由
と
推
測
さ
れ
る
（
8
）。
た

だ
、
数
量
的
に
見
て
、
天
正
六
年
十
二
月
十
七
日
付
以
降
は
、
基
本
的
に
「
藤
吉
郎
」

の
名
乗
り
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
八
月
以
降
、
秀
吉
の
名
乗
り
は
「
筑
前
守
」

が
一
般
化
す
る
。
一
方
で
、
同
年
十
二
月
ま
で
「
藤
吉
郎
」
の
名
乗
り
も
一
部
に
残
っ

て
い
る
（
9
）。
な
お
、
こ
の
変
化
に
つ
い
て
も
理
由
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
10
）。
た

表1）天正6年11月以降の「筑前守」名乗りの羽柴秀吉文書

典拠

181

183

187

194

251

309

313

333

334

336

337

注1）本表は、『豊臣秀吉文書集一』に掲載される天正6年11月11日から天正9年7月付の「筑前守」名乗り文書の内、問題ないと判断され
るものである。

注2）典拠は『豊臣秀吉文書集一』掲載の史料番号である。

文書の種類

寺領安堵

禁制写

書状写

寺領寄進

書状写

書状

書状

書状

書状写

書状

禁制

宛先

神照寺惣中

―

赤松左京大夫殿

八幡宮舎那院

湯原豊前守

後藤四郎兵衛殿

いとう

亀井新十郎殿

亀井新十郎殿

亀井新十郎殿

弓之河内

署名

筑前守秀吉（花押）

筑前守花押

筑前守秀吉

筑前守秀吉判

筑前守秀吉判

羽筑秀吉（花押）

ちくせん秀吉（花押）

筑前守秀吉（花押）

羽筑秀吉（花押影）

筑前守秀吉（花押）

筑前守（花押）

月日

12月17日

12月17日

正月19日

5月15日

6月26日

卯月18日

5月6日

7月22日

7月22日

7月26日

7月

年

天正6（1578）

天正6（1578）

天正7（1579）

天正7（1579）

天正8（1580）

天正9（1581）ヵ

天正9（1581）

天正9（1581）

天正9（1581）

天正9（1581）

天正9（1581）
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だ
、
こ
ち
ら
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
特
に
天
正
九
年
七
月
末
頃
に
「
筑
前
守
」
の
名
乗

り
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
以
降
の
文
書
内
で
の
名
乗
り
は
、

基
本
的
に
「
筑
前
守
」
に
戻
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

続
い
て
、
秀
吉
の
文
書
内
で
の
名
乗
り
に
見
る
「
筑
前
守
」
の
終
焉
で
あ
る
が
、
現

状
で
は
天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）
九
月
廿
四
日
付
の
藤
懸
三
蔵
宛
書
状
と
考
え
ら
れ

る
（
11
）。

こ
れ
は
小
牧
長
久
手
の
戦
い
最
中
に
発
給
さ
れ
た
文
書
と
な
る
が
、
こ
の
文
書
が

出
さ
れ
た
の
は
、
九
月
初
旬
に
あ
っ
た
徳
川
家
康
と
の
和
平
交
渉
が
決
裂
し
、
秀
吉
が

織
田
信
雄
を
個
別
に
攻
撃
す
る
直
前
に
一
時
大
坂
へ
帰
国
す
る
時
期
と
な
る
（
12
）。

同
時

に
、
本
来
で
あ
れ
ば
今
回
の
戦
い
で
敵
対
し
て
い
る
は
ず
の
信
雄
領
と
な
る
伊
勢
国
を

自
身
の
家
臣
へ
宛
が
う
た
め
の
知
行
割
を
発
表
す
る
な
ど
、
秀
吉
に
と
っ
て
本
戦
い
終

了
へ
の
め
ど
を
立
て
た
時
期
と
も
言
え
る
（
13
）。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に

「
筑
前
守
」
の
記
載
が
無
く
な
る
こ
と
は
政
治
状
況
的
に
も
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。以

上
、
秀
吉
が
「
筑
前
守
」
を
文
書
内
の
自
署
と
し
て
名
乗
っ
た
時
期
は
、
お
お
よ

そ
天
正
三
年
七
月
二
十
六
日
以
降
か
ら
天
正
六
年
十
二
月
十
七
日
以
前
と
、
天
正
九
年

七
月
二
十
二
日
以
降
か
ら
天
正
十
二
年
九
月
二
十
四
日
以
前
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
（
14
）。

続
い
て
、
改
め
て
文
書
に
戻
り
そ
こ
に
記
載
さ
れ
る
内
容
を
見
て
い
く
と
、「
付
城

出
来
候
て
」
や
「
取
出
（
砦
）
共
普
請
以
下
相
固
候
」（
括
弧
内
は
筆
者
加
筆
）
と
あ

る
よ
う
に
、
合
戦
中
、
し
か
も
城
攻
め
中
に
出
さ
れ
た
文
書
と
な
る
。
そ
こ
で
、
秀
吉

が
八
月
に
戦
場
に
出
て
い
た
年
を
確
認
す
る
と
、
天
正
三
年
の
越
前
国
一
向
一
揆
攻

撃
、
天
正
五
年
の
加
賀
国
一
向
一
揆
攻
撃
、
天
正
六
年
の
播
磨
国
神
吉
城
・
志
方
城
・

三
木
城
攻
め
、
天
正
九
年
の
因
幡
国
鳥
取
城
攻
め
、
天
正
十
二
年
の
小
牧
長
久
手
の
戦

い
の
五
年
が
可
能
性
と
し
て
残
る
（
15
）。

そ
こ
で
さ
ら
に
絞
り
込
む
た
め
に
再
度
史
料
の
内
容
を
確
認
す
る
と
、「
縦
毛
利
家

後
詰
候
共
可
討
果
事
案
之
内
ニ

候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
中
国
地
方
の
大
名
で
あ
る
毛
利

氏
と
敵
対
し
た
戦
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
残
る
の
は
、
天

正
六
年
の
播
磨
国
神
吉
城
・
志
方
城
・
三
木
城
攻
め
、
天
正
九
年
の
因
幡
国
鳥
取
城
攻

め
、
以
上
二
つ
の
何
れ
か
と
な
る
。
そ
こ
で
、
章
を
改
め
、
両
合
戦
の
詳
細
に
つ
い
て

確
認
す
る
こ
と
か
ら
、
本
文
書
の
発
給
年
次
比
定
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

二

合
戦
の
状
況
か
ら
見
る
年
次
比
定

ま
ず
、
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、『
多
聞
院
日
記
』
同
年

七
月
二
十
一
日
条
に
「
一
、
昨
日
巳
剋
播
州
神
吉
ノ
城
落
居
了
」
と
あ
り
（
16
）、

七
月
二
十

日
に
は
神
吉
城
は
す
で
に
落
ち
て
い
る
。
ま
た
、
八
月
十
七
日
に
は
、「
中
将
信
忠
播

磨
よ
り
御
馬
納
ら
る
（
17
）」

と
あ
る
よ
う
に
、
今
回
の
神
吉
・
志
方
両
城
攻
撃
に
出
陣
し
て

い
た
信
長
長
男
の
織
田
信
忠
が
（
18
）、

播
磨
国
で
の
攻
撃
を
終
え
近
江
国
安
土
へ
帰
還
し
て

い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
一
方
で
、
七
月
二
十
二
日
段
階
で
「
彼
調
之
儀
、
過
半
相
調

候
処
ニ

、
人
質
之
儀
付
而

相
延
之
由
候
（
中
略
）
随
而

神
吉
城
之
儀
令
落
居
候
之
条
、
可

御
心
安
候
（
19
）」

と
、
神
吉
城
は
落
ち
た
も
の
の
、
他
の
攻
撃
中
の
城
に
つ
い
て
は
、
人
質

の
請
け
取
り
が
終
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
羽
柴
秀
吉
自
身

が
神
吉
城
攻
め
に
直
接
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
七
月
十
六
日
付
書
状
中
に
「
我
等
事
当

城
ニ
候
、
近
日
三
木
表
ニ
五
六
町
□
ニ
取
出
相
拵
、
人
数
申
付
（
20
）」

と
あ
る
こ
と
と
、
前

述
の
七
月
二
十
二
日
付
書
状
内
で
神
吉
城
の
落
城
を
「
神
吉
城
之
儀
令
落
居
候
之
条
、

可
御
心
安
候
」
と
直
接
的
に
記
す
こ
と
か
ら
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
同
書
状
の
宛
先

と
な
る
中
権
六
が
攻
略
中
の
城
に
対
し
て
は
「
人
質
之
儀
付
而

相
延
之
由
候
」
と
伝
聞

形
式
で
記
し
て
お
り
、
そ
の
城
が
何
れ
か
を
特
定
す
る
ま
で
は
出
来
な
い
も
の
の
、
秀

吉
が
直
接
担
当
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
21
）。
加
え
て
、
中
権
六
が
攻

略
中
の
城
も
、
す
で
に
人
質
の
請
け
取
り
交
渉
が
始
ま
っ
て
お
り
、
そ
こ
へ
秀
吉
が
本

書
状
を
出
し
た
直
後
に
、
改
め
て
付
城
を
構
え
る
た
め
に
向
か
っ
た
と
す
る
こ
と
も
考

え
が
た
い
。

一
方
で
、
前
述
の
よ
う
に
、
七
月
十
六
日
付
書
状
内
で
秀
吉
が
、
今
後
三
木
城
攻
撃
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の
た
め
の
取
出
（
砦
）
普
請
を
計
画
し
て
い
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
と
考
え
る
。
た

だ
、
信
忠
が
志
方
城
も
含
め
た
攻
略
を
終
え
て
安
土
へ
帰
還
す
る
の
が
八
月
十
六
日
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
信
忠
の
播
磨
国
の
出
発
は
そ
の
数
日
前
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
考
え

る
と
、
信
忠
の
出
発
と
同
時
に
、
秀
吉
が
す
で
に
三
木
表
攻
略
を
始
め
、
し
か
も
、
本

稿
が
扱
う
史
料
中
に
あ
る
「
堀
・
塀
・
柵
か
け
さ
せ
弥
丈
夫
ニ

申
付
候
条
、
可
心
易

候
」
と
取
出
（
砦
）
普
請
を
終
え
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
確
か
に
、
前
に
記
し

た
中
権
六
の
攻
撃
先
は
特
定
で
き
な
い
も
の
の
、
神
吉
・
志
方
城
攻
撃
に
参
加
し
て
い

た
信
忠
が
帰
還
す
る
時
期
と
ほ
ぼ
同
一
と
言
う
こ
と
か
ら
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
書
状

が
記
さ
れ
た
八
月
五
日
は
、
神
吉
・
志
方
城
攻
撃
と
、
こ
れ
以
降
に
あ
っ
た
三
木
城
攻

撃
の
ち
ょ
う
ど
切
り
替
わ
り
と
な
る
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
八
月
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
は
、
秀
吉

に
と
っ
て
は
因
幡
国
鳥
取
城
攻
め
の
時
期
と
な
る
。
ま
ず
、
秀
吉
の
鳥
取
城
へ
の
布
陣

時
期
で
あ
る
が
、
七
月
十
七
日
に
敵
方
と
な
る
吉
川
元
春
が
「
上
勢
之
儀
、
鳥
執
・
丸

山
取
詰
候
付
而
、
陸
路
之
通
何
無
之
候
（
22
）」

と
記
す
よ
う
に
、
七
月
半
ば
に
は
す
で
に
秀

吉
に
よ
る
鳥
取
城
包
囲
体
制
は
で
き
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
本
稿

が
対
象
と
す
る
八
月
五
日
ま
で
二
十
日
程
度
の
期
間
が
あ
り
、
八
月
五
日
段
階
に
付
城

等
の
建
築
を
終
え
て
い
た
こ
と
は
十
分
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。

続
い
て
、
本
稿
が
扱
う
八
月
五
日
付
書
状
が
鳥
取
城
攻
撃
と
特
定
し
て
良
い
の
か
に

つ
い
て
、
同
時
期
の
類
似
史
料
と
、
そ
の
記
載
文
言
・
内
容
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
て

い
く
こ
と
と
す
る
。

【
史
料
1
（
23
）】

猶
以
折
々
御
肝
煎
之
由
申
儀
、
無
面
目
候
へ
共
、
此
城
申
付
候
ハ
て
不
叶

儀
候
条
如
此
候
、
以
上
、

態
令
啓
候
、
仍
此
表
鳥
取
城
取
巻
候
事
、
播
但
国
か
な
め
之
所
候
、
其
上
吉
川
伯

父
甥
、
其
外
歴
々
籠
置
候
条
、
彼
等
討
果
候
へ
者
、
毛
利
其
外
吉
川
初
而

、
両
手

う
ち
お
と
さ
れ
た
る
こ
と
く
之
由
申
候
間
、
付
城
三
十
余
申
付
候
処
、
早
々
ニ
堀

を
ほ
り
ま
ハ
し
、
堀
柵
か
け
さ
せ
、
廊
下
続
町
屋
ニ
申
付
候
、
自
然
毛
利
家
後
詰

可
仕
候
者
、
丈
夫
ニ
令
覚
悟
候
条
、
可
御
心
易
候
、
縦
令
越
年
候
と
も
、
申
付
候

ハ
て
者
不
叶
儀
候
条
、
如
此
念
を
入
申
付
儀
候
、
連
々
無
御
等
閑
候
条
、
定
而

可

有
御
気
遣
候
、
桑
原
委
細
相
含
口
上
候
、
恐
々
謹
言
、

羽
藤

（
天
正
九
年
）

八
月
八
日

秀
吉
（
花
押
）

宮
法御

宿
所

注
）
傍
線
は
筆
者
加
筆
、
以
下
同
。

【
史
料
2
（
24
）】

御
札
披
閲
本
望
之
至
候
、
此
表
鳥
執
之
事
、
付
城
数
ヶ
所
相
拵
、
其
間
�
�
ニ
取

続
、
堀
塀
柵
か
け
さ
せ
、
町
屋
作
ニ
申
付
候
、
因
茲
城
中
無
正
躰
由
候
条
、
可
属

存
分
事
不
可
有
幾
程
候
間
、
其
上
ニ
彼
国
御
寺
領
分
へ
御
使
僧
可
被
差
下
候
、
猶

淡
路
所
ま
て
令
申
候
条
、
不
能
再
筆
候
、
恐
々
謹
言
、

羽
柴
筑
前
守

（
天
正
九
年
）

八
月
十
八
日

秀
吉
（
花
押
）

光
源
院御

返
報

以
上
二
点
の
史
料
は
、
文
中
に
「
鳥
取
（
鳥
執
）」
の
記
載
が
あ
り
、
秀
吉
が
鳥
取

城
を
攻
撃
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
天
正
九
年
八
月
の
書
状
で
あ
る
。【
史
料

1
】
は
、
本
稿
で
紹
介
す
る
八
月
五
日
付
書
状
に
対
し
、
三
日
後
に
松
井
友
閑
宛
て
に

発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
秀
吉
が
「
藤
吉
郎
」
を
名
乗
る
が
、
前
章
で
指

摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
は
「
筑
前
守
」
へ
と
名
乗
り
が
戻
っ
た
翌
月
で
も
あ
り
、

両
者
が
一
部
で
併
用
さ
れ
て
い
た
時
期
と
な
る
。
そ
の
内
容
は
付
城
の
構
築
を
三
十
余

り
命
令
し
、
堀
や
柵
を
設
け
る
な
ど
の
防
御
も
施
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
と
共
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に
、「
毛
利
家
後
詰
め
」
の
攻
略
に
備
え
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本

稿
で
扱
う
八
月
五
日
付
書
状
と
同
一
の
内
容
で
あ
る
だ
け
で
無
く
、「
毛
利
家
後
詰
」

な
ど
の
文
言
も
同
一
と
な
る
。

続
い
て
、【
史
料
2
】
を
見
る
と
、
こ
ち
ら
は
十
三
日
後
と
な
る
十
八
日
付
で
山
城

国
の
光
源
院
宛
て
に
出
さ
れ
た
書
状
で
、
そ
の
内
容
は
付
城
の
数
は
「
数
ヶ
所
」
と

【
史
料
1
】
に
対
し
か
な
り
少
な
い
も
の
の
、
堀
・
塀
・
柵
の
構
築
と
町
屋
作
り
を
命

じ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
両
者
か
ら
、
八
月
五
日
付
の
本
稿
が
扱
う
書
状
は
、
内
容
的
に
鳥
取
城
攻
撃

の
差
異
に
発
給
さ
れ
た
書
状
と
差
異
は
全
く
な
く
、
ま
た
文
言
か
ら
も
同
一
時
の
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
秀
吉
に
よ
る
生
駒
甚
介
（
親
正
）
に
宛
て
た
八
月
五
日
付

書
状
は
、
天
正
九
年
の
も
の
と
考
え
て
良
い
と
判
断
さ
れ
る
。
で
は
、
他
に
記
さ
れ
る

内
容
と
は
齟
齬
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
な
か
で
も
、
本
史
料
中
の
「
蜂
須
賀
同
道
候

て
、
中
一
日
逗
留
候
て
可
被
越
候
」
と
あ
る
「
蜂
須
賀
」
は
、
こ
の
時
期
に
秀
吉
と
行

動
を
共
に
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
正
勝
だ
け
で
な
く
、
そ
の
長
男
で
あ
る
家
政
の
可
能

性
も
残
さ
れ
る
。
本
文
言
か
ら
は
、「
蜂
須
賀
」
は
秀
吉
と
は
別
行
動
で
あ
っ
た
こ
と

の
み
が
確
認
さ
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
特
定
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
本
書
状
の
歴
史
的
意
義
を
検
討
す
る
中
で
、
改
め
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

三
「
蜂
須
賀
」
と
生
駒
親
正
の
動
向
に
つ
い
て

羽
柴
秀
吉
は
、
因
幡
国
鳥
取
城
攻
撃
に
先
駆
け
、
但
馬
国
で
起
こ
っ
た
七
美
郡
内
の

小
代
一
揆
の
成
敗
を
行
っ
て
い
る
（
25
）。
そ
れ
を
示
す
の
が
次
の
史
料
で
あ
る
。

【
史
料
3
（
26
）】

但
州
一
揆
為
成
敗
、
来
廿
七
日
令
出
馬
候
、
然
者
其
表
江

赤
松
殿
・
神
子
田
半
左

衛
門
・
木
下
平
大
夫
・
蜂
須
賀
小
六
差
越
候
、
さ
様
ニ
候
ハ
ヽ
、
其
方
者
城
ニ
被

相
残
、
同
甚
三
郎
左
右
之
衆
与

一
手
ニ
可
被
相
働
候
、
猶
様
子
者
両
三
人
ニ
申
含

候
、
一
揆
申
付
候
者
、
我
等
も
自
但
州
直
ニ
其
表
可
相
働
候
条
、
其
節
可
申
承

候
、
恐
々
謹
言
、

羽
藤

六
月
廿
四
日

秀
吉
（
花
押
）

（
八
木
但
馬
守
豊
信
）

八
但参

御
宿
所

秀
吉
自
身
の
出
陣
は
本
書
状
に
よ
る
と
、
そ
れ
が
出
さ
れ
た
三
日
後
の
二
十
七
日
の

予
定
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
蜂
須
賀
小
六
を
は
じ
め
と
す
る
軍
勢
が
、
そ
の
方
面
へ
出
陣

し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
、
鳥
取
城
を
守
る
吉
川
経
家
な
ど
か
ら
は

「
急
度
注
進
候
、
羽
筑
為
先
勢
八
塚
（
蜂
須
賀：

筆
者
加
筆
）・
赤
松
・
荒
木
平
大
夫
・

神
子
田
半
左
衛
門
尉
千
五
百
計
に
て
、
昨
日
廿
九
至
私
部
罷
越
候
、
内
通
之
方
よ
り
慥

申
越
候
（
27
）」

と
あ
る
よ
う
に
、
羽
柴
隊
の
先
勢
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
部
隊
で
あ
っ
た
（
28
）。

さ
て
、
こ
こ
に
記
さ
れ
る
「
蜂
須
賀
小
六
」
と
は
正
勝
・
家
政
の
何
れ
を
指
す
の
で

あ
ろ
う
か
。
特
定
す
る
た
め
、
秀
吉
の
主
人
で
も
あ
る
織
田
信
長
が
、
こ
の
戦
い
の
際

に
発
給
し
た
、「
蜂
須
賀
彦
右
衛
門
尉
」
宛
て
の
七
月
廿
一
日
付
（
29
）と

九
月
七
日
付
（
30
）の

二

つ
の
書
状
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
七
月
廿
一
日
付
か
ら
そ
の
記
載
内
容
に
つ
い
て

見
て
い
く
と
、「
藤
吉
郎
至
但
州
罷
立
、
一
揆
等
令
成
敗
、
鳥
取
面
へ
罷
越
〔
付
〕相

城
申

付
、
伯
州
可
相
動
之
由
候
、
猶
珍
事
候
者
可
申
越
候
、
次
岩
屋
之
儀
、
無
是
非
次
第

候
」
と
あ
り
、
秀
吉
の
軍
勢
は
一
揆
成
敗
か
ら
引
き
続
き
鳥
取
城
攻
撃
に
向
か
っ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
前
の
書
状
に
あ
っ
た
「
蜂
須
賀
小
六
」
も

但
馬
国
の
一
揆
成
敗
後
に
鳥
取
城
攻
撃
に
進
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
31
）。

続
い
て
、
後
者
で
あ
る
九
月
七
日
付
書
状
に
つ
い
て
内
容
を
見
て
み
る
と
、「
其
方

番
手
之
儀
藤
吉
郎
申
越
候
間
（
中
略
）
万
一
毛
利
・
小
早
川
至
藤
吉
郎
陣
取
後
巻
仕
候

者
、
即
我
々
出
馬
可
打
果
候
間
、
其
時
者
其
元
人
数
も
直
ニ

彼
面
へ
可
罷
立
之
由
申
付

候
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
宛
先
と
な
る
「
蜂
須
賀
彦
右
衛
門
尉
」
は
鳥
取
城
攻
撃
に
は

参
戦
せ
ず
、
何
れ
か
の
城
の
城
番
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
り
、
こ
の
宛
先
と
な
る
「
蜂
須
賀
彦
右
衛
門
尉
」
は
、
父
の
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蜂
須
賀
正
勝
と
さ
れ
る
（
32
）。
筆
者
も
、
こ
の
時
期
に
織
田
信
長
か
ら
直
接
書
状
を
得
る
立

場
で
あ
る
こ
と
と
、
前
述
の
よ
う
に
、
城
番
を
任
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
確

か
に
父
の
正
勝
と
比
定
し
て
問
題
な
い
と
考
え
る
。
以
上
に
よ
り
、
先
勢
と
し
て
但
馬

国
内
の
一
揆
を
攻
略
し
た
後
に
鳥
取
城
攻
撃
に
参
戦
し
て
い
た
蜂
須
賀
小
六
は
、
息
子

の
家
政
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
八
月
五
日
付
の
秀
吉
書
状

に
記
さ
れ
る
「
蜂
須
賀
」
は
、
鳥
取
城
攻
撃
に
参
戦
し
て
い
た
者
で
は
な
い
こ
と
か

ら
、
父
の
正
勝
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
こ
の
こ
と
は
書
状
の
宛
先
で
も
あ
る
生
駒
親
正
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
続
い
て
親
正
の
動
向
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
と
、
秀
吉
が
鳥
取
城
攻
撃
を
終

了
し
、
播
磨
国
姫
路
へ
帰
国
を
始
め
た
日
か
ら
（
33
）八

日
後
と
な
る
十
一
月
十
八
日
付
の
秀

吉
書
状
内
に
、「
明
日
其
方
迄
発
足
候
」
と
記
さ
れ
て
お
り
（
34
）、

秀
吉
は
姫
路
に
帰
国
直

後
に
親
正
が
守
る
地
へ
軍
勢
を
派
遣
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
地
に
つ
い
て
は
、
同
書

状
の
尚
々
書
に
「
尚
以
い
わ
や
城
不
謂
儀
不
相
渡
候
へ
者
、
御
ま
ハ
し
可
申
候
」
と
あ

り
、
ま
た
、
十
一
月
廿
二
日
付
で
秀
吉
が
桑
山
重
清
に
宛
て
た
書
状
内
に
「
仍
淡
州
之

儀
、
十
六
日
・
七
日
先
勢
差
遣
、
十
八
日
ニ
我
等
令
渡
海
、
所
々
令
放
火
、
洲
本
迄
押

詰
候
処
（
35
）」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
淡
路
国
岩
屋
城
方
面
の
何
れ
か
と
推
測
さ
れ
る
（
36
）。

鳥
取

城
攻
撃
を
終
え
て
す
ぐ
の
進
軍
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
か
ら
在
番
を
置
く
な
ど
の
準
備
を

進
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
担
当
の
一
人
が
親
正
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
37
）。

一
方
、
先
述
の
七
月
廿
一
日
付
の
織
田
信
長
書
状
内
に
は
、
前
述
に
あ
る
よ
う
に

「
次
岩
屋
之
儀
、
無
是
非
次
第
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
鳥
取
城
攻
撃
の
前
哨
戦
と
な
る

但
馬
国
の
一
揆
攻
撃
開
始
時
期
に
岩
屋
（
城
）
が
落
と
さ
れ
た
記
載
が
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
六
月
廿
八
日
付
で
実
際
に
毛
利
方
に
よ
る
岩
屋
城
攻
略
が
あ
り
、
ま
た
そ

こ
で
勝
利
し
た
こ
と
を
伝
え
る
感
状
が
遺
さ
れ
る
（
38
）。

た
だ
、
こ
の
感
状
の
発
給
者
で
あ

る
中
村
頼
宗
は
美
作
国
岩
屋
の
人
物
で
あ
り
、
淡
路
国
の
岩
屋
城
と
は
異
な
る
（
39
）。
そ
の

た
め
、
同
名
の
城
で
は
あ
る
が
、
淡
路
国
へ
の
対
応
と
し
て
お
か
れ
て
い
た
親
正
の
動

向
と
は
関
係
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。

こ
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
、
八
月
五
日
付
の
生
駒
甚
介
宛
て
書
状
を
見
る

と
、
仮
に
直
前
に
毛
利
氏
に
よ
る
攻
略
が
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
書
状
内
に

秀
吉
が
そ
の
こ
と
に
全
く
触
れ
て
お
ら
ず
違
和
感
を
覚
え
る
。
ま
た
、
親
正
が
鳥
取
在

陣
中
の
秀
吉
に
送
っ
た
も
の
に
「
鯛
之
ま
け
物
一
」
と
あ
る
こ
と
も
傍
証
と
な
ろ
う
。

つ
ま
り
、
現
地
で
調
達
し
た
「
鯛
」
が
贈
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
一
番
理
に
か
な
っ
て

お
り
、
瀬
戸
内
に
面
す
る
淡
路
国
方
面
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。以

上
に
よ
り
、
生
駒
親
正
は
鳥
取
城
攻
撃
直
後
に
あ
っ
た
淡
路
国
攻
撃
に
備
え
る
形

で
瀬
戸
内
の
何
れ
か
の
地
に
在
番
し
て
お
り
、
蜂
須
賀
正
勝
同
様
に
鳥
取
城
攻
撃
に
参

陣
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
八
月
五
日
付
生
駒
甚
介
宛
羽
柴
秀
吉
書
状
が
天
正

九
年
に
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
全
て
に
お
い
て
確
認
で
き
た
と
考
え
る
。

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
、
冒
頭
で
示
し
た
八
月
五
日
付
生
駒
甚
介
宛
羽
柴
秀
吉
書
状
の
年
次
比
定

に
つ
い
て
、
ま
ず
は
羽
柴
秀
吉
の
名
乗
り
か
ら
年
次
を
特
定
し
、
そ
の
中
で
可
能
性
と

し
て
残
さ
れ
た
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
と
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
に
つ
い
て
、
具

体
的
な
政
治
状
況
か
ら
確
認
し
、
天
正
九
年
と
判
断
し
た
。
そ
し
て
、
天
正
九
年
で
あ

る
こ
と
を
裏
付
け
る
た
め
、
史
料
中
に
名
を
表
す
「
蜂
須
賀
」
を
正
勝
で
あ
る
と
特
定

し
、
ま
た
宛
先
の
生
駒
親
正
の
滞
在
地
に
つ
い
て
も
お
お
よ
そ
把
握
し
、
改
め
て
天
正

九
年
で
問
題
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

以
上
が
本
稿
の
内
容
と
な
る
が
、
で
は
、
本
史
料
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
意
義
が
あ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
と
し
て
挙
が
る
の
が
、
鳥
取
城
攻
撃
の
参
戦
者
の
確
定

で
あ
る
。
本
稿
で
紹
介
し
た
史
料
は
、
具
体
的
に
は
鳥
取
城
攻
撃
の
最
中
の
も
の
と
な

り
、
そ
こ
へ
秀
吉
か
ら
呼
び
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
宛
先
と
な
る
生
駒
親
正
と
蜂
須
賀

家
政
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
状
況
は
、「
爰
許
為
見
物
十
日
時
分
ニ

馬
一
・
弐
騎
に
て
可

被
相
越
候
」
と
あ
る
よ
う
に
「
見
物
」
の
た
め
の
単
騎
で
の
鳥
取
呼
び
寄
せ
で
あ
り
、
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軍
勢
を
率
い
て
で
は
な
か
っ
た
。

例
え
ば
、
江
戸
期
に
作
成
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
、「
因
幡
民
談
記

五
」
の
内
題

「
一
羽
柴
秀
吉
公
被
責
鳥
取
城
事
」
内
に
記
さ
れ
る
因
幡
国
へ
の
参
戦
者
名
に
蜂
須
賀

氏
に
つ
い
て
は
、「
蜂
須
賀
彦
右
衛
門
尉
家
政
」
と
息
子
の
家
政
を
記
し
て
お
り
、
特

に
本
稿
で
の
指
摘
が
新
た
な
視
点
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
40
）。

し
か
し
、
同
書
で

は
、
生
駒
氏
に
つ
い
て
は
、「
大
手
口
ヨ
リ
次
第
ニ
西
ノ
方
ヘ
ノ
陣
取
ハ
堀
尾
茂
助
・

仙
石
権
兵
衛
・
木
下
助
兵
衛
・
中
村
孫
平
次
・
神
子
田
・
蜂
須
賀
・
小
寺
官
兵
衛
・
木

村
・
加
藤
・
戸
田
・
別
所
・
宮
部
善
祥
坊
・
生
駒
・
小
出
等
営
ヲ
并
へ
塁
ヲ
堅
ク
シ
テ

一
面
ニ
磬
タ
リ
（
41
）」

と
あ
り
、
生
駒
親
正
が
鳥
取
城
攻
撃
に
参
戦
し
て
い
た
か
の
よ
う
に

記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
記
録
を
参
考
の
一
つ
と
し
て
採
用
し
て
い
る
「
旧
塁

鑿
覧
」
巻
之
上
（
42
）に

も
、
同
様
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
前
述
で
は
近
世
期
に
作
成
さ
れ
た
記
録
類
で
は
蜂
須
賀
家
政
の
鳥
取
城
攻
撃

の
参
戦
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
例
を
示
し
た
が
、
近
年
刊
行
さ
れ
た
刊
本
で

も
、
羽
柴
秀
吉
の
先
鋒
隊
参
加
者
を
「
蜂
須
賀
正
勝
・
荒
木
重
堅
・
神
子
田
正
治
ら
の

計
千
五
百
人
の
兵
」
と
し
（
43
）、

そ
の
後
の
鳥
取
城
で
の
陣
取
り
で
も
「
東
側
を
流
れ
る
袋

川
の
対
岸
に
は
、
浅
野
長
政
・
中
村
一
氏
・
小
寺
（
黒
田
）
孝
高
・
蜂
須
賀
正
勝
が
陣

を
置
い
た
。」
と
、
家
政
で
は
な
く
父
の
正
勝
が
参
戦
し
た
と
す
る
も
の
も
見
ら
れ

る
（
44
）。
こ
の
場
合
、『
新
鳥
取
市
史
』
誌
上
で
は
本
稿
で
の
論
証
で
用
い
た
織
田
信
長
黒

印
状
写
で
の
傍
注
で
「
正
勝
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
（
45
）、
完
全
に
誤
認
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
、
誤
認
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
に
対
し
、
本
史
料
の
紹
介
に
よ
り
一
時
史
料
で
、
そ
の
参
戦
者
を
確
定
す
る

作
業
が
、
改
め
て
で
き
た
と
考
え
る
。

続
い
て
、
鳥
取
城
攻
撃
直
後
に
あ
っ
た
羽
柴
秀
吉
に
よ
る
淡
路
国
攻
撃
に
つ
い
て
も

傍
証
で
は
あ
る
が
、
今
後
の
検
討
の
た
め
の
新
た
な
視
点
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
本
稿
で
紹
介
し
た
史
料
に
よ
り
、
秀
吉
は
鳥
取
城
攻

撃
前
か
ら
親
正
を
淡
路
方
面
担
当
と
し
て
残
し
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
、
実
際
の

戦
後
の
行
動
も
含
め
る
と
、
鳥
取
城
攻
撃
終
了
後
に
あ
っ
た
淡
路
国
攻
撃
を
、
秀
吉
は

同
城
攻
撃
開
始
以
前
か
ら
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
46
）。

以
上
の
よ
う
に
、
本
史
料
は
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
る
こ
と
の
追
認
ば
か
り
で
は
あ
る

が
、
と
は
言
え
、
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
に
あ
っ
た
羽
柴
秀
吉
に
よ
る
鳥
取
城
攻
撃

と
そ
の
後
の
淡
路
国
岩
屋
攻
撃
に
つ
い
て
、
一
時
史
料
と
し
て
、
具
体
的
な
事
実
を
示

す
史
料
と
考
え
る
。

註（
1
）
こ
れ
ま
で
に
確
認
さ
れ
る
真
田
宝
物
館
蔵
の
真
田
家
文
書
は
、
米
山
一
政
『
真
田
家
文
書
』

上
巻
・
中
巻
・
下
巻
、（
長
野
市
、
各
一
九
八
一
・
一
九
八
二
・
一
九
八
三
年
）
に
て
翻
刻
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
、
近
年
は
そ
の
写
真
も
入
る
形
で
、『
真
田
宝
物
館
収
蔵
目
録

長
野
県
宝

真
田
家
文
書
』（
1
）・（
2
）・（
3
）・（
4
）、（
松
代
文
化
施
設
等
事
務
所
、
各
二
〇
〇

四
・
二
〇
〇
五
・
二
〇
〇
六
・
二
〇
〇
七
年
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
中

に
は
豊
臣
秀
吉
文
書
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。

（
2
）
播
磨
良
紀
「
羽
柴
秀
吉
文
書
の
年
次
比
定
に
つ
い
て
」（『
織
豊
期
研
究
』
第
一
六
号
、
二
〇

一
四
年
）。

（
3
）
名
古
屋
市
博
物
館
編
『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
一
―
永
禄
八
年
〜
天
正
十
一
年
―
』
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
一
五
年
、
以
降
、
現
在
ま
で
毎
年
続
巻
の
刊
行
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

（
4
）『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
一
』
一
一
四
号
。

（
5
）『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
一
』
の
天
正
四
年
内
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
竹
生
島
奉
加
帳
（
一
三
三
号
）

で
は
、「
羽
柴
藤
吉
良
秀
吉
（
花
押
）」
を
名
乗
っ
て
い
る
が
、
本
史
料
は
、
史
料
中
に
「
天

正
五
正
月
」
の
記
載
が
あ
る
な
ど
、
天
正
四
年
に
発
給
さ
れ
た
と
特
定
で
き
な
い
た
め
、
天

正
四
年
の
羽
柴
秀
吉
発
給
文
書
か
ら
は
除
外
し
て
検
討
す
る
。

（
6
）「
藤
吉
郎
」
が
再
び
表
れ
る
の
は
、（
天
正
六
年
）
十
一
月
十
一
日
付
小
寺
休
夢
斎
宛
羽
柴
秀

吉
書
状
写
（『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
一
』
一
八
〇
号
）
と
な
る
。
た
だ
し
、
天
正
六
年
十
二
月
十

七
日
付
神
照
寺
惣
中
宛
羽
柴
秀
吉
寺
領
宛
行
状
（『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
一
』
一
八
一
号
）
で

は
、「
筑
前
守
」
を
名
乗
っ
て
い
る
。
前
者
は
写
で
あ
る
が
、（
翌
七
年
）
十
月
廿
八
日
付
と
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（
天
正
八
年
）
閏
三
月
十
七
日
付
の
小
寺
休
夢
斎
宛

羽
柴
秀
吉
書
状
（『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
一
』
二
〇

五
・
二
二
七
号
）
で
も
「
藤
吉
郎
」
も
し
く
は

「
羽
藤
」
を
名
乗
っ
て
お
り
、
ま
た
後
述
の
よ
う

に
、
こ
れ
以
降
、
秀
吉
文
書
で
の
名
乗
り
は
「
藤

吉
郎
」
が
一
般
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
写
し
で

は
あ
る
が
そ
こ
で
の
記
載
に
つ
い
て
問
題
無
い
と

考
え
る
。
ま
た
、
そ
の
中
で
「
筑
前
守
」
の
名
乗

り
と
な
る
後
者
に
つ
い
て
は
、
本
文
書
が
正
文
で

あ
り
、
こ
ち
ら
も
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
以
降

も
「
筑
前
守
」
の
名
乗
り
が
一
部
で
散
見
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
同
じ
く
問
題
無
い
と
判
断
す
る
。

（
7
）『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
一
』
に
掲
載
さ
れ
る
、
天
正
六

年
十
一
月
十
一
日
付
小
寺
休
夢
斎
宛
羽
柴
秀
吉
書

状
写
（
一
八
〇
号
）
か
ら
、
天
正
九
年
八
月
八
日

付
宮
内
卿
法
印
宛
羽
柴
秀
吉
書
状
（
三
三
八
号
）

よ
り
確
認
し
た
。

（
8
）
播
磨
良
紀
氏
は
、
注
（
2
）
論
文
五
四
ペ
ー
ジ
下

段
で
、
播
磨
攻
略
が
一
変
し
て
織
田
方
が
不
利
に

な
っ
た
こ
と
が
原
因
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
測
さ

れ
て
い
る
。
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
本
稿
で
も

こ
の
指
摘
に
従
う
。

（
9
）
表
2
参
照
。

（
10
）
播
磨
良
紀
氏
は
、
注
（
2
）
論
文
五
六
ペ
ー
ジ
下

段
で
、
因
幡
攻
め
が
あ
る
程
度
め
ど
が
立
っ
た
こ
と
と
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
功
績
に
よ

り
、
織
田
信
長
か
ら
許
し
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
に
つ
い
て

も
注
（
8
）
同
様
に
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
本
稿
で
も
こ
の
指
摘
に
従
う
。

（
11
）
名
古
屋
市
博
物
館
編
『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
二
―
天
正
十
二
年
〜
天
正
十
三
年
―
』
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
一
六
年
、
一
二
一
六
号
。

（
12
）
拙
稿
「
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
か
ら
見
た
大
規
模
戦
争
の
創
出
」（
藤
田
達
生
編
『
小
牧
・
長

久
手
の
戦
い
の
構
造
―
戦
場
論
上
―
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
二
〇
〇
五
年
。

（
13
）
天
正
十
二
年
九
月
付
伊
勢
国
知
行
割
目
録
写
（『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
』
二
、
一
二
一
七
号
）。

な
お
、『
多
聞
院
日
記
』（
増
補
続
史
料
大
成
40
、
臨
川
書
店
、
一
九
九
四
年
）
天
正
十
二
年

十
月
十
六
日
条
で
は
「
今
度
於
京
都
羽
柴
筑
前
ハ
従
叡
慮
四
位
ノ
大
将
ニ
任
�
、
兼
将
軍
ノ

官
ヲ
可
被
成
之
旨
雖
有
勅
定
、
主
ノ
望
ニ
テ
五
位
ノ
少
将
ニ
任
了
ト
、」
と
あ
る
よ
う
に
、
秀

吉
は
本
文
書
を
発
給
し
た
直
後
に
、「
筑
前
守
」
か
ら
官
途
の
上
昇
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

（
14
）
こ
こ
で
の
秀
吉
の
文
書
内
自
署
で
の
「
筑
前
守
」
名
乗
り
時
期
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
注

（
2
）
播
磨
良
紀
氏
論
文
内
の
指
摘
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

（
15
）
堀
新
「
豊
臣
秀
吉
の
居
所
と
行
動
（
天
正
10
年
6
月
2
日
以
前
）」・
藤
井
讓
治
「
豊
臣
秀
吉

の
居
所
と
行
動
（
天
正
10
年
6
月
以
降
）」
共
に
、
藤
井
讓
治
編
『
織
豊
期
主
要
人
物
居
所
集

成
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一
年
。

（
16
）『
多
聞
院
日
記
』（
増
補
続
史
料
大
成
40
）
天
正
六
年
七
月
二
十
一
日
条
。

（
17
）「
信
長
公
記
」（
奥
野
高
広
・
岩
沢
愿
彦
校
注
『
信
長
公
記
』
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）
天

正
六
年
八
月
十
七
日
条
。

（
18
）（
天
正
六
年
）
七
月
十
六
日
付
新
免
弾
正
左
衛
門
宛
羽
柴
秀
吉
書
状
（『
豊
臣
秀
吉
文
書
集

一
』
一
七
三
号
）。
に
「
一
、
神
吉
・
志
方
両
城
事
、
中
将
殿
（
織
田
信
忠
）
御
取
巻
候
」

（
括
弧
内
は
筆
者
追
記
）
と
あ
る
よ
う
に
、
神
吉
・
志
方
両
城
攻
め
に
信
忠
が
出
陣
し
て
い
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
19
）（
天
正
六
年
）
七
月
廿
二
日
付
中
権
六
宛
羽
柴
秀
吉
書
状
（『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
一
』
一
七
三

号
）。

（
20
）
注
（
17
）
史
料
。

（
21
）『
兵
庫
県
史
』
第
三
巻
（
兵
庫
県
、
一
九
七
八
年
）
六
八
〇
頁
に
よ
る
と
、「
織
田
軍
は
志
方

城
に
押
し
寄
せ
た
が
、
城
主
の
櫛
橋
伊
定
は
神
吉
城
の
落
城
を
目
前
に
し
て
抗
戦
の
無
駄
を

悟
り
、
八
月
十
日
に
人
質
を
出
し
て
開
城
し
た
。」
と
し
て
い
る
。
こ
の
記
述
と
注
（
19
）
史

料
に
従
え
ば
、
中
権
六
が
攻
略
を
担
当
し
た
城
は
志
方
城
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
特
定
は
出

表2）天正9年8月以降の「藤吉郎」名乗りの羽柴秀吉文書

典拠

338

350

352

357

362

注）典拠は『豊臣秀吉文書Ⅰ』掲載の史料番号である。

文書の種類

書状

書状写

書状

書状

書状

宛先

宮法

堀久太郎

一友斎

桑山修理進殿

中川瀬兵衛尉殿

署名

羽藤秀吉（花押）

羽藤

羽藤秀吉（花押）

藤吉郎秀吉（花押）

羽藤秀吉（花押）

月日

8月8日

10月26日

11月5日

11月16日

12月3日

年

天正9（1581）

天正9（1581）

天正9（1581）

天正9（1581）

天正9（1581）

― 23―



来
な
い
。

（
22
）（
天
正
九
年
）
七
月
十
七
日
付
山
縣
善
右
衛
門
宛
吉
川
元
春
書
状
写
（『
新
鳥
取
県
史
』
資
料

編
古
代
中
世
1
古
文
書
編
下
、
鳥
取
県
、
二
〇
一
五
年
、
一
三
九
六
号
）。

（
23
）（
天
正
九
年
）
八
月
八
日
付
宮
内
卿
法
印
宛
羽
柴
秀
吉
書
状
（『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
一
』
三
三

八
号
）。

（
24
）（
天
正
九
年
）
八
月
十
八
日
付
光
源
院
宛
羽
柴
秀
吉
書
状
（『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
一
』
三
三
九

号
）。

（
25
）
こ
の
時
期
に
小
代
一
揆
ヘ
の
羽
柴
秀
吉
の
攻
撃
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
山
本
浩
樹

『
西
国
の
戦
国
合
戦

戦
争
の
日
本
史
12
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）
二
一
七
頁
、
尾

下
成
敏
「
天
正
九
年
六
月
二
十
五
日
付
羽
柴
秀
吉
軍
律
掟
書
考
」（『
史
林
』
第
九
七
巻
第
三

号
、
二
〇
一
四
年
）
八
九
頁
等
に
指
摘
が
あ
る
。

（
26
）（
天
正
九
年
）
六
月
廿
四
日
付
八
木
但
馬
守
宛
羽
柴
秀
吉
書
状
（『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
一
』
三

二
一
号
）。

（
27
）〔
天
正
九
年
〕
六
月
晦
日
付
香
川
兵
部
太
輔
・
森
脇
大
蔵
丞
宛
吉
川
経
家
等
連
署
状
（『
新
鳥

取
県
史
』
資
料
編
古
代
中
世
1
古
文
書
編
下
、
一
三
七
八
号
）。

（
28
）
秀
吉
自
身
の
出
陣
は
、（
天
正
九
年
）
七
月
四
日
付
某
宛
羽
柴
秀
吉
書
状
（『
豊
臣
秀
吉
文
書

集
一
』
三
二
七
号
）
に
よ
る
と
、【
史
料
3
】
に
記
さ
れ
る
予
定
通
り
、
六
月
二
十
七
日
に
姫

路
を
出
立
し
、
七
月
一
日
に
但
馬
国
七
美
郡
入
口
の
谷
に
て
一
揆
勢
を
追
い
破
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

（
29
）（
天
正
九
年
）
七
月
廿
一
日
付
蜂
須
賀
彦
右
衛
門
尉
宛
織
田
信
長
黒
印
状
写
（『
新
鳥
取
県

史
』
資
料
編
古
代
中
世
1
古
文
書
編
下
、
一
三
九
九
号
）。
な
お
、
後
述
の
史
料
引
用
部
の
傍

注
に
あ
る
〔
付
〕
は
筆
者
加
筆
で
あ
る
。

（
30
）（
天
正
九
年
）
九
月
七
日
付
蜂
須
賀
彦
右
衛
門
尉
宛
織
田
信
長
黒
印
状
写
（『
新
鳥
取
県
史
』

資
料
編
古
代
中
世
1
古
文
書
編
下
、
一
四
四
一
号
）。

（
31
）「
信
長
公
記
」
天
正
九
年
十
一
月
朔
日
条
（
奥
野
高
広
・
岩
沢
愿
彦
校
注
『
信
長
公
記
』
三
六

九
頁
）
に
、
鳥
取
城
攻
撃
を
終
え
た
軍
勢
が
、
伯
耆
国
の
羽
衣
石
・
岩
倉
両
城
へ
進
郡
し
た

こ
と
を
記
す
が
、
そ
こ
に
も
「
蜂
須
賀
小
六
」
が
加
わ
っ
て
い
る
。

（
32
）『
増
訂
織
田
信
長
の
研
究
』
補
遺
・
索
引
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）
に
、
本
史
料
は
そ

れ
ぞ
れ
補
遺
二
五
五
・
補
遺
二
五
八
と
し
て
翻
刻
・
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
共
に

正
勝
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
書
で
は
前
者
の
年
次
比
定
を
天
正
七
年
と
す
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
、
山
本
浩
樹
「
織
田
・
毛
利
戦
争
の
地
域
的
展
開
と
政
治
動
向
」（
川

岡
勉
・
古
賀
信
幸
編
『
西
国
の
権
力
と
戦
乱

日
本
中
世
の
西
国
社
会
1
』
清
文
堂
出
版
、

二
〇
一
〇
年
）
内
の
注
（
69
）
及
び
、『
新
鳥
取
県
史
』
に
て
天
正
九
年
と
訂
正
さ
れ
て
お

り
、
筆
者
も
こ
れ
ら
の
指
摘
に
従
う
。
ま
た
、
こ
の
両
書
で
も
、「
彦
右
衛
門
尉
」
を
「
正

勝
」
と
し
て
お
り
、
他
に
、
尾
下
成
敏
「
羽
柴
秀
吉
勢
の
淡
路
・
阿
波
出
兵
」（『
ヒ
ス
ト
リ

ア
』
第
二
一
四
号
、
二
〇
〇
九
年
）
八
九
頁
で
も
、
後
者
史
料
の
宛
先
者
を
正
勝
と
し
て
い

る
。

（
33
）（
天
正
九
年
）
十
一
月
八
日
付
多
雲
宛
羽
柴
秀
吉
書
状
写
（『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
一
』
三
五
三

号
）
に
、「
去
六
日
鳥
取
迄
打
入
、
城
々
残
置
候
人
数
之
儀
、
何
茂
手
堅
申
付
、
今
日
至
姫
路

令
開
陳
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
書
状
発
給
日
の
十
一
月
八
日
に
開
陣
し
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
。

（
34
）（
天
正
九
年
）
十
一
月
十
六
日
付
生
駒
甚
介
宛
羽
柴
秀
吉
書
状
（『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
一
』
三

五
六
号
）。

（
35
）（
天
正
九
年
）
十
一
月
廿
二
日
付
桑
山
修
理
進
宛
羽
柴
秀
吉
書
状
（『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
一
』

三
五
七
号
）。

（
36
）「
信
長
公
記
」
天
正
九
年
十
一
月
十
七
日
条
に
も
、「
羽
柴
筑
前
、
池
田
勝
九
郎
両
人
、
淡
路

嶋
へ
人
数
打
越
し
、
岩
屋
へ
取
懸
け
攻
寄
る
の
処
、
懇
望
の
筋
目
候
て
、
池
田
勝
九
郎
手
へ

岩
屋
を
相
渡
し
、
別
条
な
く
申
付
け
」
と
あ
り
、
淡
路
国
の
岩
屋
方
面
へ
軍
勢
を
派
遣
し
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
37
）
前
に
見
た
蜂
須
賀
正
勝
も
同
様
の
理
由
で
出
陣
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
詳
細

は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
天
正
九
年
十
月
廿
三
日
付
平
三
郎
宛
羽
柴
秀
吉
判
物
（『
豊
臣
秀
吉

文
書
集
一
』
三
四
八
号
）
に
よ
る
と
、「
淡
州
岩
屋
船
五
十
七
艘
」
の
往
来
に
問
題
が
な
い
旨

の
許
可
が
出
さ
れ
て
お
り
、
鳥
取
城
攻
撃
を
終
え
る
直
前
に
は
す
で
に
淡
路
国
進
軍
の
準
備

が
進
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
38
）（
天
正
九
年
）
六
月
廿
八
日
付
西
尾
与
九
郎
宛
中
村
頼
宗
感
状
（「
宮
川
文
書
」、
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
、3071.75-22

）。
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（
39
）
山
本
氏
注
（
32
）
論
文
、
八
二
頁
及
び
、
津
山
市
教
育
委
員
会
『
美
作
国
の
山
城
』（
津
山
市

教
育
委
員
会
、
二
〇
一
一
年
）
14
岩
屋
城
解
説
内
の
「
歴
史
」
部
分
等
に
詳
し
い
。

（
40
）「
因
幡
民
談
記

五
」
四
十
三
丁
前
部
。
な
お
、
こ
こ
で
は
鳥
取
県
立
博
物
館
蔵
本
に
て
確
認

し
た
。

（
41
）「
因
幡
民
談
記

五
」
の
内
題
「
一
羽
柴
秀
吉
公
被
責
鳥
取
城
事
」
四
十
九
丁
後
部
。

（
42
）
こ
こ
で
は
鳥
取
県
立
博
物
館
蔵
本
に
て
確
認
し
た
。

（
43
）
岡
村
吉
彦
『
織
田vs
毛
利
―
鳥
取
を
め
ぐ
る
攻
防
―
鳥
取
県
史
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
1
』
鳥
取

県
、
二
〇
一
三
年
、
五
三
頁
。

（
44
）『
織
田vs

毛
利
―
鳥
取
を
め
ぐ
る
攻
防
―
鳥
取
県
史
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
1
』
五
五
頁
。

（
45
）
注
（
29
）
史
料
。
共
に
鳥
取
県
史
と
し
て
発
刊
さ
れ
た
書
物
内
で
の
記
載
で
あ
り
、
鳥
取
城

攻
撃
者
が
蜂
須
賀
正
勝
と
全
て
に
お
い
て
誤
認
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
前
述

の
よ
う
に
、
注
（
32
）
に
示
し
た
指
摘
が
す
で
に
あ
る
だ
け
で
な
く
、
同
じ
く
近
年
発
表
さ

れ
た
谷
本
進
「
因
幡
鳥
取
城
攻
め
と
太
閤
ヶ
平
本
陣
」（『
織
豊
期
研
究
』
第
十
五
号
、
二
〇

一
三
年
）
で
も
、
鳥
取
城
攻
撃
担
当
は
蜂
須
賀
家
政
（
同
書
八
十
一
頁
、
表
1
）
で
あ
っ
た

と
比
定
さ
れ
て
い
る
。

（
46
）
注
（
32
）
尾
下
氏
論
文
、
八
三
・
八
五
頁
で
は
、
天
正
八
年
か
ら
秀
吉
に
よ
る
淡
路
国
攻
略

が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
と
直
接
関
わ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ

の
時
期
の
秀
吉
に
よ
る
淡
路
国
攻
撃
に
つ
い
て
、
例
え
ば
『
兵
庫
県
史
』
第
三
巻
、
七
一
四

頁
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
は
天
正
九
年
九
月
の
因
幡
鳥
取
城
攻
撃
中
に
、
秀
吉
に
よ
る

淡
路
国
攻
撃
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
根
拠
と
な
る
黒
田
孝
高
宛
羽
柴
秀
吉
書
状
の
年
次
比
定

も
、
古
く
は
江
戸
期
に
編
纂
さ
れ
た
「
黒
田
家
譜
」（
川
添
昭
二
・
福
岡
古
文
書
を
読
む
会
校

訂
『
新
訂
黒
田
家
譜
』
第
一
巻
、
文
献
出
版
、
一
九
八
三
年
、
七
二
頁
以
降
）
に
天
正
九
年

と
比
定
さ
れ
、
ま
た
、
同
文
書
の
原
本
を
翻
刻
・
解
説
す
る
『
黒
田
家
文
書
』
第
一
巻

本

編
（
福
岡
市
博
物
館
、
一
九
九
九
年
、
五
〇
〜
五
三
号
）
に
よ
っ
て
も
天
正
九
年
と
比
定
さ

れ
て
い
る
（
同
書
一
二
二
頁
解
説
内
で
、「
黒
田
家
譜
」
で
は
天
正
八
年
と
す
る
と
あ
る
が
、

こ
れ
は
後
述
す
る
藤
井
讓
治
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
誤
り
で
あ
る
。）。
近
年
も
、
藤
田
達

生
氏
に
よ
る
「
織
田
信
長
の
東
瀬
戸
内
支
配
」（
小
山
靖
憲
編
『
戦
国
期
畿
内
の
政
治
社
会
構

造
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
三
二
四
頁
を
は
じ
め
と
す
る
研
究
に
よ
り
、
秀
吉
に
よ
る

淡
路
国
攻
撃
は
天
正
九
年
九
月
に
は
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
ま
た
、
他
の
こ
れ
ま
で
の

同
氏
の
研
究
を
受
け
る
形
で
、
津
野
倫
明
「
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
と
長
宗
我
部
氏
」（
藤
田

達
生
編
『
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
の
構
造
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
二
五
九
・
二
六
〇

頁
で
も
同
様
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
、
具
体
的
に
天
正
九
年
九
月
に
秀
吉
に
よ
る
淡

路
国
攻
撃
が
あ
っ
た
と
す
る
も
の
に
、
桐
野
作
人
『
だ
れ
が
信
長
を
殺
し
た
の
か
―
本
能
寺

の
変
・
新
た
な
視
点
』（PH

P

研
究
所
、
二
〇
〇
七
年
）
九
六
頁
以
降
、
谷
口
克
広
『
検
証

本
能
寺
の
変
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）
二
三
三
頁
以
降
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
尾
下
氏
注
（
32
）
論
文
で
は
、
こ
れ
ま
で
天
正
九
年
と
比
定
さ
れ
て
い
た

前
述
の
関
係
史
料
を
天
正
十
年
と
比
定
す
る
こ
と
か
ら
、
天
正
九
年
の
秀
吉
に
よ
る
淡
路
国

攻
撃
は
九
月
に
は
な
く
、
鳥
取
城
攻
撃
終
了
後
の
十
一
月
に
の
み
あ
っ
た
と
さ
れ
た
。
こ
れ

を
受
け
た
藤
田
達
生
氏
は
、
同
著
『
秀
吉
と
海
賊
大
名
―
海
か
ら
見
た
戦
国
終
焉
―
』（
中
央

公
論
新
社
、
二
〇
一
二
年
）
七
一
・
七
二
頁
で
、
再
度
前
述
の
関
係
史
料
を
天
正
九
年
と
比

定
し
、
尾
下
説
を
否
定
さ
れ
た
。
続
い
て
、
天
野
忠
幸
「
織
田
・
羽
柴
氏
の
四
国
進
出
と
三

好
氏
」（
四
国
中
世
史
研
究
会
・
戦
国
史
研
究
会
編
『
四
国
と
戦
国
社
会
』（
岩
田
書
院
、
二

〇
一
三
年
）
一
五
〇
頁
で
は
、
同
関
係
史
料
を
天
正
八
年
と
さ
れ
た
。

以
上
の
研
究
に
対
し
、『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
』
の
刊
行
を
進
め
ら
れ
て
い
る
編
集
委
員
の
一

人
で
あ
る
藤
井
讓
治
氏
に
よ
り
、
改
め
て
、
こ
の
関
係
史
料
は
天
正
十
年
と
比
定
さ
れ
（
同

「
阿
波
出
兵
を
め
ぐ
る
羽
柴
秀
吉
書
状
の
年
代
否
定
」（『
織
豊
期
研
究
』
第
一
六
号
、
二
〇
一

四
年
）、
そ
の
後
刊
行
さ
れ
た
『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
』
第
一
巻
で
も
、
こ
れ
ら
関
係
史
料
の
年

次
は
天
正
十
年
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
ま
で
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
尾

下
氏
及
び
藤
井
氏
の
論
考
に
詳
し
く
、
筆
者
も
こ
れ
を
参
考
と
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
秀
吉
に
よ
る
淡
路
国
攻
撃
に
つ
い
て
は
、
特
に
時
期
設
定
を
め
ぐ
る
形

で
、
近
年
多
く
の
見
解
が
示
さ
れ
て
お
り
、
現
状
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る

因
幡
国
鳥
取
城
攻
撃
最
中
と
な
る
天
正
九
年
九
月
段
階
で
の
攻
撃
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

こ
の
様
な
研
究
状
況
に
対
し
、
鳥
取
城
攻
撃
開
始
時
か
ら
秀
吉
は
淡
路
国
攻
撃
を
念
頭
に
置

い
て
お
り
、
鳥
取
へ
の
進
軍
が
始
ま
っ
た
際
か
ら
、
淡
路
方
面
に
備
え
た
瀬
戸
内
で
の
在
番

が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
と
い
う
意
味
で
、
近
年
の
指
摘
内
容
を
改
め
て
確
認
す
る
と

共
に
、
そ
の
情
況
認
識
を
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
深
め
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
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研
究
に
少
し
は
寄
与
で
き
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

（
付
記
）
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
鳥
取
県
立
博
物
館
学
芸
員
山
本
隆
一
朗
氏
に
は
資
料
閲
覧

等
で
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
本
稿
の
内
容
は
、
二
〇
一
七
年
度
戦
国
・
職
豊
期
研

究
会
（
於：
長
野
市
立
松
代
公
民
館
）
で
の
報
告
を
元
に
し
て
お
り
ま
す
。
関
係
者
の
皆
様

に
、
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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松
代
藩
の
馬
に
関
わ
る
役
人
・
御
厩
・
馬
場
」

溝
辺
い
ず
み

は
じ
め
に

大
名
と
馬
―
そ
も
そ
も
武
士
に
と
っ
て
馬
は
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
武
士
は
古
く
か
ら
戦
に
お
い
て
馬
に
乗
り
、
生
死
を
共
に
し
て
き
た
。
そ
の
た
め

武
士
は
、
重
い
鎧
や
武
器
を
身
に
着
け
騎
乗
し
て
も
屈
せ
ず
果
敢
に
走
り
続
け
る
名
馬

を
必
要
と
し
て
き
た
。
江
戸
時
代
に
入
り
太
平
の
世
と
な
る
と
、
乗
馬
は
武
士
に
と
っ

て
そ
の
高
い
地
位
を
示
す
も
の
と
な
り
、
大
名
や
位
の
高
い
武
士
は
馬
を
飼
育
し
、
移

動
手
段
と
し
て
、
ま
た
軍
事
供
奉
の
際
に
乗
馬
し
た
。
こ
の
よ
う
に
武
士
に
と
っ
て
最

も
身
近
な
生
き
物
で
あ
る
馬
は
、
大
名
家
に
お
い
て
は
家
格
を
示
す
ス
テ
イ
タ
ス
シ
ン

ボ
ル
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
中
で
も
名
馬
は
将
軍
家
・
家
臣
ら
と
の
贈
答
の
第
一
級
の
品

と
し
て
大
切
に
扱
わ
れ
て
き
た
。

代
々
松
代
藩
主
を
勤
め
た
真
田
家
に
あ
っ
て
も
、
藩
主
は
参
勤
交
代
の
道
中
、
領
内

巡
見
な
ど
の
移
動
時
に
乗
馬
し
、
そ
の
威
光
を
周
囲
へ
示
し
た
。
藩
主
が
乗
る
召
馬

（
召
料
の
馬
）
は
、
領
内
で
飼
育
さ
れ
た
馬
や
献
上
・
下
賜
さ
れ
た
馬
の
中
か
ら
優
馬

が
選
ば
れ
、
乗
り
手
の
意
思
通
り
に
動
く
よ
う
調
教
さ
れ
る
。
ま
た
、
藩
主
の
召
馬
は

数
等
い
た
た
め
、
飼
育
す
る
馬
の
数
だ
け
飼
料
の
用
意
・
厩
の
管
理
・
馬
の
手
入
れ
や

体
調
管
理
・
馬
の
調
教
・
藩
主
へ
の
馬
術
指
南
な
ど
、
多
く
の
人
出
が
必
要
と
な
る
。

松
代
藩
士
鎌
原
桐
山
が
古
文
書
や
碑
文
、
奇
聞
、
人
物
伝
、
考
古
絵
図
な
ど
を
記
し

た
見
聞
録
「
朝
陽
館
漫
筆
（
1
）」、
松
代
藩
士
堤
俊
詮
が
明
治
十
三
（
一
八
八
〇
）
年
に
編

纂
し
た
、
松
代
藩
や
松
代
城
下
の
寺
社
、
地
誌
に
関
わ
る
編
纂
物
で
あ
る
「
海
津
旧
顕

録
（
2
）」
に
は
、
馬
に
関
わ
る
役
人
・
御
厩
・
城
下
の
馬
場
に
つ
い
て
い
く
つ
か
記
述
が
み

ら
れ
る
。
鎌
原
桐
山
は
松
代
藩
家
老
職
を
勤
め
た
藩
士
で
あ
り
、
馬
術
は
御
馬
奉
行
に

師
事
し
て
い
る
。
堤
俊
詮
の
役
職
は
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
に
右
筆
組
頭
、
明
治
二

（
一
八
六
九
）
年
に
書
記
長
と
な
っ
て
い
る
。
家
老
職
を
経
験
し
、
御
馬
奉
行
か
ら
直

に
得
た
関
連
情
報
を
持
つ
藩
士
と
、
長
く
右
筆
の
職
に
あ
た
っ
て
い
た
藩
士
の
編
纂
物

と
し
て
、
よ
り
正
確
な
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
論
で
は
、「
朝
陽
館
漫
筆
」「
海
津
旧
顕
録
」
を
中
心
に
引
用
し
、
さ
ら
に
真
田
家

文
書
に
残
さ
れ
る
関
連
史
料
を
あ
わ
せ
て
、
松
代
藩
で
は
藩
主
の
召
馬
を
管
理
す
る
た

め
に
、
ど
の
よ
う
な
役
人
が
い
た
の
か
、
ま
た
城
下
に
存
在
し
た
御
厩
と
馬
場
に
つ
い

て
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

一
章

松
代
藩
真
田
家
の
馬
に
関
わ
る
役
人
と
御
厩

一
節

御
馬
奉
行
と
馬
に
関
わ
る
役
人

将
軍
家
で
は
、
馬
に
関
わ
る
役
人
を
厩
方
役
人
と
総
称
し
、
若
年
寄
支
配
に
あ
っ

た
。
厩
方
役
人
に
は
将
軍
の
乗
る
馬
や
諸
大
名
や
旗
本
へ
下
賜
す
る
馬
を
飼
育
・
調
教

す
る
役
人
、
将
軍
の
乗
馬
の
訓
練
を
す
る
役
人
、
厩
の
管
理
や
餌
の
管
理
を
す
る
役

人
、
馬
具
を
管
理
す
る
役
人
、
将
軍
の
召
馬
の
鬣
を
切
り
揃
え
蹄
の
手
入
れ
を
す
る
役

人
、
そ
し
て
馬
医
な
ど
、
百
人
以
上
人
の
役
人
が
関
わ
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
3
）（
図
1
）。
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召
馬
預

馬
預

馬
乗

野
馬
方

野
馬
方
改
役

馬
瓜
髪
役

馬
口
之
者
組
頭

野
馬
方
書
役

馬
口
之
者

馬
飼

馬
方

馬
医

若
年
寄ま

た
、
他
藩
で
は
ど
の
よ
う
に
召
馬
の
管
理
が
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
福
岡

藩
主
黒
田
家
で
は
、
馬
に
関
す
る
役
職
は
、
牧
場
の
管
理
を
行
う
「
牧
奉
行
」
や
「
馬

医
」、「
馬
捕
」
と
い
っ
た
も
の
が
早
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
元

禄
元
（
一
六
八
八
）
年
に
は
家
臣
の
馬
の
確
認
や
飼
料
管
理
を
行
う
「
馬
奉
行
」
が
置

か
れ
る
な
ど
、
徐
々
に
馬
関
係
の
役
職
が
整
備
さ
れ
て
く
経
過
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
4
）

真
田
家
の
馬
に
関
わ
る
役
人
の
全
貌
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
将
軍
家
に
準

じ
た
形
で
あ
っ
た
と
想
定
し
、
比
較
し
な
が
ら
見
て
い
き
た
い
。
真
田
家
文
書
及
び
松

代
藩
関
連
史
料
か
ら
、
馬
に
関
わ
る
役
人
と
し
て
表
1
〜
4
を
作
成
し
た
。
表
に
見
え

る
役
職
は
御
馬
奉
行
・
御
馬
奉
行
見
習
・
御
馬
役
・
御
馬
役
見
習
・
御
馬
乗
役
・
御
馬

乗
役
見
習
・
馬
医
・
馬
医
見
習
・
御
厩
小
頭
・
毛
附
改
役
・
爪
髪
役
・
御
口
之
者
・
御

馬
飼
料
掛
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
中
に
表
記
さ
れ
る
こ
れ
ら
役
職
の
順
序
や

役
人
名
を
た
ど
る
と
、
見
習
か
ら
本
役
へ
の
転
身
ル
ー
ト
や
、
御
馬
奉
行
の
管
理
下
に

あ
る
役
職
な
ど
、
一
定
の
法
則
が
確
認
さ
れ
る
。

御
馬
奉
行
に
つ
い
て
、
表
5
「
御
馬
奉
行
を
勤
め
た
竹
村
金
吾
安
鷹
の
役
職
変
遷
」

を
も
と
に
確
認
し
た
い
。
金
吾
安
鷹
は
御
馬
奉
行
・
竹
村
権
左
衛
門
直
安
の
嫡
子
（
系

図
2
参
照
）
で
あ
り
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
十
二
月
二
日
に
御
馬
役
見
習
と
な

る
。
次
に
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
六
月
一
日
に
御
馬
役
と
な
り
、
見
習
は
経
て
い
な

い
が
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
十
月
十
四
日
に
御
馬
奉
行
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
竹
村
金
吾
安
鷹
の
役
職
変
遷
か
ら
、
御
馬
役
・
同
見
習
、
御
馬
奉
行
・
同
見
習

は
、
御
馬
奉
行
に
な
る
藩
士
の
一
連
の
転
身
コ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

次
の
節
で
触
れ
る
が
、
松
代
藩
に
は
、
藩
主
や
奥
方
が
移
動
す
る
際
に
、
召
馬
の
飼

料
や
周
辺
雑
務
の
手
配
を
行
う
役
職
（
御
厩
小
頭
）、
領
内
の
優
馬
を
管
理
す
る
役
職

（
毛
附
改
役
）
な
ど
、
様
々
な
馬
に
関
す
る
役
職
が
あ
っ
た
。
御
馬
奉
行
は
こ
れ
ら
の

役
職
か
ら
の
様
々
な
報
告
を
受
け
て
お
り
、
藩
主
や
領
内
の
馬
に
関
す
る
役
職
を
統
括

す
る
役
職
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

御
馬
奉
行
は
馬
術
に
長
じ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
馬
の
良
否
を
判
断
で
き
る
能
力

な
ど
も
必
要
と
さ
れ
、
代
々
世
襲
す
る
ほ
ど
そ
の
専
門
性
は
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。
表

1
か
ら
、
江
戸
時
代
後
期
の
松
代
藩
で
は
竹
村
家
と
中
村
家
が
御
馬
奉
行
を
代
々
勤
め

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
後
で
述
べ
る
が
、
竹
村
家
は
二
家
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の

三
家
は
い
ず
れ
も
大
坪
流
馬
術
を
修
め
て
お
り
、
藩
士
は
こ
の
三
家
の
も
と
へ
思
い
思

い
に
入
門
し
、
門
弟
と
な
っ
て
馬
術
を
習
得
し
て
い
た
（
5
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
御
馬
奉
行

と
は
、
藩
主
や
領
内
の
馬
に
関
す
る
統
括
的
な
職
掌
を
請
負
い
な
が
ら
も
、
馬
術
を
家

職
と
し
伝
授
す
る
役
目
を
持
っ
た
特
殊
な
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
御
馬
奉
行
三

家
に
つ
い
て
、「
朝
陽
館
漫
筆
」
文
化
五
〜
六
年
頃
の
記
録
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
。

又
曰
宝
暦
癸
未
以
前
は
馬
役
一
人
あ
づ
か
り
一
六
七
匹
よ
り
二
十
匹
ば
か
り
づ
ゝ

な
り
其
後
十
一
匹
づ
ゝ
に
減
じ
今
は
又
一
匹
減
じ
て
十
匹
づ
ゝ
な
り
。

又
曰
馬
役
昔
は
多
分
三
人
に
て
三
馬
屋
あ
り
佐
久
間
與
左
衛
門
家
絶
て
暫
の
間
二

所
即
竹
村
権
左
衛
門
が
家
と
竹
村
七
左
衛
門
が
家
と
な
り
に
成
し
が
中
村
勘
平
推
挙
せ
ら

れ
て
以
来
三
所
に
成
た
り
馬
屋
も
近
年
一
ヶ
所
に
成
た
り

（
真
田
宝
物
館
所
蔵
大
平
家
資
料
あ
・
い
「
朝
陽
館
漫
筆
」）

図1 将軍家厩方役人職制略図
（江戸時代末期）
日本乗馬協会編『日本馬術
史』・竹内誠編『徳川幕府事
典』より作成
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表1 松代藩 御馬奉行（寛政9年～元治2年）

石高

高95石籾5人御扶持

高60石 御役料10石

高100石籾5人御扶持
他玄米1人

高50石 籾10人御扶
持持

御役料玄米3人（父・
元尾在職中）

御役料玄米3人（父・
金吾在職中）

高60石

（国文学研究資料館所蔵真田家文書あ6「家中明細書」・あ1493「分限明細書」・あ4「家中明細書」）より作成

備考

竹村権左衛門安休嫡子

中村七十郎忠郷嫡子

竹村権左衛門直安嫡子

竹村権左衛門安休嫡子

中村七十郎忠郷嫡子

竹村権左衛門直安嫡子

竹村七左衛門族重嫡子

中村元尾意忠嫡子（養子）

竹村金吾安鷹嫡子

中村安蔵嫡子

竹村権左衛門安休嫡子

中村七十郎忠郷嫡子

竹村権左衛門直安嫡子

七左衛門族重嫡子

中村元尾意忠嫡子（養子）

竹村金吾安鷹嫡子

中村安蔵嫡子

役人名

竹村権左衛門直安（寛政9年12月2日～）

中村元尾意忠（文化6年7月9日～）

竹村金吾安鷹（文政3年12月28日～）

竹村権左衛門直安（享和3年7月2日～）

中村元尾意忠（文化8年12月22日～）

竹村金吾安鷹（文政6年6月1日～）

竹村半蔵族孝（天保2年12月8日～）

中村安蔵（天保15年5月14日～

竹村慶次郎安敏（安政2年10月1日～）

中村順太郎忠順（元治2年4月11日～）

竹村権左衛門直安（文政6年6月1日～）

中村元尾意忠（文政9年10月10日～）

竹村金吾安鷹（文政9年10月14日～）

竹村半蔵族孝（天保9年1月11日～）

中村安蔵（嘉永2年5月15日～）

竹村慶次郎安敏（安政6年4月15日～）

中村順太郎忠順（慶応2年4月14日～）

職掌内容

御馬奉行の補佐か

馬に関する役職の
統括

役職名

御馬役見習

御馬役

御馬奉行見習

御馬奉行

表2 松代藩 御馬乗役（文政10年～慶応2年）

石高

御切米5斗入50表 籾3人御扶持

御切米5斗入50表 籾3人御扶持
御役料玄米1人

御切米5斗入50表 籾3人御扶持

御切米5斗入50表 籾3人御扶持

御切米5斗入籾20表 玄米3人御扶持

（国文学研究資料館所蔵真田家文書あ6「家中明細書」・あ1493「分限明細書」・あ4「家中明細書」）より作成

役人名

西村久之助（天保6年5月26日～）

加藤文八郎（天保14年12月21日～）

西村重太郎（慶応2年12月28日～）

西村彦五郎（文政10年閏6月11日～）

加藤喜三郎（文政11年4月11日～）

西村久之助（天保9年1月11日～）

加藤文八郎（安政3年12月晦日～）

小林善蔵（駒太郎）（安政5年10月25日～）

職掌内容

藩主の召馬を飼育・調
教する役職か

役職名

御馬乗役見習

御馬乗役
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こ
の
記
述
か
ら
、
宝
暦
十
三
（
一
七
六
三
）
年
以
前
は
御
馬
奉
行

一
人
の
預
か
り
馬
は
十
六
・
七
疋
〜
二
十
疋
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

後
十
一
疋
ず
つ
に
、
さ
ら
に
そ
の
後
減
っ
て
文
化
五
・
六
年
頃
に

は
十
疋
の
預
か
り
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
御
馬
奉
行
は
昔
の
三

家
は
佐
久
間
與
左
衛
門
家
と
竹
村
家
二
家
で
あ
っ
た
が
、
佐
久
間

家
が
絶
え
、
中
村
勘
平
な
る
藩
士
が
推
挙
さ
れ
た
こ
と
で
、
中
村

家
と
竹
村
家
二
家
の
三
家
が
御
馬
奉
行
の
家
と
な
っ
た
経
緯
が
う

か
が
え
る
。

御
馬
奉
行
の
前
身
で
あ
る
御
馬
役
に
つ
い
て
は
、
職
掌
が
確
認

で
き
る
史
料
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
転
身
コ
ー
ス
の
流
れ
か
ら

見
て
、
御
馬
奉
行
の
補
佐
的
な
職
掌
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
推
察
の
域
を
出
な
い
。

次
に
、
御
馬
奉
行
管
理
下
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
役
職
に
つ
い

て
見
て
い
き
た
い
。
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
「
年

代
書
覚

嘉
永
五
子
年
九
月

御
馬
奉
行
（
6
）」（
参
考
資
料
1
）

は
、
表
紙
に
記
さ
れ
る
と
お
り
、
御
馬
奉
行
が
作
成
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
御
厩
小
頭
、
毛
附
改
役
、
御
口
之
者
に
つ
い
て

の
就
任
履
歴
と
指
名
、
御
役
料
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
お
り
、
少
な

く
と
も
こ
の
三
役
は
御
馬
奉
行
の
管
理
下
に
あ
っ
た
も
の
と
推
察

で
き
る
。
こ
の
史
料
の
内
容
を
一
覧
に
し
た
も
の
が
表
4
で
あ

る
。
順
を
追
っ
て
見
て
い
き
た
い
。

●
御
厩
小
頭

慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
六
月
、
九
代
藩
主
真
田
幸
教
（
一
八

三
五
〜
一
八
六
九
）
は
松
代
か
ら
江
戸
へ
参
府
す
べ
く
、
北
国
街

道
か
ら
中
山
道
を
通
行
し
た
。
そ
の
際
に
立
ち
寄
っ
た
宿
場
で
発

表3 松代藩 御馬医（文化9年～慶応2年）

石高

御切米5斗入50表 籾3人御扶持

御切米5斗入50表 籾3人御扶持
御役料玄米1人

御切米5斗入50表 籾3人御扶持

御切米5斗入50表 籾3人御扶持

御切米5斗入籾20表 玄米3人御扶持

（国文学研究資料館所蔵真田家文書あ6「家中明細書」・あ1493「分限明細書」・あ4「家中明細書」）より作成

役人名

西村彦五郎（文化9年12月21日～）

加藤喜三郎（文政2年閏4月11日～）

加藤文八郎（天保14年12月21日～）

西村重太郎（慶応2年12月28日～）

西村彦五郎（文政10年閏6月11日～）

加藤喜三郎（文政11年4月11日～）

西村久之助（天保6年5月26日～）

加藤文八郎（安政3年12月晦日～）

小林善蔵（駒太郎）（安政5年10月25日～）

職掌内容

馬専属の医療を行う

役職名

御馬医見習

御馬医

表4 松代藩 御馬奉行管理下の役人（嘉永5年9月）

石高

御切米5斗入33表 下1人半御扶持持

御切米5斗入32表 下1人半御扶持持

御切米5斗入30表 下1人半御扶持持

御切米5斗入25表 下1人半御扶持持

記載なし

御切米籾5斗入25表 下1人半御扶持

（国文学研究資料館所蔵真田家文書あ6「家中明細書」・あ1493「分限明細書」・あ4「家中明細書」）より作成

役人名

稲葉恒作

金児源五右衛門

小池六左衛門

小出荘司

記載なし

文蔵 他21名

職掌内容

参勤交代や湯治へ向か
う道中などで、藩主や
奥方の召馬の世話に必
要となる湯・飼料・沓
などの手配に関わり、
最終的にはその支払に
ついてまとめを行う

領内の毛附馬の検査や
所在管理を行う

藩主召馬の鬣を切り揃
え蹄の手入れをする
毛附改役の兼帯業務か

藩主召馬の口取りか

役職名

御厩小頭

御厩小頭

御厩小頭

毛附改役

爪髪役

御口之者
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生
し
た
「
御
馬
湯
代
」「
御
馬
飼
料
代
」「
御
馬
沓
代
」
な
ど
の

請
求
書
が
、
十
八
通
の
束
で
国
文
学
研
究
資
料
館
の
真
田
家
文

書
中
に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
請
求
書
の
内
容
を
取
り
ま
と
め

た
の
が
御
厩
小
頭
の
稲
葉
恒
作
で
あ
り
、「
御
出
府
道
中
御
馬

飼
料
代
金
請
渡
〆
出
勘
定
書
（
7
）」
を
作
成
し
、
十
八
通
の
請
求
書

綴
の
一
番
上
に
付
し
、
御
馬
奉
行
・
竹
村
半
蔵
へ
提
出
し
て
い

る
。
こ
の
勘
定
書
は
御
馬
奉
行
・
竹
村
か
ら
御
普
請
奉
行
・
矢

野
茂
へ
、
矢
野
か
ら
御
勘
定
役
・
玉
井
繁
之
助
へ
、
玉
井
か
ら

御
勘
定
吟
味
役
・
柘
植
嘉
兵
衛
へ
最
終
的
に
報
告
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。
他
、
幸
教
が
隠
居
後
の
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
四

月
か
ら
五
月
に
か
け
て
湯
治
し
た
際
の
道
中
や
、
参
勤
交
代
制

度
の
緩
和
に
と
も
な
い
、
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
六
月
に
幸

教
の
義
母
で
あ
る
貞
松
院
が
江
戸
か
ら
松
代
へ
入
部
す
る
際
の

道
中
な
ど
で
発
生
し
た
「
御
馬
湯
代
」「
御
馬
飼
料
代
」「
御
馬

沓
代
」
な
ど
の
請
求
書
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
御
厩
小
頭
が
ま

と
め
、
勘
定
書
を
作
成
し
て
御
馬
奉
行
へ
提
出
し
て
い
る
（
8
）。

こ

の
よ
う
に
御
厩
小
頭
は
、
藩
主
や
奥
方
が
移
動
す
る
際
に
、
召

馬
の
お
湯
・
飼
料
・
沓
な
ど
の
手
配
に
関
わ
り
、
最
終
的
に
は

そ
の
支
払
に
つ
い
て
ま
と
め
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え

る
。

●
毛
附
改
役

領
内
で
飼
育
さ
れ
る
優
馬
は
、
馬
市
に
お
い
て
藩
に
買
い
上

げ
ら
れ
、
藩
主
の
召
馬
や
献
上
用
の
馬
と
し
て
藩
で
把
握
さ

れ
、
自
由
売
買
を
禁
じ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
毛
附
改
役
と
い

う
役
人
に
よ
っ
て
領
内
の
優
馬
や
新
た
に
生
ま
れ
た
馬
（
当
歳

表5 竹村金吾安鷹の一生に見る馬奉行までの役職変遷

役職変遷

御馬役見習

御馬役

御馬奉行

馬術二等教授

司馭

長野市立博物館所蔵浦野家文書13「宝暦度ヨリ明治度迄 与太れ曽つ祢奈れ武宇ゐ乃於久也末け不 中巻」／17「明細書 文政度ヨリ慶応度マテ
旧士族ニノ部イロハ分 二巻」より作成

甚八郎儀金吾与改名

初而之御目見

被召出、玄米三人御扶持被下置、御馬役見習

御馬役仰付、御切米金五両被下置

玄米壱人御扶持永被下置

一族嫡子勤御免之処父依申立其侭相勤

御近習役兼

御役替、御近習（江戸にて）

御役替、御馬奉行 御近習役兼帯

御役替、御膳番、御刀番、御馬奉行兼帯

亡父権左衛門願置候通 家督

御役替、御勘定吟味、御側右筆、御馬奉行兼帯

御役替、郡奉行、御勝手元〆、御馬奉行兼帯（江戸にて）

改而郡奉行被仰出候付御役替可被仰渡候処同名之義付御役替同
様相心得候様

三拾石御加増

御役替、寺社奉行、郡奉行、御勝手元〆、御馬奉行兼帯（江戸
にて）

足軽十人永御預

御役替、二ノ丸御留守居、御馬奉行兼帯

御知行之内拾五石一生之内被下候、三拾石并足軽十人御引上退
役之上逼塞

二之丸御留守居、御馬奉行兼帯

馬術二等教授

司馭

年月日

8月25日

閏4月9日

12月28日

6月朔日

3月18日

12月9日

12月11日

10月26日

10月14日

3月22日

8月7日

閏7月15日

4月朔日

3月21日

12月28日

10月20日

4月2日

2月28日

8月9日

2月11日

11月16日

1819

1819

1820

1823

1824

1824

1824

1825

1826

1828

1831

1835

1841

1843

1848

1851

1858

1860

1863

1866

1869

文政2

文政2

文政3

文政6

文政7

文政7

文政7

文政8

文政9

文政11

天保2

天保6

天保12

天保14

嘉永元

嘉永4

安政5

安政7

文久3

慶応2

明治2
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馬
）
の
数
改
め
を
し
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
毛
附
改
役
は
領
内
を
回
っ
て
優
馬
を

見
定
め
る
検
査
を
行
い
、
優
馬
は
鬣
を
残
し
そ
れ
以
外
の
馬
は
鬣
を
焼
き
馬
市
（
9
）へ

出
さ

れ
た
。
検
査
を
通
っ
た
優
馬
は
毛
附
馬
と
呼
ば
れ
、
そ
の
検
査
や
管
理
を
行
う
役
人
は

毛
附
改
役
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
関
連
す
る
史
料
が
次
の
も
の
で
あ
る
。

【
表
紙
】
馬
数
取
調
御
書
上
帳

天
保
六
年
未
六
月

大
田
原
村

毛
附
馬
壱
疋

小
市
村
よ
り
松
本
御
領
分

馬
喰
嘉
平
桑
原
村
江

四
月
四
日
牽
通
申
候

毛
附
馬
壱
疋

小
市
村
よ
り
松
本
御
領
分

馬
喰
嘉
平
山
田
村
江

四
月
四
日
牽
通
申
候

毛
附
馬
四
疋

小
市
村
よ
り
松
本
御
領
分

馬
喰
嘉
平
生
坂
村
江
牽
通

申
候

毛
附
馬
壱
疋

小
市
村
よ
り
■
■
村

馬
喰
小
平
太
鼠

宿
村
江
牽
通
申
候

〆
馬
七
疋

右
之
通
相
改
牽
通

候
処

御
書
上
仕
候
通

何
茂
相
違
無
御
座
候
以
上

天
保
六
未
年
六
月

大
田
原
村

御
口
留

伝
吉
㊞

（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
う
９４６
「
馬
数
取
調
御
書
上
帳
」）

こ
の
史
料
は
、
松
本
藩
領
境
に
位
置
し
た
、
松
代
藩
領
大
田
原
村
に
設
け
ら
れ
た
口
留

番
所
の
番
人
・
伝
吉
か
ら
、
天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
六
月
に
藩
へ
提
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
領
内
小
市
村
か
ら
毛
附
馬
七
疋
が
、
松
本
領
や
領
内
の
鼠
宿
村
な
ど
へ
馬
喰

に
よ
っ
て
牽
通
さ
れ
た
と
い
う
記
録
で
あ
る
。
文
政
九
（
一
八
二
六
）
年
十
月
、
口
留

番
所
の
任
務
に
つ
い
て
「
馬
喰
・
中
馬
改
め
」
の
項
目
が
加
わ
り
（
10
）、

優
馬
で
あ
る
毛
附

馬
が
通
行
す
る
際
に
は
、
番
人
に
よ
り
厳
し
く
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
、
藩
へ
報
告
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

次
の
史
料
は
、
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
十
一
月
に
毛
附
改
役
・
小
出
荘
司
に
よ
っ

参考資料1 「年代書覚 嘉永五子年九月 御
馬奉行」（国文学研究資料館所蔵真
田家文書あ57）
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て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、「
亥
年
」（
天
保
十
年
）
に
生
ま
れ
た
馬
の
数
を
取
り
調
べ
た

も
の
で
あ
る
。

【
表
紙
】
当
亥
年
当
歳
馬
御
改
帳

天
保
十
年
十
一
月

覚

小
根
山
村

一
鹿
毛
男
馬

忠
治
郎

当
歳

右
同
村

一
黒
毛
女
馬

金
十
郎

当
歳

右
同
村

一
黒
毛
女
馬

嘉
吉

当
歳

右
同
村

一
黒
毛
女
馬

吉
右
衛
門

当
歳

小
根
山
村

一
青
毛
男
馬

佐
吉

当
歳

日
影
村

一
鹿
毛
女
馬

弥
兵
衛

当
歳

和
佐
尾
村

一
青
毛
男
馬

民
右
衛
門

当
歳

伊
折
村

一
鹿
毛
女
馬

与
左
衛
門

当
歳

鬼
無
里
村

一
青
毛
男
馬

和
惣
太

当
歳

山
上
条
村

一
青
毛
男
馬

半
兵
衛

当
歳

〆
拾
壱
疋

右
之
通
当
亥
年
出
生

男
馬
并
女
馬
共
相
改

違
無
御
座
候
以
上

天
保
十
年
亥
十
一
月

毛
附
改
役

小
出
荘
司
㊞

右
紙
面
之
通

御
引
渡
申
候
以
上

中
村
元
尾
㊞

竹
村
七
左
衛
門
㊞

寺
内
多
宮
殿

岡
島
荘
蔵
殿

金
児
丈
助
殿

右
御
勘
定
相
違
無
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御
座
候
以
上

野
中
八
大
夫
㊞

（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
う
９４５
「
当
亥
年
当
歳
馬
御
改
帳
」）

表
紙
に
あ
る
通
り
、
そ
の
年
に
生
ま
れ
た
〇
歳
の
馬
は
「
当
歳
馬
」
と
呼
ば
れ
、
成
長

途
上
で
優
馬
に
成
長
す
る
可
能
性
も
あ
る
た
め
、
毛
附
馬
同
様
に
藩
で
把
握
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
改
帳
に
は
牡
の
当
歳
馬
が
五
疋
、
牝
の
当
歳
馬
が
六
疋
、
合
計
十
一
匹
の
当

歳
馬
が
毛
色
・
飼
育
者
の
村
・
飼
育
者
の
名
前
と
共
に
記
さ
れ
、
毛
附
改
役
・
小
出
荘

司
か
ら
馬
奉
行
の
中
村
元
尾
・
竹
村
七
左
衛
門
へ
提
出
さ
れ
、
さ
ら
に
中
村
・
竹
村
か

ら
御
勝
手
元
〆
役
の
寺
内
多
宮
・
岡
嶋
荘
蔵
・
金
児
丈
助
へ
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
最
終
的
に
御
勝
手
元
〆
役
か
ら
御
勘
定
役
の
野
中
八
太
夫
へ
提
出
さ
れ
て
い
る
。

毛
附
改
役
・
小
出
荘
司
に
つ
い
て
、
松
代
藩
士
の
履
歴
を
記
録
し
た
「
家
中
明
細
書
」

を
調
べ
る
と
、

五
斗
入
弍
拾
五
表

下
壱
人
半

小
出
庄
司

午
五
十
六
才

但
毛
附
改
役
爪
髪
役
兼
帯

（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書

あ
4
「
家
中
明
細
書
」）

と
あ
り
、
兼
帯
と
し
て
「
爪
髪
役
」
を
勤
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
松
代
藩
の
爪
髪

役
の
職
掌
に
つ
い
て
詳
細
に
記
さ
れ
た
史
料
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
将
軍
家
で

は
、
将
軍
の
召
馬
の
鬣
を
切
り
揃
え
、
蹄
の
手
入
れ
を
す
る
役
人
と
し
て
、
御
目
見
以

下
に
「
馬
爪
髪
役
」
が
い
た
。
そ
の
役
名
か
ら
、
松
代
藩
で
も
同
様
の
職
掌
を
担
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
藩
主
の
召
馬
に
直
接
接
し
、
手
入
れ
を
す
る
役
目
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
馬
の
扱
い
に
慣
れ
、
技
能
に
も
か
な
り
の
習
熟
が
求
め
ら
れ
た
も
の
と
推
察
さ

れ
る
。

●
御
口
之
者

御
口
之
者
に
つ
い
て
も
、
職
掌
を
明
記
し
た
史
料
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
幕
府
職

制
と
対
比
す
る
と
、
幕
府
に
も
「
馬
口
之
者
」
と
い
う
同
名
の
役
職
が
存
在
す
る
。
こ

の
役
職
の
職
掌
は
「
将
軍
の
召
馬
の
口
取
り
」
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
推
定
で
は
あ
る

が
、
役
職
名
の
類
似
か
ら
、
同
様
の
職
掌
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
紹
介
し
た

国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
「
年
代
書
覚

嘉
永
五
子
年
九
月

御
馬
奉

行
（
11
）」

に
は
御
口
之
者
と
し
て
二
十
二
名
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

松
代
藩
監
察
方
（
御
目
付
役
）
が
記
し
た
「
監
察
日
記
」
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が

あ
る
。御

厩
仲
間
之
内
男
振
不
宜
茂
有
之
向
後
養
子
跡
目
之
自
分
御
手
廻
之
者
同
様
吟
味

の
上
申
付
候
様
御
馬
役
召
呼
申
渡

（
真
田
宝
物
館
所
蔵
真
田
家
文
書
20
「
監
察
日
記
書
抜
」）

「
御
厩
仲
間
」
が
誰
を
指
す
か
明
確
で
は
な
い
が
、「
男
振
」
を
吟
味
し
て
跡
継
ぎ
を
決

め
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
藩
主
召
馬
の
口
取
を
し
て
、
藩
主
近
く
で
公

の
目
に
触
れ
る
機
会
の
多
い
、
御
口
之
者
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
御
馬
乗
・
馬
医
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
こ
れ
ら
役
職
は
、
御
馬
奉
行
の

管
理
下
に
あ
る
の
か
、
も
し
く
は
御
馬
奉
行
と
並
列
す
る
役
職
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ

る
。

●
御
馬
乗
（
表
2
参
照
）

御
馬
乗
に
つ
い
て
、
職
掌
を
明
記
し
た
史
料
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
幕
府
職
制
と
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対
比
す
る
と
、
幕
府
の
馬
乗
役
の
職
掌
は
、
将
軍
の
召
馬
を
管
理
す
る
召
馬
預
や
、
幕

府
需
要
の
馬
や
大
名
へ
下
賜
す
る
た
め
の
馬
を
管
理
し
た
馬
預
の
も
と
で
、
馬
の
調
教

と
飼
育
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
同
じ
役
職
名
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
単
純
に
比
定
は

で
き
な
い
が
、
大
い
に
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

●
御
馬
医
（
表
3
参
照
）

馬
の
管
理
に
は
医
療
も
欠
か
せ
ず
、
藩
士
に
は
馬
専
属
の
医
者
で
あ
る
御
馬
医
も
い

た
。
馬
を
治
療
す
る
技
術
は
中
国
か
ら
日
本
に
伝
え
ら
れ
、
治
療
に
は
、
東
洋
医
学
の

漢
方
薬
の
他
に
、
鍼
治
療
も
行
わ
れ
て
い
た
。
真
田
家
伝
来
資
料
群
に
も
、
針
を
う
つ

た
め
の
馬
の
経
穴
を
示
し
た
模
型
や
、
目
つ
き
か
ら
馬
の
良
し
悪
し
を
判
断
す
る
た
め

の
図
が
残
さ
れ
て
い
る
（
12
）。

表
2
と
3
で
注
目
す
べ
き
は
、
御
馬
医
を
勤
め
た
藩
士
と
、
御
馬
乗
役
を
勤
め
た
藩

士
の
名
が
重
複
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
多
く
は
御
馬
乗
役
に
就
任
と
同
時
に
兼
帯
で
御

馬
医
に
就
任
し
て
い
る
。
恐
ら
く
は
、
藩
主
の
召
馬
の
調
教
と
飼
育
に
直
接
携
わ
っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
御
馬
乗
役
は
、
職
掌
が
ら
馬
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
と
技
術
が
必
要

で
あ
り
、
そ
の
た
め
御
馬
医
と
し
て
の
知
識
も
同
時
に
習
得
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

●
御
馬
飼
料
掛

国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
中
に
は
、「
御
馬
飼
料
掛
」
に
よ
る
勘
定

帳
・
請
払
勘
定
帳
の
一
群
が
あ
る
（
13
）。
こ
の
う
ち
、
安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
に
作
成
さ

れ
た
「
品
々
辰
残
物
書
上
帳
（
14
）」
に
は
、
馬
を
飼
育
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
松
代
城
下
の

中
町
・
厩
町
・
紙
屋
町
等
や
、
領
内
の
村
々
が
記
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
と
村
に
大

豆
・
粉
糠
・
刈
大
豆
・
馬
沓
・
薪
と
い
っ
た
、
馬
の
飼
育
に
必
要
な
物
資
が
ど
の
く
ら

い
残
さ
れ
て
い
る
か
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
史
料
の
最
後
に
は
「
右
之
御
馬
飼
料

品
々
并
認
向
御
入
料
薪
共
来
巳
正
月
江
残
辻
差
改
御
座
候

此
段
申
上
御
座
候

辰
十

二
月

関
田
廉
左
衛
門
㊞

小
嶋
理
兵
衛
㊞
」
と
あ
り
、
新
年
を
迎
え
る
に
当
た
り
、

物
資
の
残
高
を
、
御
馬
飼
料
掛
の
関
田
廉
左
衛
門
と
小
嶋
理
兵
衛
が
藩
へ
報
告
し
た
も

の
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
様
に
、
そ
の
役
職
名
が
示
す
通
り
、
城
下
や
領
内
の

馬
の
飼
料
を
管
理
す
る
こ
と
が
、
御
馬
飼
料
掛
の
職
掌
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

二
節

松
代
城
下
の
御
厩

藩
の
馬
を
飼
育
す
る
御
厩
に
つ
い
て
は
、
原
田
和
彦
氏
に
よ
る
先
行
研
究
が
あ
る
（
15
）。

原
田
氏
は
御
厩
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
史
料
と
し
て
「
海
津
旧
顕
録
」
を
紹
介
し
て
い

る
。
そ
の
記
述
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

一
御
厩

五
十
疋
建
な
り
、
右
の
続
き
に
御
馬
乗
、
御
馬
医
兼
帯
加
藤
喜
三
郎
、
西
村
久
之

助
の
役
所
其
外
御
厩
子
頭
、
御
口
之
者
飼
炊
仲
間
等
之
役
所
、
又
飼
炊
釜
場
、
道

具
蔵
、
飼
料
蔵
、
治
療
場
四
下
場
等
何
か
も

外
馬
場

南
北
百
間
上
ハ
岩
崎
氏
角
よ
り
、

下
ハ
中
村
氏
の
角
ま
で

上
中
下
三
ヶ
所
の
持
な
り

内
馬
場

南
北
廿
八
間

竹
村
七
左
衛
門
屋
敷
内
に
あ
り
、

内

南
西
四
十
八
間

竹
村
金
吾
屋
敷
内
に
あ
り
、

内
馬
場

南
北
三
十
間

中
村
元
尾
屋
敷
内
に
あ
り
、

評
定
所
之
東
に
あ
り
、
御
馬
奉
行
右
三
人
の
屋
敷
鼎
足
の
如
く
に
並
べ
り
、
是
を

上
中
下
の
三
御
馬
屋
と
い
ふ
。
何
れ
も
大
坪
流
内
蔵
助
派
の
馬
術
を
師
範
す
、
諸

士
之
面
々
此
三
人
の
内
へ
思
ひ
�
�
に
門
弟
と
な
り
て
馬
術
の
稽
古
を
な
す
、

折
々
打
毬
の
稽
古
も
騎
射
の
稽
古
も
あ
り
、
文
化
酉
年
ま
で
ハ
清
須
町
北
裏
騎
射

の
稽
古
あ
り
し
か
、
舞
鶴
山
の
麓
開
善
寺
の
大
門
先
へ
騎
射
馬
場
出
来
せ
し
よ

り
、
清
須
町
裏
は
相
止
、
開
善
寺
前
に
て
不
絶
稽
古
あ
り
し
か
、
明
治
年
中
御
一

新
の
折
か
ら
馬
場
も
不
残
取
崩
し
に
相
成
歎
敷
き
事
な
り
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禰津刑左ヱ門

六百六拾坪

鎌
原
仲
治
郎

弐
千
二
拾
四
坪

竹
村
半
蔵

矢野清義
千七拾七坪

村田貞直
四百四拾六坪

竹村子習
八百拾九坪

金
児
孝
治
郎

岩
崎　

懋
千
三
百
八
拾
二
坪

西
村
安
儀

（
貼
紙
）

舘
三
郎

加
藤
茂
吉

玉
川
渡

二
百
二
十
四
坪

小
宮
山

　

三
吉

小
宮
山

中
之
助

鎌
田
袈
三
郎

金
児
孝
治
郎

片
桐
喜
兵
衛

岡
澤
森
太
郎

六
百
六
拾
八
坪

千 六 拾 弐 坪

出 浦 輝 人
多 田 元 百 十 坪

弐 百 三 拾 壱 坪

高 橋 寛 栗

高 橋 寛 栗九 百 四 拾 七 坪

中 村 忠 順

百 五 拾 七 坪

小 出 茂 善

小 出 茂 善

加藤
茂吉

稲
荷
社

百
六
拾
三
坪

九
拾
九
坪清

水
柳
兵
衛

倉
島
隣
吉

山
崎
替
右
衛
門

町
田
利
兵
衛

倉
島
新
之
助

倉
島
隣

鎌
田
袈
三
郎

清
水
柳
兵
衛

山
崎

片
桐
喜
兵
衛

倉
島
新
之
助

岡
沢
守
太
郎

倉
島
新
之
助

町
田
利
兵
衛

村田貞直

二
百
拾
四
坪

八
拾
九
坪

百
二
十
八
坪

百
二
十
二
坪

八
拾
壱
坪

百
三
坪

百
坪

百
九
坪

百
二
十
八
坪

と
あ
る
。
城
下
の
評
定
所
東
隣
に
御
馬
奉
行
三
家
の
屋
敷
が
並
び
、
こ
れ
を
上
中
下
の

「
三
御
馬
屋
（
厩
）」
と
呼
ん
だ
と
い
う
。
厩
は
五
十
疋
建
て
で
、
そ
の
右
続
き
に
「
御

馬
乗
、
御
馬
医
兼
帯
加
藤
喜
三
郎
、
西
村
久
之
助
」「
御
厩
小
頭
」「
御
口
之
者
」「
飼

炊
中
間
」
等
の
役
所
が
あ
り
、「
飼
炊
釜
場
」「
道
具
蔵
」「
飼
料
蔵
」「
療
治
場
」
が

あ
っ
た
と
記
さ
れ
る
。
嘉
永
年
間
（
一
八
四
八
〜
一
八
五
四
）
に
作
成
さ
れ
た
と
見
ら

れ
る
「
嘉
永
年
間
松
代
中
屋
敷
割
図
」（
図
2
）
で
そ
の
位
置
を
確
認
し
た
い
。「
海
津

旧
顕
録
」
の
記
述
の
と
お
り
、
評
定
所
東
隣
に
南
か
ら
竹
村
熊
三
郎
（
半
蔵
族
孝
）、

中
村
元
尾
、
道
を
挟
ん
だ
東
側
に
竹
村
金
吾
と
あ
り
、
後
で
述
べ
る
が
い
ず
れ
も
御
馬

奉
行
の
屋
敷
地
が
三
家
連
な
っ
て
記
さ
れ
、
立
地
か
ら
御
馬
奉
行
全
体
で
藩
の
御
厩
を

管
理
し
て
い
た
様
子
が
伺
え
る
。
ま
た
、
表
4
に
み
え
る
御
厩
小
頭
の
金
子
（
金

図3 「松代屋敷割図」（長野県立歴史館所蔵絵図 地図3・4）
より作成

図2 嘉永年間松代中屋敷割図（現：厩町部分）
（真田宝物館所蔵大平資料5）

図4 松代城下の「御厩之図」
（『海津旧顕録』真田宝物館編より引用）
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児
）・
小
池
・
稲
葉
の
名
が
、
竹
村
金
吾
屋
敷
の
道
を
挟
ん
だ
北
側
に
三
件
連
な
っ
て

並
ん
で
い
る
。
続
け
て
右
に
目
を
移
す
と
、
御
口
之
者
で
あ
ろ
う
か
、
富
蔵
・
友
八
・

甚
兵
衛
・
嘉
惣
治
・
唯
八
と
並
ん
で
い
る
。

長
野
県
立
歴
史
館
所
蔵
行
政
文
書
に
、
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
の
地
租
改
正
に
と

も
な
い
作
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
「
松
代
屋
敷
割
図
」
が
あ
る
。
こ
の
絵
図
は
少
し
時

代
を
下
る
が
、
と
て
も
詳
細
に
屋
敷
の
区
分
け
が
示
さ
れ
て
お
り
、
幕
末
期
か
ら
明
治

初
期
に
か
け
て
の
御
厩
付
近
の
様
子
が
わ
か
る
。「
松
代
屋
敷
割
図
」
を
も
と
に
作
図

し
た
も
の
が
図
3
で
あ
る
。
図
3
の
御
厩
の
敷
地
と
そ
の
南
側
、
東
側
に
竹
村
二
家

（
半
蔵
・
子
習
）
と
中
村
家
（
忠
順
）
の
御
馬
奉
行
三
家
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は

図
2
と
同
様
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
表
2
・
3
・
4
に
あ
る
馬
医
兼
御
馬
乗
役
の

加
藤
家
と
西
村
家
、
毛
附
改
役
の
小
出
家
で
あ
ろ
う
か
、
中
村
忠
順
屋
敷
地
の
西
に
加

藤
茂
吉
、
北
西
に
小
出
茂
善
、
東
に
西
村
安
儀
と
記
さ
れ
た
屋
敷
地
が
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
い
ず
れ
も
同
家
と
断
定
で
き
る
史
料
が
確
認
で
き
て
は
い
な
い
が
、
屋
敷
の
所
有

者
名
を
見
る
限
り
「
海
津
旧
顕
録
」
に
あ
る
「
右
の
続
き
に
御
馬
乗
、
御
馬
医
兼
帯
加

藤
喜
三
郎
、
西
村
久
之
助
の
役
所
其
外
」
と
い
う
記
述
に
も
一
致
す
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
御
厩
の
周
辺
一
帯
は
、
御
馬
奉
行
を
は
じ
め
と
し
て
御
厩
小

頭
・
御
口
之
者
と
い
っ
た
厩
方
役
人
が
ま
と
ま
っ
て
居
住
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
さ

ら
に
は
御
馬
乗
・
御
馬
医
・
毛
附
改
役
兼
帯
爪
髪
役
も
周
辺
に
居
住
し
て
い
た
可
能
性

が
う
か
が
え
る
。

「
海
津
旧
顕
録
」
に
は
御
厩
の
内
部
の
様
子
と
あ
わ
せ
て
図
面
（
図
4
）
も
記
さ
れ

て
い
る
。
図
面
（
図
4
）
を
み
る
と
、
鉤
の
手
形
に
厩
が
建
て
ら
れ
、
南
側
と
東
側
に

番
所
が
、
南
側
に
御
馬
乗
役
所
が
、
東
側
に
御
厩
小
頭
の
役
所
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
北
に
治
療
場
と
飼
料
蔵
も
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
敷
地
内
で
馬
の
世
話
か
ら
治

療
ま
で
す
べ
て
可
能
な
つ
く
り
で
あ
る
。

「
海
津
旧
顕
録
」
が
明
治
十
三
（
一
八
八
〇
）
年
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た

め
、
江
戸
時
代
後
期
の
御
厩
の
情
報
と
限
定
的
に
は
な
る
が
、
松
代
藩
の
御
厩
と
馬
に

関
連
す
る
役
人
た
ち
の
居
住
位
置
に
つ
い
て
、
大
い
に
参
考
に
な
る
。
現
在
で
も
こ
の

辺
り
一
帯
は
厩
町
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
御
厩
は
評
定
所
東
に
一
定
し
て
所
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ

る
。「
朝
陽
館
漫
筆
」
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

裏
清
須
町
と
馬
場
町

宮
下
重
明
伊
右
衛
門
と
称
す
普
請
奉
行
を
勤
め
致
仕

せ
り
八
郎
左
衛
門
が
父
今
玆
七
十
四
歳

曰
某
少
年
の
時
ま
で
は
今
の
和
田
惣
摩

屋
敷
は
桜
の
馬
場
の
西
漆
原
の
際
に
あ
り
古
の
裏
清
須
町
な
る
べ
し
浦
清
須
町
は

今
の
清
須
町
の
裏
に
あ
た
る
享
保
丁
酉
の
大
火
に
御
城
延
焼
せ
り
其
時
引
払
て
今

の
馬
場
丁
へ
遷
る
馬
場
町
は
其
自
分
迄
は
馬
場
也
今
の
町
中
の
川
其
時
は
片
側
に

よ
り
て
あ
り
上
は
何
方
ま
で
な
り
し
や
し
ら
ず
下
は
白
川
久
馬
が
屋
敷
前
ま
で
な

り
馬
屋
は
小
野
清
左
衛
門
が
屋
敷
の
あ
た
り
に
在
り
此
時
浦
清
須
町
と
入
替
り
て

裏
清
須
町
を
馬
場
と
し
馬
屋
も
引
移
り
た
り
馬
場
の
入
口
は
金
井
屋
敷
の
側
三
日

月
堀
と
今
の
和
田
屋
敷
と
の
間
に
あ
り
。

（
真
田
宝
物
館
所
蔵
大
平
資
料
あ
・
い
「
朝
陽
館
漫
筆
」）

こ
の
記
述
に
よ
る
と
、
古
く
か
ら
現
在
の
清
須
町
の
北
裏
に
あ
っ
た
裏
清
須
町
は
、
享

保
二
年
（
一
七
一
七
）
の
火
災
で
城
下
か
ら
松
代
城
へ
延
焼
し
た
た
め
、
火
除
け
地
と

し
て
家
屋
を
引
払
い
、
裏
清
須
町
を
今
の
馬
場
町
へ
移
し
た
。
そ
の
時
ま
で
馬
場
町
に

は
馬
場
が
あ
り
、
上
（
南
）
は
ど
こ
ま
で
か
わ
か
ら
な
い
が
、
下
（
北
）
は
白
川
久
馬

の
屋
敷
前
ま
で
で
あ
っ
た
。
御
厩
も
も
と
も
と
は
馬
場
町
の
小
野
清
左
衛
門
の
屋
敷
辺

り
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
一
緒
に
引
き
移
っ
た
と
い
う
。

ま
た
、
火
災
か
ら
二
十
八
年
後
の
延
享
二
（
一
七
四
五
）
年
に
作
成
さ
れ
た
城
下
絵

図
（
図
5
）
に
は
、
評
定
所
東
に
「
下
ノ
御
馬
や
」
と
あ
り
、
も
と
裏
清
須
町
に
は

「
馬
場
」、
そ
の
南
側
に
「
上
ノ
御
馬
や
」
と
記
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
一
連
の
流
れ
を
整
理
す
る
と
、
享
保
二
年
以
前
に
は
馬
場
町
に
馬
場
と
御
厩
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が
存
在
し
、
享
保
二
年
の
火
災
後
に
も
と
裏
清
須
町
へ
馬
場
が
移
さ
れ
、
そ
の
南
部
へ

御
厩
も
移
動
。
延
享
二
年
に
は
城
下
評
定
所
東
に
も
御
厩
が
整
え
ら
れ
、
そ
し
て
江
戸

時
代
後
期
に
は
城
下
評
定
所
東
の
御
厩
へ
全
機
能
が
移
動
し
て
い
っ
た
様
子
が
う
か
が

え
る
。

二
章

馬
術
流
派
と
馬
場

一
節

松
代
藩
の
馬
術
と
中
村
勘
平

松
代
藩
で
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
竹
村
家
二
家
と
中
村
家
の
合
計
三
家
が
馬
術
に

長
じ
て
お
り
、
御
馬
奉
行
も
世
襲
で
勤
め
て
い
た
。
三
家
は
い
ず
れ
も
大
坪
流
内
蔵
助

派
を
修
め
、
松
代
藩
士
は
思
い
思
い
に
三
家
へ
入
門
し
馬
術
を
修
め
た
（
16
）。

従
っ
て
松
代

藩
で
は
大
坪
流
馬
術
が
主
流
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
大
坪
流
馬
術
と
は
、
足
利
義
満

の
馬
術
師
範
で
あ
っ
た
大
坪
道
禅
を
祖
と
す
る
流
派
で
あ
る
。
日
本
の
古
流
馬
術
の
一

つ
で
あ
り
、
室
町
期
か
ら
江
戸
時
代
を
通
し
て
将
軍
や
諸
藩
の
支
持
を
得
て
盛
行
し
、

明
治
時
代
ま
で
五
百
年
以
上
続
い
た
和
式
馬
術
最
大
の
流
派
と
さ
れ
る
。

真
田
家
文
書
中
の
五
代
藩
主
真
田
信
安
（
一
七
一
四
〜
一
七
五
二
）
と
八
代
藩
主
真

田
幸
貫
（
一
七
九
一
〜
一
八
五
二
）
関
連
史
料
に
、
大
坪
流
馬
術
秘
伝
書
が
確
認
さ
れ

る
。
他
の
流
派
を
修
め
て
い
た
史
料
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
松
代
藩
主
が

修
め
た
馬
術
も
大
坪
流
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
（
参
考
資
料
2
参
照
）。

一
章
一
節
で
触
れ
た
が
、「
朝
陽
館
漫
筆
」
に
「
中
村
勘
平
」
と
い
う
、
御
馬
奉
行

中
村
家
の
一
人
物
に
つ
い
て
の
情
報
が
数
か
所
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
二

点
（
史
料
1
・
2
）
を
紹
介
す
る
。

史
料
1

中
村
勘
平
先
生
馭
馬
法
伝
来
の
記
序

世
に
伯
楽
あ
り
て
然
後
千
里
の
馬
あ
り
と
宜
な
る
哉
玆
に
中
村
忠
賀
先
生
は
当
家

の
獣
医
西
村
氏
に
う
ま
れ
長
ず
る
に
お
よ
ん
で
中
村
氏
に
や
し
な
は
れ
継
子
と
な

る
馭
道
に
貫
通
す
る
を
以
て
終
に
御
者
と
な
る
忠
誠
を
盡
し
て
つ
か
ふ
る
事

君

図5 「松代城下絵図」部分（長野市立博物館所蔵浦野家文書92）
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公
四
世
に
お
よ
べ
り
蓋
公
子
教
訓
す
る
こ
と
総
て
六
人
各
其
理
を
極
め
ず
と
い
ふ

事
な
し
老
す
る
に
お
よ
ぶ
ま
で
勤
労
す
る
事
あ
げ
て
計
る
べ
か
ら
ず
是
を
以
て
御

者
竹
村
二
氏
も
共
に
其
門
に
入
て
慎
て
教
を
受
故
に
弟
子
益
進
所
謂
大
老
よ
り
諸

士
に
至
る
ま
で
悉
く
其
門
に
入
ず
と
い
ふ
事
な
し
其
他
は
乃

君
公
に
隋
て
武
江

に
在
て
は
諸
侯
大
夫
及
び
諸
侯
の
御
者
其
功
名
を
し
と
ふ
て
弟
子
と
な
る
者
数
十

人
こ
と
し
安
永
乙
未
春
秋
八
十
有
五
歳
近
来
世
を
遁
れ
て
閑
然
と
し
て
日
夜
書
を

見
て
以
老
を
楽
し
む
然
り
と
い
へ
ど
も
壮
観
に
し
て
片
時
も
文
武
の
二
道
を
心
に

忘
れ
ず
今
秋
頻
り
門
弟
子
の
進
め
願
ふ
に
よ
つ
て
五
巻
の
書
を
講
ず
そ
の
妙
辯
な

る
事
懸
河
の
如
く
滔
々
と
し
て
絶
ず
そ
の
次
第
節
目
の
詳
な
る
事
明
鏡
の
影
を
照

す
が
ご
と
し
（
以
下
略
）（

真
田
宝
物
館
所
蔵
大
平
資
料
あ
・
い
「
朝
陽
館
漫
筆
」）

史
料
1
は
安
永
四
（
一
七
七
五
）
年
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
録
に
よ
る

と
、
勘
平
は
諱
を
忠
賀
と
い
い
、
松
代
藩
獣
医
（
御
馬
医
）
西
村
家
に
生
ま
れ
、
中
村

家
に
養
子
に
入
っ
た
。「
馭
道
に
貫
通
」
し
「
御
者
（
17
）」

と
な
り
、
君
侯
（
藩
主
）
四
代

に
わ
た
り
忠
勤
し
、「
公
子
」
六
人
に
馬
術
を
指
南
し
た
。「
君
侯
（
藩
主
）
四
代
」
と

は
、
勘
平
の
生
没
年
（（
一
六
九
一
）
〜
一
七
七
七
）
か
ら
す
る
と
、
三
代
藩
主
真
田

幸
道
（
一
六
五
七
〜
一
七
二
七
）・
四
代
藩
主
真
田
信
弘
（
一
六
七
〇
〜
一
七
三
六
）・

五
代
藩
主
真
田
信
安
（
一
七
一
四
〜
一
七
五
二
）・
六
代
藩
主
真
田
幸
弘
（
一
七
四
〇

〜
一
八
一
五
）
で
あ
る
。
老
い
る
ま
で
御
馬
役
を
勤
め
、
御
馬
奉
行
竹
村
二
家
も
勘
平

の
弟
子
と
な
り
学
ん
だ
。
藩
主
に
従
い
江
戸
に
出
た
時
に
は
、「
諸
侯
大
夫
」「
諸
侯
の

御
者
」
が
入
門
し
、
八
十
五
歳
の
と
き
門
弟
の
勧
め
に
よ
っ
て
五
巻
の
書
を
作
成
し
た

と
あ
る
。

史
料
2

馬
役
中
村
勘
平

又
曰
中
村
勘
平
馬
乗
よ
り
立
身
し
て
馬
役
と
成
り
知
行
を
賜
り
居
ど
こ
ろ
も
中
の

厩
今
植
木
直
衛
屋
敷
な
り
に
在
り
し
が

第
下
の
乗
料
を
預
り
て
竹
村
喜
太
夫
権
左
衛

門
祖
父
と
屋
敷
替
命
ぜ
ら
れ
下
の
厩
に
移
住
し

第
下
参
観
の
時
は
常
供
に
て
外

の
馬
役
は
有
か
無
か
の
如
く
勘
平
一
人
勢
い
あ
り
し
此
等
は
八
郎
五
郎
の
推
挙
に

依
て
な
り
此
類
の
者
当
時
多
く
あ
り
し
也

（
真
田
宝
物
館
所
蔵
大
平
資
料
あ
・
い
「
朝
陽
館
漫
筆
」）

こ
の
記
録
に
は
、
中
村
勘
平
は
も
と
も
と
御
馬
乗
役
で
あ
っ
た
が
、
出
世
し
て
馬
役

（
御
馬
奉
行
）
と
な
っ
た
と
あ
る
。
史
料
1
の
記
述
に
あ
る
「
馭
道
に
貫
通
す
る
を
以

て
終
に
御
者
と
な
る
」
と
は
こ
の
こ
と
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
も
と
は
「
中
の

厩
」
が
屋
敷
地
で
あ
っ
た
が
、
竹
村
喜
太
夫
（
竹
村
権
左
衛
門
直
安
（
金
吾
）
祖
父
）

と
屋
敷
替
え
が
行
わ
れ
「
下
の
厩
」
に
移
住
し
た
と
あ
る
。
一
章
二
節
で
述
べ
た
よ
う

参考資料2 「大坪流馬術秘伝書」
（真田宝物館所蔵真田家文書3－1－2）

五代藩主信安は中村勘平から、八代藩主幸貫は勘平の弟子である竹
村権左衛門から秘伝書の献上を受けている。
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五
右
衛
門
長
忠

團
六
経
忠

　

実　

奥
村
源
次
郎
男

　

初　

正
定

　

後　

忠
成

勘
平
忠
賀

　

実　

西
村
九
右
衛
門　

嫡
男

　

初　

辧
之
助

　

後　

忠
直

七
十
郎
忠
郷

元
尾
忠
意

　

号　

範
我

安
蔵
忠
安

　

実　

中
山
直
恭
二
男

　
（
有
之
助
三
男
と
も
）

和
七
忠
紀

　

初　

市
五
郎

　

後　

忠
宗

順
太
郎
忠
順

順
太
郎
忠
順

　

号　

蘇
山

御幣川村浪人

宝永元年死去
父和七妾腹の子
安永７年家督
文化９年死去

元文２年死去文化９年家督
慶応２年死去

安政２年家督
前に死去 安永６年死去

宝暦８年家督
安永７年死去

慶応２年家督
戊辰戦争出役
弘化４年産
明治 18 年死去

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

に
、
城
下
の
評
定
所
東
隣
に
御
馬
奉
行
三
家
の
屋
敷
が
並
び
、
こ
れ
を
上
中
下
の
「
三

御
馬
屋
（
厩
）」
と
呼
ん
で
い
た
。「
中
の
厩
」「
上
の
厩
」
と
は
こ
の
こ
と
を
指
す
の

か
明
言
は
で
き
な
い
が
、
御
馬
奉
行
の
中
で
も
屋
敷
替
え
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
記
録
に
残
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
村
勘
平
は
稀
に
見
る
大
坪
流
馬
術
の
名
人
で
あ

り
、
松
代
藩
の
馬
術
隆
盛
の
一
助
を
担
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か

し
、
既
存
の
真
田
家
文
書
か
ら
は
、
勘
平
が
御
馬
奉
行
中
村
家
の
何
代
目
の
人
物
で
あ

る
か
ど
う
か
、
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
だ
が
今
年
（
平
成
二
十
九
年
）、

中
村
家
の
ご
子
孫
か
ら
、
中
村
家
の
過
去
帳
な
る
史
料
の
情
報
提
供
を
い
た
だ
く
幸
運

に
恵
ま
れ
、
詳
細
を
判
明
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

中
村
家
五
代
目
七
十
郎
忠
郷
が
文
化
二
（
一
八
〇
五
）
年
に
記
し
た
過
去
帳
が
伝
来

し
て
お
り
、
そ
の
内
容
を
も
と
に
作
成
し
た
系
図
が
系
図
1
で
あ
る
。

初
代
中
村
五
右
衛
門
長
忠
は
も
と
御
幣
川
村
に
居
住
し
て
い
た
浪
人
で
、
後
に
松
代

藩
へ
召
し
抱
え
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
系
図
の
三
代
に
中
村
勘
平
忠
賀
が
い
る
。
勘
平

に
つ
い
て
、
過
去
帳
に
は
次
の
通
り
記
載
さ
れ
て
い
る
。

三
代
中
村
勘
平
忠
賀
初
忠
直
幼
名
辡
之
助
法
名
啓
運
院
孝
堂
圓
忠

御
馬
医
西
村
九
右
衛
門
惣
領
江
戸
罷
出
馭
之
術
数
人
師
事
修
行
委
者
一
代
記
有
之

群
出
極
其
妙
仍

奉

台
命
團
六
成
養
子
絡
四
人
扶
持
金
拾
両
丈
五
尺
九
寸
余
御
馬
乗
相
勤
処
御
馬
役
江

転
顔
色
剛
壮

太
守
信
安
公
幸
弘
公
林
生
俊
峯
公
真
田
繁
信
公
江
御
馭
術
申
上
於
江
戸
御

旗
本
方
他
侯
之
臣
多
為
門
弟
諸
流
修
行
之
内
内
蔵
介
流
依
為
意
味
秀
専
相
用
元

文
三
戌
午
九
月
新
知
六
拾
石
被
下
置
尤
是
迄
拝
領
之
御
宛
行
者
被
召
上
武
術
達

中
茂
渋
川
流
柔
術
神
道
流
剣
術
勝
又
奔
走
達
者
亦
随
金
児
養
安
本
道
幷
釘
治
修

行
馬
医
尤
功
者
性
好
酒
行
年
八
拾
七
歳
而
安
永
六
丁
酉
冬
十
二
月
二
十
四
日
昼

四
半
時
死
去
顔
色
（
遍
）
笑
白
病
苦
介
無
之
老
而
如
老
木
朽
一
男
三
女
有
之
妻
者

倉
科
村
出
生
居
士
又
徒
然
艸
修
行

（
個
人
蔵
「
松
代
藩
中
村
家
過
去
帳
」）

中
村
勘
平
忠
賀
は
初
め
の
名
を
忠
直
と
言
い
、
幼
名
は
辡
之
助
で
あ
っ
た
。
江
戸
で
馬

術
を
数
人
に
師
事
し
学
び
、
そ
の
能
力
が
飛
び
ぬ
け
て
い
た
。
松
代
藩
御
馬
医
西
村
九

右
衛
門
の
息
子
と
し
て
生
ま
れ
、
二
代
團
六
経
忠
の
養
子
と
な
っ
た
。
初
め
御
馬
乗
役

を
勤
め
た
が
、
転
じ
て
御
馬
役
と
な
っ
た
。
五
代
藩
主
真
田
信
安
、
六
代
藩
主
真
田
幸

弘
、
四
代
藩
主
信
弘
の
五
男
俊
峯
（
亀
之
助
・
生
没
年
不
明
）、
六
男
蓊
信
（
竹
之

助
・
？
〜
一
七
八
六
）
に
馬
術
を
指
南
し
、
江
戸
に
出
て
か
ら
は
旗
本
や
他
藩
の
藩
士

が
そ
の
門
下
に
多
く
入
門
し
た
。
諸
流
修
行
を
行
う
中
で
、
大
坪
流
内
蔵
助
派
に
利
を

感
じ
て
も
っ
ぱ
ら
同
流
派
を
用
い
て
い
た
。
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
九
月
に
は
新
た

に
知
行
六
十
石
を
賜
っ
た
（
参
考
資
料
3
参
照
）。
武
術
は
達
者
で
あ
り
、
渋
川
流
柔

術
や
神
道
流
剣
術
な
ど
も
学
ん
だ
。
ま
た
、
金
児
養
安
に
従
い
御
馬
医
の
修
行
も
行
っ

た
と
あ
る
。
倉
科
村
出
身
の
妻
と
の
間
に
一
男
三
女
を
も
う
け
、
安
永
六
（
一
七
七

七
）
年
八
十
七
歳
で
亡
く
な
り
、
法
名
は
啓
運
院
孝
堂
圓
忠
と
い
っ
た
。

系図1 中村家
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そ
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
、「
丈
五
尺
九
寸
余
」「
顔
色
剛
壮
」「
性
好
酒
」
と
あ

り
、
身
長
は
百
七
十
九
セ
ン
チ
ほ
ど
の
大
柄
で
、
顔
だ
ち
は
豪
壮
、
酒
を
好
ん
で
い
た

こ
と
が
伺
え
る
。

先
に
紹
介
し
た
、
史
料
1
「「
中
村
勘
平
先
生
馭
馬
法
伝
来
の
記
序
」（
朝
陽
館
漫

筆
）」
に
記
さ
れ
る
内
容
と
併
せ
て
見
て
い
く
と
、「
公
子
教
訓
す
る
こ
と
総
て
六
人
」

の
六
人
と
は
、
三
代
藩
主
幸
道
、
四
代
藩
主
信
弘
、
五
代
藩
主
信
安
、
六
代
藩
主
幸

弘
、
信
弘
の
五
男
俊
峯
、
六
男
蓊
信
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
真
田
宝
物
館
所
蔵
真
田

家
文
書
中
に
は
、
五
代
藩
主
真
田
信
安
へ
献
上
さ
れ
た
大
坪
流
馬
術
秘
伝
書
五
冊
が
あ

り
、
こ
れ
は
勘
平
が
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
八
月
二
十
三
日
に
作
成
し
た
も
の
で
あ

る
（
参
考
資
料
2
参
照
）。
ま
た
、
こ
の
大
坪
流
馬
術
秘
伝
書
で
あ
る
が
、
史
料
1

「「
中
村
勘
平
先
生
馭
馬
法
伝
来
の
記
序
」（
朝
陽
館
漫
筆
）
に
は
、
安
永
四
（
一
七
七

五
）
年
に
「
門
弟
子
の
進
め
願
ふ
に
よ
つ
て
五
巻
の
書
を
講
ず
」
と
あ
る
。
元
文
年
間

（
一
七
三
六
〜
一
七
四
一
）
に
作
成
し
、
信
安
へ
献
上
し
た
大
坪
流
馬
術
秘
伝
書
五
冊

が
、
こ
の
先
駆
け
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

勘
平
の
後
、
中
村
家
四
代
和
七
忠
紀
（
市
五
郎
）、
五
代
七
十
郎
忠
郷
は
六
十
石
を

世
襲
し
た
こ
と
か
ら
御
馬
奉
行
を
勤
め
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
六
代
元
尾
忠
意
は
表

1
に
あ
る
よ
う
に
、
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
に
御
馬
役
見
習
、
文
化
九
（
一
八
一

二
）
年
に
御
馬
役
を
経
て
、
文
政
九
（
一
八
二
六
）
年
十
月
十
日
に
御
馬
奉
行
と
な

る
。
六
代
忠
意
（
元
尾
）
以
降
も
、
中
村
家
は
代
々
御
馬
役
を
経
て
御
馬
奉
行
を
世
襲

し
て
い
る
。
江
戸
時
代
最
後
の
当
主
、
七
代
順
太
郎
忠
順
は
戊
辰
戦
争
の
際
、
御
物
頭

加
勢
と
し
て
北
越
に
出
兵
し
、
熊
井
村
（
現：

福
島
県
喜
多
方
市
）
の
激
戦
地
で
負
傷

し
て
い
る
（
18
）。

幸
い
一
命
を
取
り
留
め
、
明
治
時
代
に
は
江
戸
に
出
て
学
び
、
明
治
九
年

（
一
八
七
六
）
に
は
岡
山
県
警
察
の
「
警
部
並
警
部
長
」
に
な
っ
て
い
る
（
19
）。

二
節

馬
奉
行

二
つ
の
竹
村
家

次
に
、
馬
奉
行
竹
村
二
家
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

●
竹
村
権
左
衛
門
家

竹
村
権
左
衛
門
家
の
出
自
に
つ
い
て
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書

「
文
政
七
年
真
田
家
家
中
出
仕
由
緒
書
（
20
）」

に
記
さ
れ
て
い
る
。
同
史
料
に
よ
る
と
、
先

祖
が
権
左
衛
門
で
、
松
代
領
内
の
山
穂
刈
村
の
う
ち
、
武
白
村
が
出
自
で
あ
り
、
初
代

藩
主
真
田
信
之
（
一
五
六
六
〜
一
六
五
八
）
の
と
き
に
召
出
さ
れ
た
。
先
祖
権
左
衛
門

は
高
坂
弾
正
の
落
胤
と
も
い
わ
れ
、
本
苗
は
高
坂
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
先
祖
権

左
衛
門
派
上
田
合
戦
の
と
き
に
戦
死
し
、
後
継
ぎ
が
幼
少
に
つ
き
高
坂
氏
旧
領
の
山
穂

刈
村
に
引
き
籠
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
信
之
に
召
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
記
さ
れ
て

い
る
。
真
田
家
文
書
（
22
）と
長
野
市
立
博
物
館
所
蔵
浦
野
家
文
書
（
23
）か
ら
作
成
し
た
権
左
衛
門

家
の
系
図
が
系
図
2
で
あ
る
。

安
永
期
前
後
に
御
馬
奉
行
を
勤
め
た
竹
村
権
左
衛
門
安
休
関
連
史
料
と
し
て
、
真
田

宝
物
館
所
蔵
矢
沢
家
文
書
中
に
、
松
代
藩
家
老
職
矢
沢
家
に
伝
来
し
た
大
坪
流
馬
術
の

免
許
状
が
あ
る
。
権
左
衛
門
安
休
が
、
家
老
矢
沢
将
監
（
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
〜

参考資料3 中村勘平宛知行所（個人蔵）
中村勘平の子孫の家に伝来する知行状。五代
藩主信安の朱印が捺されている。
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七
左
衛
門

七
左
衛
門

伴
左
衛
門

七
左
衛
門

半
蔵
族
孝

　

初　

熊
三
郎

　

号　

杏
村

新
右
衛
門

　

実　

石
井
小
大
夫
弟

七
左
衛
門
族
重

　

初　

熊
三
郎

半
蔵
安
家

　

実　

石
井
小
大
夫
二
男

大
蔵
族
宣

　

初　

捨
五
郎

万
太
郎

寛文６年生
宝永２年佐久間
与左衛門屋敷拝領
享保７年死去

享保７年家督か
宝暦６年隠居
明和６年死去

宝暦６年家督
明和７年原半兵衛屋
敷拝領

明暦３年隠居

文化６年家督

弘化２年家督

早世安永７年
家督

与
惣
左
衛
門
安
常…

…

慶
次
郎
安
敏

権
左
衛
門
直
安

　

初　

慶
次
郎

　

後　

金
吾
郎
↓
金
吾

左
助
定
俊

金
吾
安
休

　

実　

金
井
渡
大
夫
二
男

　
　
　
　
　
　
　
（
嘉
高
） 喜

太
夫
定
虎

　

実　

村
田
茂
左
衛
門
二
男

金
吾
安
鷹

　

初　

甚
太
郎

　

号　

子
習

弥
友
定
直

　

実　

河
原
利
助
二
男

左
内

文化８年隠居

正保２年
生れか

宝永３年
養子取願

山穂刈村
浪人

正徳３年
家督か

文化８年家督
天保２年死去

宝永頃の生れか

天保２年家督

系図2 竹村権左衛門家系図

文
化
年
間
ま
で
家
老
職
）
の
次
男
で
岩
崎
主
朱
の
養
子
と
な
っ
た
縫
殿
へ
、
享
和
二
年

（
一
八
〇
二
）
に
発
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
子
・
竹
村
権
左
衛
門
直
安
は
、
初
め

慶
次
郎
、
後
に
金
吾
ま
た
は
権
左
衛
門
と
名
乗
り
、
表
1
に
あ
る
と
お
り
文
政
六
年

（
一
八
二
三
）
か
ら
御
馬
奉
行
を
勤
め
て
い
る
。
身
長
が
約
百
八
十
セ
ン
チ
と
、
当
時

と
し
て
は
大
柄
で
あ
り
、
か
つ
「
活
気
廉
直
」
の
人
物
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
学
問

武
芸
に
秀
で
、
中
で
も
馬
術
は
名
人
と
言
わ
れ
た
と
い
う
（
24
）。

ま
た
、
直
安
の
子
・
竹
村

権
左
衛
門
安
鷹
は
文
化
二
（
一
八
〇
五
）
年
に
松
代
に
産
ま
れ
、
初
め
甚
太
郎
、
後
に

金
吾
と
名
乗
り
、
子
習
と
号
し
た
。
御
馬
奉
行
の
他
に
郡
奉
行
・
寺
社
奉
行
・
町
奉
行

を
勤
め
、
晩
年
に
は
松
代
戸
長
も
勤
め
て
い
る
（
25
）。

●
竹
村
七
左
衛
門
家

竹
村
七
左
衛
門
家
の
出
自
に
つ
い
て
も
、
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書

「
文
政
七
年
真
田
家
家
中
出
仕
由
緒
書
（
26
）」

に
記
さ
れ
て
い
る
。
同
史
料
に
よ
る
と
、
先

祖
七
左
衛
門
は
更
級
郡
牧
野
島
村
出
身
で
、
初
代
藩
主
真
田
信
之
の
時
代
、
承
応
三

（
一
六
五
四
）
年
一
月
十
日
に
召
出
さ
れ
、
五
十
石
を
賜
り
御
馬
役
を
命
じ
ら
れ
た
と

あ
る
。
権
左
衛
門
家
と
同
様
に
、
真
田
家
文
書
真
田
家
文
書
（
27
）と
長
野
市
立
博
物
館
所
蔵

浦
野
家
文
書
（
28
）か

ら
作
成
し
た
系
図
が
系
図
3
で
あ
る
。

竹
村
七
左
衛
門
家
で
、
現
在
史
料
に
確
認
で
き
る
最
古
の
記
録
は
、
長
野
市
立
博
物

館
所
蔵
浦
野
家
文
書
「
古
日
記
写

壱
・
弐
巻
」
の
竹
村
七
左
衛
門

宝
永
二
年
（
一

七
〇
五
）
三
月
十
六
日
の
条
に
、

竹
村
七
左
衛
門

佐
久
間
与
左
衛
門
上
ヶ
屋
敷
、
是
迄
之
屋
敷
与
引
替
被
下
置
候

（
長
野
市
立
博
物
館
所
蔵
浦
野
家
文
書
7
・
8
「
古
日
記
写

壱
・
弐
巻
」）

と
記
録
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
章
一
節
で
述
べ
た
、
中
村
勘
平
が
推
挙
さ
れ
る
前

に
御
馬
奉
行
の
一
家
を
任
っ
て
い
た
佐
久
間
与
左
衛
門
の
「
上
ヶ
屋
敷
」
が
、
こ
こ
に

記
さ
れ
る
七
左
衛
門
へ
下
さ
れ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

半
蔵
族
孝
は
文
化
十
一
（
一
八
一
四
）
年
に
松
代
に
生
ま
れ
、
は
じ
め
熊
三
郎
、
後

に
半
蔵
と
名
乗
り
、
杏
村
と
号
し
た
。
御
馬
奉
行
を
勤
め
る
傍
ら
、
松
代
藩
士
鎌
原
桐

山
や
佐
藤
一
斎
に
儒
学
を
学
び
、
誌
を
梁
川
星
厳
に
学
ん
だ
。
ま
た
、
書
も
た
し
な

み
、
松
代
藩
校
で
あ
る
文
武
学
校
で
は
文
学
一
等
教
授
を
勤
め
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い

う
（
29
）。

系図3 竹村七左衛門家系図
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三
節

松
代
城
下
の
馬
場

馬
場
と
は
、
馬
術
の
練
習
を
す
る
場
所
を
い
う
。
乗
馬
に
は
馬
術
の
習
得
が
必
須
で

あ
り
、
馬
術
を
練
習
す
る
広
い
敷
地
で
あ
る
「
馬
場
」
が
必
要
で
あ
っ
た
。
近
世
城
下

町
に
は
、
武
家
屋
敷
地
に
馬
場
が
慣
例
的
に
設
け
ら
れ
、
松
代
城
下
に
も
い
く
つ
か
の

馬
場
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
史
料
か
ら
確
認
さ
れ
る
。（
図
6
「
嘉
永
年
間
松
代
中

屋
敷
割
図
」
参
照
）

ま
ず
、「
朝
陽
館
漫
筆
」
に
記
録
さ
れ
る
馬
場
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

馬
場

①

寺
尾
の
栁
の
馬
場
は
享
和
二
年
壬
戌
十
月
馬
場
開
き
あ
り
南
北
百
七
間
東
西
四
間

半
な
り
丙
寅
の
五
月
添
地
あ
り
馬
溜
り
五
間
に
三
十
間
見
物
所
三
間
に
四
十
間
中

乗
初
十
月
十
六
日
上
乗
初
十
月
二
十
四
日
。
荒
町
恩
田
氏
杢
家
老
高
千
百
石
同
心
卅
二

②

人
の
馬
場
享
和
壬
戌
六
月
よ
り
冬
初
ま
で
は
騎
射
七
八
度
あ
り
し
が
柳
の
馬
場
出

③

来
し
後
は
乗
る
人
な
し
喰
違
の
馬
場
は
小
山
田
氏
主
膳
之
光
家
老
高
千
百
六
十
九
石

恩
田
氏
靭
負
民
祇
木
工
嫡
子
家
老
二
十
人
扶
持
に
て
勤
仕
す
両
家
に
て
地
面
を
拝
借
し

て
開
き
し
な
り
去
年
戊
辰
の
事
な
り
。

（
真
田
宝
物
館
所
蔵
大
平
資
料
あ
・
い
「
朝
陽
館
漫
筆
」）

①

柳
の
馬
場

享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
十
月
、
寺
尾
（
松
代
町
寺
尾
）
に
開
か
れ
た
と
言
わ

れ
、
長
さ
が
南
北
百
七
間
（
お
よ
そ
百
九
十
四
メ
ー
ト
ル
）、
東
西
四
間
半
（
幅
が

お
よ
そ
八
メ
ー
ト
ル
）
と
い
う
、
広
大
な
馬
場
で
あ
っ
た
。
具
体
的
な
場
所
に
つ
い

て
は
不
明
で
あ
る
。

②

荒
町
恩
田
氏
の
馬
場

荒
町
（
松
代
町
西
条
荒
町
）
に
は
家
老
職
恩
田
氏
家
の
下
屋
敷
が
あ
り
、
同
所
に

馬
場
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
享
和
二
（
一
八
〇
二
）
年
六
月
か
ら
同
年
冬
初
め
ま
で

は
騎
射
が
七
・
八
回
行
わ
れ
た
が
、
同
年
十
月
に
柳
の
馬
場
が
で
き
て
か
ら
は
使
用

さ
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
具
体
的
な
場
所
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

③

喰
違
の
馬
場

文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
に
家
老
職
の
小
山
田
氏
と
恩
田
氏
に
よ
り
開
か
れ
た
馬

場
と
し
て
「
喰
違
の
馬
場
」
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
る
。「
喰
違
」
と
は
、
現
在
の
真

田
邸
付
近
を
指
す
地
名
と
言
わ
れ
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
喰
違
御
用
屋
敷
が
存
在

し
、
武
芸
の
稽
古
所
や
物
見
・
長
屋
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
（
30
）。「

喰
違
の

馬
場
」
と
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
付
近
に
開
か
れ
た
馬
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

●
も
と
裏
清
須
町
・
馬
場
町
の
馬
場

松
代
城
下
に
は
現
在
も
馬
場
町
と
呼
ば
れ
る
元
武
家
屋
敷
地
が
あ
る
。「
馬
場
町
」

は
、
も
と
も
と
厩
や
馬
場
が
あ
っ
た
場
所
へ
付
け
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
地
名
で
あ
る
。

一
章
二
節
で
紹
介
し
た
「
朝
陽
館
漫
筆
」
に
記
さ
れ
る
「
裏
清
須
町
と
馬
場
町
」
史
料

か
ら
述
べ
た
と
お
り
、
松
代
城
下
の
馬
場
町
に
も
享
保
二
（
一
七
一
七
）
年
の
火
災
以

前
に
は
馬
場
が
あ
っ
た
。
火
災
後
は
火
除
け
地
と
さ
れ
た
裏
清
須
町
が
馬
場
町
へ
移

り
、
武
家
屋
敷
と
な
る
。

ま
た
、
同
史
料
に

此
時
浦
清
須
町
と
入
替
り
て
裏
清
須
町
を
馬
場
と
し
馬
屋
も
引
移
り
た
り
馬
場
の

入
口
は
金
井
屋
敷
の
側
三
日
月
堀
と
今
の
和
田
屋
敷
と
の
間
に
あ
り

（
真
田
宝
物
館
所
蔵
大
平
資
料
あ
・
い
「
朝
陽
館
漫
筆
」）

と
あ
る
よ
う
に
、
裏
清
須
町
が
あ
っ
た
場
所
は
、
転
じ
て
馬
場
と
さ
れ
、
そ
の
入
口
は

金
井
屋
敷
の
側
で
、
馬
場
は
清
須
町
の
三
日
月
堀
と
和
田
屋
敷
と
の
間
に
あ
っ
た
と
さ

れ
る
。
図
7
「
松
代
城
下
図
」
は
享
保
二
年
の
火
災
後
に
作
ら
れ
た
絵
図
で
あ
る
。
裏

清
須
町
は
「
馭
道
」
と
記
さ
れ
、
そ
の
東
端
に
金
井
大
七
の
屋
敷
と
三
日
月
堀
が
、
西
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図
6
「
嘉
永
年
間
松
代
中
屋
敷
割
図
」

（
真
田
宝
物
館
所
蔵
大
平
絵
図
資
料
5
）
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元 裏清須町

清須町

↓松代城

端
に
和
田
（
与
一
郎
か
）
の
屋
敷
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

文
化
三
（
一
八
〇
六
）
年
冬
、
清
須
町
三
日
月
堀
の
傍
ら
に
御
用
屋
敷
が
建
ち
、
的

場
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
文
化
七
（
一
八
一
〇
）
年
に
は
こ
の
的
場
が
改
修
さ
れ
、
騎

射
場
と
な
り
、
同
年
七
月
の
射
初
で
は
、
御
馬
奉
行
竹
村
金
吾
と
竹
村
七
左
衛
門
が
騎

射
初
め
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
。
図
6
「
嘉
永
年
間
松
代
中
屋
敷
割
図
」
を
見
る
と
、
清

須
町
三
日
月
堀
北
側
に
「
稽
古
所
」
が
あ
り
、
そ
の
西
方
に
は
「
大
的
場

廣
場
」
と

記
さ
れ
る
（
31
）。「

海
津
旧
顕
録
」
に
よ
る
と
、
文
政
年
間
（
一
八
一
八
〜
）
に
は
、
同
地

へ
八
代
藩
主
真
田
幸
貫
の
命
に
よ
り
演
武
場
が
造
ら
れ
て
武
芸
の
稽
古
が
行
な
わ
れ
、

弘
化
年
間
（
一
八
四
四
〜
）
か
ら
は
こ
こ
で
砲
術
訓
練
な
ど
も
行
わ
れ
た
と
い
う
。

次
に
「
海
津
旧
顕
録
」
に
記
さ
れ
る
馬
場
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

●
御
馬
奉
行
屋
敷
の
馬
場

一
章
二
節
で
紹
介
し
た
、「
海
津
旧
顕
録
」
記
載
の
御
厩
に
つ
い
て
の
史
料
中
に
、

御
馬
奉
行
屋
敷
の
馬
場
に
つ
い
て
記
述
が
あ
る
。
藩
の
評
定
所
東
に
竹
村
家
二
家
と
中

村
家
の
御
馬
奉
行
三
家
が
並
び
、「
上
中
下
の
三
御
馬
屋
（
厩
）」
と
よ
ば
れ
て
い
た
。

御
厩
の
東
側
通
路
は
「
外
馬
場
」
で
あ
り
、「
南
北
百
間
（
お
よ
そ
百
八
十
二
メ
ー
ト

ル
）、
上
ハ
岩
崎
氏
角
よ
り
、
下
ハ
中
村
氏
の
角
ま
で
」
の
大
き
さ
で
あ
っ
た
と
あ

る
。
外
馬
場
は
御
馬
奉
行
三
家
の
所
有
で
あ
り
、
共
同
で
使
用
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
、

内
馬
場

南
北
廿
八
間
（
お
よ
そ
五
十
一
メ
ー
ト
ル
）
竹
村
七
左
衛
門
屋
敷
内
に

あ
り
、

内
馬
場

南
西
四
十
八
間
（
お
よ
そ
八
十
七
メ
ー
ト
ル
）
竹
村
金
吾
屋
敷
内
に
あ

り
、

内
馬
場

南
北
三
十
間
（
お
よ
そ
五
十
五
メ
ー
ト
ル
）
中
村
元
尾
屋
敷
内
に
あ

り
、

（『
海
津
旧
顕
録
』
真
田
宝
物
館
編
）

と
の
記
述
も
あ
り
、
御
馬
奉
行
三
家
の
屋
敷
地
内
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
広
大
な
馬
場
が
設

け
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。

図7 「松代城下図」部分（長野市立博物館所蔵浦野家文書87）
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●
桜
の
馬
場

明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
頃
に
建
て
ら
れ
た
松
代
城
花
の
丸
御
殿
の
南
側
に
位
置
し

た
馬
場
。「
海
津
旧
顕
録
」
の
花
の
丸
御
殿
を
述
べ
た
部
分
に
は
、

又
（
花
の
丸
御
殿
の
）
南
の
方
に
は
桜
の
馬
場
あ
り
、
左
右
に
桜
花
爛
漫
た
り

（『
海
津
旧
顕
録
』
真
田
宝
物
館
編
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
真
田
宝
物
館
所
蔵
「
曲
大
直
小
図
」
は
、
明
和
七
年
（
一
七
七

〇
）
頃
に
建
て
ら
れ
た
松
代
城
花
の
丸
御
殿
を
、
北
西
方
向
か
ら
描
い
た
も
の
で
あ
る

（
参
考
資
料
4
）。
御
殿
の
南
側
（
図
面
上
部
）
に
は
「
さ
く
ら
の
馬
場
」
と
描
か
れ
て

い
る
。「
海
津
旧
顕
録
」
の
記
述
の
通
り
、
馬
場
の
両
側
に
は
桜
が
咲
き
乱
れ
る
様
子

が
描
か
れ
、
春
に
は
美
し
い
馬
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

●
白
鳥
神
社
麓
の
馬
場

真
田
家
の
氏
神
を
祀
る
白
鳥
神
社
の
麓
に
位
置
し
た
馬
場
で
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら

明
治
初
期
ま
で
存
在
し
た
と
さ
れ
る
。
馬
場
は
百
間
（
お
よ
そ
百
九
十
六
メ
ー
ト
ル
）

あ
り
、
藩
士
の
馬
術
稽
古
や
白
鳥
神
社
祭
礼
の
時
に
は
奉
納
の
流
鏑
馬
な
ど
が
行
わ
れ

て
い
た
（
32
）。

一
章
二
節
で
紹
介
し
た
「
海
津
旧
顕
録
」
記
載
の
御
厩
に
つ
い
て
の
史
料
中

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

文
化
酉
年
ま
で
ハ
清
須
町
北
裏
騎
射
の
稽
古
あ
り
し
か
、
舞
鶴
山
の
麓
開
善
寺
の

大
門
先
へ
騎
射
馬
場
出
来
せ
し
よ
り
、
清
須
町
裏
は
相
止
、
開
善
寺
前
に
て
不
絶

稽
古
あ
り
し
か
、
明
治
年
中
御
一
新
の
折
か
ら
馬
場
も
不
残
取
崩
し
に
相
成
歎
敷

き
事
な
り

（『
海
津
旧
顕
録
』
真
田
宝
物
館
編
）

文
化
十
（
一
八
一
三
）
年
ま
で
は
清
須
町
北
裏
の
大
的
場
で
騎
射
の
稽
古
を
し
て
い
た

が
、
舞
鶴
山
の
麓
開
善
寺
の
大
門
先
へ
騎
射
馬
が
で
き
て
か
ら
は
、
開
善
寺
大
門
先
の

馬
場
に
て
稽
古
が
行
な
わ
れ
た
。
明
治
維
新
後
に
は
馬
場
は
取
り
崩
さ
れ
て
し
ま
っ
た

と
あ
る
。
舞
鶴
山
は
白
鳥
神
社
の
鎮
座
す
る
山
で
あ
り
、
開
善
寺
は
そ
の
麓
に
あ
る
真

田
家
の
祈
願
寺
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
白
鳥
神
社
麓
の
馬
場
と
同
じ
場
所
を
指
し
て
い

る
。

●
真
勝
寺
の
馬
場

真
田
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
長
国
寺
の
北
隣
り
に
位
置
す
る
真
勝
寺
の
裏
に
は
、
か
つ

て
馬
場
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
、「
馬
場
の
真
勝
寺
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
の
相
伝
が
残

る
。
図
8－

①
の
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
の
城
下
絵
図
の
真
勝
寺
東
裏
に
「
追
廻
シ

馬
場
」
と
あ
り
、
確
か
に
馬
場
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
だ
が
、
図
8

－

②
の
江
戸
時
代
後
期
に
作
ら
れ
た
城
下
絵
図
の
同
場
所
に
は
「
馬
場
跡
」
と
記
さ

れ
、
江
戸
時
代
後
期
に
至
る
中
で
真
勝
寺
の
馬
場
は
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
様
子
が
う

か
が
え
る
。お

わ
り
に

本
論
で
は
、
、「
朝
陽
館
漫
筆
」「
海
津
旧
顕
録
」
を
中
心
に
引
用
し
、
さ
ら
に
真
田

家
文
書
に
残
さ
れ
る
関
連
史
料
と
馬
奉
行
中
村
家
子
孫
家
に
伝
来
す
る
過
去
帳
を
も
と

に
、
松
代
藩
の
馬
を
管
理
す
る
役
人
と
、
城
下
に
存
在
し
た
御
厩
と
馬
場
に
つ
い
て
述

べ
て
き
た
。

藩
主
召
馬
を
管
理
す
る
役
人
に
は
御
馬
奉
行
（
同
見
習
）・
御
馬
役
（
同
見
習
）・
御

厩
小
頭
・
毛
付
改
掛
（
爪
髪
役
兼
帯
）・
御
口
之
者
・
御
馬
乗
役
（
同
見
習
）・
馬
医

（
同
見
習
）・
馬
飼
料
掛
の
存
在
が
確
認
で
き
た
。
こ
の
う
ち
、
御
馬
役
・
御
厩
小
頭
・

毛
付
改
掛
・
御
口
之
者
は
御
馬
奉
行
の
管
理
下
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
中
で
も
御
馬

奉
行
（
御
馬
役
）・
御
馬
乗
役
・
馬
医
者
は
馬
に
対
す
る
熟
練
し
た
技
術
と
知
識
が
必
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図8 真勝寺の馬場
左「松代城下絵図」部分 延享2年（1745）
（長野市立博物館所蔵浦野家文書92）
右「家中屋敷絵図」部分 江戸時代後期
（真田宝物館所蔵菅沼資料）

参考資料4 「曲大直小図」八代藩主真田幸貫筆（真田宝物館所蔵書画8－28－7）

真
勝
寺

②

真
勝
寺

①

― 48―



要
で
あ
り
、
実
子
、
も
し
く
は
弟
子
の
中
か
ら
養
子
を
取
り
、
代
々
世
襲
さ
れ
て
き

た
。松

代
城
下
の
御
厩
は
、
初
め
は
馬
場
町
に
存
在
し
、
享
保
二
（
一
七
一
七
）
年
の
火

災
後
に
裏
清
須
町
の
火
除
け
地
へ
馬
場
と
共
に
移
動
し
、
最
終
的
に
は
城
下
評
定
所
東

（
現
在
の
厩
町
）
に
統
合
さ
れ
た
。
城
下
評
定
所
東
御
厩
の
付
近
に
は
御
馬
奉
行
三
家

の
屋
敷
を
は
じ
め
と
し
、
馬
に
関
わ
る
役
人
の
住
居
が
御
厩
を
囲
む
よ
う
に
し
て
立
ち

並
び
、
管
理
が
行
わ
れ
た
。

城
下
の
馬
場
は
「
柳
の
馬
場
」「
荒
町
恩
田
氏
の
馬
場
」「
喰
違
の
馬
場
」「
馬
場

町
」「
も
と
裏
清
須
町
の
馬
場
」
御
馬
奉
行
屋
敷
の
馬
場
」「
御
馬
奉
行
三
家
の
屋
敷
内

の
内
馬
場
」「
桜
の
馬
場
」「
白
鳥
神
社
麓
の
馬
場
」「
真
勝
寺
の
馬
場
」
な
ど
が
確
認

さ
れ
、
開
か
れ
た
時
期
や
使
用
さ
れ
て
い
た
時
期
は
様
々
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
松
代
城
下
の
事
項
に
絞
っ
て
述
べ
る
に
留
め
た
が
、
藩
主
の
生
活
の
半
分

は
江
戸
藩
邸
で
あ
り
、
紹
介
し
た
藩
主
召
馬
に
関
わ
る
役
人
は
江
戸
で
も
同
様
に
活
動

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
で
召
馬
が
ど
こ
で
管
理
さ
れ
て
い
た
の
か
、
管
理
す

る
役
人
は
ど
の
く
ら
い
い
た
の
か
、
ま
た
馬
を
所
有
し
て
い
た
藩
士
は
馬
術
訓
練
を
ど

の
馬
場
で
行
っ
て
い
た
の
か
な
ど
、
今
後
の
課
題
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
。

註（
1
）
真
田
宝
物
館
所
蔵
大
平
資
料
あ
・
い

（
2
）『
海
津
旧
顕
録
』
真
田
宝
物
館
編

一
九
八
九
年

（
原
本
は
真
田
宝
物
館
所
蔵
大
平
資
料
56－

1
〜
4
）

（
3
）
日
本
乗
馬
協
会
編
『
日
本
馬
術
史
』
一
九
八
〇
年

（
4
）
福
岡
市
博
物
館
平
成
十
六
年
度
企
画
展
「
黒
田
家
ゆ
か
り
の
馬
具
と
馬
術
書
」
関
連
ア
ー
カ

イ
ブ
ス
「N

o.249

黒
田
家
ゆ
か
り
の
馬
具
と
馬
術
書
」
よ
り

他
、
註
（
3
）
日
本
乗
馬
協
会
編
『
日
本
馬
術
史
』
一
九
八
〇
年
に
、
南
部
藩
・
薩
摩
藩
・

津
軽
藩
な
ど
の
厩
方
職
制
に
つ
い
て
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
前
掲
註
（
2
）

（
6
）
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
あ
57
「
年
代
書
覚

嘉
永
五
子
年
九
月

御
馬
奉
行
」

（
7
）
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
か
７３８
「
御
出
府
道
中
御
馬
飼
料
代
金
請
渡
〆
出
勘
定

書
」

（
8
）
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
か
1
4
0
6
「
大
殿
様
御
帰
城
道
中
御
馬
飼
料
勘
定

書
」
か
2
3
6
5
「
貞
松
院
様
松
代
入
部
道
中
御
供
馬
飼
料
仕
上
勘
定
書
」
な
ど
）

（
9
）
年
に
数
回
、
期
間
を
定
め
て
開
か
れ
る
市
に
「
馬
市
」
が
あ
っ
た
。
馬
市
は
新
町
村
（
現：

信
州
新
町
）・
栃
原
村
（
現：

戸
隠
村
）
な
ど
馬
の
飼
育
が
盛
ん
な
領
内
山
中
地
域
か
ら
善
光

寺
平
へ
の
出
入
り
口
に
位
置
す
る
小
市
村
で
開
か
れ
て
い
た
。
馬
市
に
は
御
馬
奉
行
三
人
も

出
張
し
、
一
週
間
ほ
ど
滞
在
し
て
馬
の
見
分
を
行
っ
た
。
そ
し
て
優
馬
を
見
立
て
て
城
下
へ

引
連
れ
、
家
老
の
見
分
を
経
て
買
上
げ
馬
を
取
り
決
め
た
と
さ
れ
る
（
真
田
宝
物
館
所
蔵
大

平
家
資
料
あ
・
い
「
朝
陽
館
漫
筆
」・『
長
野
市
誌
』
第
三
巻

近
世
一

長
野
市
誌
編
さ
ん

委
員
会
編

二
〇
〇
五
年

（
10
）『
長
野
県
史
・
近
世
史
料
編
』
第
七
巻
（
三
）
文
書
番
号
1
6
5
4

（
11
）
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
あ
57
「
年
代
書
覚

嘉
永
五
子
年
九
月

御
馬
奉
行
」

（
12
）
真
田
宝
物
館
所
蔵
真
田
家
文
書
3－

3－

1
「
精
観
集
」・
真
田
家
文
書
10－

1－

6－

4－

6
「
辻
図
」
な
ど

（
13
）「
巳
年
中
御
馬
飼
料
大
豆
粉
糠
・
刈
大
豆
・
荒
糠
馬
沓
請
払
元
帳
」
安
政
四
年

い
3
7
3
5

／
「
品
々
辰
残
物
書
上
帳
」
安
政
三
年
十
二
月

い
3
7
3
9
／
「
品
々
丑
残
物
書
上
帳
」

慶
応
元
年
十
二
月

い
3
7
4
0
／
「
丑
年
中
薪
請
取
人
別
元
帳
」
い
3
7
4
1
（
い
ず
れ

も
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
中
）
な
ど

（
14
）
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
い
3
7
3
9
「
品
々
辰
残
物
書
上
帳
」

（
15
）
原
田
和
彦
「
松
代
藩
・
国
元
に
お
け
る
行
政
組
織
と
そ
の
場
」
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
近

世
大
名
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
資
源
研
究
』
二
〇
一
六
年

（
16
）
前
掲
註
（
1
）

（
17
）
後
の
文
中
に
「
御
者
竹
村
二
氏
も
共
に
其
門
に
入
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
御
者
」
と
は
御

馬
奉
行
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
18
）『
松
代
』
24
号

山
中
さ
ゆ
り
「
真
田
家
伝
来
の
戊
辰
戦
争
関
係
文
書
に
つ
い
て
」
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（
19
）『
更
級
郡
埴
科
郡
人
名
辞
書
』
信
濃
教
育
会
編

一
九
三
九
年

（
21
）
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
あ
１８２－

1
・
2
「
文
政
七
年
真
田
家
家
中
出
仕
由
緒

書
」

（
22
）
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
あ
4
「
家
中
明
細
書
」
／
あ
6
「
家
中
明
細
書
」
／

あ
1
4
9
3
「
分
限
明
細
書
」

（
23
）
長
野
市
立
博
物
館
所
蔵
浦
野
家
文
書
7
・
8
「
古
日
記
写

壱
・
弐
巻
」
／
13
「
宝
暦
度
ヨ

リ
明
治
度
迄

与
太
れ
曽
つ
祢
奈
れ
武
宇
ゐ
乃
於
久
也
末
け
不

中
巻
」
／
17
「
明
細
書

文
政
度
ヨ
リ
慶
応
度
マ
テ
旧
士
族
ニ
ノ
部
イ
ロ
ハ
分

二
巻
」

（
24
）『
松
代
町
史

下
巻
』
大
平
喜
間
多
編

一
九
二
九
年

史
料
出
典
は
不
明

（
25
）
前
掲
註
（
19
）

（
26
）
前
掲
（
21
）

（
27
）
前
掲
註
（
22
）

（
28
）
長
野
市
立
博
物
館
所
蔵
浦
野
家
文
書
7
・
8
「
古
日
記
写

壱
・
弐
巻
」
／
13
「
宝
暦
度
ヨ

リ
明
治
度
迄

与
太
れ
曽
つ
祢
奈
れ
武
宇
ゐ
乃
於
久
也
末
け
不

中
巻
」
／
17
「
明
細
書

文
政
度
ヨ
リ
慶
応
度
マ
テ
旧
士
族
ニ
ノ
部
イ
ロ
ハ
分

二
巻
」

（
29
）
前
掲
註
（
19
）

（
30
）
前
掲
註
（
1
）

（
31
）「
朝
陽
館
漫
筆
」
で
は
、
裏
清
須
町
の
「
大
的
場
」
を
「
喰
違
の
大
的
場
」
と
呼
ん
で
お
り
、

真
田
邸
辺
り
か
ら
裏
清
須
町
一
帯
を
「
喰
違
」
と
呼
ん
で
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
③
喰
違
の
馬
場
と
は
裏
清
須
町
に
開
か
れ
た
馬
場
を
指
す
も
の
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
確
証
は
な
い
。

（
32
）
前
掲
註
（
24
）
／
前
掲
註
（
1
）
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資
料
紹
介

松
代
・
江
戸
間
を
描
い
た
道
中
絵
に
つ
い
て

米

澤

愛

は
じ
め
に

参
勤
交
代
と
は
、
江
戸
幕
府
が
諸
大
名
ら
に
交
代
で
江
戸
に
伺
候
す
る
こ
と
を
命
じ

た
も
の
で
あ
る
。
参
勤
交
代
に
つ
い
て
は
、
制
度
と
し
て
の
内
容
や
大
名
行
列
に
関
す

る
研
究
の
他
、
各
藩
に
お
け
る
参
勤
交
代
の
実
態
を
解
明
す
る
動
き
も
出
て
き
て
い

る
（
1
）。松

代
藩
に
お
い
て
は
、
田
仲
い
ず
み
氏
に
よ
り
、
七
代
藩
主
・
真
田
幸
専
時
代
に
お

け
る
参
勤
交
代
が
紹
介
さ
れ
た
の
が
は
じ
め
て
で
あ
る
（
2
）。
ま
た
、
平
成
二
十
三
年
度
に

は
、
真
田
宝
物
館
企
画
展
と
し
て
「
大
名
の
旅
―
松
代
藩
の
参
勤
交
代
―
」
展
が
開
催

さ
れ
（
3
）、

徐
々
に
そ
の
詳
細
が
明
ら
か
と
な
っ
て
き
た
。
筆
者
は
こ
の
企
画
展
に
あ
わ

せ
、
江
戸
・
松
代
間
の
街
道
を
描
い
た
資
料
を
調
査
す
る
機
会
を
得
た
。

旅
に
関
す
る
書
き
物
は
、
作
者
の
意
図
や
用
途
に
よ
っ
て
様
々
な
形
式
や
内
容
が
あ

り
、
一
概
に
分
類
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
さ
れ
る
（
4
）。
街
道
を
描
い
た
も
の
に
は
道
中
記

や
明
細
記
と
い
っ
た
小
型
本
の
ほ
か
、
大
型
の
折
本
や
巻
物
、
屏
風
に
仕
立
て
ら
れ
た

豪
華
な
つ
く
り
の
も
の
な
ど
様
々
が
あ
る
が
、
今
回
調
査
し
た
も
の
は
手
描
き
に
よ
る

折
本
・
冊
子
の
形
を
し
た
コ
ン
パ
ク
ト
な
つ
く
り
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
江
戸
か

ら
松
代
迄
の
街
道
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
、
こ
こ
で
は
仮
に
「
道
中
絵
」
と
し
た

い
。参

勤
交
代
の
道
中
を
描
い
た
も
の
は
全
国
に
多
く
確
認
さ
れ
、
長
旅
の
慰
め
や
記
録

と
し
て
つ
く
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
松
代
藩
に
お
い
て
も
八
代
藩
主
・
真
田
幸
貫
が

「
朝
日
日
記
」
と
題
す
る
参
勤
交
代
の
道
中
を
絵
と
文
と
で
記
し
た
自
筆
の
日
記
が
伝

来
し
て
い
る
（
5
）。

こ
こ
で
紹
介
す
る
「
道
中
絵
」
は
全
七
点
で
あ
る
（
6
）。

内
容
は
絵
と
文
字
か
ら
な
り
、

街
道
沿
い
の
景
色
や
宿
場
や
名
所
、
そ
の
土
地
の
伝
承
や
名
物
な
ど
も
記
さ
れ
て
い

る
。
な
か
に
は
「
御
泊
」「
御
小
休
」「
御
野
立
」
な
ど
松
代
藩
の
参
勤
交
代
に
関
す
る

記
述
も
含
ま
れ
る
。
描
か
れ
る
内
容
は
詳
細
で
あ
り
、
街
道
の
様
子
を
視
覚
的
に
と
ら

え
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
資
料
と
い
え
よ
う
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
七
点
の
「
道
中

絵
」
を
紹
介
し
、
あ
わ
せ
て
内
容
に
つ
い
て
も
若
干
の
考
察
を
行
い
た
い
（
7
）。

一
、
折
本

三
点

①
「
従
江
戸
松
代
迄
明
細
記
」

所
蔵
／
真
田
宝
物
館

収
蔵
番
号
／
図
書
60

形
態
／
折
本

帙
表
紙
題
箋
／
「
従
江
戸
松
代
迄
明
細
記
」

表
紙
題
箋
／
「
従
江
戸
松
代
迄
明
細
記
」

表
紙
寸
法
／16.0×10.0

（
縦
×
横

単
位
はcm

以
下
同
じ
）
全
長2820.0

作
者
／
不
明
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奥
書
／
な
し

そ
の
他
／
「
松
代
文
庫
」
朱
印

折
本
の
片
方
面
に
描
か
れ
、
帙
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
帙
と
折
本
表
紙
に
は
金
題

箋
に
「
従
江
戸
松
代
迄
明
細
記
」
と
墨
書
さ
れ
る
。
真
田
宝
物
館
所
蔵
で
あ
り
、
松
代

藩
真
田
家
に
伝
来
し
た
大
名
道
具
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

冒
頭
に
は
「
松
代
文
庫
」
朱
印
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
印
に
つ
い
て
は
従
来
、
滝
沢
貞

夫
氏
に
よ
り
「
文
武
学
校
の
蔵
書
印
」
と
さ
れ
て
き
た
。
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）、

松
代
藩
藩
校
・
文
武
学
校
の
開
校
に
あ
た
り
、
松
代
藩
で
蓄
積
し
て
き
た
蔵
書
が
文
武

学
校
に
引
き
継
が
れ
、
そ
の
後
、
再
び
真
田
家
へ
引
き
取
ら
れ
た
も
の
が
、
真
田
宝
物

館
収
蔵
の
典
籍
類
に
「
松
代
文
庫
」
印
が
多
く
み
ら
れ
る
理
由
と
い
う
（
8
）。
こ
れ
に
対

し
、
原
田
和
彦
氏
は
、
松
代
城
の
南
西
に
つ
く
ら
れ
た
城
外
御
殿
で
あ
る
新
御
殿
（
明

治
以
降
は
松
代
真
田
家
別
邸
）
に
お
い
て
、
文
武
学
校
に
貸
し
出
す
こ
と
が
可
能
な
蔵

書
に
押
さ
れ
た
印
と
さ
れ
る
（
9
）。

真
田
家
伝
来
と
い
う
こ
と
か
ら
、
真
田
家
ゆ
か
り
の
人
物
の
手
沢
品
と
考
え
ら
れ
る

が
、
所
有
者
を
特
定
し
得
る
情
報
は
な
い
。
た
だ
、
原
田
氏
の
論
に
拠
れ
ば
、
あ
る
段

階
で
、
新
御
殿
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
真
田
家
の
蔵
書
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

描
か
れ
る
内
容
に
つ
い
て
は
表
1
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本
資
料
で
は
江
戸
城
「
筋
違

御
門
」
を
は
じ
ま
り
と
し
て
松
代
城
下
の
「
大
英
寺
」
ま
で
描
か
れ
て
い
る
。
遠
方
か

ら
臨
む
よ
う
に
山
や
建
物
を
含
め
て
そ
の
土
地
の
景
色
を
描
き
、
各
所
の
地
名
や
宿
場

ご
と
の
里
程
、
名
所
旧
跡
や
歴
史
、
逸
話
や
名
物
な
ど
が
記
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
松

代
藩
の
参
勤
交
代
に
関
す
る
記
述
は
一
切
な
い
。

特
徴
と
し
て
、
名
所
に
ち
な
ん
だ
「
古
歌
」
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
。
う
た
の
部
分
は
仮
名
文
字
で
書
か
れ
、
他
と
は
書
き
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
代

表
的
な
も
の
を
あ
げ
る
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

熊
谷
寺
（
原
文
の
ま
ま

以
下
同
じ
）

「
浄
土
に
も
剛
の
も
の
と
や
沙
汰
す
ら
ん
西
に
向
か
え
て
後
み
せ
ね
は
」

佐
野
の
舟
橋
旧
跡

「
夕
き
り
に
佐
野
の
船
橋
お
と
す
な
り
手
別
れ
の
駒
の
帰
り
く
る
か
も
」

「
煤
た
つ
里
の
し
る
へ
を
め
に
か
け
て
ま
た
程
遠
し
佐
野
の
船
は
し
」

山
中
の
茶
屋
過
ぎ
佐
久
郡
境

「
ひ
な
曇
り
碓
氷
乃
坂
を
越
し
た
に
妹
か
恋
し
く
わ
す
ら
え
ぬ
か
も
」

諏
訪

「
信
濃
な
る
浅
間
の
嶽
に
た
つ
煤
り
遠
近
人
の
み
や
は
と
か
め
ん
」

こ
の
他
、「
古
歌
」
の
記
述
は
江
戸
飛
鳥
山
や
蕨
宿
、
追
分
宿
な
ど
に
も
記
さ
れ
て

お
り
、
目
的
を
も
っ
て
つ
く
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な

い
。
ま
た
、
景
色
の
よ
い
と
こ
ろ
に
は
「
絶
景
な
り
」
の
記
述
が
み
え
、
旅
の
助
け
と

し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

②
「
従
江
戸
松
代
迄
道
中
記
」

所
蔵
／
個
人

形
態
／
折
本

帙
表
紙
題
箋
／
「
従
江
戸
松
代
迄
道
中
記
」

表
紙
題
箋
／
「
従
江
戸
松
代
迄
道
中
記
」

表
紙
寸
法
／
縦18.7×18.6

作
者
／
三
村
自
閑
斎

奥
書
／
「
行
年
八
十
二
歳
自
閑
斎
守
英
書
画
図
」

折
本
で
あ
り
、
外
と
内
二
つ
の
帙
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
内
帙
と
折
本
表
紙
に
は

金
題
箋
に
「
従
江
戸
松
代
迄
道
中
記
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
帙
と
表
紙
の
色
や

形
、
装
丁
は
①
「
従
江
戸
松
代
迄
明
細
記
」
と
全
く
同
じ
で
あ
り
、「
従
」
を
「
從
」、

「
迄
」
を
「
迠
」
と
記
す
点
も
類
似
す
る
。
た
だ
、
②
に
は
「
松
代
文
庫
」
朱
印
は
み

ら
れ
ず
、
借
宿
村
ま
で
を
表
面
、
追
分
宿
か
ら
を
裏
面
の
両
面
に
わ
た
っ
て
絵
を
描
く

な
ど
異
な
る
点
も
あ
る
。
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内
容
は
江
戸
城
「
す
し
か
へ
見
附
御
門
」
か
ら
始
ま
り
、
最
後
に
は
松
代
城
下
に
入

り
、
千
曲
川
か
ら
「
茶
臼
山
」「
飯
綱
山
」
な
ど
を
臨
む
遠
景
、「
東
条
村
之
内

岩

佐
」
で
終
わ
っ
て
い
る
。
①
と
同
様
、
遠
方
か
ら
臨
む
よ
う
に
し
て
、
山
や
建
物
が
描

か
れ
る
他
、
城
下
町
や
宿
場
の
に
ぎ
わ
い
、
街
道
を
行
き
交
う
人
々
行
き
か
う
多
く
の

旅
人
ら
の
姿
が
み
ら
れ
る
。
な
か
に
は
大
名
行
列
や
荷
を
お
ろ
し
て
休
憩
す
る
行
商
、

遊
ぶ
子
ど
も
達
や
お
地
蔵
さ
ま
な
ど
も
描
か
れ
、
人
々
の
生
活
や
旅
の
様
子
が
詳
し
く

わ
か
る
。
ま
た
、
桜
や
紅
葉
、
雪
や
虹
な
ど
季
節
や
天
候
の
変
化
ま
で
も
描
き
込
ま
れ

た
丁
寧
な
つ
く
り
と
な
っ
て
い
る
。

特
徴
と
し
て
、
各
所
の
地
名
や
名
所
・
伝
承
な
ど
が
記
さ
れ
る
の
に
加
え
、
松
代
藩

の
参
勤
交
代
に
お
け
る
「
御
小
休
」
や
「
御
野
立
」、「
御
昼
休
」
の
記
述
も
見
ら
れ

る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
三
章
で
述
べ
る
が
、
参
勤
交
代
以
外
に
も
、
真
田
家
に
関

す
る
記
述
が
あ
る
。

鴻
巣
・
勝
願
寺

「
十
八
檀
林
之
内

勝
願
寺

大
竹
杉
木
立

寺
内
ニ
し
た
れ
桜

多
し
と
云
花
の
頃

ハ
景
色
よ
し

寺
本
堂
わ
き
に

真
田
隼
人
様
御
廟
有
之

大
蓮
院
様
御
廟
あ
り

代
参
銀
一
枚
備
」

上
田
・
芳
泉
寺

「
大
蓮
院
様
御
廟
所
へ
立
よ
り

参
詣
致
候

白
銀
五
枚
備

長
上
下
着
用
」

「
真
田
隼
人
様
」
は
真
田
信
之
の
三
男
・
信
重
、「
大
蓮
院
様
」
は
初
代
藩
主
・
真
田

信
之
正
室
・
小
松
殿
の
こ
と
で
あ
る
。
参
勤
交
代
時
の
藩
の
対
応
が
記
さ
れ
て
お
り
興

味
深
い
。

こ
こ
か
ら
奥
書
に
み
え
る
三
村
自
閑
斎
に
つ
い
て
み
た
い
。
三
村
家
は
、
自
閑
斎

（
？
〜
一
七
六
九
？
）、
養
益
、
晴
山
と
三
代
に
わ
た
っ
て
続
い
た
松
代
藩
の
絵
師
で
あ

る
。
自
閑
斎
は
名
を
市
郎
平
、
諱
を
賀
千
と
い
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
評
定
所
絵
図
書

を
つ
と
め
て
い
た
と
さ
れ
（
10
）、
松
代
城
南
西
の
花
の
丸
御
殿
普
請
の
際
に
は
「
絵
図
師
」

と
し
て
名
前
が
み
え
る
（
11
）。
こ
れ
ま
で
確
認
さ
れ
て
い
る
自
閑
斎
筆
の
作
品
に
は
、
真
田

表1

年代

不明

作者・自閑斎
（～1796頃）

不明

宝暦9年
（1759）～天保
12年（1841）

宝暦9年
（1759）～天保
12年（1841）

宝暦9年
（1759）～

奥書・弘化3
年（1846）

真田家に関す
る記述

なし

鴻巣・勝願寺
上田・芳泉寺

鴻巣・勝願寺
上田・芳泉寺

江戸城下
「溜池御屋敷」

江戸城下
「溜池御屋敷」

雑司ヶ谷通
「御屋鋪へ二
り余」

なし

参勤交代
の記述

なし

あり

あり

あり

あり

なし

なし

「古 歌」の
記述

複数あり

なし

なし

2ヶ所あり

2ヶ所あり

なし

なし

おわり

松代城下「大英寺」

松代城下
「茶臼山」「飯綱山」
「東条村之内 岩佐」
松代城下
「茶臼山」「飯綱山」
「東条村之内 岩佐」
松代城下
「唐まつの林より右
之方に見ゆる景色」
「蓼科山」「八ツ嶽」
「追分の宿山をはな
れて見たる景色」
松代城下
「唐まつの林より右
之方に見ゆる景色」
「蓼科山」「八ツ嶽」
「追分の宿山をはな
れて見たる景色」
松代城下
「唐まつの林より右
之方に見ゆる景色」
「蓼科山」「八ツ嶽」
「追分の宿山をはな
れて見たる景色」

「清野」「越村」「松代」
松代城下手前

はじまり

江戸城
「筋違御門」

江戸城
「すしかへ
見附御門」
江戸城
「すしかへ
見附御門」

江戸城
「筋違橋」

江戸城
「筋違橋」

江戸城
「筋違橋」

江戸城
「筋違橋御
門」

配色

池・川ー青
山・木ー緑
道ー白
建物ー茶

色鮮やか

色鮮やか

池・川ー青
山・木ー緑
道ー黄
建物ー茶

池・川ー青
山・木ー緑
道ー黄
建物ー茶

池・川ー青
山・木ー緑
道ー白
建物ー茶

池・川ー青
山・木ー緑
道ー白
建物ー茶

人の姿

宿場・川周
辺のみ

多く詳細

多く詳細

舟上のみ

舟上のみ

舟上のみ

舟上のみ

形態・材質

折本
片面紙本着色

折本
両面紙本着色

折本
両面紙本着色

冊子
紙本着色

冊子
紙本着色

冊子
紙本着色

冊子
紙本着色

資料名・所蔵先

①従江戸松代
迄明細記
真田宝物館蔵

②従江戸松代
迄道中記
個人蔵
③中山道々中
記
個人蔵

④江戸道中絵
江戸より松
代迄
個人蔵

⑤松代藩より
江戸まで参勤
交代道中記
上田市立図書
館蔵

⑥江戸道中絵
長野県立図書
館蔵

⑦江戸より松
代迄道中記
長野県立歴史
館蔵
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家
伝
来
の
「
八
千
代
の
松
」
や
「
松
代
の
図
」
の
他
、
松
代
町
大
英
寺
所
蔵
「
柿
本
人

麻
呂
像
」
や
個
人
所
蔵
「
富
士
図
」、
長
野
市
立
博
物
館
所
蔵
「
豊
臣
秀
吉
・
徳
川
家

康
・
真
田
信
之
像
」
な
ど
が
あ
る
。
作
品
に
は
行
年
書
が
あ
る
も
の
が
多
く
、「
柿
本

人
麻
呂
像
」
に
は
「
自
閑
斎
七
十
四
歳
筆
」、「
豊
臣
秀
吉
・
徳
川
家
康
・
真
田
信
之

像
」
箱
蓋
裏
書
に
「
三
村
珉
華
行
年
八
十
三
歳
」、「
松
代
の
図
」
に
「
行
年
八
十
四
歳

自
閑
斎
筆
」、「
富
士
図
」
に
「
行
年
八
十
四
歳
自
閑
斎
筆
」
と
あ
る
。
②
「
従
江
戸
松

代
迄
道
中
記
」
に
は
「
行
年
八
十
二
歳
自
閑
斎
守
英
書
画
図
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
豊
臣
秀
吉
・
徳
川
家
康
・
真
田
信
之
像
」
の
前
年
に
描
か
れ
た
も
の
と
わ
か
る
（
12
）。

い

ず
れ
も
老
年
に
及
ん
で
の
作
品
で
は
あ
る
が
、
繊
細
な
筆
致
は
衰
え
を
感
じ
さ
せ
な

い
。
子
の
養
益
が
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
に
跡
を
継
い
で
い
る
が
（
13
）、

年
齢
か
ら
す
る

と
そ
れ
以
降
だ
ろ
う
。

前
述
し
た
と
お
り
、
自
閑
斎
は
「
絵
図
師
」
で
あ
り
、「
八
千
代
の
松
」、「
松
代
之

図
」
の
筆
致
は
本
資
料
と
類
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
松
代
に
お
け
る
真
田
家
の
菩
提

寺
・
長
國
寺
の
依
頼
に
よ
り
寺
内
の
絵
図
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
（
14
）、

自
閑
斎
は

絵
図
を
描
く
こ
と
を
得
意
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

③
「
中
山
道
々
中
記
」

所
蔵
／
個
人

形
態
／
折
本

箱
／
あ
り

箱
蓋
表
書
／
「
中
山
道
々
中
記
」

帙
表
紙
題
箋
／
「
中
山
道
々
中
記
」

表
紙
題
箋
／
「
中
山
道
々
中
記
」

表
紙
形
態
／
折
本

寸
法
／
縦19.5×10.0

作
者
／
不
明

奥
書
／
な
し

そ
の
他
／
「
小
幡
氏
蔵
書
」「
□
宗
」
朱
印

折
本
で
あ
り
、
箱
と
帙
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
帙
と
折
本
表
紙
に
は
金
題
箋
に

「
中
山
道
々
中
記
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
絵
は
②
と
ほ
ぼ
同
構
図
で
あ
り
、
借
宿
村

ま
で
を
表
面
、
追
分
宿
か
ら
を
裏
面
の
両
面
に
描
く
点
も
同
じ
で
あ
る
。
松
代
藩
の
参

勤
交
代
や
真
田
家
に
関
す
る
記
述
も
み
ら
れ
る
が
、
絵
が
一
部
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
②
の
写
本
も
し
く
は
同
系
統
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
鴻
巣
・
勝
願
寺
と
上

田
・
芳
泉
寺
の
記
述
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

「
十
八
檀
林
之
内

勝
願
寺

大
竹
杉
木
立
寺
門
ニ

し
た
れ
桜
多
し
と
云

花
の
頃

は
景
色
よ
し

寺
本
堂
わ
き
に

真
田
隼
人
様
御
廟
有
之

大
蓮
院
様
御
廟
あ
り

御
代
参
銀
一
枚
御
備
」

「
芳
泉
寺

大
蓮
院
様

御
廟
所
江

御
立
寄

御
参
詣

白
銀
五
枚
御
備

御
長
袴

御
着
」

こ
こ
に
は
②
に
は
な
か
っ
た
「
御
」
の
字
が
「
代
参
」
や
「
立
寄
」、「
参
詣
」
に
あ

り
、
筆
写
し
た
際
に
「
御
」
が
意
図
的
に
つ
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
追
分
宿
か
ら

を
描
い
た
裏
面
の
冒
頭
に
は
「
小
幡
氏
蔵
書
」「
□
宗
」
の
朱
印
が
確
認
さ
れ
、
小
幡

氏
が
所
持
し
て
い
た
も
の
と
わ
か
る
。

二
、
冊
子

四
点

④
「
江
戸
道
中
絵

江
戸
よ
り
松
代
迄
」

所
蔵
／
個
人

形
態
／
冊
子

帙
表
紙
題
箋
／
「
江
戸
道
中
絵

江
戸
よ
り
松
代
迄
」

表
紙
題
箋
／
欠

表
紙
寸
法
／13.6×18.6

作
者
／
不
明
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奥
書
／
先
触
文
言

「
貞
享
四
年
卯
正
月

江
戸
山
形
屋
」（
異
筆
に
よ
る
落
書
あ
り
）

そ
の
他
／
始
め
と
終
わ
り
に
「
西
村
蔵
書
」
朱
印

冊
子
で
あ
り
、
帙
表
紙
に
は
「
江
戸
道
中
絵

江
戸
よ
り
松
代
迄
」
と
墨
書
さ
れ
る

が
、
表
紙
題
箋
は
欠
損
し
て
い
る
。
①
〜
③
の
折
本
の
も
の
と
は
絵
の
配
置
が
異
な

り
、
地
名
・
歴
史
・
名
所
な
ど
の
記
述
は
さ
ら
に
多
く
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
人
々
の

姿
は
舟
に
乗
る
者
以
外
、
宿
場
や
街
道
に
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

内
容
は
江
戸
城
「
筋
違
橋
」
か
ら
は
じ
ま
り
、
最
後
に
は
松
代
城
下
に
続
き
、「
唐

ま
つ
の
林
よ
り
右
之
方
に
見
ゆ
る
景
色
」
と
し
て
「
蓼
科
山
」「
八
ツ
嶽
」、「
追
分
の

宿
山
を
は
な
れ
て
見
た
る
景
色
」
で
終
わ
り
、
続
け
て
先
触
文
言
が
記
さ
れ
て
い
る
。

特
徴
と
し
て
、「
古
歌
」
が
二
ヶ
所
に
み
ら
れ
る
。

布
引
山
釈
尊
寺

「
み
と
せ
へ
て
折
々
さ
ら
す
布
引
の
け
ふ
立
染
て
い
つ
か
き
て
み
ん
」

「
望
月
の
み
ま
き
の
駒
は
寒
か
ら
し
布
引
山
を
北
と
お
も
へ
は
」

沓
掛
宿

遠
近
の
宮

「
信
濃
な
る
浅
間
た
け
に
た
つ
け
ふ
り
お
ち
こ
ち
人
の
み
や
は
と
か
め
む
」

沓
掛
宿
の
も
の
は
①
に
も
同
じ
も
の
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
参
勤
交
代
に
つ
い
て
は

「
御
小
休
」「
御
泊
」「
此
所
に
て
御
駕
籠
建
候
事
も
あ
り
」
な
ど
詳
細
な
記
述
が
あ
る

一
方
、
②
や
③
に
み
ら
れ
た
勝
願
寺
・
芳
泉
寺
参
詣
の
記
述
は
な
い
。
江
戸
を
出
て
す

ぐ
に
「
溜
池
御
屋
敷
」
と
記
述
が
あ
る
の
は
松
代
藩
上
屋
敷
の
こ
と
で
、
貞
享
三
年

（
一
六
八
六
）
か
ら
八
代
藩
主
・
真
田
幸
貫
が
幕
府
老
中
と
な
る
天
保
十
二
年
（
一
八

四
二
）
ま
で
使
用
さ
れ
た
（
15
）。
ま
た
、
烏
川
部
分
の
記
述
を
み
る
と
以
下
の
よ
う
に
あ

る
。

烏
川
ハ
本
庄
の
北
に
て
か
ん
な
川
と

落
合
て
川
下

草
塚
と
云
所
に
て

利
根
川
と
一
ツ
に

な
る
往
古
よ
り

定
ま
れ
る
舟
な
し

往
来
な
や
み

け
る
を
新
町

駅
小
林
伊
左
衛
門

と
い
ふ
者

公
儀
に
願
ひ

宝
暦
九
卯
年

定
舟
渡
し
と

な
る
運
賃
内

定本
馬

十
五
文

軽
尻

十
弐
文

人
足

十
文

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
か
ら
「
定
舟
渡
」
と
な
っ
て
運
賃
が
定

め
ら
れ
た
と
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
奥
書
に
「
貞
享
四
年
卯
正
月

江
戸
山
形
屋
」
と
あ

る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
本
資
料
は
宝
暦
九
年
か
ら
天
保
十
二
年
の
間
の
様
子
を
描

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
筆
写
さ
れ
た
時
期
と
は
限
ら
な
い
。

各
宿
場
部
分
に
は
江
戸
・
松
代
か
ら
の
里
程
や
、「
本
馬

九
十
四
」・「
軽
尻

六

十
一
」
な
ど
馬
駄
賃
の
記
述
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
、「
絶
景
な
り
」「
景
地
な
り
」
の
記

述
も
多
く
旅
の
案
内
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
「
松
代
藩
よ
り
江
戸
ま
で
参
勤
交
代
道
中
記
」

所
蔵
／
上
田
市
立
図
書
館

花
月
文
庫

形
態
／
冊
子
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表
紙
題
箋
「
従
江
戸
松
代
迄
明
細
記
」

表
紙
／
「
松
代
藩
よ
り
江
戸
ま
で

参
勤
道
中
絵
図

筆
写
未
詳
写
□

天
保
頃
の
も
の
か
」

表
紙
寸
法
／14.1×19.7

作
者
／
不
明

奥
書
／
な
し

そ
の
他
／
表
紙
裏
・
裏
表
紙
「
飯
島
氏
蔵
」
朱
印

最
後
の
頁
「
竹
村
大
蔵
写
之
」

冊
子
で
あ
り
、
表
紙
に
は
「
松
代
藩
よ
り
江
戸
ま
で
参
勤
道
中
絵
図

筆
写
未
詳
写

□
天
保
頃
の
も
の
か
」
と
墨
書
さ
れ
る
。
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
実
業
家
・
飯
島

保
作
が
収
集
し
た
図
書
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
花
月
文
庫
に
含
ま
れ
る
。
④
と
絵
の
配

置
は
類
似
す
る
が
、
虫
損
や
破
損
が
激
し
く
頁
末
に
従
い
記
述
の
判
読
が
難
し
く
な

る
。内

容
は
江
戸
城
「
筋
違
橋
」
か
ら
は
じ
ま
り
、
最
後
は
「
姨
捨
山
」
の
頁
ま
で
全
体

が
残
る
が
、
そ
れ
以
降
は
綴
元
の
一
部
が
残
る
の
み
で
欠
損
し
て
い
る
。
わ
ず
か
に
残

る
最
終
頁
は
「
唐
ま
つ
の
林
よ
り
右
之
方
に
見
ゆ
る
…
」「
唐
松
ニ
て
見
ゆ
る
景
色
」

の
記
述
が
あ
り
、
そ
の
裏
面
に
山
の
一
部
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
④
と
同
じ
「
追
分

の
宿
山
を
は
な
れ
て
見
た
る
景
色
」
で
終
わ
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。「
古
歌
」
は

二
カ
所
に
み
ら
れ
、
松
代
藩
や
参
勤
交
代
に
関
す
る
記
述
も
④
と
同
様
で
あ
る
。

頁
最
後
の
「
竹
村
大
蔵
写
之
」
と
あ
る
人
物
は
松
代
藩
士
・
竹
村
大
蔵
と
考
え
ら
れ

る
。
竹
村
大
蔵
は
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）、「
亡
父
半
蔵
願
置
候
通
家
と
く
」、
文
化

三
年
（
一
八
〇
六
）
に
は
「
倅
熊
三
郎
被
召
出
」
と
な
っ
て
い
る
（
16
）。

⑥
「
江
戸
道
中
絵
」

所
蔵
／
県
立
長
野
図
書
館

形
態
／
冊
子

表
紙
／
「
平
安
堂
（
間
）
庭
蔵
書

江
戸
道
中
絵

江
戸
よ
り
松
代
ま
で
」

表
紙
寸
法
／13.0×20.0

作
者
／
不
明

奥
書
／
「
真
田
勘
解
由
蔵
書

此
ノ
道
中
絵
図

仙
葉
様
此
表
江

御
出
之
節
御
自
筆
ニ
付
右
ノ
心

得
ニ
而
末
ゝ
大
切
ニ
致
度
候
事
也
」

「
大
正
六
年
（
極
月
）
廿
二
日
掌
入

平
姓

三
浦
蔵
書
」

（
貼
紙
）

「
此
西
条
村
（
近
）
辺
ニ
富
士
見
松
と
云
有
け
り

此
書
仙
葉
様
之
御
自
書
ニ
付
其
心
得

ニ
て
□
さ
し
心
付
可
□
□
事
」

冊
子
で
あ
り
、
表
紙
に
は
「
平
安
堂
（
間
）
庭
蔵
書

江
戸
道
中
絵
」、
異
筆
に
よ

り
「
江
戸
よ
り
松
代
ま
で
」
と
墨
書
さ
れ
る
。

内
容
は
江
戸
城
「
筋
違
橋
」
か
ら
は
じ
ま
り
、
最
後
は
「
唐
ま
つ
の
林
よ
り
右
之
方

に
見
ゆ
る
景
色
」
と
し
て
「
蓼
科
山
」「
八
ツ
嶽
」、「
追
分
の
宿
山
を
は
な
れ
て
見
た

る
景
色
」
で
終
わ
り
、
④
・
⑤
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、「
古
歌
」
の
記
述
や
参
勤
交

代
に
関
す
る
記
述
は
全
て
省
略
さ
れ
て
お
り
、
④
・
⑤
に
比
べ
て
簡
略
化
さ
れ
た
印
象

を
受
け
る
。
た
だ
、
板
橋
宿
手
前
・
雑
司
ヶ
谷
通
に
は
「
御
屋
鋪
へ
二
り
余
」
と
あ

り
、
松
代
藩
の
江
戸
屋
敷
を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
記
述
は
④
・
⑤
に
は
見

ら
れ
な
い
。
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奥
書
に
は
「
真
田
勘
解
由
蔵
書

此
ノ
道
中
絵
図

仙
葉
様
此
表
江

御
出
之
節
御

自
筆
ニ
付
右
ノ
心
得
ニ
而
末
ゝ
大
切
ニ
致
度
事
也
」
と
あ
る
、「
真
田
勘
解
由
家
」
と

は
二
代
藩
主
・
真
田
信
政
と
側
室
と
さ
れ
る
二
代
・
小
野
お
通
と
の
子
・
真
田
信
就
を

祖
と
す
る
家
で
あ
る
。
ま
た
、「
仙
葉
様
」
と
は
真
田
信
清
の
こ
と
で
、
真
田
信
就
の

孫
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
（
17
）。

信
清
に
つ
い
て
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
以
下
の
よ
う
に

あ
る
。元

禄
十
一
年
七
月
十
八
日
遺
跡
を
継
、
寄
合
に
列
す
。（
中
略
）
寛
保
二
年
九
月

を
い（
マ
マ
）

二
十
二
日
さ
き
に
姪
眞
田
政
之
丞
某
、
お
よ
び
そ
の
母
離
相
院
信
清
が
宅
に
同
居

せ
し
む
る
の
と
こ
ろ
、
離
相
院
逐
電
し
、
そ
の
後
住
所
の
し
れ
た
る
を
も
等
閑
に

せ
し
に
よ
り
、
ふ
た
ゝ
び
出
亡
す
る
に
い
た
る
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
よ
し

政
之
丞
及
び
親
族
よ
り
は
言
上
す
と
い
へ
ど
も
、
信
清
は
そ
の
事
な
き
條
、
か

た
ゞ
曲
事
の
い
た
り
な
り
と
て
改
易
せ
ら
る
。（
後
略
）

そ
の
後
、
信
清
と
政
之
丞
は
松
代
に
移
り
、
恩
田
家
に
住
ん
だ
と
い
う
が
、
政
之
丞
は

死
去
し
、
信
清
は
仙
葉
と
称
し
て
加
賀
井
村
に
閑
居
し
た
と
い
う
（
18
）。

奥
書
の
「
此
表
」

が
ど
こ
で
あ
る
か
不
明
で
は
あ
る
が
、
仙
葉
様
自
筆
の
も
の
と
し
て
、
大
切
に
さ
れ
て

き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
に
は
三
浦
氏
の
蔵
書
と
な
っ

た
。

⑦
「
江
戸
よ
り
松
代
迄
道
中
記
」

所
蔵
／
長
野
県
立
歴
史
館

形
態
／
冊
子

帙
表
紙
題
箋
／
記
述
な
し

表
紙
「
江
戸
よ
り
松
代
迄
道
中
記
」

表
紙
寸
法
／13.9×19.0

作
者
／
平
林
輝
長

奥
書
／
「
弘
化
三
丙
午
於
江
府
鹿
野
茂
手
木
殿
よ
り

致
拝
借
写
置
御
上
之
御
□
ゆ
う
ぶ
と
う
も

引
合
本
図
よ
り
又
細
か
く
加
江
認
置

乍
去
目
霞
候
て
細
々
之
所
ハ
出
来

兼
候
手
大
ふ
て
き
ニ
ハ
有
之
候
得
と
も

は
じ
め
て
往
来
ニ
者
宜
候
間
写
置
な
り

紙
数
上
紙
迄
入
四
拾
弐
枚

平
林
輝
長
」

冊
子
で
あ
り
、
表
紙
に
は
「
江
戸
よ
り
松
代
迄
道
中
記
」
と
墨
書
さ
れ
る
。
内
容
は

江
戸
城
「
筋
違
橋
御
門
」
か
ら
は
じ
ま
り
、
最
後
は
「
清
野
」・「
越
村
」・「
松
代
」
と

松
代
城
下
に
入
る
手
前
で
終
わ
っ
て
い
る
。
人
の
姿
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
絵
や
記
述

④
〜
⑥
に
比
べ
て
さ
ら
に
省
略
さ
れ
て
い
る
。

奥
書
に
よ
る
と
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
に
平
林
輝
長
と
い
う
人
物
が
江
戸
の
鹿

野
茂
手
木
所
持
の
も
の
を
拝
借
し
て
模
写
し
た
と
あ
る
。
鹿
野
茂
手
木
と
は
松
代
藩
士

で
あ
り
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
か
ら
大
殿
様
御
近
習
役
と
し
て
仕
え
、
そ
の
後
は

天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
御
近
習
、
天
保
十
二
年
に
（
一
八
四
一
）
若
殿
様
御
近

習
、
翌
十
三
年
（
一
八
四
二
）
に
は
若
殿
様
御
側
御
納
戸
、
天
保
十
五
年
（
一
八
四

四
）
に
雄
若
様
御
側
御
納
戸
近
習
役
兼
帯
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
19
）。

作
者
の
平
林
輝
長
は
松
代
藩
士
・
平
林
藤
助
の
こ
と
で
、
宮
下
家
か
ら
平
林
縫
殿
進

為
政
の
養
子
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
か
ら
若
殿
様
御
近
習

と
な
り
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
に
払
方
御
金
奉
行
、
天
保
十
五
年
（
一
八
四

四
）
に
御
役
替
御
前
様
御
奥
支
配
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
は
御
役
替
若
殿
様
御

近
習
役
と
な
っ
て
い
る
。

奥
書
の
弘
化
三
年
に
筆
写
し
た
段
階
で
は
、
鹿
野
茂
手
木
は
天
保
十
五
年
五
月
か
ら

の
雄
若
様
御
側
御
納
戸
御
近
習
役
兼
帯
、
平
林
藤
助
は
弘
化
二
年
か
ら
の
御
役
替
若
殿

様
御
近
習
役
と
な
っ
て
お
り
、
両
者
と
も
に
、
若
殿
様
の
御
近
習
役
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
と
き
の
若
殿
様
と
は
九
代
藩
主
・
真
田
幸
教
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
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奥
書
に
「
本
図
よ
り
又
細
か
く
加
江
認
置
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
林
輝
長
が
鹿
野
茂

手
木
所
持
の
も
の
に
自
ら
書
き
足
し
を
行
い
、「
は
じ
め
て
往
来
ニ
者
宜
候
間
写
置
な

り
」
の
記
述
か
ら
江
戸
・
松
代
間
の
往
来
の
助
け
の
た
め
に
筆
写
し
た
こ
と
も
わ
か

る
。
御
側
御
納
戸
、
御
近
習
役
共
に
藩
主
の
参
勤
交
代
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
（
20
）、

必
要
と
な
り
借
用
・
筆
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

三
、
絵
や
記
述
の
比
較

こ
こ
か
ら
「
道
中
絵
」
七
点
の
比
較
を
行
い
た
い
。
い
ず
れ
も
江
戸
を
は
じ
ま
り
と

し
て
松
代
ま
で
の
街
道
を
描
く
が
、
折
本
・
冊
子
の
形
態
の
違
い
や
描
写
、
記
述
の
内

容
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
分
類
に
わ
け
ら
れ
る
。
①
は
真
田
家
伝
来
で
は
あ
る
が
、
真

田
家
や
参
勤
交
代
に
関
す
る
記
述
は
み
ら
れ
な
い
、「
古
歌
」
の
記
述
が
あ
り
、
目
的

を
も
っ
て
つ
く
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
詳
し
い
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。
④
と
⑤
に
も

「
古
歌
」
は
二
カ
所
に
あ
る
が
、
他
の
記
述
は
異
な
っ
て
お
り
、
①
と
の
関
連
性
は
考

え
に
く
い
。

②
と
③
は
い
ず
れ
も
絵
・
記
述
共
に
詳
細
で
あ
り
、
真
田
家
や
参
勤
交
代
の
記
述
も

多
く
み
ら
れ
る
。
特
に
②
は
松
代
藩
の
絵
師
・
三
村
自
閑
斎
筆
と
い
う
こ
と
か
ら
、
藩

主
や
藩
士
な
ど
依
頼
主
の
求
め
に
よ
り
つ
く
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
小
さ
い
な
が
ら
も

丁
寧
な
つ
く
り
に
な
っ
て
お
り
実
用
性
と
共
に
鑑
賞
と
し
て
も
十
分
楽
し
め
る
も
の
で

あ
る
。
③
は
前
述
の
と
お
り
、
②
か
ら
の
写
本
も
し
く
は
同
系
統
の
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。④

〜
⑥
は
絵
の
構
図
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
記
述
に
差
が
あ
る
。
④
⑤
は
参
勤
交

代
や
溜
池
御
屋
敷
の
記
述
が
あ
る
が
、
⑥
で
は
省
略
さ
れ
、
簡
略
化
さ
れ
た
印
象
を
受

け
る
。

こ
こ
か
ら
写
真
と
し
て
紹
介
す
る
板
橋
手
前
の
一
里
塚
の
比
較
を
み
た
い
。
左
頁
中

央
あ
た
り
に
④
・
⑥
・
⑦
に
は
一
里
塚
が
二
つ
み
ら
れ
る
が
、
⑤
に
は
一
里
塚
ら
し
き

も
の
が
一
つ
は
描
か
れ
て
い
る
が
、
も
う
一
方
が
な
い
。
折
本
の
①
〜
③
に
も
同
じ
一

里
塚
が
二
つ
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
⑤
の
一
里
塚
の
う
ち
の
一
つ
は
省
略
も
し
く
は
描

き
忘
れ
の
可
能
性
が
高
い
。
筆
写
さ
れ
る
順
序
を
考
え
る
な
ら
ば
、
⑤
か
ら
④
・
⑥
へ

の
流
れ
は
考
え
に
く
く
、
記
述
の
多
さ
を
考
え
る
と
、
現
存
す
る
う
ち
で
は
④
が
最
も

早
く
、
⑤
と
⑥
は
④
の
系
統
に
連
な
る
も
の
だ
ろ
う
。
⑦
は
参
勤
交
代
を
目
的
と
し
て

藩
士
間
で
「
道
中
絵
」
の
貸
し
借
り
が
お
こ
な
わ
れ
、
筆
写
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
興

味
深
い
。
ま
た
、
⑦
の
元
と
な
っ
た
鹿
野
茂
手
木
所
持
の
原
図
が
あ
り
、
そ
れ
は
④
〜

⑥
と
も
異
な
る
絵
や
記
述
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
松
代
藩
士
が
所
持
し
て

い
た
も
の
で
あ
る
が
、
真
田
家
や
参
勤
交
代
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
も
特

徴
と
い
え
よ
う
。

表
2
は
②
〜
⑤
の
参
勤
交
代
に
関
す
る
記
述
を
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て

文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）、
七
代
藩
主
・
真
田
幸
専
が
江
戸
か
ら
松
代
へ
向
か
う
参
勤

交
代
の
記
述
を
「
御
側
御
納
戸
日
記
」
か
ら
作
成
し
た
も
の
と
比
較
し
た
い
（
21
）。

基
本
的

な
「
御
小
休
」「
野
立
」「
御
泊
」
の
行
程
は
一
致
す
る
が
、
④
・
⑤
は
「
堀
田
村
」、

「
八
本
木
村
」
に
記
述
が
な
い
。
ま
た
、
松
代
城
下
に
入
る
直
前
の
正
源
寺
で
慣
例
と

な
っ
て
い
る
「
小
休
」
が
み
ら
れ
な
い
な
ど
異
な
る
部
分
も
あ
る
。
た
だ
「
道
中
絵
」

を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
参
勤
交
代
の
行
程
を
知
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
詳
細
を
記

述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
絵
だ
け
で
な
く
、
記
述
に
お
い
て
も
参
勤
交
代
に
関

す
る
何
か
し
ら
の
元
と
な
る
原
本
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
比
較
か
ら
、「
道
中
絵
」
は
第
一
に
は
①
、
第
二
に
は
②
・
③
、
第
三
に
は

④
〜
⑥
、
第
四
に
は
⑦
の
大
き
く
四
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
、「
道
中
絵
」
七
点
を
紹
介
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

七
点
は
す
べ
て
、
版
本
で
な
く
手
描
き
で
あ
り
、
折
本
と
冊
子
と
い
う
小
な
な
つ
く
り

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
机
上
で
じ
っ
く
り
鑑
賞
す
る
と
い
う
よ
り
は
持
ち
運
び
に
便
利
な

つ
く
り
と
い
え
る
。
ま
た
、
地
名
だ
け
で
な
く
、
そ
の
土
地
の
歴
史
や
名
所
な
ど
を
記
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表2

⑤松代藩より江戸まで参勤
交代道中記
上田市立図書館蔵

（破）

小休
（破）星野権之丞

小休

泊 休
小休
（破）
休
（破）

（破）

（破）

泊 休

（破）
（破）
（破）
（破）
（破）

（破）

御小休

野立
（破）
小休
小休
休

休 泊
小休
小休

小休

休 泊

休 泊

○丹右衛門
小休
（破）

②③④⑤の記述は資料のままである。虫損・欠損部分は（破）とした。

蕨宿
浦和宿

大宮宿

桶川宿
鴻巣宿

熊谷宿

本庄宿

松井田宿

横川

覗茶屋
山中茶屋
軽井沢宿

追分宿
平原村
小諸宿

ト屋新田

海野宿

鼠宿

上戸倉
下戸倉

④江戸道中絵
江戸より松代迄
個人蔵

小休

小休
星野権之丞

小休

泊 休
小休
（小）休
休

小休

泊 休

小休
小休 御泊
野立

休

小休 御泊

野立
泊 小休
小休
小休
休

休 泊
小休
小休

小休

休 泊

休 泊

○丹右衛門
小休
小休

板橋宿

蕨宿
浦和宿

大宮宿

桶川宿
鴻巣宿
吹上村
熊谷宿

深屋宿

本庄宿

新町宿
倉賀野宿
万日堂村

板鼻宿

松井田宿

横川
坂本宿
覗茶屋
山中茶屋
軽井沢宿

追分宿
平原村
小諸宿

ト屋新田

海野宿

鼠宿

上戸倉
下戸倉
矢代宿

③中山道々中記
個人蔵

小休

小休 野立
星野権蔵

御小休

泊
小休
小休
昼小休
小休

小休

小休 野立

泊

小休
小休
小休
小休 野立
昼休

野立

泊

野立
小休
小休
小休
昼

小休 野立

泊
小休
小休

小休

記述なし
小休
泊
小休

小休
小休

板橋

蕨宿
浦和宿
廣原と大宮
宿の間

桶川宿
鴻巣宿
吹上村
熊谷宿
かごはら村

深屋宿

堀田村

本庄宿

新町宿
倉賀野宿
万日堂
豊国村
板鼻宿
立ハ
八本木村

松井田宿

横川村
坂本宿
覗の茶屋
山中茶屋
軽井沢宿

沓掛宿

追分宿
平原村
小諸宿

ト屋新田村

海野宿
上田宿
鼠宿
坂木宿

矢代宿
正源寺

②従江戸松代迄道中記
個人蔵

小休

小休 野立
昼休

小休

泊
小休
小休
昼小休
小休

小休

小休 野立

泊

小休
小休
小休
小休 野立
昼休

野立

泊

野立
小休
小休
小休
昼

小休 野立

泊
小休
小休

小休

昼休
小休
泊
小休

小休
小休

板橋

蕨宿
浦和宿
廣原と大宮
宿の間

桶川宿
鴻巣宿
吹上村
熊谷宿
かごはら村

深屋宿

堀田村

本庄宿

新町宿
倉賀野宿
万日堂
豊国村
板鼻宿
立ハ
八本木村

松井田宿

横川村
坂本宿
覗の茶屋
山中茶屋
軽井沢宿

沓掛宿

追分宿
平原村
小諸宿

ト屋新田村

海野宿
上田宿
鼠宿
坂木宿

矢代宿
正源寺

文化元年（1804）
「御側御納戸日記」（国文学
研究資料館所蔵真田家文書
い221）より作成

小休
小休
野立

昼休

小休

野立
泊
小休
小休
昼休
野立
泊
（本庄宿へ宿泊
のところ、小山
川が出水のため
渡れず宿へ）
野立
泊
（神奈川が出水
のため渡れず宿
へ）
小休
小休
小休

昼休

野立

泊
御供揃
野立
小休
小休
小休
昼休

野立

泊
小休
小休

小休

昼休
小休
泊

小休

小休
小休

高田馬場
板橋
辻村

浦和

大宮

天神橋
桶川
鴻巣
吹上村
熊谷
篭原

深谷

堀田村

本庄

新町
倉賀野
万日堂

板鼻宿

八本木村

松井田

横川村
坂本
覗茶屋
山中茶屋
軽井沢
沓掛外レ
観音堂
追分
平原村
小諸
ト
屋新田
海野
上田
鼠

上戸倉

矢代
正源寺
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述
す
る
こ
と
か
ら
旅
人
の
求
め
に
応
じ
て
つ
く
ら
れ
、
道
中
の
案
内
に
役
立
つ
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
松
代
藩
の
参
勤
交
代
の
実
際
と
記
述
の
内
容
は
ほ
ぼ
一
致
す

る
こ
と
か
ら
、
参
勤
交
代
の
行
程
を
知
り
得
る
作
者
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
絵
と

あ
わ
せ
て
、
記
述
に
つ
い
て
も
原
本
と
な
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
も
推
測
し
た
。

「
道
中
絵
」
七
点
は
大
き
く
四
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
と
考
え
た
が
、
元
と
な
っ

た
原
本
か
ら
い
く
つ
か
の
系
統
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
流
れ
を
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
今
後
、
新
資
料
の
発
見
に
よ
り
、
絵
や
記
述
の
違
い
や
伝
来
経
緯
な
ど
に
よ

り
詳
し
い
分
析
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（
1
）
忠
田
敏
雄
『
参
勤
交
代
道
中
記
―
加
賀
藩
史
料
を
読
む
ー
』（
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
）

『
参
勤
交
代

巨
大
都
市
江
戸
の
な
り
た
ち
』（
江
戸
東
京
博
物
館
、
一
九
九
七
年
）

『
大
名
の
旅

徳
島
藩
参
勤
交
代
の
社
会
史
』（
徳
島
市
立
徳
島
城
博
物
館
、
二
〇
〇
五
年
）

『
大
名
の
旅
―
本
陣
と
街
道
―
』（
松
戸
市
立
博
物
館
、
二
〇
〇
七
年
）

丸
山
雍
成
『
参
勤
交
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）

『
福
井
藩
と
江
戸
』（
福
井
市
郷
土
博
物
館
、
二
〇
〇
八
年
）

根
岸
茂
夫
『
大
名
行
列
を
解
剖
す
る
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど

（
2
）
田
仲
い
ず
み
「
松
代
藩
の
参
勤
交
代
」（『
松
代
』
二
一
号
、
二
〇
〇
七
年
）

（
3
）
企
画
展
図
録
『
大
名
の
旅

松
代
藩
の
参
勤
交
代
』（
真
田
宝
物
館
、
二
〇
一
一
年
）

真
田
宝
物
館
だ
よ
り
「
六
連
銭
」
第
28
号
、
二
〇
一
一
年

（
4
）
山
本
光
正
『
街
道
絵
図
の
成
立
と
展
開
』（
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）

同
「
旅
行
案
内
書
の
成
立
と
展
開
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
五
五
集
、

二
〇
一
〇
年
）

（
5
）
真
田
宝
物
館
所
蔵
資
料

書
画
8‐

28‐

2

（
6
）
前
掲
（
3
）
図
録
に
七
点
の
う
ち
六
点
の
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
、
参
照
さ

れ
た
い
。

七
点
の
ほ
か
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
資
料
に
「
江
戸
よ
り
松
代
行
程
図
」（
冊
子
・

写真

⑦「江戸より松代迄道中記」長野県立歴史館

⑤「松代藩より江戸まで参勤交代道中記」上田市立図
書館蔵

④「江戸道中絵 江戸より松代迄」個人蔵

⑥「江戸道中絵」県立長野図書館
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14.0×21.0

）、
類
似
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
坂
橋
区
立
郷
土
資
料
館
所
蔵
資
料
「
江
戸
道

中
絵
」（『
文
化
財
シ
リ
ー
ズ
第
98
集
坂
橋
宿
の
歴
史
と
資
料
―
宿
場
の
町
並
と
文
化
財

―
』）が
あ
る
。

（
7
）
松
代
藩
の
参
勤
交
代
の
行
程
を
文
字
で
記
述
し
た
資
料
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

「
道
中
記
（
松
代
よ
り
麻
布
溜
池
ま
で
）」（
真
田
宝
物
館
所
蔵
三
沢
家
資
料

文
書
9‐

3
）

「
道
中
記
（
江
戸
よ
り
松
代
迄
）（
真
田
宝
物
館
所
蔵
三
沢
家
資
料

文
書
9‐

4
）

「
道
中
記
（
上
屋
敷
よ
り
松
代
迄
之
里
程
調
）」（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
依
田
家
文
書
179
）

な
ど

（
8
）
滝
沢
貞
夫
「
松
代
文
庫
に
つ
い
て
」（『
松
代
』
二
号
、
一
九
八
九
年
）

（
9
）
原
田
和
彦
「
真
田
家
伝
来
の
大
名
道
具
と
道
具
帳
」（『
松
代
』
第
一
三
号
、
二
〇
〇
〇
年
）

同
「
真
田
家
に
お
け
る
典
籍
の
集
積
と
流
出
」（『
松
代
』
第
二
三
号
、
二
〇
〇
九
年
）

（
10
）
影
山
純
夫
「
真
田
宝
物
館
所
蔵
の
狩
野
派
絵
画
」（『
松
代
』
第
六
号
、
一
九
九
三
年
）

同
「
松
代
藩
絵
師
三
村
晴
山
」（『
神
戸
大
学
教
育
学
部
研
究
論
叢
』
第
四
四
巻
第
一
部
、
一

九
九
四
年
）

（
11
）「（
花
御
丸
御
普
請
ニ
付
御
家
中
上
下
并
町
方
在
々
職
人
其
外
人
足
代
金
等
御
用
達
取
立
元

帳
）
明
和
八
年
十
月
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
あ
一
三
二
八
）

前
掲
（
10
）

（
12
）『
松
代
藩
の
絵
師
―
三
村
晴
山
―
』（
真
田
宝
物
館
、
二
〇
〇
六
年
）

拙
稿
「
豊
臣
秀
吉
・
徳
川
家
康
・
真
田
信
之
像
」
に
つ
い
て
（『
長
野
市
立
博
物
館
紀
要
』
第

一
二
号
、
二
〇
一
一
年
）

（
13
）
史
料
館
叢
書
8
『
真
田
家
家
中
明
細
書
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
）

（
14
）「
副
司
日
記

寛
政
二
年
十
月
〜
十
二
月
」（
長
國
寺
所
蔵
文
書
）

（
15
）
原
田
和
彦
「
信
濃
国
松
代
藩
の
江
戸
藩
邸
変
遷
史

稿
」（『
松
代
』
第
二
二
号
、
二
〇
〇
八

年
）

（
16
）「
宝
暦
度
ヨ
リ
明
治
度
迄

与
太
れ
曽
つ
祢
奈
れ
武
宇
ゐ
乃
於
久
也
末
け
不

中
巻
（
真
田
家

家
中
明
細
）」（
長
野
市
立
博
物
館
所
蔵
浦
野
家
文
書
13
）

（
17
）
田
中
誠
三
郎
『
真
田
一
族
と
家
臣
団

そ
の
系
譜
を
さ
ぐ
る
』（
信
濃
路
、
一
九
七
九
年
）

（
18
）
前
掲
（
17
）

（
19
）
前
掲
（
13
）

（
20
）「
御
行
列
帳

依
田
政
之
進
写
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
松
代
藩
依
田
家
文
書
195
）
な
ど
に
よ

る
。

（
21
）
前
掲
（
2
）
参
照
。
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研
究
ノ
ー
ト

真
田
家
の
道
具
帳

―
嘉
永
五
年
か
ら
安
政
三
年
の
道
具
帳
に
つ
い
て
―

山
中
さ
ゆ
り

は
じ
め
に

近
世
大
名
真
田
家
に
伝
来
し
た
文
書
（
以
下
、
真
田
家
文
書
）
は
、
近
年
、
真
田
家

文
書
を
七
万
点
余
り
収
蔵
す
る
国
文
学
研
究
資
料
館
に
よ
っ
て
、
資
料
の
構
造
分
析
の

手
法
を
取
り
入
れ
た
目
録
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
資
料
の
出
所
・
伝
来
を
明
ら

か
に
し
、
松
代
藩
の
行
政
機
構
や
職
掌
の
あ
り
方
な
ど
を
考
え
る
研
究
が
進
め
ら
れ
て

い
る
（
1
）。

一
方
、
真
田
家
伝
来
の
大
名
道
具
を
収
蔵
す
る
真
田
宝
物
館
に
お
い
て
も
、
収
蔵
す

る
一
万
七
〇
〇
〇
点
余
り
の
真
田
家
文
書
を
大
名
道
具
の
一
部
と
捉
え
て
研
究
が
な
さ

れ
つ
つ
あ
る
（
2
）。

筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
真
田
宝
物
館
に
収
蔵
さ
れ
る
大
名
道
具
の
分
類
別

目
録
刊
行
に
携
わ
り
、
あ
わ
せ
て
真
田
家
文
書
中
に
含
ま
れ
る
三
五
〇
点
あ
ま
り
の
道

具
帳
の
な
か
か
ら
折
に
触
れ
て
検
討
を
加
え
て
き
た
（
3
）。
そ
の
過
程
で
、
文
書
と
道
具
は

一
括
で
伝
来
し
た
も
の
で
あ
り
、
道
具
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
上
で
、
文
書
と
道
具
を

分
け
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
感
じ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
藩
庁
や
奥
向
き
で
は
、

文
書
だ
け
で
な
く
道
具
も
所
有
し
て
、
部
局
ご
と
に
文
書
と
道
具
が
保
存
、
管
理
さ
れ

て
き
た
は
ず
で
あ
り
、
文
書
の
出
所
や
管
理
主
体
を
明
ら
か
に
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、

道
具
も
そ
れ
に
な
ら
っ
て
考
え
ら
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

大
名
道
具
は
そ
の
使
用
者
が
重
要
な
情
報
で
あ
る
が
、
多
く
は
不
明
で
、
そ
う
な
る

と
美
術
品
的
な
価
値
判
断
し
か
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
そ
こ
に
道
具
の

出
所
や
管
理
、
使
用
場
所
な
ど
が
判
明
す
れ
ば
、
よ
り
道
具
に
多
く
を
語
ら
せ
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
考
え
か
ら
、
道
具
の
出
所
・
管
理
・

使
用
を
で
き
る
だ
け
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
標
に
、
数
多
く
残
る
道
具
帳
の
検
討
を

試
み
る
も
の
で
あ
る
。

一

真
田
家
伝
来
道
具
帳
の
整
理

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
真
田
家
文
書
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
（
以
下
、
資
料
館
）

と
真
田
宝
物
館
（
以
下
、
宝
物
館
）
と
に
分
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
資
料
館
所
蔵

分
の
内
、
道
具
帳
に
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、
宝
物
館
所
蔵
分
の
う
ち
、
道
具
に
関

係
す
る
も
の
を
抽
出
し
た
（
表
1
）。
表
紙
な
ど
か
ら
現
時
点
で
現
時
点
で
出
所
が
う

か
が
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
記
し
、
縁
組
に
か
か
わ
る
道
具
帳
に
つ
い
て
も
そ
の
旨
を

記
載
し
た
。
縁
組
時
の
道
具
帳
は
、
他
家
へ
嫁
ぐ
場
合
に
真
田
家
で
準
備
し
た
道
具

と
、
逆
に
他
家
か
ら
嫁
入
り
の
際
に
持
ち
込
ん
だ
道
具
の
二
種
類
に
わ
け
ら
れ
る
と
推

測
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
後
の
管
理
に
つ
い
て
は
書
か
れ
て
い
な
い
の

で
、
そ
の
性
格
か
ら
道
具
帳
と
同
じ
検
討
の
仕
方
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
（
4
）。

出
所
は
一
見
し
て
、
御
側
御
納
戸
役
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
す
べ
て
を
一
度
に
検

討
す
る
こ
と
は
分
量
か
ら
い
っ
て
も
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
も

の
か
ら
検
討
を
加
え
た
い
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
宝
物
館
所
蔵
分
の
う
ち
、
資

料
番
号
文
6－
3
の
14
点
で
あ
る
。
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表1 真田家伝来道具帳
備考出所（作成）

御用部屋置附

御側御納戸

藤田為之丞

御茶道
武具奉行
但岡野平右衛門御預之控
帳 大熊五郎右衛門

御刀番

御刀番

南部坂御刀番

（御刀番）

御刀番

御刀番

御刀番

御刀番

月岡万里
御側御納戸
御奥元〆役
御側御納戸

御部屋御刀番

御刀番

御刀番

御刀番
御刀番
御奥元〆役
井上河内守家中赤垣源兵
衛ほか 祢津小膳宛
御側御納戸
御側御納戸
御側御納戸
（御膳所）

年月日
慶応4年3月・明治
3年4月

天保3年閏11月・4
年10月

天保元年12月

文政5年12月－6年
7月

天保11年3月
慶応2年4月改

寛文7年12月

文政6年10月－12年
10月
文政11年3月－天保
2年7月
天保12年7月－14年
10月
弘化3年3月－嘉永
4年7月
弘化5年3月－嘉永
6年10月
嘉永7年3月－慶応
元年5月
元治元年4月－慶応
元年9月
慶応2年3月－明治
2年4月
明治7年9月
明治7年9月
明治3年1月
明治2年8月
嘉永7年6月改
明治2年8月

嘉永2年9月－5年
5月
嘉永6年3月
文久元年6月－元治
元年
慶応2年3月
明治2年2月
安政6年11月より

寛政12年4月

慶応4年1月

明治3年閏10月
慶応2年3月

史料名

御腰物帳

諸御道具類控へ

御腰物箪笥入記・吉光御長持入記

表御納戸御道具帳 嘉永七年一月
表御納戸御道具帳 御幕御簾之部 嘉永
七年六月
御預御道具帳 表御納戸 嘉永七年十一月
真松院様・真珠院様御道具帳 表御納戸
嘉永七

亮諦院様御守刀御守袋御大小註文
（御腰物目録）

小太郎様御大小御拵書留

被下分御存書
御道具帳 御茶道 天保十一年
殿様御馬具帳

御下屋敷御土蔵御座候御道具覚（写）

端午重陽暮御仕入物控

若殿様御分端午重陽暮御仕入物申立控

端午重陽暮御仕入物申立控

（端午重陽暮御仕入物申立控）

端午重陽暮御仕入物帳

端午重陽暮御仕入物控

御上京ニ付御仕入物幷端午重陽暮御仕入
控
御上京ニ付御仕入物幷端午重陽暮御仕入
控
南御土蔵御道具取調帳
北御土蔵御道具取調帳
江府御茶道御預御掛物並御道具入記
江府御残御道具帳
御奥御道具帳
於東京御譲御道具帳
御庭御土蔵御道具入記
南土蔵御道具入記
御道具帳（御手元一番・二番長棹入）
御道具帳

御乗出被御仕入御道具帳

御道具帳 御刀番 嘉永六年三月

御出前御道具帳

御道具帳（慶応二年三月御持込道具）
御道具帳 御刀番
雄若様御道具帳

心蓮院様御道具請取帳

御反物帳
（御反物帳）
御表召・御装束下召・御火事具
御持込御膳所御道具帳

史料番号

あ1031

あ3184

あ3185

あ3186

あ3187

あ3188

あ3189

あ3190
あ3191

あ3192

あ3193
あ3194
あ3195

あ3196

あ3197

あ3198

あ3199

あ3200

あ3201

あ3202

あ3203

あ3204

あ3207
あ3208
あ3209
あ3210
あ3211
あ3212
あ3213
あ3214
あ3215
あ3216

あ3217

あ3218

あ3219

あ3220
あ3221
あ3223

あ3224

あ3227
あ3228
あ3229
あ3233

26A

26A

26A

26A

26A

26A

26A

26A
27A

26A

28A
26A
26A

26A

26A

26A

26A

26A

26A

26A

26A

26A

26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A

26A

26A

26A

26A
26A
26A

26A

26A
26A
26A
26A
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御膳所
（御膳所）
御膳所
御膳所
御膳所

作事所

監督方
家令大熊教政

御側御納戸

大瀬登ほか

御在所廻り

御側御納戸

御家従

宮下謙大夫御側御納戸
御側御納戸

御側御納戸
御側御納戸
御刀番
山田宗古他

湯本三左衛門

慶応2年4月
慶応2年4月

嘉永7年4月
慶応元年6月
明治5年2月
明治11年11月6日

文政12年4月6日

天明8年

天保15年6月

明治

慶応4年3月
明治6年10月

辰5月
明治3年3月－6月
弘化2年10月
弘化2年10月
弘化2年6月
嘉永5年8月
嘉永5年4月
弘化4年9月
弘化4年9月
安政6年1月
安政4年－5年

安政5年8月15日

4月
丑4月
文政12年
文政12年4月

御譲御道具帳
新規御仕入御次前御道具帳（食器類）
御道具取調帳
御常用御道具其外取調帳控
御膳所預り御道具控へ
於晴様御婚礼前御古服御夜具類御仕度御
出来帳
於晴様御引移之節御持込ニ相成候御道具
晴姫様御婚礼之節御出来ニ相成候御道具
晴姫様御逗留被為入候節為御持御道具書抜
晴姫様御逗留被為入候節為御持御道具帳
取調草稿
揚扇子雛型
御ゆずり御雛幷御道具覚
御殿二ノ割建具品々注文
（慶応元年六月御参府御常用御道具覚）
諸向より品々受取物覚
（琴平町邸内土蔵より盗難届控）
若殿様御召物御道具類幷御書物等御焼失
之覚
申六月十一日焼失物品々書上帳
貞姫様・秀姫様御道具帳下調 御在所廻
り呉服覚
御道具帳
御道具入組
御道具入組帳
御庭御文庫土蔵入御道具記 丁印、
御広庭御茶屋脇御土蔵入御道具入記 戌印
御道具帳 辛印
御書院脇御土蔵入御道具記 丙印
新御土蔵入 天保3年調
割印留帳
松印御道具南天印御道具御払元帳
御茶事御道具覚
御馬具類取調帳
御出前御次共洋鞍取調帳
両屋敷御土蔵入御道具覚
看板類其外御道具類請取帳
御召覚
御召覚
はる姫様御道具帳
晴姫様御祝用御召類覚
小川町様江申出候御道具品々控
小川町様より廻り候御茶道具覚
小川町様より廻り候御茶の湯道具覚
御呉服御譲帳
御仕立物・御染物申付控帳
貞松院様御持込御道具控
御装束取調帳（能装束）
御出生様御待受御道具廻り候覚
（御道具取調帳）
（御有合道具取調控）
（諸道具取調帳綴）
（殿様より御譲り被進候御品覚）
（御召物覚帳 断簡）
（御召物・取調帳）
（御参内御用意申上伺控）
（焼失之御道具申上書控）
御腰物覚帳 文政十二年
御腰物引渡覚

あ3234
あ3235
あ3236
あ3237
あ3238

あ3239

あ3240
あ3241
あ3242

あ3243

あ3244
あ3245
あ3246
あ3247
あ3248
あ3249

あ3250

あ3251

あ3252

あ3253
あ3254
あ3255
あ3256
あ3256
あ3256
あ3256
あ3256
あ3257
あ3258
あ3259
あ3260
あ3261
あ3262
あ3263
あ3264
あ3265
あ3266
あ3267
あ3268
あ3269
あ3270
あ3271
あ3272
あ3273
あ3274
あ3276
あ3277
あ3278
あ3279
あ3280
あ3281
あ3282
あ3283
あ3284
あ3501
あ3502

26A
26A
26A
26A
26A

26A

26A
26A
26A

26A

26A
26A
26A
26A
26A
26A

26A

26A

26A

26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
26A
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小林太一郎

御勘定所元〆

御側御納戸
（御側御納戸カ）
久保極人、片岡十郎兵
衛、山岸助蔵→常田三
郎、竹内晋平、鹿野茂手
木宛

竹内晋平・鹿野茂手木

小山田菅右衛門外
御側御納戸
中俣一平外
東御殿御側御納戸
東御殿御側御納戸
東御殿御側御納戸
東御殿御側御納戸
表御納戸

篠原玄理改

司金
司金

御側御納戸

御家扶
学校庶務

東京市四谷区松本五郎他
→真田伯爵家御中
松代別邸
御武具方
御普請御用掛・御用懸・
御用取扱

御在庫品整理委員

河原理助→成沢九十九

明治2年7月中旬調
天保15年8月～弘化
3年
（元和2年～明暦3年）
享保12年6月
天保15年4月
天保15年10月

天保15年8月

天保15年5月

嘉永5年5月
嘉永5年5月
嘉永5年9月
嘉永5年11月
嘉永5年11月
嘉永5年11月
嘉永5年11月
嘉永7年11月
明和5年9月～文化
11年8月

明治3年閏10月
明治4年12月
明治4年12月

明治13年9月
明治4年4月
明治5年

明治30年10月

昭和11年

昭和11年
文久元年11月

寛政10年～弘化5年

大正9年
大正9年

大正9年

大正8年8月

貞享2年

大正7年

明治5年8月改

天保15年6月

明治26年5月

（明治33年）
（明治9年）

諸看板桐油合羽其外品々取調元帳写

御本丸炎上品々留

松本城本丸残置諸道具目録（写）
御腰物十河半蔵成沢庄蔵方より請取帳
御道具帳 南部坂御土蔵
御道具帳 御上屋敷

御道具帳（道具譲受）

御譲御品（大雲院様）之御品若殿様え御
譲、受取帳案
（御譲御道具引渡目録）
御先代様より御譲御召物類入御長棹入記
御手許御筒入記（引渡目録）
御道具帳 御庭御土蔵・御上屋敷御土蔵
御役所御道具
御屏風帳
諸所御鍵覚
御預御道具帳

伽羅入記（銘香切出帳）

御城附武具引渡帳面写・御手前御武具
（御平常御召其外引渡帳）
御腰物御元帳外御品御引渡帳
御腰物引渡帳 弐番～八番
御道具御入記 一番～六十一番
二番并御庭御土蔵入記
（土蔵御道具仮目録） 弐番・三番土蔵
（照合記入）
三番御土蔵仮御道具帳・御掛物仮入記
御掛物帳
元士官学校御道具帳
御書目外入記
貞松院様仮御道具帳附御書目

御品控（道具・建物買受見積）

本邸御荷物蔵置書
御武器帳 壱番～拾七番・損物取調帳

（出精御褒被下物帳）

［日記目録］
［諸記録目録］
御側御納戸日記 真田家御別邸（表記の
ほか御膳番・御刀番日記目録
［日記］（大正八年から大正十四年までの
松代別邸倉庫内品々整理日誌）
日記書抜写（桜田上屋敷被召上之節）
御財産仮調
［引継書］（吉光御腰物、道具帳、御武器
帳そのほか）
御馬具御元帳
貞姫様築地御屋敷江御逗留ニ付御持込之
御品覚
御宝蔵御品々覚
（道具帳）
［御土蔵御道具差出記］
御土蔵御道具帳
（御腰物調記）
真晴院様御蔵書目録控

あ3674

41

102
103
104
105

106

107

108
109
110
111
112
113
114
115

116

117
118
119
120
121
122

123－1～2

124－1～2
125
126
127
128

129

130
131－1～18

169

184
185

186

328

329
457

465

503

547

621
622
623
624
625
626

26A

寄託

寄託
寄託
寄託
寄託

寄託

寄託

寄託
寄託
寄託
寄託
寄託
寄託
寄託
寄託

寄託

寄託
寄託
寄託
寄託
寄託
寄託

寄託

寄託
寄託
寄託
寄託
寄託

寄託

寄託
寄託

寄託

寄託
寄託

寄託

寄託

寄託
寄託

寄託

寄託

寄託

寄託
寄託
寄託
寄託
寄託
寄託
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表御納戸御預り御
巻物目録与引合小
書致置

外袋「御長持入
記」「御 側 御 納
戸」

壱番～五番御長持
入りまであり
外袋「御召物之義
付文政十亥年四月
御側御納戸御書附
入 御召物調帳」

幸貫側役などを中
心に、役付のもの
へ被下物

大名小路引移
どこの土蔵か不明
道具帳ではない、
公用人から御茶道
へ道具渡し

金額と数量

六代幸弘箆刀役の
際の仕入道具
老中関係資料か
老中関係資料か
半求庵（阿部休
巴）ニ而出茶とあ
り、茶懐石の記録

矢野唯見
給禄方

御書物掛
大日方大夫直貞・堤右衛
門俊詮

御側御納戸
御側御納戸
御側御納戸

御側御納戸

（御側御納戸）
御側御納戸
御側御納戸

（南部坂御土蔵）

岩瀬弥七郎・品川藤兵衛
（幕府通詞か？）

山路弥左衛門（諧孝：幕
府天文方）

御側御納戸

仲俣一平（御側御納戸）

御膳番→御総役中

御勘定吟味

大木六兵衛

明治13・14年
明治6年12月

12月
明治14年

延宝3年
大正・昭和期

明和4亥年5月改

嘉永5年
嘉永5年
安政2年

安政3年

（安政元年）閏7月
8日

嘉永3年7月

嘉永4年

文政10亥年4月

嘉永元申年

嘉永5年10月

11月
2月

6月13日

子 5月

天保14年9月19日
天保14年9月19日

御蔵内日記書類下調 壱・弐 仮目録共
諸帳面目録
茶器目録
［御書物拝借証］

［申上］（真田家古文書所持取調申上）

舞楽御道具仕上目録 全
資産関係書類

御弓書目録

五番御長持御入記
二十六番御長持入記・二十七番御長持入記
壱番御長持入記
安壱番・辰壱番・辰二番・六番・八番・
二十二番・弐拾弐番、二十五番御長持入
記
御書院御庭御土蔵入 外
御在所送り 子印御長持入記 引合済
壱番御長持入記 外
（土蔵并ニ長持番号）
御庭新一番御土蔵御二階棚之部
十番諸箱之印 新二ばん御ひつ入記
壱番御小袖箪笥入記

御茶器三番入記

（収蔵書籍一覧）
南部坂御土蔵分御二階上之部 外

書籍銘書写

嘉永四年辛亥舶来書目

御預り蘭書之内兵学ニ預り候御書籍目録

別段御譲被進御品覚（袋・真月院様より
御譲御道具帳其外書類入）

御歳暮被進被下調

御殿召之部（御召物覚）
嘉永元申年中俣調（画幅留）

御納戸払帳

（書籍題名）
極密申上（御道具知不申内々申上）
内々奉伺書状（御側御道具入土蔵修復之件）

御宅御寄合之節之道具之儀ニ付申上

御用書籍目録 山城名勝志外
御用書籍目録（兵書関係四点）
書籍題名
御献上御式正御産刀御道具一式御仕様御
入用書
小笠原縫殿助差出家伝之書物目録写
小笠原縫殿助差出家伝之書物目録写

懐石附

627－1～15
667
744
745

838

904
948

2－1－2

6－3－1
6－3－2
6－3－3

6－3－4

6－3－5
6－3－6
6－3－7
6－3－8
6－3－9
6－3－10
6－3－11

6－3－12

6－3－13
6－3－14

6－4－11

6－4－12

6－4－66

6－4－71－1

6－6－1

6－6－4
6－6－14

6－8－7

6－14－1
6－16－48－1
6－16－76－2

6－16－76－4

6－16－77－1
6－16－77－2
6－17－93

6－17－146－1

6－21－123－1
6－21－123－2

7－5－4－2

寄託
寄託
寄託
寄託

寄託

寄託
寄託

文

文
文
文

文

文
文
文
文
文
文
文

文

文
文

文

文

文

文

文

文
文

文

文
文
文

文

文
文
文

文

文
文

文
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半求庵（阿部休
巴）ニ而出茶とあ
り、茶懐石の記録
順操院関係か

数寄屋橋は深溝松
平家か
数寄屋橋は深溝松
平家か

袋入り

24－2「武器調帳
三帖」袋入り

御縁女様御道具

御縁女様御道具

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

木内求喜（武具奉行）・
片岡十郎右衛門

（矢沢）将監

御部屋御側御納戸
仙台屋→御役所御役人衆中

萬屋七兵衛→真田会計

萬屋七兵衛→真田会計

→南沢喜久人

石川様江御送り取計

久保成（家扶）手録

仙台屋善蔵→御役所御役
人中

黒江屋孫左衛門

黒江屋孫左衛門→真田様
御中

ぬしや石川

琴師・石村兵治郎→真田
様

仙台屋善蔵→会計方

文化6年12月

（文化5年カ）閏6
月

閏6月

7月

弘化3年
1月29日

明治
明治以降

明治

明治

明治16年12月吉日

明治17年3月吉日

明治17年1月

明治13年12月

明治18年9月19日

10月5日

10月10日

10月16日

懐石附

諸箱入記
吉光御腰物・青貝御紋附御文庫入注文

数寄屋橋様御道具帳

数寄屋橋様御召物覚帳

御武器之内新規并御修復御出来之御道具
調帳
新規并御修復御武器調帳 木内求喜 片
岡十郎右衛門
御有合御武器調帳 木内求喜 片岡十郎
右衛門
口上覚 木内求喜 片岡十郎右衛門
（御納戸并御蔵残物調披見）
御旧記抜目録
（御旧記目録）
御道具帳
（婚礼調度品見積書）
（婚礼調度被服等支払分覚）
献上品并献上者名面留
（献上品并献上者名面）
御道具目録（袋・明治六年二月幸民公御
婚姻御目録の内）
御道具目録（袋・明治六年二月幸民公御
婚姻御目録の内）
御婚礼御用御召呉服物売上（袋・明治十
七年於満佐様御結婚御一件切手類の内）
御婚礼御用御召呉服物売上（袋・明治十
七年於満佐様御結婚御一件切手類の内）
（婚礼御道具書留）
（婚礼御道具書留）
（御呉服類書留）（袋・明治十七年十二月
於政様御縁組御一件書類の内）
（御道具類目録）（袋・明治十七年十二月
於政様御縁組御一件書類の内）
於政様恩荷物入記（袋・明治十七年十二
月於政様御縁組御一件書類の内）
（御道具類書留）（袋・明治十七年十二月
於政様御縁組御一件書類の内）
（御道具類書留）（袋・明治十七年十二月
於政様御縁組御一件書類の内）
（御呉服類書留）（袋・明治十七年十二月
於政様御縁組御一件書類の内）
（松代表御残真晴院様御道具調帳）（袋・
明治十七年十二月於政様御縁組御一件書
類の内）
御道具目録（袋・明治十八年七月於周様
御縁組書類）
御積り書（長持）（袋・明治十八年七月
於周様御縁組書類）
上（御積り書・御仕舞道具外）（袋・明
治十八年七月於周様御縁組書類）
（御積り書、硯箱・料紙箱）（袋・明治十
八年七月於周様御縁組書類）
（御積り書、御仕舞道具外）（袋・明治十
八年七月於周様御縁組書類）
御琴袋直段積書記（袋・明治十八年七月
於周様御縁組書類）
（箪笥・長持寸法図面）（袋・明治十八年
七月於周様御縁組書類）

7－5－4－3

9－1－11－20
10－1－6－1－3

11－1－18－2

11－1－18－3

11－1－24－1

11－1－24－2－1

11－1－24－2－2

11－1－24－2－3
11－1－47－10－21
11－1－47－31
11－1－47－32
11－4－12
11－4－24－10－1
11－4－24－10－2
11－4－24－11
11－4－24－9

11－5－4－9－6

11－5－4－9－9

11－5－5－1－1

11－5－5－1－2

11－5－5－5－8
11－5－5－5－9

11－5－6－1－10

11－5－6－1－12

11－5－6－1－2

11－5－6－1－3

11－5－6－1－8

11－5－6－1－9

11－5－6－2－7

11－5－7－2

11－5－7－27

11－5－7－28

11－5－7－29

11－5－7－30

11－5－7－31

11－5－7－32

文

文
文

文

文

文

文

文

文
文
文
文
文
文
文
文
文

文

文

文

文

文
文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

― 67―



縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

縁組

師岡源兵衛、久保
極人、榎田弥惣兵
衛（御家従）あて

黒江屋→御役所御中

萬屋七兵衛→真田様御表
御役人御中
萬屋七兵衛→真田様御奥
御取次衆中様

祝いの贈物書き連ねか

河原理助

塗師職石川市次郎→会計

島津家家扶

井上五郎左衛門、大熊
謙、磯田小藤太、興津権
右衛門

明治18年11月6日

3月28日

明治18年1月

11月3日

明治18年10月12日

（明治19年）1月

明治18年12月

明治28年8月29日

明治28年10月29日

明治13年9月
明治13年9月

明治20年11月22日

明治3年4月

（明治）13年9月改

於千嘉様御婚姻ニ付御出来御道具類請取
書（袋・明治十九年十一月於周様御婚姻
御入料切手類の内）

御油頭調書

御召呉服通（袋・明治十九年十一月於周
様御婚姻御入料切手類の内）
（御道具帳目録）（袋・明治十九年十一月
於周様御婚姻御入料切手類の内）
（御土産物控）（袋・明治十九年十一月於
周様御婚姻御入料切手類の内）
御土産物（袋・明治十九年十一月於周様
御婚姻御入料切手類の内）
御表御奥出入御土産物（袋・明治十九年
十一月於周様御婚姻御入料切手類の内）
御知嘉様御婚姻ご入料記（袋・明治十九
年十一月於周様御婚姻御入料切手類の
内）
（諸事書留）（袋・明治十九年十一月於周
様御婚姻御入料切手類の内）
おちか様御婚姻ニ付種々大義御賞被下名
面書（袋・明治十九年十一月於周様御婚
姻御入料切手類の内）
於千嘉様御婚姻ニ付御入料切手類
御道具塗木地壱式見積書（明治二十八年
松子様御縁組ニ付書類）
松子様御道具品目録（明治二十八年松子
様御縁組ニ付書類）
（御召物類書留）（明治二十八年松子様御
縁組ニ付書類）
御道具調（松子様御縁組要件入 明治28
年八月ヨリ）
金物類御買上御注文物
（夜具類調）（松子様御縁組要件入 明治
28年八月ヨリ）
（御仕舞道具調）（松子様御縁組要件入
明治28年八月ヨリ）
（御道具小物調）（松子様御縁組要件入
明治28年八月ヨリ）
松子様御道具品目録（明治二十八年松子
様御縁組ニ付書類）
桜印御召物類入記 控（明治二十八年松
子様御縁組ニ付書類）
（御召物・夜具調）田鶴子様大村様江御
引移一件書類 明治31年5月ヨリ）
器物調田鶴子様大村様江御引移一件書類
明治31年5月ヨリ）

（長棹・箪笥外調）田鶴子様大村様江御
引移一件書類 明治31年5月ヨリ）
（御道具調）（田鶴子様大村様江御引移一
件書類 明治31年5月ヨリ）
（装飾品調）（田鶴子様大村様江御引移一
件書類 明治31年5月ヨリ）
第二番御土蔵御二階仮御道具帳
第二番御土蔵御二階下仮御道具帳
御小道具・白木御長持入御道具帳
御所有御筒取調帳

御鎧并御武器御譲御召物等

（掛物調帳）肖像画・藩主直筆物
南御土蔵御二階北より南江御棚御道具類外
（茶道具調帳）（仮綴）
（楽器調帳）（仮綴）

11－5－8－1

11－5－8－2

11－5－8－3－1

11－5－8－3－2

11－5－8－3－3

11－5－8－3－4

11－5－8－3－5

11－5－8－3－6

11－5－8－3－7

11－5－8－3－8

11－5－8－4

11－5－9－20

11－5－9－22

11－5－9－24

11－5－9－26－1

11－5－9－26－2

11－5－9－26－3

11－5－9－26－4

11－5－9－26－7

11－5－9－7

11－5－9－8

11－5－10－10

11－5－10－19－1

11－5－10－19－2

11－5－10－5

11－5－10－8

11－5－11－1
11－5－11－2
11－5－11－3
11－5－11－4

11－5－11－6

11－5－11－7
11－5－11－8
11－5－11－9
11－5－11－10

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文
文
文
文

文

文
文
文
文
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梅、天、甲、乙、
丙、丁あり
角御土蔵御二階御
長持入、御鉄砲長
持入、御門南御物
置
武具

規式書
島津輯子関係か
寛政10年から文化
までの書類目録、
明治4年に竹内大
属から渡辺大属へ
移された
寛政10年から文化
までの書類目録、
明治4年に竹内大
属から渡辺大属へ
移された
寛政から文化頃の
仮養子文書など竹内大属受取

（明治）13年9月改

（明治4年）辛未4
月

明治3年11月

（御額、御版木、御聠類調帳）（仮綴）
（北御土蔵御道具調）（仮綴）
（具足類調帳）（仮綴）
御預御道具帳 従壱 至五
（御筒調帳）
（御道具帳）（仮綴・合綴）

（掛物調帳）

（武器武具調帳）（仮綴）

仮六番御土蔵記（仮綴）
古御調北御土蔵御二階御棚并御棚下共
（仮綴）
壱番 御椀御湯桶類（仮綴）
御茶器御膳部并御茶類（仮綴）
御小箪笥御鼻紙台類（仮綴）
御釜風呂・御水差・唐銅御花活類（仮綴）
御手許御膳具（仮綴）
御茶椀類（仮綴）
御重御弁当箱類・御盃洗御大平御盃台類
（仮綴）
御文台御花台類（仮綴）
御香盆并御盆類（仮綴）
御香炉御置物類（仮綴）
御木具膳（仮綴）
御吸物膳類（仮綴）
南御土蔵御二階下御棚御道具類（仮綴）
御文房具（仮綴）
陶器并竹御花活類（仮綴）
御茶入御茶箱御香合類（仮綴）
御茶箪笥御茶通箱類（仮綴）
第拾二番、拾三番御武器（仮綴）
御常用御膳并黒塗御膳類（仮綴）
御銚子御盃御切立類（仮綴）
茶部屋御預り分（仮綴）
御料理所（仮綴）
御皿御組壷類（仮綴）
御鉢御丼類（仮綴）
雑品（仮綴）
御腰物類并別段御手充被下名面調帳
御売筋御品代り取調伺帳（武具外道具類
売立値段 個人別）
御方々様より秀姫様へ御譲り被進之事
貞松院様御書目
みづし黒棚の式 完
（諸什器等目録）

御書類目録

（御書類目録）

御機密御書類御預り目録

書類目録
書類目録

11－5－11－11
11－5－11－12
11－5－11－13
11－5－11－14
11－5－11－15
11－5－11－16

11－5－11－17

11－5－11－18

11－5－11－19

11－5－11－20

11－5－11－21－1
11－5－11－21－2
11－5－11－21－3
11－5－11－21－4
11－5－11－21－5
11－5－11－21－6

11－5－11－21－7

11－5－11－21－8
11－5－11－21－9
11－5－11－21－10
11－5－11－21－11
11－5－11－21－12
11－5－11－21－13
11－5－11－21－14
11－5－11－21－15
11－5－11－21－16
11－5－11－21－17
11－5－11－21－18
11－5－11－21－19
11－5－11－21－20
11－5－11－21－21
11－5－11－21－22
11－5－11－21－23
11－5－11－21－24
11－5－11－21－25
11－5－35

11－5－36

13－7
13－22
13－23
13－24

14－1－56－1

14－1－56－2

14－27

14－43－52
14－43－53

文
文
文
文
文
文

文

文

文

文

文
文
文
文
文
文

文

文
文
文
文
文
文
文
文
文
文
文
文
文
文
文
文
文
文
文

文

文
文
文
文

文

文

文

文
文
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縁組

縁組

縁組も含む、確認
は久保成（印）、
南澤喜久人、河原
理助

縁組

縁組

政府に提出した蔵
書目録

代替わり時の日光
へ報告の抜書き

代替わり時の日光
へ報告の抜書き

代替わり時の日光
へ報告の抜書き
代替わり時の日光
へ報告の抜書き
縁組

幸良・貞松院夫妻
のものか

34番 か ら60番 ま
で、使用場所が書
かれているものも
あり

明治13年などの貼
紙あり
御 長 持1番～5
番、御箪笥1，2、
御次箪笥

史料番号26Aではじまるものは、国文学研究資料館所蔵真田家文書、寄託は国文学研究資料館寄託真田家文書、文ではじまるものは、真田宝物館所蔵真田家文書を
示す

従四位 真田幸民

真田家家扶局

南部坂御側預り

御側預り

御手元

御側預り

御仲居預り

御手元

明治18年12月

明治28年7月～12月

明治29年6月～30年
6月

明治31年2月～32年
6月
明治31年2月～32年
5月

明治7年9月25日提
出

寛政10年9月

文政6年

弘化1年7月
明治20年8月
明治25年9月

安政3年

天保10年7月

嘉永7年9月
元治1年10月

天保6年12月

嘉永7年9月

（明治5年）壬申10月

享保12年7月18日

享保2年2月29日

於千嘉様御結婚御入料御勘定帳
松子様島津忠麿様江御縁組ニ付諸品御買
上物并被進被下御目録 御待遇 第一巻

幸世様御分家御授爵并御結婚御入料一巻

田鶴子様大村様江被為遊御入輿ニ付品々
御入料綴
幸世様江松平頼英様御長女澄子様御縁組
御入輿前後品々御入料一巻
感応院様御代ヨリ凡大小銃調

蔵書目録（内務省記録課江差出ス控）

幸専公御家督後日光御宮江御太刀馬代御
献上 御使者池村与兵衛相勤候節一件書
抜
幸貫公御家督後日光御宮江御太刀馬代御
献上 小松文治御使者相勤候節一件御用
書抜
覚（御霊屋へ使者を以て目録の通り献
上）
覚（日光御宮へ使者を以目録の通り献
上）
若殿様御縁組御約定品々書留
塩原御別邸仮御道具帳
塩原御別邸仮御道具帳
書目（貞松院か）
御次前御道具・御次夜具蒲団覚

御手元御品々覚帳

御勝手日記
御手元御品々覚帳
御次預御道具・御次夜具類覚
御道具入込控

御道具帳

御茶器用覚帳

御膳所御道具覚

御衣装・御家具入込目録

御道具送・御荷物送
御道具類覚帳
野州塩原別邸御道具手扣
御道具帳
奥様御持込御道具入記
信弘公家督ニ付御献上物并年中御献上物
御家来御目見御願并御例書

御武具類焼覚

21－3－410

22－3－32

22－3－38

22－3－98

22－3－99

23－7－6

23－12－6

24－1－93－2

24－1－93－3

24－1－93－4

24－1－93－5

26－2－1
26－24－1
26－24－19
26－25
26－27－1

26－27－10

26－27－11
26－27－12
26－27－2
26－27－3

26－27－4

26－27－5

26－27－6

26－27－7

26－27－8
26－27－9
29－2－22
29－2－26
29－5－2

30－5－8

30－21－1

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文
文
文
文
文

文

文
文
文
文

文

文

文

文

文
文
文
文
文

文

文
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こ
れ
は
、
す
べ
て
が
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
、
他
の
資
料
の
混
入
が
な
く
一
括
し
て
伝

来
し
て
い
る
こ
と
、
お
そ
ら
く
そ
の
ま
と
ま
り
は
江
戸
時
代
か
ら
の
も
の
で
、
収
納
箱

は
昭
和
以
降
の
紙
箱
に
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
も
の
の
、
相
互
に
関
連
が
あ
る
と
推
測
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
年
記
の
わ
か
る
も
の
は
、
す
べ
て
嘉
永
五
年
（
一
八
五

二
）
か
ら
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
う

え
で
見
て
い
き
た
い
。

二

嘉
永
五
年
か
ら
安
政
三
年
の
道
具
帳
作
成
経
緯

ま
ず
、
文
6－

3
の
道
具
帳
が
作
成
さ
れ
た
時
期
に
松
代
藩
で
起
こ
っ
た
事
柄
に
つ

い
て
考
え
て
み
よ
う
。
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
五
月
、
九
代
藩
主
に
真
田
幸
教
が
就

任
し
、
翌
月
、
幸
教
の
祖
父
で
八
代
藩
主
で
あ
っ
た
真
田
幸
貫
が
死
去
す
る
（
5
）。

翌
嘉
永

六
年
（
一
八
五
三
）
五
月
に
は
、
松
代
城
三
の
丸
の
花
の
丸
御
殿
が
火
事
で
焼
失
（
6
）し
、

同
年
八
月
に
幸
貫
の
正
室
・
真
月
院
が
死
去
す
る
。
嘉
永
七
年
（
安
政
元
年
・
一
八
五

四
）
六
月
に
は
早
く
も
花
の
丸
御
殿
が
再
建
さ
れ
た
。
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
十
月

に
は
、
江
戸
で
安
政
の
大
地
震
が
起
こ
り
、
江
戸
の
松
代
藩
邸
も
被
害
を
被
っ
た
こ
と

が
史
料
か
ら
判
明
し
て
い
る
（
7
）。

今
回
検
討
す
る
道
具
帳
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
事
情

が
重
な
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

多
く
は
「
嘉
永
五
年
改
」
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
幸
貫
か
ら
幸
教
へ
の

代
替
わ
り
と
幸
貫
の
死
去
を
契
機
に
、
道
具
の
整
理
が
行
わ
れ
た
と
み
て
間
違
い
な
い

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
真
月
院
様
御
譲
り
」「
真
月
院
様
御
一
件
」
な
ど
も
み
え
る
こ
と

か
ら
、
嘉
永
五
年
に
作
成
さ
れ
た
後
、
翌
年
の
真
月
院
死
去
頃
ま
で
整
理
が
継
続
さ
れ

た
も
の
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
嘉
永
七
年
に
花
の
丸
御
殿
が
完
成
し
、
江
戸
に
置
か
れ
て
い
た
道
具
を
松

代
に
送
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
間
に
江
戸
で
大
地
震
が
お
こ
っ
た
こ
と

で
、
建
物
の
被
害
に
伴
い
、
さ
ら
に
道
具
を
送
る
こ
と
に
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
最
も

早
い
も
の
は
安
政
二
年
八
月
か
ら
松
代
に
送
ら
れ
、
安
政
三
年
六
月
ま
で
送
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
安
政
三
年
十
一
月
に
再
度
改
め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
す
な
わ

ち
、
嘉
永
五
年
に
作
成
さ
れ
た
道
具
帳
を
も
と
に
安
政
二
年
頃
か
ら
道
具
が
松
代
に
順

次
送
ら
れ
、
移
送
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
安
政
三
年
十
一
月
か
ら
再
度
点
検
が
行
わ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

文
6－

3
は
14
点
で
あ
る
が
、
14
点
そ
れ
ぞ
れ
も
薄
い
横
帳
が
綴
じ
合
わ
さ
れ
た
も

の
が
多
い
。
例
え
ば
、
文
6－

3－

1
は
史
料
名
と
し
て
「
五
番
御
長
持
御
入
記
」
と

さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
五
冊
の
横
帳
が
綴
じ
合
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
一
冊
目
が

五
番
御
長
持
入
記
、
二
冊
目
は
見
出
し
が
「
嘉
永
五
改

五
番
御
長
持
」、
三
冊
目
は

「
嘉
永
五
改

八
番
御
長
持
入
記
」
と
い
う
よ
う
に
、
別
の
冊
子
で
あ
る
。
数
冊
の
綴

じ
合
わ
せ
の
規
則
性
は
わ
か
ら
な
い
。
目
録
上
で
枝
番
号
は
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、
便

宜
的
に
枝
番
号
を
付
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
見
出
し
や
内
容
に
よ
っ
て
史
料
名
を
付
け
、
特

徴
的
な
記
述
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
2
で
あ
る
。

表
2
を
見
る
と
、
道
具
は
長
持
ご
と
に
、
一
番
、
二
番
と
い
う
数
字
に
よ
る
番
号

や
、
辰
、
甲
、
宙
、
卯
な
ど
の
漢
字
に
よ
る
識
別
番
号
が
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
数
字
番
号
が
す
べ
て
繋
が
っ
て
い
な
い
た
め
、
残
存
道
具
帳
が
こ
れ
で
す
べ
て

で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
数
字
番
号
と
漢
字
識
別
番
号
の
違
い
が
あ
る
の
か

ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
表
を
も
と
に
、
文
6－

3
の
道
具
帳
か
ら
読
み

取
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
い
。

三

道
具
帳
の
性
格

（
一
）
同
じ
記
載
の
道
具
帳

綴
じ
合
わ
さ
れ
た
道
具
帳
の
内
、
長
持
の
番
号
が
重
な
る
も
の
が
以
下
の
通
り
い
く

つ
か
あ
る
。

文
6－
3－

1－

1

五
番
御
長
持
入
記
、
文
6－

3－

1－

2
（
嘉
永
五
年
改

五
番
御
長
持
入
記
）

文
6－

3－
4－
2

辰
一
番
御
長
持
入
記
、
文
6－

3－

6－

5

辰
一
番
御
長
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持
入
記

文
6－

3－

4－

3

辰
二
番
御
長
持
入
記
、
文
6－

3－

6－

6

辰
二
番
御
長

持
入
記

文
6－
3－
4－

4

六
番
御
長
持
入
記
、
文
6－

3－

5－

23
六
番
御
長
持
入
記

控
、
文
6－
3－
7－

6

六
番
御
長
持
入
記

文
6－

3－

4－
6

二
十
二
番
御
長
持
入
記
、
文
6－

3－

4－

7

二
十
二
番

御
長
持
入
記
、

文
6－

3－

4－

8

二
十
五
番
御
長
持
入
記
、
文
6－

3－

5－

22
二
十
五
番
御

長
持
入
記
控

文
6－

3－

6－

7

辰
印
御
長
持
入
記
、
文
6－

3－

6－

4

辰
印
御
長
持
入

記こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
江
戸
か
ら
松
代
に

道
具
が
移
送
さ
れ
る
際
に
二
部
作
ら
れ
、
江
戸
と
松
代
両
方
に
置
か
れ
た
帳
面
な
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
内
、
そ
れ
ぞ
れ
始
め
に
記
載
し
た
入
記
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
表
紙
に

「
調
済
」
の
記
述
が
あ
る
の
で
、
こ
ち
ら
が
松
代
に
置
か
れ
た
も
の
で
、
安
政
三
年
十

一
月
に
松
代
で
道
具
と
引
き
合
わ
せ
て
確
認
す
る
際
に
使
用
さ
れ
「
調
済
」
と
書
か
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
控
と
あ
る
も
の
は
江
戸
で
保
管
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。こ

の
ほ
か
に
も
、
長
持
の
番
号
が
重
な
る
も
の
が
見
え
て
い
る
が
、
内
容
が
異
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
わ
か
ら
な
い
。

（
二
）
入
れ
替
え
ら
れ
る
道
具

時
期
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
収
納
さ
れ
て
い
る
長
持
か
ら
出
し
、
別
の
長
持
に
入

れ
ら
れ
て
い
る
道
具
の
記
載
も
多
い
。
文
6－

3－

7－

10
御
在
所
御
送
り
御
道
具
拾

七
番
御
長
持
入
記
（
以
下
、
拾
七
番
入
記
）、
文
6－

3－

7－

13
三
拾
三
番
御
長
持

入
記
（
以
下
、
三
拾
三
番
入
記
）
に
は
、「
亥
印
御
長
持
へ
引
取
」
と
い
う
記
述
が
散

見
さ
れ
る
。
亥
印
の
道
具
帳
は
文
6－

3－

6－

12
に
あ
り
、
拾
七
番
入
記
、
三
拾
三

番
入
記
か
ら
亥
印
へ
引
取
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
道
具
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と

も
、
す
べ
て
で
は
な
い
の
で
、
別
の
長
持
に
入
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
ろ
う
。

ま
た
、
文
6－

3－

5－

11
卯
印
新
御
長
持
入
記
冒
頭
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

卯
印
新
御
長
持
入

（
付
箋
）
此
御
箪
笥
御
長
持
よ
り
出
し
御
土
蔵
へ
出
置

一
廿
四
番
白
桐
御
箪
笥

御
引
出
し
二
ツ
付
壱
ツ

内
御
小
道
具
品
々
入
、
右
ハ
廿
四
番
廿
五
番
御
箪
笥
之
内
之
品
●
印
つ
け
置

候
御
品
之
事

こ
の
記
述
か
ら
、
道
具
は
長
持
に
入
れ
ら
れ
た
箪
笥
に
入
っ
た
も
の
も
あ
り
、
箪
笥

に
も
番
号
が
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
箪
笥
は
長
持
か
ら
出
し
て
土
蔵
の
中
に
別
置

さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
付
箋
も
あ
る
。

（
付
箋
）
唐
画
金
門
画
史
顧
雲
臣
筆

宙
印
御
長
持
へ
引
取
入
記

こ
れ
は
、
文
6－

3－

5－

8
宙
印
御
長
持
入
記
に
、「
顧
雲
臣
筆

唐
画
御
料
懸

一
箱
」
と
あ
る
も
の
に
相
当
す
る
。
や
は
り
入
れ
替
え
が
行
わ
れ
、
宙
印
御
長
持
に

移
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
は
こ
う
し
た
入
れ
替
え
も
、
江
戸
か
ら
松
代
へ

の
移
送
に
伴
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
三
）
道
具
の
持
ち
主
に
つ
い
て

今
回
取
り
上
げ
た
文
6－

3
の
道
具
帳
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
真
田

幸
貫
の
死
去
を
契
機
に
整
理
・
作
成
が
始
ま
っ
た
も
の
で
、
道
具
に
つ
い
て
も
幸
貫
に

由
来
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
文
6－

3－

5－

24
松
印
御
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長
持
入
記
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
至
誠
院
様
御
遺
物

御
懸
物

常
信
筆

一
箱

△

至
誠
院
は
、
幸
貫
の
実
父
・
松
平
定
信
の
継
室
で
、
幸
貫
の
義
母
に
あ
た
る
。
幸
貫

藩
主
時
代
の
御
側
御
納
戸
日
記
に
は
、
至
誠
院
と
の
手
紙
や
贈
答
品
の
や
り
と
り
が
頻

繁
に
見
え
て
お
り
、
真
田
家
文
書
の
中
に
も
至
誠
院
か
ら
の
書
状
が
伝
来
す
る
な
ど
、

幸
貫
と
は
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
文
6－

3－

7－

17
御
在
所
送
り
南
奥
印

御
長
持
入
記
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

○
一
天
真
院
様
よ
り
感
応
院
様
迄
御
代
々
様
御
裏
方
様
御
遺
物
□
分
□
被
下
帳
面

入

渋
紙
包
一
ツ
△

南
奥
印
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
藩
邸
の
南
側
に
あ
っ
た
、
奥
向
き
関
係
の
道
具
が

入
っ
た
長
持
入
記
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、
天
真
院
す
な
わ
ち
、
六
代
藩

主
・
真
田
幸
弘
か
ら
、
感
応
院
す
な
わ
ち
真
田
幸
貫
ま
で
と
そ
の
裏
方
、
つ
ま
り
夫
人

や
子
ど
も
な
ど
奥
向
き
関
係
の
遺
物
の
被
下
物
の
帳
面
が
入
っ
た
渋
紙
包
み
が
一
つ
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
て
も
、
幸
貫
ま
で
の
様
々
な
道
具
が
ま
と
め
ら
れ

た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

文
6－

3－

5－

28
三
十
二
番
御
長
持
入
記
に
は
、
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
に

亡
く
な
っ
た
幸
貫
の
子
・
幸
良
（
大
雲
院
）
の
画
像
や
、
幸
良
の
娘
で
嘉
永
四
年
に
死

去
し
た
慧
昌
院
の
遺
品
が
書
か
れ
て
お
り
、
幸
良
関
連
の
道
具
も
幸
貫
の
死
去
に
伴
っ

て
国
元
に
移
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
四
）
他
の
道
具
帳
と
の
違
い

今
回
取
り
上
げ
た
文
6－

3
以
外
の
道
具
帳
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
詳
し
く
見
る
こ
と

が
で
き
て
い
な
い
が
、
武
器
に
特
化
し
た
道
具
帳
で
あ
る
武
器
帳
と
の
違
い
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。
武
器
帳
は
す
で
に
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
の
も
の
が
一
部
紹
介
さ

れ
て
お
り
（
8
）、
甲
冑
の
記
載
も
判
明
し
て
い
る
。
文
6－

3
に
も
い
く
つ
か
甲
冑
の
記
述

が
あ
る
の
で
、
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

①
文
6－

3－

5－

10
天
印
御
長
持
入
記

（
貼
紙
）「
出
し
置
」

一
鱗
御
具
足
櫃
一
荷
入

但
御
具
足
櫃
朱
塗

②
文
6－

3－

6－

9
未
印
御
長
持
入
記

円
明
院
様
御
分

一
御
具
足
背
負
櫃
入

壱
領
△
（
○
印
付
）

③
文
6－

3－

7－

18
御
送
り
御
道
具
▲
印
御
長
持
入
記

一
朱
網
代
背
負
御
具
足
櫃

壱
ツ
△

但
朱
塗
御
紋
付
革
御
油
単
添

一
黒
塗
御
具
足
櫃

壱
ツ
△

一
蜻
蛉
御
前
立

壱
箱
△

④
文
6－

3－

9
御
庭
新
一
番
御
土
蔵
御
二
階
棚
之
部

一
金
御
紋
朱
革
覆

畳
御
具
足
入
御
櫃

壱
荷

⑤
文
6－

3－

14－

1
南
部
坂
御
土
蔵
分
御
二
階
上
之
部

外

七
十
三
番

円
明
院
様
御
分

一
背
負
櫃
入
具
足

壱
領

⑥
文
6－

3－

14－

3
（
六
月
御
二
番
入
記
）

一

三
ツ
具
足

壱
通
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備考

嘉永5年に改め、卯（安政2年）8月
に松代に送り、安政3年11月に改めた
もの。

安政2年9月に松代に送ったもの

安政2年11月に松代に送り、安政3年
11月に調べたもの。

安政3年3月に松代に送り、同年11月
3日に調べた。内容は、文6－3－1
－5嘉1番と共通するものがある。
安政3年3月7日に松代に送ったも
の。
安政3年3月7日に松代に送ったも
の。

嘉永5年に改め、安政3年4月に送
り、11月に調べた。ほとんどに丸印が
ついている。硯類が多い。

安政3年11月5日に調べたもの。

安政3年3月に松代に送り、11月4日
に調べた。その上で、物品は26番へ引
取った。
安政3年3月19日に松代に送ったも
の、文6－3－4－6 22番と内容は
ほぼ同じ。
安政3年3月に送って11月5日に調べ
たもの。

長持番号の書上げ

特徴、主な記述
嘉永5年に改めたものを、安政3年に調べて5番長持に入を確認した、二の棚にあったものは
新二番土蔵の棚へ引き取った、安政3年に調べたものを改めて書き直したもの、後にも継続使
用。

嘉永5年に調べたものを安政3年にモノと引き合わせて調べたもの（見せ消しあり）
8番御長持入記 嘉永5年改 合冊、嘉永5改 6番御長持入より引取 、28番御長持の内よ
り引取、とあり 末尾に安政3卯年3月とあり。
5月29日到来 嘉印壱番から12番まであり、さらにそれぞれ「内 3番 11番 日記」など内
訳あり、「97番 御衣桁 一箱」「的矢、玄印御箪笥ニ有之候御勘定帳書類」等とあり、さらに
10番17番20番など。［火威御鎧櫃］［南部坂御土蔵より出候御馬具類品々］詰込とあり。すべて
で18筆。
［バラの露入 一箱］［囲海苔入 壱箱］［麗京院様御守刀、カヤフーテー之油入ビン、明月楼
額、普門品御板木］［桑名盆壱箱］
[・一慈眼院様御鼻紙台、・一水戸様より御到来羽林台、〆22筆］

［6番御長持より引取品 竹細工提御煙草盆 一箱、一4番御緑印之分御神陶一対、一4番御
長持之御品信州諸城巻物一軸 一箱など。「巳2月22日出ス」の貼紙あるものもあり（安政4
年か）、2番御長持より引取一名取川埋木化石御硯 一箱 不見、・一同大理石鉄刀木御硯
一箱、・一同加茂川 但唐銅桃形水入 一箱など、最後は7筆分見消
［2の棚（見消） ・一葵御紋御肩衣1箱］［2の棚 一御帽子一箱］など
［一真珠院様より被進 壺形朱塗御肴入三重組 壱箱］（傍線有）、［一ルウフウ 損シ（傍線
有）］、［△一紀州様より御到来 石細工御風鎮 壱箱 △］[・一朽木隠岐守様御遺物 赤蔦模
様唐物御手焙 壱箱］[・一広橋大納言殿 源氏十二ヶ月 一箱△］[・一御持込 御鏡立 一箱
△］など、傍線のあるものあり、ここまでで〆29筆とあり、そのあと［拾間御土蔵御二階之分
楽翁様御筆 一源氏湖月抄 一箱（貼紙）御開本之上御出シ置可被下候］［拾間御土蔵釣棚

乗セ之分 一御板 拾本 （傍線）・但内三本］
[・一大暁院様 御画像2幅入 一箱△］[・一感応院様 御画像 一箱 △］[・一御守刀 御台
添 壱箱 御神仏像厨子入数々御服紗包△］［六連梅鉢御紋散 ・一御弁当箱 一 △］[・一
御印箪笥 壱 御小道具入 △］、巳2月22日出すの付箋あり、[・一硝子 金魚入 壱箱△］
[・一囲海苔入壱箱（貼紙・辰11月15日差出ス）］[・一桑名盆壱箱 △］[・一バラ花の露壱箱
△］[・一貝石 木石 壱箱 △］［一明月楼御額 不見］［大暁院様御遺物・一御文具壱箱］
［一あんへら2枚（傍線あり）］［カヤフウテイノ油 1箱（傍線有）］
［鶉皮御火事羽織 2］［天真院様御譲一雁金御紋袖御丸羽織 壱畳］［大暁院様御譲 一割州
浜御紋袖御丸羽織 壱］
布団や夜着、頭巾、蚊帳、羽織など、上下多数傍線あり、［錫月形御花生 一ツ 26番へ引取
△］

[・一文鎮 一箱△（貼紙「巳2月21日差出す但6本入」）[・一石州流唐銅御風呂 五徳添
1箱（貼紙「御茶蔵へ引取候事」）[・一加茂川朱蝋石御硯 1箱 △］

［楽翁様より御到来一焼物御手焙 壱箱 △］「巳2月22日出スの」貼紙あり、［守国院様御遺
物一埋木御硯 壱箱△］［葵御紋付一御土器弐 壱箱 △］［一御実名 壱箱 内御守袋古御居
判入］［一御実名 春慶塗 壱箱］［感応院様御実名 壱箱］
［18番入より引取・一射学六教全書 壱箱△］［右同断・一青漆御文庫 壱△ 但御手本類
入］［御2階6番より引取・一御紋附黒塗裏金御塗笠△ 御塗笠但金御裏金ヘカシ△ 一箱］
［御2階6番御長持より引取・一乱箱 一箱△］［右同断・一カセ玉 一箱△］
文6－3－4－6とほぼ同内容

「安政3丙辰 3月 御側御納戸 25番御長持入記」「同年11月5日調済・印之分此御長持江其
侭入置候」まず、香炉や短冊箱など12筆書上げ、これは「真月院様御譲、とある。その後［守
国院様御譲り・一網代御菓子入 但12段組］など9筆は、［以上10番御長持より引取候］［わ
印・一キヤマン御徳利 一対△］[・一御手許品々入御文庫 一△］［真月院様御譲り・一三ツ
組御蓋物 一箱△］［同・一御短冊入御文庫 御筆物品々入 一△］［同・一黒塗御文庫 御盃
其外品々入△］
御書院御庭御土蔵分「春慶塗御紋付御長持（御庭御土蔵出印付）、春慶塗御紋付2番御長持、
2番御長持（御庭出印）、34番（御庭出印）、甲印、宙印、御手許黒塗御紋付3番、御手許黒塗
御紋付4番、無印黒塗長持（真鍮錠前付）、午印、卯印、梅印11番（御庭出印）、天印、地印、
呂印16番、納奥印、春慶御夜具長持（6月10日着印）、御装束入、玄印、宇印、25番（御庭出
印）」、古御土蔵之方「松印1番、梅印6番、新印（真月院様御遺物入印）、32番」ここまでで
25棹あり。
［天真院様御筆一蘭亭記 壱箱△］［大暁院様御譲一切子御酒器 壱箱△］など
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表2 文6－3 道具帳調べ
見出し

「安政3卯年 嘉永5改 5番御長持御
入記 4月 御側御納戸」「嘉永5壬子
11月改 調済 ・印之分其侭入置」

「2ノ御棚は新2番御土蔵御二階御棚江
引取」
嘉永5改 5番御長持
嘉永5改 8番御長持入記

5月29日到来

嘉壱番御長持

「卯8月御在所送り 嘉永5改 26番御
長持入記 安政3辰11月改済丸印之分此
御長持江其侭入置 御側御納戸」
（見消）4月3日到来分 夏4番緑印御
長持入記

（見消）20番御長持
「調済 ・印之分其侭入レ置 卯9月御
在所江送り 27番御長持入記 御側御納
戸」

「安政2乙卯年 1番御長持入記 11月
御送り 御側御納戸」「辰11月2日調済
其侭」

「安政3丙辰 三月御送り 安1番御長
持入記 御側御納戸」「辰11月3日調済
・印其侭入置」

「安政3年丙辰 3月7日御在所送り
御側御納戸 辰1番御長持入記」「調済」
「安政3年丙○辰 3月7日御在所送り
御側御納戸 辰2番御長持入記」「11月
4日調済」
「安政3丙辰年 4月 6番御長持入記
御側御納戸」「2番御土蔵より御2階
嘉永5壬子改」「辰11月調印 丸印之分
此侭御長持江入置」
「安政3丙辰 11月5日御調済 8番御
長持入記 御側御納戸」「新壱番御土蔵」

「安政3丙辰 3月御送り 御側御納戸
22番御長持」「26番へ引取」「11月4日
調済」

「安政3丙辰 3月19日御送り 御側御
納戸 22番御長持入記」

「安政3丙辰 3月 御側御納戸 25番
御長持入記」「同年11月5日調済・印之
分此御長持江其侭入置候」

御書院御庭御土蔵入、古御土蔵之方

34番御長持入記

長持番号
5番

5番
8番

嘉印など

嘉1番

26番

夏4番緑印

20番
27番

1番

安1番

辰1番

辰2番

6番

8番

22番

22番

25番

御書院御庭
御土蔵、古
御土蔵

34番

出所
御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

（御側御納
戸）

年代
嘉永5

嘉永5
嘉永5

嘉永5

安政2

安政3

安政3

安政3

安政3

安政3

安政3

安政3

安政3

史料名
五番御長持御入記

（嘉永五年改五番御長持入記）
嘉永五年改八番御長持入記

（五月二十九日到来道具帳）

（嘉一番御長持入記）

二十六番御長持入記

夏四番緑印御長持入記

二十番御長持入記
二十七判御長持入記（竪冊）

一番御長持入記

安一番御長持入記

辰一番御長持入記

辰二番御長持入記

六番御長持入記

八番御長持入記

二十二番御長持入記

二十二番御長持入記

二十五番御長持入記

御書院御庭御土蔵入

三十四番御長持入記

番号
6－3－1－1

6－3－1－2
6－3－1－3

6－3－1－4

6－3－1－5

6－3－2－1

6－3－2－2

6－3－2－3
6－3－2－4

6－3－3

6－3－4－1

6－3－4－2

6－3－4－3

6－3－4－4

6－3－4－5

6－3－4－6

6－3－4－7

6－3－4－8

6－3－5－1

6－3－5－2

文

文
文

文

文

文

文

文
文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文
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在所へ送った物の目録、安政3年の11
月5日に（在所で）確認し、引き合わ
せ確認済のものには○をつけている
（安政3年ヵ）5月に松代に来て同年
11月26日に調べたもの。

文6－3－5－4、5甲印にあるもの
多数あり。

（安政3年ヵ）5月に松代に来て同年
9月6日に調べたもの。
6月2日に届け

（安政3年ヵ）5月13日に松代にき
た。もともと24番、25番箪笥にあった
ものを新しく卯印とし、かつ宙印へ移
したものもあることが付箋からわか
る。

文6－3－5－11卯印新の目録とは内
容が異なる。24番25番以外で卯印に入
れたものということか。
9筆のみ、「日印」ではなく「同印」
か。
「政之進様」は不明。

松代に（安政3年ヵ）5月13日に到
着、梅印11番の長持には、2つの引出
がついた24番の箪笥が入っている。内
容物は、25番24番の箪笥のうちで・印
をつけた道具である、ほかに唐紙など
がはいる。
在所に送った物。江戸の御庭御土蔵か
ら出して二階に上げたものがあり、そ
れを松代に送ったか。
装束の中に守刀も入っている。

文6－3－5－1７の装束目録とは名目
が一部のみあう。
6月6日に松代に着いたもの。日記も
混入している。長持が空いたら、別の
物を入れ、転用した。
6月18日に松代に着いた。午印長持の
中身で卯印に引き取った物の分を書い
てある。
午印、卯印引取と表紙にあり、中は午
印御長持入記で、すべて卯印に引き取
られたもの。午印は卯印・宇印に引き
取られている。
4月5日に松代に送られたもの。控と
あるので、調査した後のものか。文6
－3－4－8の後にできたものか。
4月5日に松代に送られたものの控。
江戸に置いていたものか。

［御拝領・一御置物鷺 二ノ棚 壱箱△（○）あり］など

［（付箋・新規御土蔵へ引取）朱塗御鎧櫃片々 内御手許御下げ之御品々入］［（付箋・出シ置）
一御印箪笥 壱箱（○あり）［一○書画類 品々（付箋・御軸物の部江引取之事）］［（貼紙・綿
内右衛門御内借）加寿貞良鍋 一箱△］［一○気長く勤ハ堅く之御板木 一枚］［一○釣船御花
生 壱箱（付箋・是より以下外御帳面ニ有之■■●］［一○古代御轡 一箱］［一○雲月形貝大
御硯 一箱］［一○木彫関羽御懸物 一箱」など、最後に［明日一宙印へ引取］、とある
［一気長く勤ハ堅く之御板 一枚］［一 書画類］［以下梅印1番より引取］［一外記流御伝書
一箱］、文6－3－5－4甲印と重なるものもある
「6月26日届」「6月21日出」「一宙印御長持壱棹」［一御床几廻御箪笥弐荷］［御庭御土蔵］［一
あざらし皮入箱壱 内 御二階居々候御皮類入］［一寿印11番詰箱 内 ■■］［一葵御長刀
壱振 一熊毛御長刀 壱振 已上］
「寿印 一8番詰箱 」「寿印 一9番詰箱」「寿印 一10番 仮日記其外書類 但物書御預り
之分」「右者6月14日出に■出之分」
［一御実名 壱箱］［顧雲臣筆 唐画御料懸 一箱］［一木彫関羽 一箱△］［雲月形貝大御硯
一箱△］［一古代轡 一箱△］［一○釣船御花生 一箱△］［一○気長く勤ハ堅く之御板木 一
枚△］［一○紫檀御卓 一箱△］［○三筆甲印へ引取］［○一書画類 但同断］
見消多い、［○一御実名 一箱］［○一顧雲臣筆 唐画御掛物 一箱△］

［（貼紙・出し置）一鱗御具足櫃一荷入 但御具足櫃朱塗］［（白紙貼紙）溜塗御具足櫃より出候
御品々御筆用具入］［（付箋・出し置）御側御納戸奥之間御釣棚ニ有之御品々■草鹿御剣術御道
具惣品々入］［一打毬赤笠 一蓋］
［（付箋・此御箪笥御長持より出し御土蔵へ出置）24番白桐御箪笥 御引出し二ツ付壱ツ］［内
御小道具品々入右ハ24番25番御箪笥之内之品・印つけ置候御品之事］［外ニ］［一御頂戴御土器
12△］［（貼紙・唐画金門画史顧雲臣筆宙印御長持へ引取入記）］［（さらに貼紙・此御懸物之
内一幅箱入ニテ唐画共11幅外2幅不見其左リニ絵巻物弐幅若しくハ右間違い哉］［（付箋2枚の
下）一御手元御懸物 13幅（下部付箋）・］［細御廊下之分］（この後6筆）［右24番御箪笥入
也］「（付箋）宙印御長持へ引取」がいくつかあり、［一天賜園帰田碑 一石摺物 41枚］［感
（咸）忠銘 壱包］など
［一御尺時計 壱箱 24日出ス］［一桑木御文庫渋紙包壱 同］など、後半には白玉粉や［越の
雪］、芳野葛など食品もあり、続けて[・一馬上砲 一箱］など

［一御夜具 壱ツ］［一御蚊屋 24日出す 一張］［一聖像 壱箱 8月18日差出す］

足袋や下帯などとともに［其外ハ御有合之書類等其侭にて為御送申候］［一政之進様御名前之
御引モノヲリ候間是又其侭差上申候］
［一24番御箪笥 2つ引出し付壱ツ 内品々入25番24番御たんす之内ノ・印つけ置候御道具
也］［一唐紙類入 2箱］［起倒流御伝書 壱箱］［一東方朔石御置物 壱箱△］［一同御台 壱
箱△］

［一孔雀蒔絵御鞍鐙 壱箱△ 但折紙 壱箱（貼紙：出置御庭御土蔵 御二階ニ差置）］鞍鐙多
数記載。［一熊毛御泥障 弐通り△］［一棕櫚（梭櫚）御鞍 壱箱（貼紙：出置御庭御土蔵 御
二階ニ上ケ置候事）］
［一御装束共入］［一御冠入］［一御冠箱］［一御産着］［一御守刀箱 但上書如此■共内ニ御小
刀之御鞘計入置之］［一御浅沓 壱箱］［一御装束箱之分不残此御長持江引取］［一御中啓 3
箱］［亀印一御烏帽子 壱箱（○印付）］
[・一御束帯類入壱箱］石帯や大紋などの装束。[・一御道具帳壱箱］［入記分］脇息、火鉢など

［一御手許御長箪笥 壱 内半切入 御茶碗等入］［一御陣太鼓出ス 壱△］［一朱塗御机 御
手元江差上 壱脚 △］［一御日記共 出ス］［一螺貝 一口△］［一御太鼓ハチ 三本△］［一
粘入 壬7月19日出ス］［○此長持明キ候付御懸物之方へ相用］
「宇印」焼桐御箪笥、御半弓、絵具類、太鼓、御煎茶道具など様々。［手 10匁一御鉄砲 壱
挺］［一孔雀石 一箱△］

［午印御長持入記］［伊印御刀箪笥 2ツ引出1ツ 但此内江25番御箱之内より折紙類品々引取
入れ置候事］［一26番印 白桐御小道具入御箱 一ツ（○あり）］［一黒塗御紋付御刀箱 2箱
内御太刀4振 御短刀一刀（○あり）］［一九鬼式部少輔様より御到来 紅毛御鉢 壱箱（○

あり）］［一御半弓 一台 但御矢楽翁様御筆御短冊添（○あり）］
［一古今歌かるた 一箱］［一イキリスこつふ 一箱］、文6－3－4の25番と途中まで同じ。
「わ印」のみこちらにはなし。その後「真月院様御譲り」とあり、以下はほとんど文6－3－
4と同。
文6－3－4－4の記述とほぼ同じ、こちらが控か。
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「御在所送り 申印御長持入記 御側御
納戸」「34番へ引取」「辰11月5日調済」
「引合済」「○」
「御在所送り 甲印御長持入記 御側御
納戸」「5月29日到来」「11月26日調済」
「引合済」

甲印御長持入記

「6月26日届」「6月21日出」「一宙印御
長持壱棹」［御庭御土蔵］

寿印

「宙印御長持入記」

「5月21日■■ 改済9月6日」「宙印御
長持入記」
「6月2日届」「天印御長持入記 御側御
納戸」「引合済」

「5月13日到来」「御在所御送り御道具」
「卯印新御長持入記 御側御納戸」「引合
済」

「卯印新御長持入記 御側御納戸」

「日印御長持一棹」

「御金箪笥入記」

「5月13日着」「御在所御送り御道具」
「梅印11番御長持入記」「引合済」「御側
御納戸」

「御在所送り 地印御長持入記」「引合済
御側御納戸」

「御装束共入御長持入記 御側御納戸」

「御装束長持」

「6月6日着 御在所送り 玄印御長持
入記 御側御納戸」

「6月18日到来 御送り御道具」「宇印御
長持入記」「午印御長持之分引取 引合
済 御側御納戸」
「5月22日着 御在所御送り御道具 午
印御長持入記」「卯印御長持へ引取 御
側御納戸」

「4月5日便ニ御送り 25番御長持入控」

「4月5日便ニ御送り 6番御長持入記
控」

申印

甲印

甲印

宙印

寿印

宙印

宙印

天印

卯印新

卯印新

日印

金箪笥

梅印11番

地印

装束

装束

玄印

宇印、午印

午印、卯印
引取

25番控

6番控

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

申印御長持入記

甲印御長持入記

甲印御長持入記

宙印御長持入記

（寿印道具帳）

宙印御長持入記

宙印御長持入記

天印御長持入記

卯印新御長持入記

卯印新御長持入記

日印御長持入記

御金箪笥入記

梅印十一番御長持入記

地印御長持入記

御装束共入御長持入記

御装束長持入記

玄印御長持入記

宇印御長持入記

午印御長持入記

二十五番御長持入記控

六番御長持入記控

6－3－5－3

6－3－5－4

6－3－5－5

6－3－5－6

6－3－5－7

6－3－5－8

6－3－5－9

6－3－5－10

6－3－5－11

6－3－5－12

6－3－5－13

6－3－5－14

6－3－5－15

6－3－5－16

6－3－5－17

6－3－5－18

6－3－5－19

6－3－5－20

6－3－5－21

6－3－5－22

6－3－5－23

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文
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松代に送られたもの。武器類などが多
い。至誠院様御譲りとあるので、幸貫
関係のものであることが推測される。
6月23日に松代着、調べたのは辰11月
（安政3年）東照宮遺訓は、書画9－
5か、清操院は幸貫側室

松印に引き取ったものは、松印には見
当たらず、緑印も見当たらない

（安政3年ヵ）6月23日に松代着、猿
彫り手焙は調度17－2－1か。書院の
土蔵に入れた、との記述
慧昌院は幸良娘。

文6－3－6－2寅印とは内容が異な
る。2冊あわせて寅印か
安政3年3月8日に在所に送った道具
の控。水滴茶入れ・袋あり、19番20番
などの内とあるが、20番、19番の中に
は見当たらない。
文6－3－4－2辰1番とまったく同
じ
文6－3－4－3辰2番と同じ。錫月
形御花生のみ、文6－3－4－3にあ
る記述「26番へ引取」が書かれていな
いので、こちらは文6－3－4－3の
前に書かれたものであろう。
安政3年3月に送られて来たものを11
月に調べたもので、松代で調べた台帳
か。

在所へ送った物の目録、円明院は幸貫
養子。龍之御前立は、資料番号能12か
在所へ送った物の目録、香雲院の遺物

在所に送った物で、安政3年11月に調
べた

文6－3－6－12亥印とはあわない。
続きか
文6－3－5－16地印、文6－3－6
－2，3寅印とはあわない。

確認できたものに○印がついている

文6－3－2－2 4番緑印の前につ
くられたもの

「松印壱番」［一御筆三幅入 壱箱△］［一至誠院様御遺物 御懸物 常信筆 壱箱△］一［焼
桐御文庫 御手本御清書入△］［一矢筒 壱台 △］胴乱や気砲、外記流伝書あり、続けて
［右其外入来り之分其侭入レ置］
［卯6月27日御仕舞 ・一御文庫 壱△（□囲い：但貞松院様より御進之御品々入） 一27番
印御矢箱壱］[・一六文銭御紋付 御料紙文庫 壱箱△・ 御常用ニ出ス（○あり）］[・一東照宮
御遺訓之御写 大雲院様御筆 壱箱△（○）あり］[・一三聖人画 一箱△（貼紙：御納戸江留
置］［一黒塗御目六（録）箱 △（貼紙：出ス）］「梅印焼桐御箪笥より引取」［一更紗御鉄砲
袋 壱ツ △ 出ス（○あり）］[・一打根 壱本 △（○あり）］[・一清操院様御遺物 御提重
壱箱△（○あり）］[・一毛附馬 壱箱△（○あり）］[・一御前様より 朱塗ほうづき模様御菓

子箪笥 壱箱△（○あり）］［一うもれ木御硯 一面（○あり）］［一松平讃岐守様之老女村岡献
上 御手提重四重箱 壱箱］[・一清操院様御遺物 青漆御菓子箪笥一△（○あり）］
[・一焼桐御文庫 御清書入 △・（○あり）］[・一松鶴蒔絵御文庫品々入△（○あり、下に白付
箋付）］［一鎌原石見献上 御硯 不見 壱箱（○あり）］［（付箋：松印一番へ引取）一タンケ
イ大御硯 壱箱（○あり）］［（付箋：御納戸御常用ニ相成候）一菊模様御硯箱 一ツ△（○あ
り）］［緑印 一唐物御箪笥 壱ツ△（○あり）］
[・一源氏御書物 壱箱 但梅鉢御紋付御箪笥入（○あり）］［（付箋：御手許へ差上）一御手焙
壱箱 但千疋猿彫（下付箋：御茶屋江一先御下ケニ相成候哉）（○あり）］［（貼紙：出し 御

書院御土蔵江入れ置）一瓢箪形御台子棚 壱ツ（○あり）］
［一慧昌院様 硝子御丁子 壱箱△］［一貘蒔画御枕 壱箱 △］［一大雲院様御画像 壱箱］
［一守国院様御筆 壱箱］（下付箋：此弐筆御棚物之部へ引■事］［一感応院様御筆大黒天 壱
箱（下付付箋：右同断）［以下新5番より引取］［一肥前焼御菓子鉢△］
表紙「御在所送り 子印御長持入記」「引合済」「御側御納戸」［一承用皮燈籠 壱ツ 玄印御
長持へ引取（白付箋付）］［一○先公御事政 壱箱 出ス（白付箋付）］［○印之御二階へ出ス］
［一青貝御卓 壱箱（下付箋：外御帳面ニ有之■■■）］

［一影絵御眼鏡 壱］［一法帖 壱包］［一木砲 6挺］

［一23番御長持之内 御硯箱御料紙添 一箱 但梨子地松ニ縞］［一異国風説書類入 但御風呂
敷包壱ツ］［一水滴御茶入 一箱］［一堀出し 水滴袋計入 長紐茶入袋 一ツ入 同茶入袋
一ツ入 〆三筆入壱箱］19番御長持之内、20番御長持之内］［一感応院様御筆●并異国風説書
類入 一箱］［一神代杉御煙草盆 一箱］［一琉球涙？子？肩衣 2反］〆20筆
更紗布団や蚊帳など。［一鶉皮御火事羽織 2］

［一錫月形御花生 一ツ］

文6－3－6－4と記述は同じ。水滴茶入れは、下に付箋「御茶蔵江引取之事」、御筆入れは
「不見」とあるので、こちらが後に書かれたものか

［一4番御茶器御重箪笥 半分］（下付箋：御茶蔵（器？）之部）［内 一金馬塗御手提 壱
箱］
［○印御2階へ出ス］［未印御長持入］［円明院様御分 一御具足背負櫃入 壱領△（○有）］
［一龍之御前立 壱箱△（○有）］薄端御花活は、棒線で見せ消し
［香雲院様御遺物 一御弁当箱 2箱 △］［梅鉢御紋付一御提重 一箱△］［一唐銅御花瓶一
対 壱箱△（○有）］［御居間出 一御ふん具 一箱△ 但松平右京大夫様奥方様より被進也］
［亥印御長持へ引取］［一中星儀 壱箱（○有）（下付箋：外御帳面ニ有也］［○印分御土蔵御二
階江出ス］
［御拝領 一蘇鉄御火鉢 一箱△（○有）］、未印御長持へ引取、が3点あり、上の未印には記
載なし
［○印御棚江出ス］、厨子、皿、文具などいろいろあり、[・一遠眼鏡 壱箱］［右三筆15番御長
持より出る］の記述有

［一砂糖箱 22日出ス 2ツ］［・一真月院様御一件 壱袋］［・一江戸絵図］［・一尺牘楷梯 3］

［御手元御下 ・一地印御書物箪笥 壱箱］［寅印・一御書物箪笥 壱箱］ほか笠や半切など
様々途中、白紙ページあり［感応院様御作一御茶杓 壱 御茶器御箪笥入］
提灯、十手、台など様々

「4番御長持入記（下付箋：○改之事）」信玄弁当や花生、徳利など様々、下付箋にホ、フ、
ハ、チなどがついている物品もあるが、不明 「3番御長持入記」［一埋木瓢箪形御煙草盆（下
付箋：タ）］［一御木印 一箱（○有）］
［6番御長持より引来［一竹細工提御煙草盆 一箱］［御筆一御画巻物一軸 一箱］［同一青葉
蔭］［同一西湖八景 一畳］［同（御筆？）一信州諸城巻物軸 一箱］6－3－2夏4番緑印に
あるもののうち、6番長持より引取と4番長持入とあるものの多くが記載される。こちらに傍
線があるものは、6－3－2には記載なし。
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「御在所送り 松印（番？）御長持入記
引合済 御側御納戸」

「御在所御送り御道具 梅印6番御長持
入記 御側御納戸」「御鍵無之」「6月23
日着」「御調済辰11月 ・印分其侭入れ
置」「引合済」○（貼紙）朱御机

「梅印五番御長持より引取」

「○御鍵無し」「6月23日着」「新印御長
持入記」「引合済」「御側御納戸」「○」

「32番御長持入記」

「子印御長持入」

「寅印御長持入記」「引合済」「御側御納
戸」
「寅印御長持記 但御鍵添」

「丙辰3月8日御在所御送り御道具入記
控」「辰印御長持入」

「辰一番御長持」

「辰2番御長持入」

「辰11月2日調済」「・印之分其侭入れ
置」「辰印御長持入」

「御在所送り」「巳印御長持入記」

「御在所送り 未印御長持入記」「引合
済」「御側御納戸」
「御在所送り 酉印御長持入記 引合済
御側御納戸」

［戌印御長持入記」

「御在所送り 亥印御長持入記」「辰11月
調済 丸印之分 此御長持其侭入置」
「引合済 御側御納戸」
「亥印御長持入記」

「壱番御長持入記 御側御納戸」

「御道具1番御長持入記（拾五番棒線消
し）」「引合済 御側御納戸」「一番御土
蔵」「調済 11月4日」
「御在所廻り御道具」「3番4番御長持入
記」「引合済 御側御納戸」

「四番緑印御長持入記」

松印

梅印6番

梅印5番よ
り引取

新印

32番

子印

寅印

寅印

辰印

辰1番

辰2番

辰印

巳印

未印

酉印

戌印

亥印

亥印

1番

1番または
15番

3番、4番

4番緑印

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

松印御長持入記

梅印六番御長持入記

梅印御長持より引取記

新印御長持入記

三十二番御長持入記

子印御長持入記

寅印御長持入記

寅印御長持記

辰印御長持入記

辰一番御長持入記

辰二番御長持入記

辰印御長持入記

巳印御長持入記

未印御長持入記

酉印御長持入記

戌印御長持入記

亥印御長持入記

亥印御長持入記

壱番御長持入記 御側御納戸

御道具壱番御長持入記

三番四番御長持入記

四番緑印御長持入記

6－3－5－24

6－3－5－25

6－3－5－26

6－3－5－27

6－3－5－28

6－3－6－1

6－3－6－2

6－3－6－3

6－3－6－4

6－3－6－5

6－3－6－6

6－3－6－7

6－3－6－8

6－3－6－9

6－3－6－10

6－3－6－11

6－3－6－12

6－3－6－13

6－3－7－1

6－3－7－2

6－3－7－3

6－3－7－4

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文
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松代に送られた道具で、11月6日に調
べた

（安政3年ヵ）6月18日に松代に到
来、11月28日に調べた

文6－3－6－12亥印に「遠眼鏡」あ
り。ほかにも亥印へ引取というものが
あり。こちらが先にできた台帳か。亥
印にはみえないものもある。

亥印に引取というものあり。こちらが
先にできた台帳か？無いものもあり。
4月19日に松代に着

文6－3－5－13日印には記述なし

文6－3－6－7辰印とはあわない

6月10日に松代に着

1番から22番、寿印4番から6番があ
り、さらにその中にまちまちの番号が
ある。長持番号とさらにその中に入れ
る箪笥番号か
文6－3－6－9未印にある龍御前立
てあり、文6－3－6－9には2階に
出すとある、文6－3－6－11戌印に
ある蘇鉄火鉢は「未印に出す」は見せ
消し、東方朔御置物は文6－3－5－
15梅印11番にあり、薄端花生は未印に
見せ消し。南部坂御庭の新一番土蔵2
階棚に入っていた物品の書上げか。こ
れが松代に送られて番号毎に分けられ
たか？

年代からして、ほかの台帳とは少し異
なるか。「茶器」として分類されてい
る

文6－3－2－2 4番緑印2番御長持より引取と記述が同じ。文6－3－2－2最後の記述
である「御棚」に書上げられているものは、こちらには記述がない。

文6－3－4－4と記述は同じ、こちらにあって文6－3－4－4にないものや、文6－3－
4－4では見せ消しになっているものがあるので、こちらが先に作成されたものとみられる。
［一鶴模様ダンツウ 壱枚△］［赤地雲形ダンツウ 壱枚△］［大ダンツウ 壱枚△］［一禁裡御
常用御皿壱箱△］
［嘉永6年2月御買上・一ガラスコツフ2ツ入 壱箱△］［レ印一金絵キヤマン御徳利壱箱一対
入△］［リ印・一コツフ 壱箱△］ワ印、ツ印、ぬ印などもあり、［チ印2箱之内・一金絵イキ
リス焼御猪口10 壱箱△ 内一ツ御手元江上り居 内壱ツ出ス11月6日］ガラスやキヤマン、
紅毛、南京などの物品が多い。
［○一新渡御猪口皿10人前 壱箱△（○有）］［○一流銀釣御香炉 壱箱△］［○一唐物硝子油絵
御額 壱箱△］［朽木干寿院様之御遺物○一キヤマン御菓子入 壱箱△］［○一フレツキ丸縁透
盆 壱ツ△］［○一中星儀 壱箱△］ガラス、唐物、琉球などのものが多い、後半は一括で横
棒線見せけし
［一黒塗笹唐草蒔絵御刀掛 壱箱△（○有）］［伊藤修理大夫様より御到来一鞍材掛一背分△］
［一遠眼鏡 一△ 亥印御長持へ引取］

［一御時計桐箱入品々 一箱］［一御状箱 内矢ノ根品々入 一箱］［一御状箱 6箱］［一官位
須具侶久 一箱］［一葵御紋肩衣品々入 一箱］［一忠孝御額 一枚］
［一御喉輪 一箱］［大暁院様一御遺物御文具 一箱］琵琶、采など

［一焼物御水差△ 一箱（白付箋貼り） 亥印御長持へ引取］亥印へ引取このほかにも数点あ
り、6－3－6亥印に記載のものあり。
[・一御道具帳3冊］ほか短冊箱、字引きなど
［60番 桐小箪笥］[・一勢州御代参地？壱帙］[・一書類2包］書類などか？［61番 春慶御箪笥
一ツ］
[・一焼物風呂釜一組△］[・一御じんこ一ツ△］「・御琵琶2面△］[・一御納戸書類袋入壱ツ］
ほか月琴、鉄砲道具、字引き
[・一康煕字典 壱箱 日印］[・一御書類一詰］
「26番御長持入」［一御茶器類入］
[・一御神前御道具一式］[・一支配書類入桐箱壱ツ 内焼物御水入壱ツ御半焼壱ツ 入］[・一書
類壱詰］〆[・一葵御紋御打物 壱詰］など
［○一感応院御詠草入 一箱△］［御手許3番へ引取 一火の用心入 一箱（白付箋付）］［一武
鑑入 一箱（白付箋：フ）］［一○利まん弓御矢㈠ツ］［○一感応院様御歌品々入 此内鼠不入
より出し候品々の御■■類入 壱箱△］［一御同院様御筆彫御聯 壱包△（白付箋：レ）］［○
一大雲院様 御供立 御留袖等之書類入 壱箱（白付箋：タ）］［△はんへ 一御筆入 壱箱］
［○一天真院様より感応院様迄御代々様御裏方様御遺物■分■被下帳面入 渋紙包一ツ△］
［一朱網代背負御具足櫃 壱ツ△ 但朱塗御紋付革御油単添］［一黒塗御具足櫃 壱ツ］［蜻蛉
御前立 壱箱△］［一御脇息 一ツ△］
［21番 御絵図］［22番 20番／34番／目安箱壱］［寿印4番 御算？木 壱箱／方尺 壱箱］
［同6番 15番御巻物入］

［梨地桜桐蒔絵一御鞍 壱箱］［一和琴 壱箱 但金花鳥桐御箱也］［以上一手棚］［73番 一御
具足櫃 壱ツ］［円明院様御分 一龍御前立物 壱箱］［感応院様御拝領一蘇鉄御火鉢壱箱］
［御鞍材 一背（見せ消し）］［一紫蕨庵御額 壱面］［一冠峰御額 壱面］［一楽亭御誓書御碑
壱枚］［一御長刀 壱振］［一火燈覆 一対 壱箱］［香雲院様御遺物一御弁当箱一対 2

箱］［一金花鳥御板木 壱枚］［一法華経御板木 3枚］［一金御紋朱革覆 畳御具足入御櫃
壱荷］［一枠入 御陣太鼓壱ツ］［24番 一白桐御箪笥 壱ツ］［一東方朔御置物 壱箱］［一梅
鉢御紋散御提重 壱箱］［一薄端御花生 壱箱］

［一三河志 壱部］［一杉原紙 壱束］［一御書物 四詰］［一御真綿 三詰］［一白玉 七つ］
［一同 五つ］
前半は小袖、羽二重など衣服類、後半「廿四番御箪笥入之記」［一団次作御小刀］［以下25番御
箪笥入記］［一御朱御水呑壱箱（下付箋：外御帳面ニモ有之八□□］
「御茶器入3番 鍵添」［一瀬戸物唐草三重組壱箱△］［一乾印 19番御長持より出候分（下付
箋：此分御茶器之部）［一御袋棚壱箱］［一雁金御紋付御菓子盆拾枚壱箱］ 閏7月8日

― 80―



「六番御長持」

「拾二番御長持入記」

「御在所御送り御道具 拾五番御長持入
之記」「11月6日調済」「引合済」「御側
御納戸」「1番御土蔵」

「6月18日到来 御在所御送り御道具
拾六番御長持入記」「11月28日調済」「引
合済」「御側御納戸」

「御在所御送り御道具拾七番御長持入
記」「引合済」「御側御納戸」

「御二階下廿番御長持入記」

「廿四番御長持入」

「33番御長持入記」「引合済」「御側御納
戸」
「4月19日到来」「59番詰箱」
（六十番・六十一番箪笥入記）

「弐拾四番御長持入」

辰六拾弐番詰箱御長持入記
弐拾六番御長持入
辰三拾三番詰箱

「6月10日着」「御在所送り 南奥印御長
持入記」「11月26日調済」「引合済」

「6月10日着」「御送り御道具 ▲印御長
持入記」「御側御納戸」

「御庭新一番御土蔵御2階棚之部（下付
箋：此分外御帳面之内ニ有之・」

「新2番入記」

1番長持よ
り引取、2
番長持より
引取
6番

12番

15番

16番

17番

2階下20番

24番御長持
入
33番

59番詰箱
60番・61番

24番

辰62番詰箱
26番
辰33番詰箱

南奥印

▲印

御庭新一番
御土蔵2階
棚

新2番

1番、24番
御箪笥入
茶器入3番

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

御側御納戸

（安 政
元）閏
7月8
日

（一番ほか御長持より引取記）

六番御長持入記

拾二番御長持入記

御在所送り御道具拾五番御長持入記

御在所送り御道具拾六番御長持入記

御在所御送り御道具拾七番御長持入記

御二階下廿番御長持入記」

廿四番御長持入御長持入記

三拾三番御長持入記

五拾九番詰箱記ほか

御在所送り 南奥印御長持入記

御送り御道具▲印御長持入記

（土蔵并ニ長持番号）

御庭新一番御土蔵御二階棚之部

十番諸箱之印 新二ばん御ひつ入記

壱番御小袖箪笥入記

御茶器三番入記

6－3－7－5

6－3－7－6

6－3－7－7

6－3－7－8

6－3－7－9

6－3－7－10

6－3－7－11

6－3－7－12

6－3－7－13

6－3－7－14

6－3－7－17

6－3－7－18

6－3－8

6－3－9

6－3－10

6－3－11

6－3－12

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文
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②
と
⑤
に
円
明
院
様
御
分
と
あ
る
二
点
は
同
じ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
円
明
院
は
、
真

田
幸
貫
の
養
子
で
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
に
死
去
し
た
真
田
幸
忠
の
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
③
の
朱
網
代
背
負
御
具
足
櫃
は
具
足
と
も
現
存
し
て
お
り
、
現
在
は
同
じ

く
③
に
あ
る
蜻
蛉
の
前
立
て
と
と
も
に
、
七
代
藩
主
・
真
田
幸
貫
所
用
甲
冑
（
史
料
番

号

武
具
一
四
七
）
と
さ
れ
て
い
る
。
①
の
御
鱗
具
足
は
真
田
幸
貫
夫
人
所
用
甲
冑

（
史
料
番
号

武
具
一
五
〇
）、
④
の
畳
具
足
は
真
田
幸
貫
所
用
と
さ
れ
る
甲
冑
（
史
料

番
号

武
具
一
四
九
）
で
あ
る
。

こ
の
①
か
ら
⑥
ま
で
の
具
足
は
、
文
久
元
年
の
武
器
帳
（
以
下
、
武
器
帳
）
に
は
記

載
が
な
い
。
武
器
帳
は
武
具
方
の
道
具
帳
で
あ
り
、
武
具
方
で
管
理
・
保
管
し
て
い
た

武
具
・
武
器
が
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
①
か
ら
③
ま
で
の
甲
冑
は
、
御
側

御
納
戸
役
の
管
理
で
あ
っ
た
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も

甲
冑
の
な
か
で
も
、
武
具
方
管
理
の
甲
冑
と
御
側
御
納
戸
役
管
理
の
甲
冑
の
二
種
類
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
①
か
ら
⑥
ま
で
は
、
江
戸
か
ら
松
代
に
送
ら
れ
た
後
も
、
文
久
元

年
に
ま
と
め
ら
れ
た
武
器
帳
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
み
て
、
武
具
方
管
理

に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
と
め

以
上
、
嘉
永
五
年
か
ら
安
政
三
年
に
か
け
て
整
理
さ
れ
た
文
6－

3
の
道
具
帳
に
つ

い
て
考
え
て
き
た
。
文
6－

3
は
真
田
幸
貫
死
去
か
ら
松
代
城
花
の
丸
御
殿
と
安
政
の

大
地
震
を
経
て
、
松
代
に
移
送
さ
れ
た
道
具
の
帳
面
で
あ
り
、
長
持
ご
と
に
番
号
が
付

け
ら
れ
、
長
持
毎
の
道
具
帳
が
作
成
さ
れ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
は
す
べ
て
二
部
作
ら
れ

て
、
江
戸
に
控
が
置
か
れ
、
安
政
三
年
の
十
一
月
に
は
移
送
さ
れ
た
道
具
の
確
認
作
業

が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
、
長
持
と
長
持
の
間
で
道
具
の
入
れ
替
え
が
な
さ
れ
た

り
、
長
持
だ
け
で
な
く
箪
笥
も
あ
っ
た
こ
と
、
入
れ
替
え
に
つ
い
て
は
も
の
に
よ
っ
て

は
追
跡
で
き
る
も
の
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
道
具
の
持
ち
主
は
多
く
が

真
田
幸
貫
と
同
時
代
あ
る
い
は
幸
貫
よ
り
前
の
人
物
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

番号がふられるほか、地印、荒印の御
箱江仮入御書物とあり、松印入もあ
り、番号の付いた長持に入れた際の台
帳か、書籍はほかのものとは分けてあ
り、松印などの番号は異なる。

文6－3－5－24松印とは合わない。

「 」は見出しの記述、［ ］は本文の記述を表す。判読不明文字は■とした。
漢数字は、適宜アラビア数字におきかえた。

［三番 一通俗水滸伝80冊］［6番御手許江差上 一通鑑監専要十五冊］［11番北槎聞略8冊］
［12番蝦夷拾遺 6冊之内一冊］［13番地方落穂集 御手元7冊］［35番 感応院様御秘書水戸
斉昭公御書入有之 一童蒙易和物底集2冊］［慧昌院様御分 52番 一吾妻百人一首 壱冊］
［御在所御書物之記］［4番 湖月抄］［12番 八代集 御手元江出］「○地印御箱江仮入御書
物」［一集美録 6冊 内5不見］現在もあるもの多数あり。○「荒印御箱江仮入御書物」［一
朶雲帖 一帙］［（貼紙：資治通鑑 29冊目 1冊）］、松印江入、20番へ入などもあり。
「南部坂御土蔵御二階之部」［73番 円明院様御分 一背負櫃入具足 壱領］［107番 一芹蒔絵
御広蓋 壱箱］［円明院様御分一御長刀 壱振］［一御盃入青漆御文庫 壱包］［一御夜光貝御
盃洗 壱箱］「21番御長持」［一御拝領御庭蘇鉄御火鉢 一箱］［一御挙之鴨御置物 一箱］［梅
印御箱入一州浜御紋御鞍 一背］［御賀之節一御筆物 一箱］「22番御長持」［一方尺 一箱］
「28番御長持より」［一御平盆並御茶碗 一箱］「23番御長持より」［一御蕎麦蒸籠 弐箱］［一
梅鉢御紋付御提重］「24番」［一紫檀鉄刀木御箪笥 一箱］「25番」［一釣瓶御花生 弐組］［御
二階9番御長持入 一孔雀之尾 一箱］「松平肥前守様より御到来 一猪口50入 壱箱］［9番
御長持より出す 一割州浜御紋付黒塗御文庫 壱ツ］
［6月2日到来］「梅印2番御抱具長持入」［火打仕掛ケヘル御筒 壱挺］
［此御長持之鍵無之ニ付錠之■■をしぼり封印■御■■ 6月 2番］「御長持壱棹」［内 御
神前之御品々］［一御懸物 18幅（白付箋付）］［一三ツ具足 壱通］［一天児 壱ツ（白付
箋）］「右御神前之品」［一姫かがみ 3冊］
［一御短冊 一箱］［御拝領一御置物 一箱］
「馬附御荷物箱弐ツ」［内壱ツ 新10番御櫃壱箱内入］大紋や羽二重などの衣服類。「寿印3番
御箱」［御日記 5冊］（半ページ白）［一白刺貫］［前田量平返上分一布衣 一領 一刺貫 一
領］「竹印 一御狩衣 一領」「松印」狩衣、帷子、石帯など、葵御紋黒羽二重小袖など7筆
は、服紗包で上封渋浅包ニテ御廻申候 とある。（半ページ白）［一御羽箒 壱（下付箋：御茶
器より出居■■・］［一御煙草盆 壱（下付箋：御在所御道具より出居と有之・）］［一御土器
弐ツ入 壱箱（白付箋付）］［一菊模様御箪笥壱ツ 但侶服紗包（下付箋：御在所御道具之内有
之］［一御実名 松平次郎様御名 弐箱（下付箋：外御帳面ニ有之■■］［一御臍帯 御産着
一箱］［一焼桐御箱紅毛算木 △］［一滋野世記十八冊其外品々入小箱壱ツ（下付箋：御書物之
部・］
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た
、
甲
冑
に
つ
い
て
、
今
回
取
り
上
げ
た
道
具
帳
記
載
の
も
の
は
多
く
が
御
側
御
納
戸

管
理
で
あ
り
、
武
具
方
管
理
の
武
器
帳
に
は
掲
載
が
な
く
、
同
じ
甲
冑
で
も
、
別
々
の

管
理
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

細
か
な
冊
子
の
集
合
で
あ
り
、
記
述
が
煩
雑
な
た
め
、
す
べ
て
を
わ
か
り
や
す
く
ま

と
め
る
こ
と
が
困
難
で
、
現
時
点
で
気
付
い
た
点
を
述
べ
る
に
留
ま
っ
た
。
現
存
す
る

道
具
と
の
同
定
作
業
も
、
わ
ず
か
に
表
に
入
れ
込
む
の
み
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
後

は
、
今
回
取
り
上
げ
た
以
外
の
道
具
帳
の
調
査
を
進
め
る
と
と
も
に
、
文
6－

3
の
道

具
帳
全
文
翻
刻
に
取
り
組
ん
だ
う
え
で
、
改
め
て
他
の
道
具
帳
と
の
比
較
が
で
き
れ
ば

と
考
え
て
い
る
。

註（
1
）『
松
代
藩
庁
と
記
録
―
松
代
藩
「
日
記
繰
出
」
―
』（
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
編

名
著

出
版
1
9
9
8
年
）、『
藩
の
文
書
管
理
』（
国
文
学
研
究
資
料
館
編

名
著
出
版
2
0
0
8

年
）、『
近
世
大
名
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
資
源
研
究
―
松
代
藩
・
真
田
家
を
め
ぐ
っ
て
―
』（
国
文

学
研
究
資
料
館
編

思
文
閣
出
版
2
0
1
6
年
）
な
ど

（
2
）
原
田
和
彦
「
松
代
藩
に
お
け
る
文
書
の
管
理
と
伝
来
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
藩
政
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
の
研
究
』
岩
田
書
院
二
〇
〇
八
年
）、『
真
田
宝
物
館
収
蔵
品
目
録

長
野
県
宝

真
田
家
文
書
（
一
）
〜
（
四
）』（
松
代
文
化
施
設
等
管
理
事
務
所
二
〇
〇
四
年
〜
二
〇
〇
七

年
）、
浅
倉
有
子
「
松
代
城
地
の
払
下
と
真
田
家
の
道
具
類
（
宝
物
）
の
管
理
」（『
松
代
』
22

号

松
代
文
化
施
設
等
管
理
事
務
所
二
〇
〇
八
年
）
な
ど

（
3
）『
真
田
宝
物
館
収
蔵
品
目
録

服
飾
』『
同

能
楽
・
楽
器
』『
同

茶
器
』（
松
代
文
化
施
設

等
管
理
事
務
所
発
行
）
な
ど
。

（
4
）
北
村
典
子
「
江
戸
後
期
松
代
藩
真
田
家
に
み
る
大
名
の
婚
礼
道
具
〜
三
千
姫
・
峯
姫
の
事
例

〜
」（『
松
代
』
13
号

松
代
藩
文
化
施
設
等
管
理
事
務
所

一
九
九
九
年
）
で
は
、
婚
礼
道

具
と
そ
の
道
具
帳
に
つ
い
て
分
析
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

（
5
）『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録

第
二
十
八
集
』（
史
料
館
編

一
九
七
八
年
）
以
下
断
ら
な
い
限

り
、
藩
主
・
夫
人
の
死
没
年
は
同
書
に
よ
っ
た
。

「卯印新御長持入記」

典籍類

南部坂御土
蔵御二階

（南部坂御
土蔵）

（収蔵書籍一覧）

南部坂御土蔵分御二階上之部 外

梅印二番御抱具長持入
（六月御二番入記）

卯印新御長持入記
（馬附御荷物箱弐ツ入記）

6－3－13

6－3－14－1

6－3－14－2
6－3－14－3

6－3－14－4
6－3－14－5

文

文

文
文

文
文
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（
6
）『
海
津
旧
顕
録
』（
真
田
宝
物
館
編

一
九
八
九
年
）

（
7
）
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
文
書
い
一
〇
二
三
日
記
控

安
政
二
年
十
月

（
8
）
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
真
田
家
寄
託
文
書
１３１－

1
〜
18
。
翻
刻
は
１３１－

1
、
１３１－

3
に
つ

い
て
は
、『
備
え

真
田
家
の
甲
冑
・
武
具
』（
松
代
文
化
施
設
等
管
理
事
務
所
編

二
〇
〇

二
年
）
に
、
１３１－

1
〜
7
に
つ
い
て
は
『
松
代
』
18
号
（
松
代
文
化
施
設
等
管
理
事
務
所

二
〇
〇
四
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
甲
冑
の
記
載
が
あ
る
の
は
１３１－

1
で
あ
る
。
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小
幡

伍

大
日
方
裕
美

柿
崎

孝
子

佐
藤
さ
わ
子

田
中

良
彦

玉
城

司

寺
田

寿
子

豊
田

千
明

荻
原

幸
子

牧

長
夫

牧

豊
子

丸
山

聖
子

宮
澤

惠
夫

矢
野

清
登

翻
刻
『
菊
の
分
根
』（
8
）
地（
31
―
3
―
12
）
真
田
連
句
を
よ
む
会

【
解
題
】

前
号
（『
松
代
』
30
号
）
に
、
続
い
て
真
田
宝
物
館
蔵
『
菊

の
分
根
』
を
翻
刻
す
る
。
前
回
と
同
じ
冊
子
で
題
簽
に
は
『
菊

の
分
根
』（
後
補
）、
整
理
番
号
ラ
ベ
ル
に
「
31
―
3
―
12
」
と

付
す
。
今
回
翻
刻
す
る
の
は
、
こ
れ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
中
間

の
百
韻
五
巻
で
あ
る
。
な
お
前
回
も
述
べ
た
が
、
表
紙
見
返
し

に
原
題
簽
（
無
辺
。
草
花
散
ら
し
文
様
）
と
思
し
き
題
簽
が
貼

付
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
「
菊
農
分
け
根

地
」
と
あ
る
。
本

書
の
成
立
年
は
、（
8
）
と
仮
に
付
し
た
第
八
巻
目
奥
書
に

「
右
宝
暦
甲
初
春
晦
成
」
の
年
記
が
あ
る
の
で
、
今
回
収
録
し

た
五
巻
も
、
前
半
部
同
様
に
宝
暦
十
四
年
甲
申
初
春
（
こ
の
年

六
月
二
日
、
明
和
元
年
に
改
元
）
以
前
の
成
立
と
考
え
る
べ
き

だ
ろ
う
。
本
書
の
「
天
」
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
か
、
他

に
紛
れ
て
整
理
番
号
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
か
、
再
調
査
し

て
み
た
が
、
真
田
宝
物
館
で
の
所
在
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

出
現
が
待
た
れ
る
。
な
お
、
前
回
も
記
し
た
が
、
先
人
が
付
し

た
ラ
ベ
ル
「
31
―
3
―
11
」
の
一
書
に
は
「
定
会
／
相
撲

菊

の
わ
け
根
」
と
い
う
原
題
簽
が
備
わ
り
、
内
表
紙
に
「
存
義
坐

十
評

巳
閏

暮
春
八
日
初
席

定
会
角
力
」
と
あ
る
。
そ
の

裏
に
は
、
相
撲
の
東
西
に
な
ら
っ
て
「
初
席
位
附

西

大
関

菊
貫

関
脇
嵐
牙

小
結
希
言

前
頭
雅
水

前
頭
雲
牙

前

頭
斗
涼
／
東

大
関
田
鏡

関
脇
祇
東

小
結
伴
水

前
頭
魚

輔

前
頭
絮
雪

前
頭
野
十
」
と
連
衆
十
二
名
を
記
し
、
巻
末

奥
書
は
、
相
撲
の
東
西
に
な
ら
っ
て
「
西
五
評

買
明

常
仙

白
頭

秀
国

菊
堂
／
右

安
永
二
巳
閏
三
月
八
日
初
会
同

廿
二
日
開
点
陽
信
／
東
五
評

楼
川

温
克

在
転

祇
徳

田
女
」
の
宗
匠
名
と
興
行
年
月
を
記
載
す
る
。
つ
ま
り
、
成
立

年
は
安
永
二
年
春
で
あ
り
、
点
者
も
異
な
り
本
書
と
の
直
接
的

な
連
関
が
み
ら
れ
な
い
。

各
巻
の
概
要
を
み
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
（
百
韻
）
に

は
便
宜
上
（
6
）
か
ら
（
10
）
の
算
用
数
字
を
記
し
た
。
そ
の

発
句
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
6
）
四
季
の
う
ち
に
霜
を
戴
く
翁
か
な
（
＊
前
号
の
四
巻
と

五
巻
と
同
じ
発
句
、
連
句
・
連
衆
は
別
）

（
7
）
蝶
は
夢
出
し
ぬ
く
庭
や
冬
花
王

（
8
）
梅
一
本
双
紙
干
へ
き
枝
も
か
な

（
9
）
梅
一
木
双
紙
干
せ
と
て
流
し
枝
（
菊
貫
の
句
か
）

（
10
）
青
柳
ハ
水
に
陰
を
書
く
姿
か
な

奥
書
と
句
上
げ
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
6
）
右
霜
月
二
十
二

烏

席
／

祇
徳
祇
東
／
海
旭
祇
東

朱
引

（
7
）
右
杪
冬

米
仲
勝
／
平
砂
勝

両
評

（
8
）
右
宝
暦
甲
申
初
春
晦
成
／
月
村
魚
輔
／
麟
嶺
雅
水

両
君

四
評
／
亀
成
雅
水
／
秀
億
勝

（
9
）
右
仲
春
四
日

席

月
村
君
看
江

／

田
社
勝

／

田
女
勝

朱
引

（
10
）
右
仲
春
成
／
米
仲
其
昔

樓
川
勝

朱
引

続
い
て
、
連
衆
と
点
者
を
一
覧
し
て
お
き
た
い
。

（
6
）
は
、
祇
東
・
魚
輔
・
菊
貫
の
三
吟
。
点
者
は
祇
徳
、
海

旭
。

（
7
）
は
、
菊
貫
・
祇
東
・
橘
丸
・
魚
輔
・
麟
嶺
・
其
昔
・
龍

水
・
蘆
暁
の
八
吟
。
点
者
は
米
仲
、
平
砂
。

（
8
）
は
、
菊
貫
・
祇
東
・
柳
艸
・
雲
牛
・
魚
輔
・
雅
水
・
波

山
の
七
吟
。
点
者
は
月
村
、
麟
嶺
、
亀
成
、
秀
億
。

（
9
）
は
、
菊
貫
・
其
時
雨
・
祇
東
・
橘
丸
・
柳
艸
・
昔
江
・

柳
波
の
七
吟
、
点
者
は
月
村
君
、
田
社
、
田
女
。

（
10
）
は
、
菊
貫
・
魚
輔
・
祇
東
・
雅
水
・
芦
（
蘆
）
暁
・
龍

水
・
其
昔
・
麟
嶺
の
八
吟
、
点
者
は
米
仲
、
樓
川
。

（
6
）
か
ら
（
10
）
の
発
句
の
作
者
は
未
詳
で
あ
る
。（
6
）

は
前
号
で
翻
刻
し
た
（
4
）
と
（
5
）
と
同
じ
発
句
を
立
句
に

表
八
句
を
同
じ
く
す
る
が
、
裏
以
降
は
異
な
っ
て
い
る
。
本
書

が
基
本
的
に
成
立
順
に
収
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
6
）

（
7
）
は
、
は
宝
暦
十
三
年
冬
の
成
立
で
、（
8
）
以
降
は
、
宝

暦
十
四
年
春
（
明
和
元
年
）
の
）
成
立
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

こ
れ
ら
は
、
菊
貫
（
幸
弘
）
二
十
四
歳
か
ら
二
十
五
歳
に
一
座

し
て
巻
い
た
百
韻
で
現
存
す
る
最
初
期
の
連
句
資
料
で
あ
り
、

そ
う
し
た
意
味
で
も
貴
重
で
あ
る
。

前
回
「（
1
）（
2
）（
5
）
の
点
者
の
一
人
・
月
村
君
は
、

大
和
郡
山
二
代
藩
主
・
柳
沢
信
鴻
。
信
鴻
の
継
室
は
、
幸
弘
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（
菊
貫
）
の
祖
父
真
田
信
弘
の
娘
で
、
父
信
安
（
松
代
藩
五
代

藩
主
）
の
異
母
妹
だ
か
ら
、
幸
弘
の
叔
母
。
菊
貫
が
生
涯
俳
諧

に
親
し
ん
だ
の
は
、
若
き
日
に
信
鴻
に
親
し
ん
だ
か
ら
だ
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
物
語
る
資
料
と
し
て
も
本
書
は
貴
重
で

あ
る
」
と
述
べ
た
が
、
今
回
の
（
8
）（
9
）
も
、
月
村
（
米

翁
・
柳
沢
信
鴻
）
が
批
点
し
て
お
り
、
菊
貫
（
幸
弘
）
の
俳
諧

に
与
え
た
影
響
が
大
き
い
こ
と
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
幸
弘
の
百
韻
に
批
点
し
た
の
は
、
信
鴻
の
隠
居
所
・

六
義
園
か
と
想
像
す
る
が
、
資
料
的
裏
付
け
を
知
ら
な
い
。
お

教
え
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
幸
弘
の
参
勤
交
代
の
実
施

状
況
か
ら
み
る
と
宝
暦
十
三
年
八
月
二
十
八
日
、
松
代
を
発
ち

九
月
三
日
江
戸
着
、
翌
年
（
明
和
元
年
）
は
七
月
十
一
日
江
戸

を
発
ち
、
七
月
十
六
日
に
は
松
代
に
着
い
て
越
年
し
て
い
る
の

で
、
今
回
の
百
韻
五
巻
は
、（
6
）
が
十
一
月
、（
7
）
が
十
二

月
、（
8
）
が
、
翌
年
一
月
、（
9
）（
10
）
が
二
月
、
い
ず
れ

も
松
代
で
巻
い
て
、
江
戸
へ
参
勤
す
る
と
き
に
持
参
し
て
、
批

点
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

【
書
誌
】

真
田
宝
物
館
蔵
書
名
／
『
菊
の
分
根
』（
後
補
）

真
田
宝
物
館
整
理
番
号
／
31
―
3
―
12

書
型

綴

料
紙
／
大
本
27
・
4
×
19
・
7
糎
。
袋
綴
楮
紙

表
紙

色

模
様
／
縹
色
無
地

題
簽
／
「
菊
の
分
根

地
」

見
返
し
／
本
文
共
紙

目
次
／
な
し

丁
数
／
全
一
三
六
丁

墨
付
一
三
二
丁

行
数
七
〜
八
行

（
今
回
は
第
四
十
一
丁
か
ら
八
十
丁
ま
で
翻
刻
し
た
）

【
凡
例
】

1

原
則
と
し
て
旧
漢
字
・
異
体
字
は
現
在
通
行
の
漢
字
に
改

め
た
。

2

仮
名
づ
か
い
、
仮
名
の
清
濁
は
原
本
の
と
お
り
と
し
た
。

3

収
載
句
に
は
人
権
に
か
か
わ
る
用
語
が
あ
る
。
資
料
的
性

格
を
考
え
て
原
本
通
り
に
翻
刻
し
た
が
、
読
者
は
、
人
権

問
題
の
正
し
い
理
解
の
う
え
に
た
っ
て
、
判
断
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

4

本
稿
は
、「
真
田
連
句
を
読
む
会
」
の
解
読
に
基
づ
い

て
、
小
幡

伍
が
原
稿
を
作
成
、
豊
田
千
明
が
批
点
を
書

き
入
れ
、
玉
城

司
が
解
題
を
記
し
た
。

（
6
）

四
季
の
う
ち
に
霜
を
戴
く
翁
か
な

蓬
莱
山
ハ
冬
の
働

一
を
聞
く
其
懐
に
筆
有
り
て

子
細
ら
し
く
も
物
陰
の
咳

竹
な
ら
ハ
割
つ
て
見
せ
た
き
心
さ
し

秋
と
申
さ
は
月
の
受
取

或
時
は
引
牛
に
成
る
鹿
の
声

芭
蕉
は
風
に
船
と
疑
ふ

」
41
オ

ウ

祇
徳
十
五
点

海
旭
五
点

片
耳
に
水
音
残
る
木
曽
の
旅

祇
東

海
旭
七
点

岫
よ
り
出
て
終
イ
雲
の
峯

魚
輔

猿
ほ
と
恵
廓

の
店
せ
も
涼
し
き
心
太

菊
貫

矢
立
ふ
ら
つ
く
使
者
の
若
党

輔

祇
東
十
点

汐
風
に
銅
錆
る
御
門
跡

東

鳶
と
烏
の
中
に
觜
音

貫

祇
徳
五
点

庭
先
て
居
風
呂
に
入
田
刈
と
も

輔

」
41
ウ

脛
白
�
�
と
野
分
山
か
せ

貫

祇
徳
七
点

海
旭
五
点

有
明
の
衣
�
�
浅
き
軽
井
沢

東

五
ツ
て
重
を
ふ
さ
く
牡
丹
餅

輔

井
戸
替
の
尻
て
押
折
小
柴
垣

貫

海
旭
十
点

祇
徳
七
点

菫
握
て
迷
子
泣
く
也

輔

乞
食
か
掃
残
さ
れ
て
華
の
山

貫

祇
徳
五
点

寿
永
の
空
に
ミ
へ
ぬ
赤

巾

輔

」
42
オ

二

祇
徳
五
点

海
旭
七
点

勅
使
荷
の
も
の
騒
し
き
大
井
川

東
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海
旭
五
点

摂
待
寂
て
狂
女
寐
て
居

仝

海
旭
五
点

移
香
も
離
座
敷
の
ほ
と
ゝ
き
す

貫

京
見
物
徳

摂
待
、
秋
也
。
夏
〇
付
如
何

の
も
め
て
来
る
髪

東

祇
徳
十
点

藤
骨
柳
に
羽
織
の
折
目
ふ
へ
に
け
り

輔

火
桶
つ
め
た
き
辻
の
夕
昏

貫

海
旭
七
点

寒
垢
離
の
背
中
撫
れ
ハ
酒
臭
き

輔

」
42
ウ

祇
徳
十
八
点

海
旭
十
点

菩
薩
の
外
に
廿
五
騎
町

東

呉
服
屋
の
傘
も
嬉
し
き
春
の
雨

貫

祇
徳
十
点

蛙
ひ
そ
か
に
昏
る
土
船

東

祇
徳
七
点

海
旭
五
点

又
足
を
切
れ
と
藤
見
の
御
腰
掛

輔

祇
徳
七
点

合
三
弦
の
こ
ゝ
ろ
ま
て
合

東

蟵
一
重
曇
り
て
月
の
新
ま
く
ら

貫

海
か
ら
風
を
は
こ
ふ
闌
干

東

」
43
オ

ウ

祇
徳
五
点

帆
は
し
ら
ハ
鵜
の
と
ま
り
木
と
見
へ
に
鳬

貫

海
旭
五
点

行
脚
の
杖
の
へ
る
を
よ
ろ
こ
ふ

輔

祇
徳
五
点

海
旭
七
点

江
戸
衆
の
遊
ひ
か
て
ら
に
段
か
つ
ら

東

日
よ
け
の
色
を
揚
る
生
酔

貫

家
猪
ひ
と
つ
と
り
巻
て
居
る
禿
共

東

嶋
か
く
れ
す
る
懐
の
ふ
ミ

輔

祇
徳
十
五
点

逢
は
ぬ
恋
頓
死
と
悟
り
給
へ
か
し

東

」
43
ウ

海
旭
十
五
点

舟
宿
に
さ
へ
百
舌
鳥
の
草
茎

貫

常
番
て
時
を
覚
へ
る
月
の
窓

輔

海
旭
十
点

祇
徳
七
点

寝
釈
迦
の
足
を
渡
る
秋
風

東

祇
徳
七
点

四
五
人
て
銭
を
算
へ
る
嵯
峨
の
奥

輔

鼻
の
な
ひ
の
が
馬
士
の
親
分

貫

へ
の
字
形
に
華
の
中
成
る
野
雪
隠

輔

落
て
怪
我
せ
ぬ
若
草
の
蝶

貫

」
44
オ

三

祇
徳
五
点

海
旭
五
点

太
閤
の
陣
場
も
霞
む
箱
根
山

東

火
縄
て
あ
ふ
る
膏
薬
の
へ
り

輔

祇
徳
十
点

海
旭
五
点

灘
い
く
つ
越
て
日
本
の
砂
糖
菓
子

仝

罔
両
ま
て
を
か
こ
つ
恋
痩

貫

祇
徳
七
点

鬢
水
に
我
も
咲
せ
ん
冬
の
梅

仝

海
旭
二
十
点

除
夜
の
局
に
取
ち
ら
す
衣

東

縁
下
へ
く
は
へ
て
這
入
る
鰹
節

輔

」
44
ウ

踵
へ
押
す
か
下
駄
の
焼
印

貫

祇
徳
七
点

海
旭
七
点

散
々
に
江
湖
崩
れ
る
秋
の
雲

東

子
ゆ
へ
の
闇
や
月
の
洗
濯

輔

祇
徳
五
点

海
旭
五
点

朝
露
ハ
借
馬
の
鞍
に
置
き
並
へ

貫

御
組
屋
敷
ハ
揃
ふ
髷
形

輔

祇
徳
五
点

賭
的
の
一
ト
矢
に
せ
ま
る
鐘
の
声

東

懐
中
を
し
て
ひ
つ
む
焼
飯

輔

」
45
オ

ウ祇
徳
十
点

胴
切
に
猪
を
仕
て
置
く
杣
か
軒

東
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天
窓
下
し
に
足
ら
ぬ
初
雪

貫

海
旭
十
五
点

暁
や
舞
子
か

海

袖
う
ち
ふ
り
し
こ
ヽ
ろ
し
り
き
や

戻
る
声
す
な
り

東

座
頭
ま
て
来
る
初
産
の
伽

輔

棕
櫚
箒
逆
に
立
て
玉
の
汗

貫

海
旭
五
点

敷
居
鴨
居
の
光
る
旅
籠
屋

東

海
旭
十
点

鑓
か
け
を
鼠
か
渡
る
天
の
川

輔

」
45
ウ

祇
徳
七
点

郷
侍
の
し
ら
ぬ
朝
㒵

東

昼
の
月
米
つ
く
肩
に
傾
き
て

仝

手
桶
ひ
と
つ
て
足
り
る
裏
店

輔

祇
徳
十
点

海
旭
七
点

我
独
琵
琶
ハ
淋
し
き
抱
こ
ゝ
ろ

貫

何
か
堀
出
す
古
城
の
跡

仝

熊
蜂
の
吸
ふ
て
ハ
渡
る
華
の
枝

輔

軒
端
に
か
ゝ
る
程
の
糸
遊

東

」
46
オ

名

祇
徳
五
点

海
旭
五
点

姉
御
か
ら
よ
ゐ
疱
瘡
を
順
の
峯

輔

貰
と
直
く
に
さ
し
て
ミ
る
櫛

貫

海
旭
十
点

祇
徳
五
点

お
も
は
ゆ
き
筑
摩
祭
の
神
慮

東

散
る
方
晴
き
卯
の
華
の
雪

輔

枝
折
戸
も
厠
の
口
へ
落
ふ
れ
て

貫

海
旭
五
点

竹
新
し
き
関
の
灰
吹

東

祇
徳
五
点

海
旭
七
点

凩
の
磨
出
し
た
る
浅
間
山

貫

」
46
ウ

海
旭
五
点

光
ル

か
う
へ
に
箔
代
の
欲

輔

祇
徳
五
点

村
雨
に
支
離
車
の
押
や
ら
れ

東

祇
徳
十
点

旦
那
を
置
ひ
て
き
た
る
居
酒
屋

貫

海
旭
五
点

連
歌
師
の
妻
ほ
と
に
筆
も
働
て

東

心
や
す
む
か
過
て
囁

輔

震
返
し
湯
殿
に
帯
も
残
る
月

貫

土
圭
（
時
計
）
に
ま
し
る
秋
の
風
鈴輔

」
47
オ

ウ海
旭
十
点

祇
徳
七
点

鹿
笛
の
上
手
か
過
て
哀
な
り

東

祇
徳
七
点

海
旭
五
点

椽
の
下
ま
て
寮
の
物
置
キ

貫

祇
徳
二
十
点

蕎
麦
切
ニ

堀
出
さ
れ
た
る
雪
の
葱

輔

埃
を
尋
て
あ
さ
る
雞

貫

祇
徳
十
点

海
旭
七
点

隠
し
町
樋
竹
売
の
長
�
�
と

東

暖
簾
も
扣
く
う
き
人
の
尻

貫

祇
徳
五
点

山
続
白
衣
黒
衣
も
華
衣

め
て
た
き
事
の
重
る
も
春

」
47
ウ

右
霜
月
二
十
二
烏

席

祇

徳
祇
東

朱

引

海

旭
祇
東

」
48
オ

（
白
丁
）

」
48
ウ

（
7
）

蝶
は
夢
出
し
ぬ
く
庭
や
冬
花
王

ち
ろ
り
の
燗
の
う
ま
ひ
初
雪

い
そ
�
�
と
担
た
籠
の
賑
て

た
は
こ
の
烟
輪
に
吹
て
居
る
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入
札
は
何
の
流
義
か
書
散
ら
し

二
日
続
て
舟
て
昼
飯

宵
月
ハ
ま
た
暫
く
も
残
り
け
り

心
豊
に
蛛
も
静
け
き

」
49
オ

ウ

米
仲
五
点

平
砂
五
点

一
葉
ほ
と
寺
を
見
せ
た
る
桐
の
奥

菊
貫

平
砂
五
点

枕
に
せ
ん
と
溜
る
茶
の
殻

祇
東

橘
丸

平
砂
五
点

琵
琶
法
師
扶

米

た
の
め
る
か
た
な
き
に
し
も
あ
ら
す

持
贈
ら
る
ゝ
甥
有
て

平
砂
五
点

暮
る
ゝ
と
垣
へ
覗
く
泥
坊

魚
輔

平
砂
七
点

婚
礼
は
差
合
な
し
の
表
芸

麟
嶺

米
仲
七
点

衣
桁
を
杖
に
睡
る
姆

其
昔

龍
水

米
仲
五
点

云
に
く
ひ
恨
ハ

米

た
い
来
る
波
に
あ
ら
は
れ
て

筆
に
い
わ
せ
け
り

」
49
ウ

念
力
岩
を
通
す
金
堀

蘆
暁

世
渡
り
ハ
月
の
光
も
頼
も
し
き

米
仲
七
点

傘
を
た
ゝ
め
ハ
雰
に
穴
明
く

水

平
砂
七
点

草
庵
に
蔦
の
繁

米

柴
屋
の
と
ほ
り
も
お
も
ひ
よ
ら
る
れ

り
は
一
構
へ

昔

平
砂
五
点

水
を
尋
て
下

米

風
一
陣
に

る
荒
猪

嶺

此
頃
は
賑
か
に
成
る
華
の
山

遊
ひ
と
り
�
�
何
所
も
麗

」
50
オ

二

暁

平
砂
五
点

藪
入
を
手
く

米

少
年
の
春
の
た
の
し
ミ

た
の
糸
て
釣
に
出
る

波
吉
や
か
ら
便
り
求
め
て

米
仲
七
点

初
鮭
の
子
ハ
や
す
か
た
と
答
へ
け
り貫

平
砂
五
点

半
弓
翦

米

初
鮭
秋
に
て
候
を
い
か
ヽ
し
て

れ
て
む
ら
鵆
立

深
川
や
ま
だ

米

い
さ
ヽ
か

萱
葺
の
引
寺
号

輔

国
さ
む
ら
ひ
の
茶
屋
を
汲
干
す

丸

米
仲
五
点

平
砂
五
点

聾
の
無
筆
と

米

う
き
世
に
着
す
る
こ
と
な
く
て
是
も

可
な
り

い
ふ
も
哀
な
り

水

」
50
ウ

平
砂
十
五
点

隠
居
自
慢
の
筑
（
築
）
山
ハ
冨
士嶺

碁
将
棋
に
は
り
を
付
た
る
五
月
雨

昔

米
仲
七
点

平
砂
五
点

翌
は
隣
を
植
る
早
乙
女

暁

平
砂
七
点

菅
笠
に
赤
カ

米

所
か
ら
の
品
物
と
さ
た
め
ら
れ

ね
の
紐
や
軽
井
沢

輔

蟻
の
こ
と
く
に
引
て
来
る
牛

東

月
影
に
闇
を
見
せ
た
る
杉
の
森

折
戸
の
音
も
漸
寒
ひ
也

」
51
オ

ウ平
砂
十
点

米
仲
七
点

鼻
先
の
蝿
か
立

米

心
な
き
身
に
も

て
も
鴫
の
秋

貫

米
仲
廿
点

御
伽
坊
主
の
蜜
柑
丸
呑

嶺

平
砂
七
点

泉
水
の
湿
を
鼓
の
請
と
り
て

水

四
ッ
手
に
念
の
か
ゝ
る
入
相

暁

平
砂
十
点

米
仲
五
点

恋
す
て
ふ
わ
か

米

立
て
見
居
て
見
、
見
れ
と

名
ハ
人
に
気
違
と

昔

熊
野
か
わ

米

あ
な
に
く
の
む
ら
雨
や

か
れ
に
降
る
ハ
盃

貫

釣
リ
瓶
に
柳
の
垂
る
ゝ
附
書
院

輔

」
51
ウ

春
末
寒
く
氷
る
箒
め

東

焼
筆
の
跡
か

米

植
物
か
く
て
も
の
か
れ
か
た
し

ら
花
ハ
咲
に
け
り
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平
砂
七
点

そ
れ
か
あ
ら
ぬ
歟
野
渡
の
行
人

丸

米
仲
七
点

我
先
キ

に
瀧
へ
飛
込
む
湯
治
先
キ

暁

乞
食
の

米

う
き
世
に
か
へ
す
あ
か
つ
き
の
か
ね
も

寐
間
に
露
霜
の
夜
着

昔

峯
よ
り
も
用
有
け
な
る
月
の
面
モ

横
筋
違
に
雁
の
群

」
52
オ

三

嶺

平
砂
五
点

案
山
子
に
も
紙

米

さ
す
か
に
弓
矢
は
捨
す

子
の
形
の
恥
か
し
く

憂
名
の
波
を
嬲
る
恋
風

水

待
侘
る
侭
に
寒
夜
の
霜
を
聞

輔

平
砂
五
点

鐘
ハ
湯
と

米

な
ん
ほ
う
お
そ
ろ
し
く

成
る
御
局
の
声

東

米
仲
十
点

平
砂
五
点

狆
の
価
是
そ

米

驕
ハ
ま
す
へ
か
ら
す

破
の
初
め
な
り

貫

平
砂
七
点

調
度
牡
丹
ヘ
亭
の
成
就

丸

呑
尽
し
沈
む
瀬
あ
れ
ハ
浮
む
瀬
も

嶺

」
52
ウ

勘
当
の
子
に
居
へ
る
陰
膳

昔

胸
の
針
あ
ほ
う
烏
に
う
た
れ
鳬

暁

米
仲
七
点

夜
明
ヶ
の
伊
達
に
看
経
の
声

水

平
砂
十
五
点

三
芳
野
や
紅
葉
の
庵
も
捨
ら
れ
す

輔

晋
子
か
酒

米

飲
中
八
仙
と
や

を
嬲
る
秋
の
蚊

東

市
中
と
は
申
な
か
ら
も
月
の
夜
半

け
ふ
も
留
守
か
と
上
る
暖
簾

」
53
オ

ウ米
仲
十
点

平
砂
十
点

売
切
る
も
男
也

米

鎌
倉
ハ
い
き
て
出
け
ん

け
り
は
つ
鰹

貫

鬼
住
む
町

米

い
ふ
ハ
誠
か

の
伽
羅
臭
キ
風

丸

宿
問
へ
は
安
達
か
原
と
囁
き
て

輔

平
砂
十
点

天
窓
は
か
り
の
殖
へ
る
地
謡

貫

米
仲
十
点

平
砂
七
点

つ
ま
み
喰
鮓
の

米

生
前
一
杯
の
酒

う
へ
に
ハ
恥
も
な
し

東

平
砂
十
点

米
仲
五
点

涼
台
か
ら
落
て
来
る
碁
笥

丸

子
の
機
嫌
と
る
ほ
と
乳
母
ハ
の
さ
は
り
て

嶺

」
53
ウ

鳥
飼
馴
て
猫
と
別
懇

水

自
然
薯
の
気

米

す
ま
ぬ
の
ら
と
な
り

侭
に
の
ひ
し
売
屋
敷

暁

米
仲
七
点

平
砂
五
点

鍬
の
つ
か
れ

米

し
は
ら
く
風
雪
に
遊
ふ

も
や
す
む
後
手

昔

平
砂
五
点

晩
鐘
に
虹
も
帆
影
も
散
に
け
り

輔

巾
さ
へ
下
り
た
跡
へ
三
日
月

幕
染
る
心
も
花
の
用
意
に
て

米
仲
五
点

真
向
キ

に
留
る
明
店
の
蝶

」
54
オ

名

関
寺
や
歌
よ
む
婆
々
と
尋
ね
け
り

丸

平
砂
七
点

頭
痛
の

米

是
も
う
つ
た
ふ
る
か
こ
と
し

種
を
蒔
し
簫
吹

東

平
砂
五
点

拳
酒
の
し
た
み
�
�
を
座
頭
の
坊

貫

米
仲
七
点

新
地
の

米

友
よ
ふ
千
鳥
折
ふ
し
に

枕
汐
を
覚
へ
る

丸

網
子
と
呼
ふ
下
女
紺
色
の
後
ロ

付

輔

平
砂
七
点

古
三
味
せ
ん
の
化
る
旅
籠
屋

東

麦
飯
や
野
は
諌
鼓
鳥
雨
ハ
梅

丸

」
54
ウ

米
仲
十
五
点

平
砂
二
十
点

輪
袈
裟

米

閑
寂
中
の
一
笑

て
犬
を
縛
る
学
寮

貫

掘
貫
や
浅
黄
に
水
の
湧
返
り

東

抱
屋
敷
に
鷹
匠
の
幅

嶺
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二
枚
肩
内
そ

米

よ
つ
手
の
た
れ
の

ゆ
か
し
き
緋
縮
緬

昔

平
砂
十
点

恨
て
見
て
も
済
ま
ぬ
俤

水

宵
月
の
冴
へ
て
心
を
す
ま
し
け
り

言
葉
に
余
る
秋
の
只
中

」
55
オ

ウ

霖
雨
に
ぐ
つ
そ
り

米

秋
に
や

ぬ
け
る
葱
牛
蒡

暁

糞
附
馬
の
道
の
け
ん
へ
い

嶺

平
砂
七
点

手
の
裏
を
か
へ
す
�
�
も
大
晦
日

昔

米
仲
五
点

つ
ら
ゝ
て
天
窓
叩
く
夜
念
仏

暁

世
の
中
に
情

米

人
の
こ
と
の
葉
嬉
し
か
ら
ま
し

知
ら
す
も
な
き
物
を

水

米
仲
七
点

つ
め
る
と

米

自
得
す
へ
し

い
ふ
に
二
通
り
有

隣
か
ら
隣
へ
覗
く
花
の
枝

風
も
静
に
雛
鶴
の
声

」
55
ウ

右

杪
冬

米

仲
勝

両

評

平

砂
勝

」
56
オ

（
白
丁
）

」
56
ウ

（
8
）

米
徳
公
五
点

亀
成
五
点〃

〃
〃
〃

梅
徳

梅
ハ
双
紙
干
す
へ
き
枝
の
多
き
も
の
な
れ
ハ

ね
か
ひ
の
も
か
な
不
相
応
也

一
木
双
紙
干
へ

セ
と
て
流
し

き
枝
も
か
な

先
ツ

筧
よ
り
水
ぬ
る
む
頃

米
徳
公
五
点

山
は
雉
子
野
は
鋤
鍬
に
春
満
て

ち
よ
と
手
の
中
へ
請
ル
吸
殻

し
る
人
に
逢
ぬ
日
も
有
り
け
ふ
ハ
又

一
ツ
跨
と
直
に
玄
関

十
五
夜
の
趣
向
ハ
い
つ
れ
胸
の
月

盛
り
こ
ほ
る
ゝ
萩
の
い
ろ
�
�

」
57
オ

ウ麟
嶺
公
十
点

亀
成
五
点

秀
億
七
点

秋
風
は
陸
奥
へ

秀

し
ら
川
の

と
そ
誘
ふ
水

菊
貫

徳

夫
婦
ノ
婦
ノ
字
女
と
い
ふ
字
付
合
ず

麟
嶺
公
五
点

夫
婦
乞
食
の
憎
ひ
程
痩

祇
東

麟
嶺
公
五
点

飴
売
の
傘
ま
て
晴
き
女
連

柳
草

米
徳
公
五
点

亀
成
七
点

麟
嶺
公
五
点

秀
億
七
点

何
か
咲
て
も
夕
顔
の
宿

雲
牛

麟
嶺
公
七
点

雷
に
六
位
の
す
く
む
堀
の
内

魚
輔

徳

夕
顔
の
事
心
う
ち
こ
し

貧
寺
て
騒
く
高
ひ
物
申

雅
水

鎌
倉
に
時
代
蒔
絵
の
腐
る
程

波
山

」
57
ウ

亀
成
十
点

麟
嶺
公
五
点

秀
億
五
点

関
取
り
一
人
筋
違
に
寝
ル

貫

秀
億
十
点

亀
成
七
点

麟
嶺
公
五
点

雁
一
つ
雲
井
を
分
る
合
借
屋

草

夜
の
更

徳

表
の
月
十
五
夜
也

る
を
も
知
ら
ぬ
名
月

麟
嶺
公
十
五
点
琴
糸
の
切
れ
て
人
々
言
騒
き

東

麟
嶺
公
五
点

落
馬
の

徳

付
あ
し
く

童
馬
と
も
に
抱
ク

山

欄
干
に
嵐
も
匂
ふ
華
の
雲

土
筆
の
筆
に
ま
か
す
風
景

」
58
オ

二亀
成
十
五
点

麟
嶺
公
十
五
点
蝶
�
�
に
口
を
吸
る
ゝ
石
地
蔵

水

世
ハ
い
く
む
か
し
先
そ
頬
紅

牛

亀
成
七
点

麟
嶺
公
八
点

白
拍
子
冬
も
扇
子
を
腰
に
さ
し

輔

亀
成
七
点

秀
億
七
点

須
田
高
橋
を
強
ひ
つ
ふ
す
雪

東

亀
成
七
点

麟
嶺
公
五
点

秀
億
五
点

金
屏
に
松
と
は
古
き
こ
と
葉
に
も

貫

亀
成
七
点

し
ん
と
寂
け
り
尼
寺
の
暮

水
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麟
嶺
公
五
点

牛
の
背
に
眠
気
を
誘
ふ
鶴
か
岡

草

」
58
ウ

煙
草
の
烟
輪
に
吹
く
も
癖

山

亀
成
五
点

秀
億
七
点

庭
出
来
て
我
も
見
と
れ
る
雨
か
降
り

牛

亀
成
十
点

風
に
旨
味
を
付
る
若
竹

輔

麟
嶺
公
七
点

世
を
逃
て
侘
を
相
手
に
嵯
峨
の
奥

水

秀
億
五
点

早
鐘
を
撞

徳

此

表
に
寺

く
寺
の
泥
坊

東

波
を
今
離
る
ゝ
月
の
大
き
さ
は

尾
花
を
む
す
ふ
荻
の
糸
筋

」
59
オ

ウ

亀
成
七
点

麟
嶺
公
五
点

角
の
有
る
や
う
に
聞
え
ぬ
鹿
の
声

輔

亀
成
五
点

秀
億
五
点

恋
し
き
ま
ゝ
に
琵
琶
を
抱
上
ケ

山

麟
嶺
公
二
十
五
点長

局
水
道
の
水
を
茶
に
合
せ

草

麟
嶺
公
十
点

秀
億
七
点

似
た
も
の
も
あ
る
中
に
牡
丹
餅

貫

麟
嶺
公
五
点

秀
億
七
点

紫
も
た
は
こ
の
藍
に
怪
し
ま
れ

牛

亀
成
十
点

米
徳
公
七
点

凝
り
堅
ま
つ
て
寐
た
る
配
当

東

徳

〃
〃

麟
嶺
公
五
点

筐
に
は
や
り
に
く
け
れ
と
鶉
籠

水

」
59
ウ

亀
成
十
点

秀
億
十
点

若
衆
の
髪
の
に
ほ
ふ
星
合

山

宵
月
に
高
楼
明
る
崕
造
り

麟
嶺
公
五
点

管
弦
か
済
と
白
衣
先
生

輔

秀
億
十
五
点

穴
か
し
く
お
ら
か
親
仁
も
門
徒
に
て貫

亀
成
二
十
点

小
雨

〃
〃

亀

く

鵠

淋
し
き
島
（
鳥
の
誤
記
）
の
觜
音東

吹
散
る
ハ
花
の
詩
歌
や
華
の
山

か
け
ろ
ふ
も
ゆ
る
中
を
行
く
水

」
60
オ

三

秀
億
七
点

土
弓
か
ら
放
下
へ
そ
れ
る
春
の
人

牛

亀
成
五
点

麟
嶺
公
七
点

秀
億
五
点

押
へ
か
何
の
守
の
し
た
り
尾

輔

暖
簾
に
犬
の
恐
れ
る
呉
服
店

草

米
徳
公
十
点

麟
嶺
公
五
点

お
触
を
曳
て
通
る
鉄
棒

水

牛
若
の
千
人
切
や
橋
の
瓜

貫

亀
成
五
点

麟
嶺
五
点

入〃

日
遥
に
ひ
か
る
笈
仏

東

峯
く
ら
き
岐
蘇
の
山
路
の

亀〃 黄
昏
ル

草

」
60
ウ

麟
嶺
公
五
点

秀
億
七
点

新
蕎
麦
給
へ
む
浦
島
の
跡

輔

翌
ハ
寝
る
遊
ふ
ハ
月
の
夜
も
す
か
ら

亀
成
七
点

御
殿
の
碪
琴
や
三
弦

貫

亀
成
七
点

麟
嶺
公
五
点

若
代
に
は
剪
り
減
ら
さ
る
ゝ
松
の
声

牛

米
徳
公
五
点

し
ほ
か
せ
浴
る
与
謝
の
大
山

山

麟
嶺
公
七
点

秀
億
五
点

一
刷
毛
に
雲
か
く
れ
に
し
古
祠

草

鑷
買
ふ
た
と
袂
か
ら
出
す

」
61
オ

ウ

麟
嶺
公
五
点

柳
原
官
女
の
通
ふ
長
廊
下

貫

秀
億
七
点

一
拳
つ

亀

恋
の
歌
と
ハ
申
へ
し

ゝ
恋
歌
よ
む
顔

牛

荒
海
へ
船
か
ら
覗
く
水
か
ゝ
み

山

米
徳
公
二
十
点

秀
億
五
点

樽
へ
茶
碗
を
肌
脱
て
出
す

輔

秀
億
五
点

夕
栄
に
両
国
曇
る
日
影
町

東

見
て
も
見
あ
か
ぬ
徒
然
の
跋

草
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亀
成
十
点

麟
嶺
公
二
十
点
秀
億
五
点

富
貴
に
は
寐
る
事

徳

萩〃

一

は
か
り
萩
の
庵

水

」
61
ウ

残
暑
の
水
の
中
る
左
遷

牛

月
の
宵
打
出
て
ミ
れ
ハ
白
妙
の

亀
成
七
点

森
ほ
の
�
�
と
明
烏
啼
く

山

亀
成
五
点

麟
嶺
公
五
点

宮
寺
の
白
眼
く
ら
す
る
鬼
瓦

水

秀
億
五
点

や
す
む
大
工
は
人
間
の
鮓

貫

近
道
を
麓
か
ら
呼
ふ
花
の
山

火
縄

徳

陽
炎
百
員
ニ
一
ツ
蜻
蛉
の
カ
ケ
ラ
フ
ハ
別

の
戻
し
燃
る
陽
炎

」
62
オ

波

麟
嶺
公
八
点

幕
串
に

徳

陽
炎
ハ
昼
よ
り
前
の
物

夕
日
か
け
ハ
不
都
合

干
ス
白
魚
の
夕
日
影

草

鼻
を
押
へ
て
通
る
能
登
浜

水

亀
成
七
点

麟
嶺
公
五
点

秀
億
七
点

ほ
つ
ち
り
と
雪
に
栄
た
る
僧
ひ
と
り

東

亀
成
七
点

荒
神
棚
へ
火
を
灯
ス
見
ゆ

輔

秀
億
七
点

立
の
ま
ゝ
お
客
分
と
ハ
お
ほ
け
な
き

牛

秀
億
七
点

同
し
旅
な
ら
御
油
や
赤
坂

山

秀
億
十
点

米
徳
公
十
五
点

亀
成
十
点

麟
嶺
公
七
点

一
声
は
按
摩
座
頭
か
ほ
と
ゝ
き
す

貫

」
62
ウ

秀
億
七
点

亀
ヽ
髪
に
あ
や
め
の
匂
ふ
出
格
子

東

く
り
返
す
文
に
も
交
る
ち
ら
し
書

草

麟
嶺
公
十
七
点

秀
億
二
十
点

預
り
も
の
か
若
後
家

亀
○
の
経

山

亀
成
五
点

下
駄
足
駄
紙
燭
に
風
の
気
あ
つ
か
ひ

輔

麟
嶺
公
十
一
点

秀
億
五
点

溜
め
小
便
に
ま
た
余
る
能

牛

青
空
に
扨
も
幽
や
昼
の
月

野
分
そ
よ
�
�
誘
ふ
薄
野

」
63
オ

ウ

亀
成
七
点

棹
の
や
う
に
堅
田
へ
続
く
雁
の
声

水

亀
成
七
点

麟
嶺
公
五
点

六
部
の
丈
イ
の
長
き
か
け
ほ
し

秀
億
十
五
点

米
徳
公
五
点

亀
成
五
点

尋
寄
る
小
家
に
藁
火
焚
さ
し
て

秀
億
七
点

洗
徳

猿
松
（
猴
）

ふ
て
ミ
れ
ハ
臼
の
飛
石

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

御
通
と
わ
ん
は
く
と
も
か
竹
帚

華
に
よ
そ
へ
て
借
る
毛
氈

亀
成
七
点

茶
便
桶
銀
か
な
も
の
も
春
の
色

霞
に
わ
か
る
遠
近
の
山

」
63
ウ

右

宝
暦
甲
申
初
春
晦
成

月
村
魚
輔

両
君

麟
嶺
雅
水

四
評

亀
成
雅
水

秀
億
勝

」
64
オ

（
白
丁
）

」
64
ウ

（
9
）

梅
一
木

徳

御
句
存
居
候
間

点
の
そ
く

双
紙
干
社

や

せ
と
て
流
し
枝

先
筧
よ
り
水
ぬ
る
む
頃

山
は
雉
子
野
は
鋤
鍬
に
春
満
て

ち
よ
と
手
の
中
へ
請
る
吸
殻

知
る
人
に
逢
は
ぬ
日
も
有
け
ふ
ハ
又

ひ
と
つ
跨
く
と
直
に
玄
関
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十
五
夜
の
趣
向
ハ
い
つ
れ
胸
の
月

盛
り
こ
ほ
る
ゝ
萩
の
色
�
�

徳

此
哀
先
達
而
拝
見

」
65
オ

ヽ
ヽ

ウ

田
社
五
点

世
を
さ
り
て
旨
ひ
も
の
な
し

あ
り
魂
祭

菊
貫

田
女
五
点

老
の
指
折
る
ま
て
の
一
日

其
時
雨

田
女
七
点

田
社
五
点

凩
に
琵
琶
の
し
ひ
れ
る
竹
の
奥

祇
東

米
徳
公
十
点

田
社
五
点

し
く
れ
静
に
亭
の
長
嘯

橘
丸

鮮
ひ
水
に
溺
る
ゝ
料
理
人

柳
草

田
女
五
点

威
光
に
す
へ
る
名
産
の
山

昔
江

田
女
十
五
点

田
社
七
点

振
そ
て
ハ
思
ひ
の
丈
ケ
の
借
し
小
袖

」
65
ウ

貫

夜
半
の
月
の
晴
る
忍
ひ
路

田
社
十
点

田
女
七
点

破
れ
間
か
ら
椎
の
こ
ほ
る
ゝ
芭
蕉
の
葉

丸

田
女
十
点

田
社
五
点

鐘
の
響
て
寺
あ
り
と
知
る

雨

田
女
七
点

小
田
原
の
町
は
箱
根
の
な
た
れ
也

東

田
女
五
点

住
居
さ
た
め
ぬ
渡
り
温
泉
の
暮

草

は
つ
花
も
人
か
ほ
こ
り
に
薄
曇

蛙
の
声
を
誘
ふ
む
ら
雲

」
66
オ

二

田
女
七
点

田
社
五
点

ひ
と
つ
家
に
婆
々
か
昼
寝
も
春
の
雨

丸

口
の
酸
く
成
る
も
の
ハ
螺
貝

雨

田
女
十
点

田
社
七
点

そ
よ
吹
け
ハ
毛
虫
降
る
也
よ
し
野
山貫

田
女
五
点

田
社
五
点

社
の
箔
の
沈
む
夕
暮

東

大
名
の
長
く
続
け
は
車
留

柳
波

寄
合
辻
に
寂
る
燈
火

草

連
歌
師
の
手
に
本
意
な
く
も
扇
子
箱

」
66
ウ

波

田
女
七
点

奥
意
を
さ
か
す
た
め
の
神
文

江

ヽ
ヽ
ヽ

田
女
十
五
点

田
社
十
点

徳

も
よ
ひ

米
徳
公
五
点

雪
と
の
ミ
疝
気
も
す
た
く
小
夜
嵐

貫

田
女
五
点

田
社
五
点

紅
閨
て
煮
る
河
豚
の
片
煮

丸

田
社
五
点

貧
す
れ
ハ
鈍
子
の
夜
着
も
な
か
り
け
り雨

当
世
風
に
合
は
ぬ
兵

波

月
よ
し
と
縁
に
い
つ
れ
も
か
し
こ
ま
り

さ
て
面
白
キ
菊
の
夕
栄

」
67
オ

ウ

田
女
七
点

田
社
五
点

新
酒
の
臭
ひ
入
江
に
按
摩
と
り

江

米
徳
公
七
点

田
女
五
点

田
社
五
点

さ
も
な
ひ
雨
に
不
二
を
降
り
消
ス

東

田
女
七
点

あ
し
曳
の
勅
使
の
供
の
暮
遅
キ

貫

田
社
五
点

目
白
に
惚
て
落
る
鶯

東

田
女
十
点

田
社
七
点

鳳
巾
廓
の
紋
と
憂
名
た
つ

江

中
居
の
欲
に
汲
む
や
半
胴

草

田
社
十
点

鏡
研
ひ
た
も
の
奥
を
覗
て
見

雨

」
67
ウ

田
女
十
点

米
徳
公
五
点

葉
鶏
頭
照
る
織
殿
の
窓

丸

昼
の
月
鉄
聾
の
守
り
つ
め

゛
゛

米
徳
公
二
十
五
点

小
鳥
の
網
に
か
徳

の
ろ

ゝ
る
太
郎
作

江
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田
女
五
点

田
社
七
点

名
主
か
ら
配
府
の
廻
る
敵
討

雨

刻
煙
草
の
細
ひ
世
渡
り

草

華
咲
や
我
も
木
陰
に
立
寄
り
ぬ

土
筆
て
耳
を
せ
ゝ
る
小
座
頭

」
68
オ

三

田
女
七
点

田
社
七
点

若
殿
は
書
院
は
る
か
に
か
け
ろ
ふ
て貫

○

狂
ふ
と
い
へ
は
時
斗
気
違
ひ

雨

田
女
七
点

炷
殻
ハ
祭
り
の
跡
そ
あ
は
れ
也

波

燈
蓋
の
火
の
抜
る
鼈
甲

東

田
社
七
点

拾
ひ
子
に
女
衒
夫
婦
の
養
は
れ

丸

吾
嬬
筑
紫
の
社

郷

交
る
京
談

波

操
に
小
便
の
洩
る
七
ツ
過

江

」
68
ウ

裏
屋
を
引
摺
出
す
生
酔

草

田
女
十
点

田
社
七
点

浪
人
の
系
図
も
兀
て
諫
鼓
鳥

波

田
社
十
五
点

田
女
七
点

和
尚
の
鞠
に
撞
か
ぬ
入
相

貫

田
社
十
点

田
女
七
点

秋
風
に
一
晩
亭
の
寂
わ
た
り

東

田
女
十
点

田
社
十
点

啼
仕
舞
た
か
谷
を
越
す
鹿

丸

田
社
五
点

侍
の
身
を
露
に
し
て
十
三
夜

野
辺
の
気
色
か
面
白
也

」
69
オ

ウ

田
社
五
点

猩
々
の
顔
を
し
て
行
売
屋
敷

江

田
女
五
点

蹄
の
音
に
覚
る
転
寐

草

田
女
十
五
点

田
社
二
十
点

旅
や
つ
れ
関
の
清
水
に
影
恥
て

波

す
と
ん
と
落
た
ひ
と
い
雷

雨

梅
鉢
の
い
さ
有
難
ひ
開
帳
場

江

花
徳

短
句
に
月
花
山
て
ふ
事
―
制
禁

笠
並
ふ
三
ケ
月
の
前

田
女
二
十
点

新
尼
の
淋
し
く
拾
ふ
海
苔
の
貝

丸

」
69
ウ

田
社
五
点

鳩
を
も
射
ね
と
矢
大
臣
門

雨

装
束
の
化
を
引
出
す
は
さ
み
箱

江

若
衆
の
文
に
女
朝
比
奈

貫

田
社
五
点

違
ひ
棚
枕

徳

枕
双
紙
の
ミ
か

な
を
あ
る
へ
し

双
紙
の
居
所
也

雨

田
女
五
点

夢
ほ
と
ゝ
き
す
晦
日
気
て
聞

丸

米
徳
公
十
点

田
女
七
点

子
供
等
へ
夏
来
に
け
ら
し
真
裸

徳
下

上

船
に
盥
を
仕
た
る
泉
水

」
70
オ

波

田
女
七
点

田
社
七
点

本
所
に
鍋
屋
の
煙
立
さ
ら
て

東

田
社
七
点

舞
子
に
道
を
習
ふ
国
使
者

丸

田
女
五
点

名
香
の
堀
出
し
仕
た
る
夜
の
市

江

田
女
十
五
点

田
社
十
点

松
葉
を
斗
る
住
吉
の
升

東

残
る
月
風
鈴
の
音
静
な
り

東
坡
四
五
人
秋
戻
り
て

貫

田
社
五
点

日
本
て
ハ
腐
つ
た
屋
根
も
歌
に
詠

草

」
70
ウ

田
女
七
点

旅
の
痩
れ
を
京
て
笑
は
れ

波

目
貫
て
も
縁
頭
て
も
金
薄
き

草

寺
社

し
か
し
な
か
ら
御
見
合
か
れ
し

の
多
ひ
ハ
死
た
時
よ
し

親
仁
と
の
と
は
言
ひ
な
か
ら
恋
を
し
て

田
女
五
点

田
社
五
点

ふ
み
書
く
度
に
山
は
時
雨
ゝ

波
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田
女
七
点

田
社
五
点

哀
け
に
水
の
泡
立
つ
児
か
淵

東

ひ
よ
ろ
�
�
と
し
て
穴
を
見
に
行

」
71
オ

ウ田
女
十
点

田
社
七
点

卯
の
華
に
厠
の
窓
の
片
明
り

貫

田
女
七
点

せ
つ
か
く
源
氏
読
て
忘
る

世
渡
り
ハ
耳
と
口
と
を
留
守
に
し
て

波

田
女
五
点

衣
を
ひ
と
つ
脱
く
も
名
僧

草

三
途
川
の
婆
ア々

力
ん
て
畏
り

愛
宕
の
下
て
駕
を
飛
せ
る

糸
遊
の
茶
瓶
に
燃
る
花
の
山

百
姓
や
す
む
苗
代
の
隙

」
71
ウ

右

仲
春
四
日

席

月
村
君
昔
江

田
社
勝

朱
引

田
女
勝

」
72
オ

（
白
丁
）」
72
ウ

（
10
）

青
柳
ハ
水
徳

絵

に
米

絵
を
書
く
か
と
そ
ん
し
候

へ
ハ
陰
書
く
も
面
白
し

陰
を
書
く
姿
か
な

そ
よ
�
�

米

春
の

た
し
か
に
春
な
ら
す
候
へ
ハ

加
筆
吹
け
ば
風
も
よ
い
物

長
閑
さ
に
子
鳥
も
口
を
た
ゝ
く
ら
ん

太
く
切
つ
て
も
下
卑
ぬ
舞
留

車
座
の
禊
に
下
戸
も
召
れ
け
り

秋
海
棠
の
覗
く
縁
先

世
の
中
の
宝
と
い
ふ
も
け
ふ
の
月

露
を
分
け
�
�
さ
か
す
虫
の
音

」
73
オ

ウ

母
の
恩
厚
き
化
粧
の
幼
㒵

菊
貫

楼
川
十
点

米
仲
七
点

留
寄
楠
ハ

米

に
ほ
ひ
な
と
ハ
か
り
の
物
な
る
に

跡
に
残
る
拝
殿

魚
輔

楼
川
十
点

鳩
の
た
め
傘
を
さ
す
な
る
待
乳
山

祇
東

浮
世
を
頭
陀
に
突
減
ら
す
杖

雅
水

米
仲
十
点

楼
川
五
点

稀
人
に
留
守
を
預
る
草
の
庵

芦
暁

木
々
を
忘
る
ゝ
蝉
の
ぬ
け
か
ら

龍
水

楼
川
五
点

一
文
か
百
里
へ
届
く
伊
勢
参

其
昔

」
73
ウ

米
徳
公
五
点

風
に
後
を
見

米

徐
に
吹
て

せ
る
乗
合

麟
嶺

何
処
ま
て
と
い
ふ
際
な
し
夏
の
月

楼
川
七
点

座
中
の
酔

米

心
耳
お
の
つ
か
ら
す
ミ
て

を
醒
す
琵
琶
の
音

貫

踊
子
の
手
持
無
沙

米

暁
に
な
ん
�
�
と
す

汰
に
労
れ
果

水

の
こ
ん
の
雪
を
斗
る
笄

東

初
花
に
夜
明
の
は
や
き
御
殿
山

蛙
頻
に
諷
ふ
村
雲

」
74
オ

二

米
仲
五
点

楼
川
五
点

船
ナ
着
で
人
の

米

我
国
の
類
な
ら
ね
ハ

さ
も
あ
ら
ん
か
し

見
た
か
る
紅
毛
荷

輔

米
仲
五
点

楼
川
五
点

錦
の
中
へ

米

君
に
か
く
乱
れ

そ
め
ぬ
と
し
ら
せ
は
や

這
入
る
丸
山

暁

楼
川
五
点

鼻
の
下
延
た
恋
路
に
髭
か
生
へ

嶺

米
仲
七
点

楼
川
七
点

責
て
と
は
か

米

袖
の
露
し
き
り
な
る
や

り
打
敷
を
抱
く

昔

晩
鐘
を
僧
に
預
け
て
帰
り
け
り

龍

鮫
突
く

米

画
匠
こ
ヽ
を
お
も
へ

舟
の
笹
ほ
と
に
寄

東
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歌
探
る
腹
は
も
と
よ
り
ひ
た
る
く
て貫

」
74
ウ

楼
川
七
点

寉
乱
や
せ
ん
夏
の
姨
捨

輔

楼
川
五
点

庵
室
へ
松
か
せ
運
ふ
諫
鼓
鳥

水

米
仲
五
点

嚏
ひ
と
つ

米

そ
の
長
た
る
風
に
や

か
楼
○

百
病
の
兄

暁

楼
川
五
点

独
子
の
浮
気

米

驕
ハ
ま
す
へ
か
ら
す

ハ
金
か
仇
と
成

嶺

米
仲
十
点

楼
川
五
点

ひ
ね
つ
て

米

玉
手
箱
の
あ
け
て
く
ゆ
る
こ
と
も
や

見
て
も
済
ぬ
玉
章

龍

出
格
子
に
覗
く
や
伊
達
な
昼
の
月

石
を
お
こ
せ
ハ
飛
ん
た
竃
馬

」
75
オ

ウ米
仲
十
点

楼
川
七
点

借
て
遣
る
我

米

同
じ
夜
さ
む
の
秋
風
の

か
物
な
か
ら
小
夜
碪

昔

田
舎
詞
の
交
る
口
上

輔

米
仲
七
点

楼
川
五
点

箒
目
も
や
め

米

烹
茶
に
な
く
さ
め

て
侘
し
き
雪
見
客

水

紫
衣
着
て
見
れ
ハ
欲
の
付
く
歳

東

楼
川
十
八
点

切
ら
う
�
�
も
酒
か
言
は
す
る
松
一
木

貫

楼
川
五
点

女
中
は
か
り

米

虎
狼
の
爪
牙
を
愛
す
る
に
ひ
と
し

て
持
た
御
隠
居

嶺

米
仲
五
点

楼
川
五
点

水
臭
き
世
と

米

人
間
の
反
復
ハ
つ
ね
な
り

知
り
な
か
ら
恨
侘
ひ

龍

」
75
ウ

隣
か
ら
眠
気
を
送
る
尺
八

暁

宵
月
の
入
れ
ハ
小
豆
の
粥
を
喰
ふ

楼
川
十
点

明
徳

道
者
の

日
ハ
降
ら
ふ

米

樹
間
鬱
々
と
し
て
ミ
な
あ
ミ
だ

と
煙
る
塩
竃

昔

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

米
徳
公
七
点

冨
士
晴
て
笠
の
行
衛
や
ほ
ん
の
窪

貫

米

我
お
も
ひ
か
な

下
馬
さ
せ
て
来
る
久
能
の
お
荷
物

東

楼
川
五
点

御
公
家
衆
の
用
意
に
華
も
咲
揃
ひ

雛
の
馳
走
に
騒
く
高
声

」
76
オ

三

米
仲
五
点

養
父
入
に
震

米

ま
た
ほ
の
く
ら
き
鏡
面
に

動
し
け
り
長
つ
ほ
ね

水

追
か
け
て
折
る
抱
取
の
襟

輔

楼
川
十
五
点

願
ほ
と
き
千
疋

米

鬼
子
母
の
神
す
か
た
ハ

猿
か
噪
き
出
し

嶺

下
屋
し
き
か
ら
揃
ふ
遠
乗

龍

楼
○家
の
名
ハ
系
図
の
直
路
通
り
ぬ
け

暁

米
仲
五
点

楼
川
五
点

栴
檀
植
る

米

二
葉
よ
り
か
ん
は
し
け
れ
ハ

乳
母
か
藤
明

昔

米
仲
七
点

鳶
か
鷹
と
い
ふ

米

光
彩
人
を
射
る

仲
人
も
合
点
也

水

」
76
ウ

米
徳
公
五
点

重
く
引
摺
る
べ
た
縫
の
裾

輔東

楼
川
五
点

笛
か
出
来
て
管

米

浄
る
り
始
め
い
に
し
へ
も

弦
の
事
ハ
脇
に
成
リ

米
徳
公
十
八
点

楼
川
七
点

明
星
を
吐
く
蕣
の
垣

貫

楼
川
七
点

秋
初
穂
も
ら
ひ
溜
た
る
尼
か
崎

嶺

昼
は
雲
間
に
見

米

峨
嵋
山
の

え
ぬ
半
輪

米
仲
七
点

楼
川
五
点

居
続
に
わ
さ
く
れ

米

袖
の
梅
も
と
く
返
て

ら
し
き
茶
碗
酒

昔

情
ま
し
り
に
か
し
た
ぬ
り
下
駄

」
77
オ

ウ

米
仲
五
点

琴
の

米

声
ハ
行
雲
を
と
ヾ
め

師
を
瞽
女
と
定
め
て
帰
ら
は
や

龍

御
伽
の
尻
の
割
れ
る
台
所

暁

ヽ

米
仲
十
八
点

楼
川
十
点

白
牡

徳

百
合
の
先
例
な
く
ハ
残
念

丹
蝶
を
喰
ら
か
と

ふ
と
ミ
へ
に
け
り貫

徳
○鷹の
舞

米
○
ほ
た
ん
の
頃
に
い
さ
ヽ
か

込
雛
の
虫
干

東

楼
川
五
点

小
よ
り
に
て
眠
る
小
僧
か
目
を
覚
し

輔
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宗
旨
の
論

米

方
座
第
四
の
妙
ハ

す
て
る
か
捨
さ
る
か

に
悪
た
い
か
降
る

水

酒
屋
か
ら
仕
着

米

一
盃
に
あ
た
ヽ
ま
り

セ
を
送
る
寒
念
仏

暁

」
77
ウ

御
成
の
触
に
氷
ま
て
解
く

嶺

厳
し
さ
は
家
の
望

米

春
の
御
つ
け
出
し
候
つ
き

の
仰
せ
書

龍

米
仲
十
五
点

楼
川
五
点

そ
り
や

楼
○
目
尻

米

天
癸
水
を
生
し

か
ら
莟
む
小
娘

昔

桜
川
五
点

楼
○
琴
爪
を
恋
痩
の
身

米

ゆ
ふ
へ
�
�
に
衣
ゆ
る
ミ

に
く
ら
ふ
山

貫

空
お
そ
ろ
し
き
神
の
御
鏡

水

面
白
や
華
の
群
集
に
月
の
影

烏
帽
子
の
上
を
越
る
蝶
々

」
78
オ

波

勝
雞
を
撫
て
ハ
し
さ
る
切
戸
口

輔

畑
も
鱗
に
残
る
旧
跡

東

米
徳
公
十
点

米
仲
七
点

楼
川
五
点

己
か
荷
に
木

米

楊
国
忠
か
移
に
云

檻
も
か
く
れ〃

〃
〃

て
来
る
植
徳

欠
に
鳬

木
売

暁

米
仲
五
点

愛
宕
の
山

米

眺
望
い
ふ
は
か
り
な
し

て
海
を
一
呑

嶺

う
し
ろ
手
に
老
と
烟
管
を
持
添
へ
て

水

楼
川
五
点

掛
た
払
子
に
這
ふ
子
初
立

昔

米
仲
七
点

白
雨
や
盥
の

米

こ
ヽ
ろ
よ
き
雨
ハ
こ
ヽ
ろ
よ
く
晴

底
も
抜
る
程

貫

」
78
ウ

米
仲
五
点

米
徳
公
五
点

箱
根
淋
敷
燃
る
松
明

東

辻
転
奕
終
に
財

米

換
者
三
友

布
を
は
た
く
音

輔

軽
業
翦
て
冨
の
人
立

水

楼
川
十
五
点

米
徳
公
十
五
点
梺
に
は
女
の
笑
ふ
茸
狩

暁

打
も
ミ
ち
し
て
文
を
書
ゝ
は
や

龍

水
鉢
の
月
を
桧
杓
て
汲
流
し

こ
ろ
け
て
落
る
露
の
寄
所

」
79
オ

ウ

大
寺
に
う
な
り
を
付

米

梵
唄
い
か
ヽ
禽
獣
に
及
ふ

る
経
の
声

嶺

米
仲
七
点

米
徳
公
五
点

乞
食
寝
て
居
る
笹
原
の
奥

昔

岩
間
よ
り
風
を
吹
出
す
夕
間
暮

猟
師
か
網
を

米

朝
ゆ
ふ
に
馴
こ
し

絞
る
掌

鍋
二
ツ
有
れ
ハ
と
ふ
や
ら
世
を
渡
り

米
仲
五
点

用
事
と
書
ひ

米

封
き
る
間
も
心
な
ら
す

た
状
の
届
し

一
日
を
争
ふ
花

米

太
山
府
君
に
て
も

の
盛
な
り

此
上
も
な
き
春
の
賑
ひ

」
79
ウ

右

仲
春

成

米

仲
其
昔

朱
引

楼

川
勝

」
80
オ

（
白
丁
）

」
80
オ
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監
察
日
記
天
明
五
年
〜
天
明
七
年真

田
古
文
書
ク
ラ
ブ
佐
久
間
方
三

小
幡

伍

○
天
明
五
年
乙
巳

○

正
月
朔
日

御
礼
五
半
時
揃
ニ
而
、
於
小
書
院
御
側
向
�

諸
役
人
迄
御
祝
義
帳
之
通
独
例
相
済
、
大
書

院
出
御
、
鎌
原
長
門
�
御
役
御
免
之
無
役
迄

御
祝
儀
帳
之
通
独
礼
八
半
時
済
、
御
帰
懸
御

通
懸
之
者
於
例
之
席
御
礼
一
同
申
上
ル

一

同
二
日

大
書
院
出
御
、
元
日
当
番
之
定
火
消
・
差
立

嫡
子
�
小
役
人
嫡
子
迄
独
礼
四
時
�
相
始
、

畢
而
大
書
院
東
御
縁
側
御
徒
士
・
小
僧
役
幷

立
、
三
之
御
間
唐
紙
開
之
、
御
奏
者
披
露
直

ニ
閉
之
。
御
帰
懸
御
通
懸
之
者
共
於
例
之
席

御
礼
帳
之
通
一
同
御
礼
申
上
ル

一

同
三
日

御
流
七
半
時
揃
ニ
而
、
暮
時
過
相
始
り
、
例

之
通
済

一

同
四
日

寺
院
御
礼
五
半
時
揃
、
於
小
書
院
大
英
寺
・

開
善
寺
独
礼
相
済
、
大
書
院
出
御
、
御
通
懸

御
礼
之
者
席
ニ
而
御
町
之
者
幷
御
郡
中
帯
刀

御
免
之
御
百
姓
御
礼
申
上
ル
、大
書
院
出
御
、

御
城
下
寺
院
・
白
鳥
神
主
一
同
御
礼
申
上
ル

畢
而
本
誓
寺
同
宰
相
御
奏
者
引
連
罷
出
、
御

障
子
壱
本
御
用
番
開
之
立
、
畢
而
久
保
喜
伝

治
・
宮
下
・
和
田
者
大
書
院
三
之
御
間
下
之

方
御
畳
弐
畳
目
下
之
方
着
座
、
御
礼
申
上
ル

此
節
御
障
子
一
本
御
用
番
引
之
、
御
奏
者
披

露

一

同
五
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
諏
訪
宮
・
長
国
寺
・

大
英
寺
江
御
参
詣

其
方
男
子
無
之
付
、
従
弟

小
林
喜
惣
治

下
真
嶋
村
百
姓
覚
右
衛
門

悴
喜
祖
之
助
聟
養
子
仕
度
旨
、
願
之
通
申
付
之

右
十
二
月
廾
五
日
於
江
戸
表
被
仰
渡
候
由
、
同
役
方
�

申
来
候

一

去
十
二
月
廾
七
日
夜
四
時
過
西
尾
隠
岐
守
様

�
出
火
、
翌
廾
八
日
暮
時
過
柴
口
松
平
陸
奥

守
様
屋
敷
切
ニ
而
鎮
、
且
御
老
若
様
幷
御
近

親
様
方
御
見
回
御
使
者
被
差
出
候
由
、
松
平

秀
太
郎
様
当
御
屋
敷
御
立
抜
被
成
、
翌
朝
御

中
屋
敷
へ
御
出
被
成
候
、
御
着
服
無
之
、
此

方
様
御
姫
様
御
借
着
之
由
、
本
多
様
�
御
馬

弐
疋
御
預
ケ
被
仰
進
候
由

一

同
廾
九
日
朝
七
ツ
半
時
頃
氷
川
町
出
火
、
本

社
残
り
候
計
不
残
焼
失
、
相
馬
様
・
諏
訪
様

表
長
屋
焼
失
、
南
部
坂
御
屋
敷
無
御
別
義
、

な
た
れ
畑
・
山
吹
表
長
屋
・
丹
波
谷
不
残
焼

失
、
長
坂
松
平
大
和
様
御
下
屋
敷
・
高
稲
荷

下
候
内
、此
方
様
御
中
屋
敷
久
保
左
十
郎
御

長
屋
へ
飛
火
之
処
、
手
勢
ニ
而
消
留
、
少
シ

計
飛
火
有
之
計
、
其
外
大
和
様
御
屋
敷
ニ
而

火
留
り
候
由

右
之
趣
江
戸
同
役
�
十
二
月
廾
九
日
付
ニ
而
申

遣
候

一

今
日
御
参
詣
御
装
束
拝
見
仕
度
者
も
有
之
候

ハ
、
御
殿
詰
合
御
役
人
・
御
番
士
・
家
督
・

御
徒
士
格
之
者
等
も
御
通
筋
へ
罷
出
候
様
、

無
急
度
相
咄
置
候
様
御
用
番
被
仰
渡
、
一
昨

日
同
役
通
し
致
候

一

大
小
御
役
人
・
御
医
師
大
書
院
下
ノ
間
東
御

縁
側
ヘ
相
詰
、御
番
士
家
督
御
広
間
ヘ
相
詰
、

御
徒
士
格
之
も
の
共
御
使
者
之
間
御
縁
側
へ

相
詰
、
御
出
之
節
御
装
束
拝
覧
仕
候

一

隠
居
・
嫡
子
其
之
外
男
子
右
之
趣
相
願
候
者

ハ
長
国
寺
へ
差
遣
候
様
、
女
子
之
分
ハ
諏
訪

宮
・
大
英
寺
ニ
於
て
拝
見
仕
候
様
、
御
用
番

被
仰
渡
候
付
、
当
御
役
人
へ
被
申
聞
候
分
ハ

右
之
趣
致
差
図
候

一

同
九
日

御
礼
五
半
時
揃
、
小
書
院
出
御
、
善
光
寺
両

寺
使
僧
独
礼
、
右
相
済
大
書
院
出
御
、
四
日

之
通
寺
院
御
礼
有
之

畢
而
市
村
安
左
衛
門
御
縁
側
へ
御
奏
者
引
連

御
礼
申
上
ル

一

同
十
一
日

御
具
足
御
祝
儀
五
半
時
揃
、
前
々
之
通
相
済

一

同
十
二
日

八
幡
神
宮
寺
名
代
幷
松
田
大
内
蔵
於
小
書
院

独
礼
相
済
、
於
大
書
院
禰
宜
・
山
伏
一
同
御
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礼
申
上
ル

一

同
十
五
日

月
次
御
礼
四
ツ
時
揃
、
即
刻
相
済

一

大
書
院
御
礼
後
、
広
田
筑
後
名
代
吉
村
嘉
右

衛
門
御
礼
申
上

右
畢
而
嘉
右
衛
門
自
分
之
御
礼
申
上
ル

一

明
十
六
日

勢
州
御
代
参
発
足
付
、
服
穢
御
改

一

明
十
六
日

白
鳥
へ
御
装
束
ニ
而
御
出
被
遊
候
、
先
達
而

御
見
上
ケ
不
申
候
者
罷
出
候
ハ
ヽ
勝
手
次
第
、

依
之
其
之
段
向
々
へ
各
心
得
相
咄
候
様
、
御

用
番
被
仰
渡
候
付
、
御
番
頭
・
差
立
無
役
・

御
番
士
・
其
外
御
役
人
支
配
之
者
共
其
段
申

通
、
尤
隠
居
・
嫡
子
勝
手
次
第
与
申
通
候

一

同
十
六
日

白
鳥
へ
御
社
参
、
四
ツ
半
時
御
出
被
遊
候

一

今
日
御
装
束
ニ
而
被
遊
御
出
候
付
、
御
見
上

相
願
、
罷
出
候
面
々
左
之
通

差
立
嫡
子
・
同
無
役
・
御
番
頭
・
御
番
士
家

督
・
御
役
人
嫡
子
・
御
番
士
嫡
子
・
御
郡
方

支
配
之
者
・
御
普
請
方
支
配
之
者
・
御
武
具

方
支
配
之
者
罷
出
ル

一

同
廾
一
日

登
娘
庄
之
助
悴
銕
次
郎
へ

大
瀬

登

縁
組
、
双
方
願
之
通
被
仰

岡
島
庄
之
助

付
之

一

同
廾
二
日

大
般
若
御
執
行
、
例
之
通
相
済

一

同
廾
三
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
長
国
寺
・
恵
明
寺
・

乾
徳
寺
へ
御
参
詣

一

同
廾
五
日

恵
吉
相
応
被
召
仕
被
下
置

岡
部
治
右
衛
門

候
様
治
右
衛
門
願
ニ
付
、

同

恵
吉

海
野
主
税
組
へ
御
番
入
被

仰
付
之

悴
重
吉
御
目
見
之
儀
相
願

高
久
数
之
進

候
付
、
御
通
懸
ニ
而
可
被

仰
付
処
、
先
達
出
府
手
跡
修
行
心
懸
、
其
上
其
方
出

精
相
勤
候
付
、
重
吉
義
格
式
御
直
し
被
成
下
、
給
人

幷
之
通
近
日
御
序
之
節
可
被
仰
付
候
、
御
用
相
立
候

様
、
弥
手
跡
修
行
可
致
候

原
五
十
馬
組
へ
御
番
入

近
藤
市
十
郎

赤
澤
甚
五
郎
組
へ
同
断

小
松
早
之
丞

久
々
病
気
今
以
聢
与
無
之
、

宮
下
伊
右
衛
門

御
役
難
相
勤
付
願
之
通
御

名
代
奥
村
勘
八

役
御
免
被
仰
付
之

一

同
廾
七
日

明
廾
八
日
暮
時
�
明
後
朝
迄
御
中
日
待
付
、

服
穢
御
改

鈴
木
主
計
組
へ
御
番
入

久
保
左
十
郎

右
者
当
十
五
日
於
江
戸
表
被
仰
渡
候
由
、
助
右
衛
門
方

�
申
遣
候

一

同
廾
八
日

月
次
御
礼
四
ツ
時
揃
、
即
斎
相
済

○

二
月
朔
日

同
断

初
而
之
御
目
見

高
久
重
吉

悴
御
目
見
ニ
付
御
礼

高
久
数
之
進

一

長
国
寺
幷
仁
科
甚
十
郎
名
代
仁
科
求
馬
年
頭

御
礼
申
上
ル

一

二
月
六
日

七
日
�
於
長
国
寺
高
量
院
様
五
十
回
御
忌
御

法
事
御
執
行
有
之

一

同
八
日

旧
冬
山
中
騒
動
付
、
頭
取
為
御
詮
議
評
定
相

立
、
十
郎
左
衛
門
出
席

一

同
九
日

右
同
断
、
陽
之
助
出
席

一

同
十
日

明
十
一
日
御
代
参
下
向
付
服
穢
御
改

一

同
十
一
日

四
郎
右
衛
門
願
付
平
馬
被

長
井
四
郎
右
衛
門

召
出
、
原
五
十
馬
組
へ
御

同

平
馬

番
入
被
仰
付
之

一

同
十
五
日

月
次
御
礼
四
時
揃
、
即
斎
相
済

量
右
衛
門
男
子
無
之
付
、

柘
植
量
右
衛
門

傳
吾
弟
要
蔵
聟
養
子
仕
度

伊
東
傳
吾

旨
、
双
方
願
之
通
被
仰
付

同

要
蔵

之初
而
御
目
見

恩
田
斎
宮

悴
御
目
見
之
御
礼

恩
田
頼
母
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一

同
十
七
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
大
鋒
寺
へ
御
参
詣

一

同
十
八
日

類
族
関
山
彦
作
去
ル
寅
二

金
井
源
五
左
衛
門

月
願
之
通
隠
居
、
悴
吉
太

郎
へ
家
督
被
仰
付
候
処
、
御
届
之
儀
不
申
立
不
吟
味

之
事
候
、
殊
右
二
月
当
番
乍
相
勤
不
行
届
儀
ニ
付
、

遠
慮
被
仰
付
之

類
族
関
山
彦
作
去
ル
寅
二

関
根
数
之
進

月
願
之
通
隠
居
、
悴
吉
太

郎
へ
家
督
被
仰
付
候
処
、
御
届
之
儀
不
申
立
不
吟
味

之
事
候
、
依
之
遠
慮
被
仰
付
之

其
方
儀
実
子
無
之
付
、
御

坂
野
又
右
衛
門

領
分
鬼
無
里
村
罷
在
候
宮

下
和
太
吉
妹
養
女
致
、
河
原
舎
人
養
弟
松
之
助
聟
養

子
仕
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

御
用
部
屋
小
僧
役
申
付
之

宮
沢
麻
之
助

同
道
片
岡
源
左
衛
門

善
内
願
之
通
健
治
郎
儀
御

竹
内
善
内

用
部
屋
小
僧
役
申
付
之

右
平
次
願
之
通
松
三
郎
義

伊
藤
右
平
治

御
用
部
屋
小
僧
役
申
付
之

右
三
人
於
長
囲
炉
裏
十
郎
左
衛
門
申
渡
之

妻
宮
沢
志
津
摩
甥
松
之
助

之
従
弟
致
養
弟
、
坂
野

河
原
舎
人

又
右
衛
門
方
へ
聟
養
子
差

遣
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

右
立
合
者
無
之
候
へ
共
、
当
人
申
聞
候
付
記
置

一

山
中
騒
動
付
入
牢
之
者
共
御
僉
義
付
、
立
会

仰
渡
候
、
成
沢
勘
左
衛
門
宅
へ
陽
之
助
罷
出

ル

一

同
十
九
日

右
同
断

一

同
廾
三
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
長
国
寺
へ
御
参
詣

一

御
参
勤
御
時
節
御
伺
候
処
、
当
六
月
中
与
被

仰
出
候
段
、
演
説
被
仰
渡
候

一

同
廾
五
日

今
日
御
野
懸
舎
人
殿
へ
被
遊
御
出
候

一

同
廾
八
日

男
子
無
之
付
、
主
膳
四
男

小
山
田
主
膳

政
之
助
聟
養
子
仕
度
旨
、

金
井
左
仲

双
方
願
之
通
被
仰
付
之

十
郎
左
衛
門
娘
彦
九
郎
悴

藤
井
彦
九
郎

寅
之
丞
方
へ
縁
組
仕
度
旨
、

成
沢
十
郎
左
衛
門

双
方
願
之
通
被
仰
付
之

松
平
与
五
郎
様
御
家
来
、

入

藤
九
郎

清
水
只
右
衛
門
養
女
縁
組

仕
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

○

三
月
朔
日

月
次
御
礼
例
之
通
相
済

初
而
御
目
見

柘
植
要
蔵

悴
御
目
見
ニ
付
御
礼

柘
植
量
左
衛
門

年
頭
之
御
礼

横
尾
村信

綱

寺

一

同
二
日

今
日
於
評
定
所
去
十
一
月
中
山
中
村
方
多
勢

徒
党
之
者
御
仕
置
被
仰
渡
有
之
、
立
合
源
八

格
段
之
以
御
情
追
放

������
地
京
原
村

与
惣
右
衛
門

伊
織
村平兵

衛

山
上
条
村

三
郎
右
衛
門

念
仏
寺
村

宇
右
衛
門

右
同
断
、
手
錠
戸
〆

吉
原
村友右

衛
門

右
同
断
、
出
牢
手
錠
懸
村

伊
折
村源兵

衛

預
ケ

右
同
断
、
出
牢
急
度
叱
置

����������
長
井
村千助

上
野
村久右

衛
門

奈
良
井
村

惣
右
衛
門

和
佐
尾
村

嘉
左
衛
門

奈
良
井
村

森
右
衛
門

弥
兵
衛

伊
折
村
三
役
人
・
地
京
原
村
三
役
人
・
念
仏

寺
村
三
役
人
・
水
内
村
組
頭
長
百
姓
・
長
井

村
三
役
人
・
上
野
村
三
役
人
・
山
上
条
村
三

役
人
・
吉
原
村
組
頭
長
百
姓
・
奈
良
井
村
三

役
人
・
和
佐
尾
村
三
役
人
・
小
根
山
村
組
頭
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長
百
姓
、右
之
者
共
以
御
情
不
及
咎
之
沙
汰
、

急
度
叱
置

右
被
仰
渡
御
書
付
之
趣
、
御
条
目
御
日
記
へ
記

置

一

同
三
日

上
巳
御
礼
五
半
時
揃
、
大
書
院
御
礼
御
番
士

�
嫡
子
迄
三
人
ツ
ヽ
罷
出
御
礼
申
上
ル
、
御

通
懸
ハ
小
書
院
相
済
、
大
書
院
御
出
懸
ニ
相

済

一

御
姫
様
御
雛
御
役
人
へ
拝
見
被
仰
付
候

一

同
四
日

遠
慮
被
成
下
御
免
候
、
以

関
根
数
之
進

来
入
念
相
勤
候
様
被
仰
付

之

一

同
十
一
日

去
暮
百
姓
共
騒
立
候
根
元

望
月
治
部
左
衛
門

難
渋
故
之
事
ニ
相
聞
候
、

及
右
躰
候
迄
心
付
も
無
之
、
不
念
之
儀
思
召
候

同

���
長
井
四
郎
右
衛
門

成
沢
勘
左
衛
門

同

���
祢
津
要
左
衛
門

小
川
多
次

同

金
井
藤
助

同

同
役
へ
も
申
通
候
様

関
根
数
之
進

同

同
断

祢
津
小
膳

同

御
郡
奉
行
申
渡
之

���������
長
谷
川
藤
五
郎

篠
崎

屯

佐
藤
軍
治

東
条
与
一
郎

大
嶋
多
吉

大
島
条
助

一

同
十
三
日

御
姫
様
善
光
寺
へ
暁
七
半
時
之
御
供
触
ニ
而
、

被
遊
御
出
候
、
御
帰
夜
九
ツ
時

一

今
日
御
野
懸
有
之

一

同
十
五
日

月
次
御
礼
例
之
通
相
済

一

今
日
御
野
懸
有
之

一

同
十
八
日

伊
右
衛
門
病
気
聢
与
無
之
、

宮
下
伊
右
衛
門

往
々
御
奉
公
難
相
勤
付
願

名
代
竹
内
忠
左
衛
門

之
通
隠
居
、
悴
八
郎
左
衛

宮
下
八
郎
左
衛
門

門
へ
唯
今
迄
拝
領
之
御
知

行
百
石
被
下
置
、
家
督
無
相
違
被
仰
付
之

其
方
儀
松
村
十
右
衛
門
継

成
沢
勘
左
衛
門

子
養
女
致
、
坂
巻
専
助
悴

岩
人
へ
縁
組
仕
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

悴
岩
人
へ
成
沢
勘
左
衛
門

坂
巻
専
助

養
女
縁
組
仕
度
旨
、
願
之

通
被
仰
付
之

其
方
継
子
成
沢
勘
左
衛
門

松
村
十
右
衛
門

へ
養
女
ニ
差
遣
度
旨
、
願

之
通
被
仰
付
之

一

三
月
十
九
日

遠
慮
御
免
被
成
下
候
、
以

金
井
源
五
右
衛
門

来
入
念
可
相
勤
旨

一

同
廾
一
日

藤
助
願
ニ
付
、
悴
冨
馬
金

金
井
藤
助

井
左
仲
組
へ
御
番
入
被
仰

同

冨
馬

付
之

一

今
日
御
野
懸
有
之

一

同
廾
三
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
長
国
寺
へ
御
参
詣

一

同
廾
五
日

其
方
妹
牧
野
内
膳
正
様
御

祢
津
直
之
進

家
中
大
野
兵
大
夫
悴
左
源

太
へ
縁
組
仕
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

一

今
日
為
御
野
懸
司
馬
殿
へ
被
遊
御
出
候

一

同
廾
八
日

月
次
御
礼
例
之
通
相
済

友
之
進
病
気
聢
与
無
之
、

宮
嶋
友
之
進

往
々
御
奉
公
難
相
勤
付
願

名
代
成
沢
縫
殿
右
衛
門

之
通
隠
居
、
悴
瀧
江
へ
只

宮
嶋
瀧
江

今
迄
拝
領
之
御
知
行
三
百

五
十
石
・
御
足
軽
十
人
御
預
被
成
下
、
家
督
無
相
違
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被
仰
付
之

家
督
之
御
礼

宮
下
八
郎
左
衛
門

初
而
御
目
見

久
保
紋
治

森
山
千
八

隠
居
之
御
礼

宮
下
伊
右
衛
門

名
代
宮
下
蔵
右
衛
門

悴
御
目
見
付
御
礼

���
久
保
冨
八

森
山
嘉
藤
太

先
達
而
御
役
御
訴
訟
御
内

恩
田
新
六

聞
申
上
候
之
処
江
戸
詰
御

免
、
緩
々
養
生
少
々
も
快
候
ハ
ヽ
、
押
而
出
勤
可
仕

旨
被
仰
付
候

右
承
候
付
記
置

一

離
山
辺
へ
御
野
懸
有
之

一

同
晦
日

今
暁
七
半
時
宮
下
兵
馬
出
火
、
類
焼
赤
塩
彦

左
衛
門
、
鐘
打
候
付
例
之
通

○

四
月
朔
日

月
次
御
礼
例
之
通
相
済

家
督
之
御
目
見

宮
島
瀧
江

隠
居
之
御
礼

宮
嶋
友
之
進

名
代
宮
下
八
郎
左
衛
門

役
替
取
次
役
使
役
兼
帯
申

成
沢
縫
殿
右
衛
門

付
之

使
役
申
付
之

池
田
鵜
殿

役
替
普
請
奉
行
申
付
之

成
沢
十
郎
左
衛
門

役
替
目
付
役
申
付
之

赤
沢
内
蔵
進

目
付
役
申
付
之

前
嶋
四
郎
右
衛
門

右
於
御
前
被
仰
付
候

御
役
替
元
方
御
金
奉
行
被

斎
藤
治
右
衛
門

仰
付
候

払
方
御
金
奉
行
被
仰
付
、

三
井
壽
一
郎

御
切
米
金
五
両
被
下
置
之

御
役
付
足
軽
五
人
被
成
下

赤
沢
内
蔵
進

御
預
之

同
断

前
嶋
四
郎
右
衛
門

右
於
御
用
部
屋
被
仰
付
候

思
召
有
之
候
付
、
御
役
御

祢
津
要
左
衛
門

免
被
仰
付
之

思
召
有
之
候
付
隠
居
、
悴

山
越
六
郎
右
衛
門

五
百
之
助
へ
御
知
行
弐
百

名
代
湯
本
十
学

三
十
石
被
下
置
、
家
督
被

山
越
五
百
之
助

仰
付
候

右
今
朝
御
用
番
宅
ニ
於
て
被
仰
付
候

一

同
三
日

六
時
之
御
供
触
ニ
而
、
善
光
寺
へ
被
遊
御
出

候
、
御
帰
夜
八
ツ
時

去
暮
百
姓
騒
立
候
根
元
、

望
月
九
郎
右
衛
門

難
渋
故
之
事
相
聞
候
、
右

躰
迄
心
付
も
無
之
段
、
不
念
之
至
思
召
候

右
当
十
五
日
於
江
戸
表
被
仰
渡
候
段
、
伊
膳
方
�

申
遣
候

一

同
八
日

為
御
野
懸
東
条
辺
へ
被
遊
御
出
候

一

同
十
日

四
半
時
之
御
供
触
ニ
而
、
長
国
寺
・
乾
徳
寺

へ
御
参
詣

一

藤
田
新
吾
文
字
御
紋
付
縮
め
ん
御
羽
織
拝
領

付
、
着
用
致
度
旨
申
聞
候
間
、
相
心
得
候
様

御
用
番
被
仰
渡
候

一

同
十
一
日

平
之
進
悴
善
大
夫
方
へ
、

山
田
平
之
進

嘉
金
治
娘
縁
組
仕
度
旨
、

片
岡
嘉
金
治

双
方
願
之
通
被
仰
付
之

一

同
十
二
日

西
条
村
辺
へ
御
野
懸
有
之

悴
常
之
丞
先
達
而
御
雇
被

根
村
民
右
衛
門
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仰
付
、
此
節
暫
之
内
被
差

置
候
、
為
御
手
当
相
勤
候
内
、
弐
人
御
扶
持
被
下
置

之
右
之
通
当
六
日
於
江
戸
被
仰
付
候
段
、
同
役
�
申
遣
候

一

同
十
五
日

月
幷
御
礼
例
之
通

家
督
之
御
礼

山
越
五
百
之
助

御
切
米
被
下
置
候
御
礼

三
井
寿
一
郎

初
而
御
目
見

���
坂
野
松
之
助

一
場
吉
太
郎

同
断

竹
内
源
之
進

隠
居
之
御
礼

山
越
六
郎
右
衛
門

名
代
山
越
市
之
丞

悴
御
目
見
付
御
礼

����
坂
野
又
右
衛
門

一
場
久
右
衛
門

竹
内
忠
左
衛
門

主
膳
悴
采
女
方
へ
内
蔵
丞

���
小
山
田
主
膳

娘
縁
組
、
双
方
願
之
通
被

恩
田
内
蔵
丞

仰
付
候

一

同
十
七
日

雨
宮
村
神
事
四
半
過
御
城
内
へ
入
為
扣
置
、

殿
様
・
泰
姫
様
御
表
へ
被
遊
御
出
、
早
速
大

書
院
御
庭
へ
繰
入
、
其
外
例
之
通

一

同
十
八
日

男
子
無
之
付
、
山
田
津
右

原

治
左
衛
門

衛
門
次
男
伴
九
郎
聟
（
養
）

子
、
願
之
通
被
仰
付
之

一

今
日
為
御
野
掛
錬
光
寺
へ
被
遊
御
出
候

一

同
廾
日

井
伊
掃
部
頭
様
之
順
助
様
御
事
、
三
千
姫
様

へ
御
聟
御
養
子
御
貰
被
遊
度
段
被
仰
入
之
、

御
使
者
御
取
合
当
十
五
日
被
為
済
候
段
、
演

説
被
仰
渡
候

一

同
廾
三
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
長
国
寺
へ
御
参
詣

一

同
廾
四
日

芝
村
辺
へ
御
野
懸
有
之

一

同
廾
五
日

思
召
有
之
付
、
御
役
御
免

煩

矢
島
源
二
左
衛
門

被
仰
付
之

名
代
原

九
郎
左
衛
門

一

同
廾
八
日

神
平
娘
致
養
女
、
往
々
図

真
田
図
書

書
悴
志
摩
へ
娶
度
旨
、
双

祢
津
神
平

方
願
之
通
被
仰
付
之

小
幡
長
右
衛
門
組
へ
御
番

宮
嶋
瀧
江

入鈴
木
主
計
組
へ
同
断

宮
下
八
郎
左
衛
門

玉
川
左
膳
組
へ
同
断

三
澤
万
右
衛
門

赤
沢
甚
五
郎
組
へ
御
番
入

中
山
瀧
之
進

居
宅
類
焼
付
、
為
御
手
当

赤
塩
彦
左
衛
門

本
高
之
内
四
分
一
被
下
置

候

○

五
月
朔
日

月
次
御
礼
例
之
通

一

殿
様
来
月
朔
日
御
發
駕
御
日
限
被
仰
出
候

役
替
職
奉
行
申
付
之

師
岡
十
郎
右
衛
門

役
替
取
次
使
役
兼
帯
申
付

矢
野
式
右
衛
門

之役
替
於
泰
（
様
）
守
（
役
）

祢
津
小
膳

奥
元
〆
兼
帯
申
付
之

右
於
御
前
被
仰
付

御
側
御
納
戸
加
役
被
仰
付

藤
田
新
吾

之御
近
習
被
仰
付
之

���
白
井
平
左
衛
門

久
保
源
左
衛
門

勘
左
衛
門
追
年
老
衰
、
御

成
沢
勘
左
衛
門

奉
公
難
相
勤
付
、
願
之
通

同

十
郎
左
衛
門

御
役
被
成
下
御
赦
免
隠
居
、

悴
十
郎
左
衛
門
へ
御
知
行
弐
百
八
拾
九
石
五
斗
被
下

置
、
御
足
軽
十
人
御
預
被
成
下
、
家
督
無
相
違
被
仰
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付
之

年
寄
候
迄
相
勤
候
付
、
銀

成
澤
勘
左
衛
門

一
枚
被
下
置
之

御
刀
番
・
御
膳
番
兼
帯
御

馬
場
廣
人

免
被
成
下
候
、
数
年
相
勤

候
儀
付
、
以
来
も
兼
帯
同
様
相
心
得
、
御
役
方
へ
申

談
事
等
可
仕
旨
被
仰
付
之

御
側
御
納
戸
兼
帯
御
免
被

藤
井
彦
九
郎

成
下
、
末
同
文

御
通
懸
初
而
之
御
礼

小
泉
弥
五
郎

一

五
月
五
日

端
午
之
御
礼
五
半
時
揃
ニ
而
、
四
時
過
相
始

り
、
大
書
院
御
礼
御
番
士
�
嫡
子
迄
三
人
ツ

ツ
罷
出
御
礼
申
上
ル
、
御
通
懸
御
礼
例
之
通

相
済

一

同
六
日

今
日
御
野
懸
御
桟
敷
へ
被
為
入
候
、
夫
�
西

条
辺
へ
御
出
被
遊
候

一

同
八
日
・
九
日

於
長
国
寺
瑤
徴
院
様
御
一
周
忌
御
法
事

御
執
行

一

同
九
日
・
十
日

麗
香
院
様
御
一
周
忌
御
取
越
、
右
同
断

一

同
十
一
日

式
右
衛
門
娘
喜
太
右
衛
門

矢
野
式
右
衛
門

悴
七
十
郎
方
へ
縁
組
、
双

小
野
喜
太
右
衛
門

方
願
之
通
被
仰
付
之

一

今
日
為
御
野
懸
玉
川
左
膳
殿
へ
被
遊
御
出
候

一

同
十
四
日

清
浄
林
院
昼
半
時
罷
出
候
、
供
之
者
供
帰
り

い
た
し
候
、
迎
之
節
侍
分
之
者
大
役
人
詰
所

差
置
、
尤
御
内
之
義
ニ
付
当
御
役
方
懸
り
合

無
御
座
候

一

同
十
五
日

月
次
御
礼
例
之
通
相
済

久
々
病
気
今
以
聢
（
与
）

寺
内
権
右
衛
門

無
之
、
御
役
難
相
勤
付
御

名
代
寺
内
東
市

役
御
免
被
仰
付
之

堀
内
蔵
頭
様
御
家
来
駒
沢

原

郷
左
衛
門

勇
左
衛
門
娘
縁
組
、
願
之

通
仰
付
之

家
督
之
御
礼

成
沢
十
郎
左
衛
門

初
而
之
御
目
見

��������
前
島
文
五
郎

春
原
小
八
郎

原

伴
九
郎

木
内
喜
代
馬

沢

新
八

隠
居
之
御
礼

成
沢
勘
左
衛
門

悴
御
目
見
付
御
礼

������
前
嶋
作
左
衛
門

春
原
浅
右
衛
門

原

治
左
衛
門

木
内
求
喜

同
断

煩

沢

十
右
衛
門

名
代
和
田
惣
摩

継
目
之
御
礼

吉
田
村善

敬

寺

役
替
町
奉
行
・
勘
定
吟
味

金
井
藤
助

兼
帯
申
付
之

役
替
道
橋
奉
行
申
付
之

斎
藤
治
右
衛
門

右
者
於
御
前
被
仰
付
之

御
役
付
同
心
五
人
被
成
下

藤
井
彦
九
郎

御
預
候

悴
良
助
儀
被
召
出
、
三
人

草
間
一
路

御
扶
持
被
下
置
、
鈴
木
主

同

良
助

計
組
へ
御
番
入
被
仰
付
之

悴
弥
十
郎
御
徒
士
加
勢
、

宮
本
善
五
右
衛
門

御
参
府
御
供
申
付
、
詰

中
弐
人
扶
持
幷
善
五
右
衛
門
頂
戴
物
滞
之
内
、
今
・

来
年
金
三
両
ツ
ヽ
被
下
之

御
役
付
御
足
軽
七
人
被
成

金
井
藤
助

下
御
預
候

一

五
月
十
九
日

致
厄
介
置
候
従
弟
女
、
金

山
岸
岡
右
衛
門

児
丈
助
へ
養
女
差
遣
度
旨
、
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願
之
通
被
仰
付
之

丈
助
養
女
文
左
衛
門
へ
縁

金
児
丈
助

組
、
双
方
願
之
通
被
仰
付

中
村
文
左
衛
門

之

一

同
廾
一
日

御
留
守
中
御
郡
中
御
横
目

草
間
一
路

役
兼
可
相
勤
旨
被
仰
付
候

元
方
御
金
奉
行
被
仰
付
之

大
日
方
蔵
左
衛
門

御
役
替
御
勘
定
役
被
仰
付

柿
崎
喜
間
多

之
、
一
生
之
内
給
人
格
之

義
是
迄
之
通
可
被
相
心
得
候

当
分
之
内
御
郡
奉
行
加
役

長
井
四
郎
右
衛
門

被
仰
付
之

一

同
廾
三
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
御
鎮
守
・
諏
訪
宮
・

長
国
寺
・
大
鋒
寺
・
大
英
寺
へ
御
参
詣

一

同
廾
四
日

四
半
時
之
御
供
触
ニ
而
、
白
鳥
・
開
善
寺
・

乾
徳
寺
・
恵
明
寺
へ
右
同
断

一

同
廾
五
日

近
々
就
御
発
駕
、
例
之
通
御
役
人
御
目
見
被

仰
付
、
被
成
下
御
意
候

一

昨
日
大
般
若
御
執
行
有
之
、
例
之
通

蔵
人
様
御
近
習
被
仰
付
之

金
児
丈
助

父
奥
左
衛
門
願
之
通
御
切

小
林
隼
太

米
籾
五
拾
表
三
人
御
扶
持

同
道
小
林
門
右
衛
門

被
下
置
、
家
督
無
相
違
被
仰
付
之

○

六
月
朔
日

六
半
時
過
御
發
駕
、
万
端
例
之
通

一

同
十
日

殿
様
於
御
旅
中
御
持
病
之
御
痔
疾
少
々
不
被

遊
御
勝
候
付
、
長
途
御
旅
行
難
被
遊
、
当
五

日
鴻
巣
ニ
増
御
止
宿
、
早
速
御
快
翌
朝
同
宿

被
遊
御
発
駕
候
段
申
来
候

一

殿
様
御
持
病
気
弥
御
快
、
当
七
日
被
遊
御
参

府
候
段
申
来
候

一

同
十
八
日
・
十
九
日

祭
礼
付
泰
姫
様
両
日
共
御
桟
敷
へ

被
遊
御
出
候
、
御
部
屋
様
も
同
様
御
出
被
成

候
、
十
九
日
例
之
通
大
御
門
踊
無
滞
相
済
申

候

一

同
廾
一
日

亡
父
十
郎
右
衛
門
願
置
候

西
村
仙
吉

通
御
知
行
百
五
拾
六
石
被

同
道
保
科
平
馬

被
置
、
家
督
無
相
違
被
仰

仰
之

一

同
廾
二
日

殿
様
当
十
七
日
御
奉
書
御
到
来
、
翌
十
八
日

御
参
勤
之
御
礼
無
滞
被
仰
上
候
段
申
来
候

一

同
廾
九
日

当
廾
三
日
大
手
方
御
詰
場
、
榊
原
式
部
大
輔

様
御
代
被
蒙
仰
候
段
申
来
候

○

七
月
五
日

悴
万
之
助
被
召
出
、
御
近

原

又
左
衛
門

習
被
仰
付
之

同

万
之
助

御
近
習
被
仰
付
之

小
野
七
十
郎

同

小
川
友
衛

御
切
米
金
五
両
・
三
人
御

原

万
之
助

扶
持
被
下
置

右
之
通
先
月
廾
八
日
於
江
戸
表
被
仰
付
候
段
、
同
役
�

申
来
候

一

七
月
七
日

七
夕
之
御
礼
五
半
時
揃
、
即
時
相
済

一

同
十
五
日

家
督
之
御
礼

西
村
仙
吉

名
代
寺
内
権
之
進

同
断

小
林
隼
太

名
代
依
田
十
郎
左
衛
門

御
宛
行
頂
戴
之
御
礼

���
小
野
七
十
郎

小
川
友
衛

被
召
出
、
右
同
断

原

万
之
助

悴
御
宛
行
頂
戴
之
御
礼

������

小
野
喜
太
右
衛
門

名
代
前
田
喜
右
衛
門

小
川
多
次

名
代
藤
田
新
吾

同
断

原

又
左
衛
門
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右
之
通
当
朔
日
御
礼
申
上
候
段
、
江
戸
表
同
役
�
申
遣

候

一

同
十
九
日

亡
父
源
八
願
置
候
通
御
知

松
木
嘉
吉

行
百
五
十
石
被
下
置
、
家

同
道
樋
口
民
衛

督
無
相
違
被
仰
付
之

作
左
衛
門
娘
隼
之
進
へ
縁

前
嶋
作
左
衛
門

組
仕
度
之
旨
、
双
方
願
之

河
原
隼
之
進

通
被
仰
付
之

一
郎
右
衛
門
娘
正
蔵
悴
久

蟻
川
正
蔵

次
郎
江
縁
組
仕
度
旨
、
双

堤

一
郎
右
衛
門

方
願
之
通
被
仰
付
之

其
方
儀
新
町
村
罷
在
候
浪

篠
原
寿
庵

人
久
保
喜
傳
治
娘
縁
組
、

願
之
通
被
仰
付
之

一

同
廾
五
日

其
方
男
子
無
之
付
、
下
横

煩

九
島
金
平

田
村
罷
在
候
十
左
衛
門
悴

名
代
丸
山
岩
右
衛
門

八
十
二
養
子
仕
度
旨
、
願

之
通
申
付
之

右
渡
大
夫
申
渡
之

一

廾
九
日当

五
月
廾
日
橋
詰
村
金
治

長
岡
左
平
太

郎
江
御
合
金
証
文
之
儀
致

差
図
候
節
、
違
背
及
雑
言
候
付
、
打
擲
致
し
候
儀
、

其
場
難
延
趣
ニ
も
相
聞
候
処
、
自
身
取
計
之
儀
軽
率

之
事
候
、
兼
而
格
式
迄
被
成
下
御
直
、
被
召
仕
候
儀

御
重
恩
之
程
存
付
、
別
而
可
致
慎
勤
処
、
却
而
任
我

意
候
心
底
�
起
り
候
事
、
常
々
不
慎
之
筋
相
聞
不
届

之
至
候
、
依
之
急
度
可
及
御
沙
汰
処
、
以
御
情
給
人

格
御
取
上
被
仰
付
候
、
以
来
万
端
相
慎
、
役
方
入
念

可
相
勤
候

○

八
月
朔
日

八
朔
御
礼
五
半
時
揃
、
即
斎
相
済

一

同
六
日

弟
勝
之
進
依
不
行
跡
、
諸

丸
山
岩
右
衛
門

親
類
久
離
仕
度
旨
先
年
相

同
道
坂
西
喜
平
太

願
、
公
儀
御
帳
ニ
相
記
候

処
、
行
跡
も
相
直
候
付
通
路
為
仕
度
旨
、
公
儀
御
届

も
有
之
願
之
通
申
付
候
、
依
之
御
書
替
被
下
候
間
、

大
切
可
仕
廻
置
候

右
伊
膳
申
渡
之

一

同
十
二
日

武
術
一
覧
例
之
通
被
仰
渡
候

八
月
廾
九
日
・
九
月

二
日

射
芸

九
月

四
日
・
同

六
日

剣
術

同

八
日
・
同

十
日

槍
術

同

十
二
日

軍
学

同

十
四
日
・
同

十
七
日

乗
馬

以
上

一

八
月
廾
三
日

定
府
被
仰
付
之

宮
下
兵
馬

出
精
相
勤
候
付
、
壱
人
御

山
本
三
左
衛
門

扶
持
御
役
料
被
下
置
、
定

府
仰
付
之

悴
孝
大
夫
御
徒
士
加
勢
申

竹
内
孝
右
衛
門

付
之

同
道
片
岡
源
左
衛
門

御
宛
行
之
義
ハ
先
達
而
宮

本
弥
十
郎
へ
被
下
置
候
積
り
を
以
被
下
置
候

右
例
之
通
申
渡
之

夫
婦
之
者
一
生
之
間
拾
人

大
和
屋田村

伊
兵
衛

御
扶
持
被
下
置
候
、
其
段

可
被
申
渡
候

御
勘
定
吟
味
役
中

右
者
於
新
御
座
敷
望
月
九
郎
右
衛
門
申
渡
之

右
之
通
江
戸
表
同
役
�
申
来
候

一

同
廾
五
日

父
十
兵
衛
常
々
行
跡
不
宜

春
原
十
治
郎

段
相
聞
、
其
上
於
途
中
致

同
道
近
藤
七
左
衛
門

怪
我
候
次
第
不
埒
之
至
候

笠
原
軍
平

へ
共
、
御
情
を
以
其
方
へ

家
督
被
仰
付
候
ニ
付
、格
段
心
付
可
相
勤
処
無
其
儀
、

常
々
不
行
跡
之
段
不
届
至
極
付
、
永
之
御
暇
被
下
置

候
、
御
領
内
御
支
配
所
徘
徊
、
並
御
三
家
様
方
・
御

大
老
様
・
御
老
中
様
・
若
御
年
寄
中
様
・
御
役
人
様

方
・
御
親
類
様
方
奉
公
仕
間
敷
候
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右
於
評
定
所
玉
川
左
膳
申
渡
之

近
年
病
身
罷
成
、
往
々
難

寺
内
権
右
衛
門

相
勤
付
権
右
衛
門
隠
居
、

名
代
長
井
平
馬

悴
甚
九
郎
へ
家
督
為
仕
度

寺
内
甚
九
郎

旨
、
願
之
通
御
知
行
三
百

三
十
石
被
下
置
、
家
督
無
相
違
仰
付
之

病
気
聢
与
不
仕
難
相
勤
付
、

小
川
沖
之
進

願
之
通
御
役
御
赦
免
被
成

名
代
窪
田
岩
右
衛
門

下
候

十
治
郎
儀
常
々
不
行
跡
付
、

春
原
十
治
郎

永
之
御
暇
被
下
置
候
、
格

親
類

段
之
御
情
を
以
て
苗
字
御
建
被
成
下
候
、
十
治
郎
妹

へ
可
為
嫁
、
相
応
之
者
名
面
可
申
立
旨
被
仰
付
之

親
類
野
池
勘
右
衛
門
罷
出
ル

一

同
廾
九
日

入
院
之
御
礼

蓮

華

定

院

家
督
之
御
礼

松
木
嘉
吉

名
代
堀
田
金
左
衛
門

御
通
懸
初
而
御
礼

竹
内
孝
大
夫

右
之
通
御
礼
相
済
候
段
、
江
戸
表
同
役
�
申
来
候

○

九
月
九
日

重
陽
之
御
礼
五
半
時
揃
、
即
斎
相
済

一

同
十
二
日

昨
夜
九
半
時
出
火
、
裏
柴
丁
上
御
普
請
方
御

仲
間
惣
右
衛
門
与
申
者
焼
失
、
類
焼
無
之
、

鐘
打
候
付
例
之
通

一

同
十
五
日

其
方
娘
上
原
八
左
衛
門
方

樋
口
角
兵
衛

へ
縁
組
仕
度
旨
、
願
之
通

被
仰
付
之

一

同
十
九
日

津
田
冨
三
郎
様
御
妹
青
柳

矢
沢
将
監

三
七
郎
様
致
御
養
女
、
悴

外
記
へ
縁
組
、
願
之
通
被
仰
付
之

其
方
病
気
聢
与
無
之
、
往

馬
場
与
惣
右
衛
門

々
御
奉
公
難
相
勤
付
隠
居
、
名
代
河
原
彦
六

悴
左
門
へ
唯
今
迄
拝
領
之

馬
場
左
門

御
知
行
百
石
被
下
置
、
家

督
無
相
違
被
仰
付
之

二
男
竹
次
郎
嫡
子
仕
度
旨
、

興
津
政
野
右
衛
門

願
之
通
被
仰
付
之

同

竹
次
郎

五
十
郎
妹
伯
庸
へ
縁
組
、

厚
木
伯
庸

双
方
願
之
通
被
仰
付
之

上
村
五
十
郎

御
台
所
目
付
役
申
付
之

今
井
政
吉

同
道
宮
本
善
五
右
衛
門

伊
膳
申
渡
之

一

九
月
廾
四
日

今
朝
六
時
之
御
供
触
ニ
而
、
泰
姫
様
八
幡

村
八
幡
へ
御
参
詣
、
御
帰
夜
九
時
過

一

同
廾
五
日

亡
父
助
左
衛
門
願
置
候
通

高
田
幾
太

御
知
行
百
五
十
石
被
下
置
、
名
代
草
間
良
助

家
督
無
相
違
被
仰
付
之

親
類
牧
野
五
左
衛
門

射
芸
之
節
三
ツ
矢
仕
候
付
、

恩
田
斎
宮

為
御
褒
美
御
弦
五
筋
ツ
ヽ

志
村
逸
見

被
下
置
候

一

同
廾
六
日

大
般
若
御
執
行
有
之

○

十
月
二
日

今
度
御
扶
持
被
下
候
付
、

田
村
伊
兵
衛

帯
刀
仕
度
旨
相
願
候
、
対

公
義
差
障
無
之
旨
、
諸
家
之
同
例
証
書
差
出
候
付
、

願
之
通
帯
刀
御
免
被
成
下
候
、
右
願
ニ
付
御
名
前
之

懸
ケ
札
等
差
出
候
事
ハ
、
決
而
不
相
成
候
旨
、
可
被

申
含
候

右
於
御
新
座
敷
望
月
九
郎
右
衛
門
申
渡
之

其
方
儀
樋
口
角
兵
衛
娘
縁

上
原
八
左
衛
門

組
仕
度
旨
、
願
之
通
被
仰

付
候

右
九
月
十
一
日
於
江
戸
表
被
仰
渡
候
趣
、
同
役
�
申
来

候

一

同
三
日
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口

上

覚

春
原
十
治
郎
儀
不
届
之
儀
付
、
永
之
暇
被
下

置
候
処
、
格
段
之
以
御
情
苗
字
御
建
被
成
下

候
間
、
往
々
十
治
郎
妹
へ
可
為
嫁
、
相
応
之

者
名
前
可
申
上
旨
先
達
而
被
仰
付
、
冥
加
至

極
難
有
仕
合
ニ
存
候
、
親
類
共
申
合
僉
義
仕

候
処
、
相
応
之
者
無
御
座
候
、
福
田
幸
助
弟

医
師
玄
悦
儀
今
年
三
十
三
歳
罷
成
候
、
相
応

ニ
も
奉
存
候
間
、幸
助
へ
及
内
談
候
処
、玄
悦

義
春
原
之
名
跡
被
仰
付
被
下
置
候
者
、難
有

仕
合
奉
存
候
旨
申
聞
候
、
以
御
情
玄
悦
江
名

跡
被
仰
付
被
下
置
候
者
、重
々
難
有
仕
合
奉

存
候
、
名
前
申
上
候
様
被
仰
付
候
付
、
乍
憚

此
段
申
上
候
、
以
上

十
月
朔
日

春
原
平
兵
衛

近
藤
七
左
衛
門

野
池
勘
右
衛
門

笠
原
軍
平

口

上

覚

春
原
十
治
郎
永
之
御
暇
被
下
置
、
以
御
情
苗

字
被
成
下
御
建
候
付
、
往
々
十
治
郎
妹
へ
可

為
嫁
、
相
応
之
者
名
前
可
申
上
旨
、
十
治
郎

親
類
共
へ
被
仰
付
候
付
、
私
弟
医
師
玄
悦
義

相
応
ニ
も
奉
存
候
付
、
及
内
談
候

玄
悦
儀
当
年
三
十
三
歳
罷
成
候

春
原
之
名
跡
被
仰
付
被
下
置
候
者
、
難
有
仕

合
奉
存
候
旨
申
談
仕
候

此
段
申
上
候
、
以
上

十
月
朔
日

福
田
幸
助

右
之
通
当
御
役
へ
差
出
候
付
、
御
用
番
へ
当
朔

日
差
上
申
候

尤
右
之
趣
同
役
へ
も
回
状
差
出
、
承
知
之
上
政

野
右
衛
門
差
出
ス

一

同
十
一
日

病
気
聢
与
不
仕
、
願
之
通

鈴
木
主
計

御
役
御
赦
免
被
仰
付
之

名
代
玉
川
左
膳

病
気
聢
与
不
仕
、
往
々
御

柳

惣
左
衛
門

奉
公
難
相
勤
付
願
之
通
隠

名
代
菅
沼
助
右
衛
門

居
、
悴
守
衛
へ
只
今
迄
拝

同

守
衛

領
之
御
知
行
九
拾
石
被
下

置
、
家
督
無
相
違
被
仰
付

之金
平
願
之
通
悴
八
十
二
御

九
島
金
平

徒
士
番
入
申
付
之

名
代
丸
山
岩
右
衛
門

同

八
十
二

伊
膳
申
渡
之

一

同
廾
四
日

家
督
之
御
礼

高
田
幾
太

名
代
柘
植
量
右
衛
門

同
断

�����

寺
内
甚
九
郎

名
代
寺
内
権
之
進

馬
場
左
門

�
名
代
馬
場
伴
右
衛
門

隠
居
之
御
礼

������

寺
内
権
右
衛
門

名
代
原

又
左
衛
門

馬
場
与
惣
右
衛
門

名
代
馬
場
廣
人

右
之
通
当
十
五
日
於
江
戸
表
相
済
候
段
、
同
役
�
申
来

候

一

十
月
廾
五
日

弟
玄
悦
儀
被
召
出
、
御
切

福
田
幸
助

米
籾
弐
拾
八
表
三
人
御
扶

同

玄
悦

持
被
下
置
、
自
今
苗
字
春

野
池
勘
右
衛
門

原
与
相
名
乗
、
御
医
師
可

相
勤
旨
被
仰
付
之

十
治
郎
不
届
之
筋
有
之
、

春
原
十
治
郎
親
類

永
之
暇
被
下
置
候
処
、
格

段
之
以
思
召
今
度
幸
助
弟
玄
悦
被
召
出
、
春
原
苗
字

御
建
被
成
下
、
十
治
郎
妹
へ
可
為
嫁
旨
被
仰
付
之

平
蔵
願
之
通
隠
居
、
悴
平

片
岡
平
蔵

十
郎
へ
只
今
迄
拝
領
之
御

名
代
小
野
里
与
惣
治

切
米
金
四
両
七
人
御
扶
持

同

平
十
郎

被
下
置
、
家
督
無
相
違
被

仰
付
之

年
寄
候
迄
相
勤
候
付
、
銀

片
岡
平
蔵

一
枚
被
下
置
之
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御
在
所
住
居
仕
度
旨
、
願

右

同

人

之
通
被
仰
付
之

其
方
病
気
聢
与
無
之
、
御

橋
本
渡
右
衛
門

役
難
相
勤
付
、
願
之
通
御

名
代
宮
沢
常
次
郎

役
御
赦
免
被
仰
付
之

○

十
一
月
五
日

殿
様
去
二
十
九
日
内
藤
備
後
守
様
御
代
、

紅
葉
山
火
之
御
番
被
蒙
仰
候

一

同
六
日

其
方
二
男
弥
門

与
良
六

遠
藤
三
平

兵
衛
在
命
之
内
聟
養
子
差

同

弥
門

遣
度
之
旨
、
願
之
通
被
仰

付
之

六
兵
衛
在
命
之
内
願
置
候

与
良
六
兵
衛

通
、
遠
藤
三
平
二
男
弥
門

親
類

聟
養
子
仕
、
只
今
迄
拝
領
之
御
知
行
百
石
被
下
置
、

家
督
無
相
違
被
仰
付
之

其
方
実
子
無
之
候
付
、
孫

保
崎
平
内

女
養
女
仕
、
三
輪
六
十
郎

三
輪
六
十
郎

次
男
冨
治
養
子
仕
度
旨
、

同

冨
治

双
方
願
之
通
被
仰
付
之

其
方
男
子
無
之
付
、
小
泉

宮
本
善
五
右
衛
門

佐
野
右
衛
門
弟
忠
太
養
子

同
道
伊
藤
右
平
次

仕
度
旨
、
願
之
通
申
付
之

渡
大
夫
申
渡
之

宮
本
善
五
右
衛
門
男
子
無

小
泉
佐
野
右
衛
門

之
付
、
其
方
弟
養
子
差
遣

同

忠
太

度
旨
、
願
之
通
申
付
之

成
沢
十
郎
左
衛
門
申
渡
之

一

同
十
五
日

御
前
様
御
守
役
被
仰
付
之

菅
沼
助
右
衛
門

三
千
姫
様
同
断

小
野
喜
太
右
衛
門

一

同
十
七
日

順
助
様
御
聟
御
養
子
御
願
書
当
十
一
日
被
差

出
候

一

同
十
八
日

御
役
替
御
吟
味
役
帰
役
被

原

又
左
衛
門

仰
付
候

御
在
所
勝
手
被
仰
付
候
、

右

同

人

用
意
次
第
発
足
可
有
之
候

右
於
御
前
可
被
仰
付
処
、
御
序
無
之
付
、
於
御
用

部
屋
被
仰
渡
候
段
、
御
用
番
口
達

右
之
通
江
戸
表
同
役
�
申
来
候

一

十
一
月
十
九
日

当
十
四
日
順
助
様
御
聟
御
養
子
御
願
之

通
被
蒙
仰
候
、
依
之
麻
上
下（
着
用
）、
来
ル

廾
一
日
五
時
登
城
御
歓
申
上
候
様
、
向
後
若

殿
様
与
可
奉
称
旨
被
仰
出
候
、
右
為
御
祝
義

登
城
之
節
、
御
酒
被
下
候
間
致
頂
戴
候
様
、

尤
年
始
之
通
献
上
仕
候
様
被
仰
出
候

一

同
廾
一
日

為
御
歓
諸
士
登
城
五
時
揃
、
於
大
書
院
差
立

幷
大
役
人
御
歓
申
上
候
、
小
役
人
御
帳
場
へ

罷
出
申
候
、
畢
而
差
立
大
書
院
二
之
御
間
、

大
役
人
御
使
者
之
間
、
小
役
人
大
役
人
詰
所

ニ
お
い
て
御
酒
・
御
吸
物
頂
戴
、
九
ツ
時
�

御
番
士
一
番
�
四
番
ま
で
、
八
時
�
五
番
�

九
番
迄
、
家
督
無
役
御
帳
場
江
罷
出
御
歓
申

上
、
終
而
於
御
使
者
之
間
御
酒
御
吸
も
の
頂

戴
之
、
差
立
嫡
子
登
城
御
歓
申
上
、
御
酒
頂

戴
無
之
、
寺
院
例
之
通
罷
出
ル
、
献
上
物
年

始
之
通

一

同
廾
五
日
・
廾
六
日

於
長
国
寺

乾
徳
院
様
五
十
回
御

忌
御
法
事
御
執
行
、廾
六
日
御
代
香
相
済
候
、

已
後
諸
士
御
香
典
献
上
拝
礼

○

十
二
月
朔
日

去
廾
一
日
御
鷹
之
雁
御
拝
領
被
遊
候
、
依

之
来
ル
六
日
四
時
�
昼
時
迄
之
内
麻
上
下
着

用
、
月
番
宅
江
罷
出
御
歓
申
上
候
様

一

同
六
日

右
御
歓
御
用
番
へ
諸
士
罷
出
申
候

一

同
八
日

家
督
之
御
礼

与
良
弥
門

名
代
児
玉
友
之
進

同
断

柳

守
衛

名
代
金
子
廣
馬

被
召
出
之
御
礼

春
原
玄
悦
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名
代
渡
辺
友
右
衛
門

家
督
之
御
礼

高
田
幾
太

初
而
御
目
見

本
多
養
伯

隠
居
之
御
礼

柳

惣
左
衛
門

名
代
菅

大
弐

役
替
勘
定
吟
味
申
付
之

柘
植
量
右
衛
門

右
於
御
前
被
仰
付
候

右
之
通
先
月
廿
八
日
於
江
戸
表
被
仰
付
候
段
、
同
役
兵

馬
�
申
遣
候

一

同
十
一
日

其
方
儀
小
野
重
左
衛
門
妹

赤
澤
内
蔵
進

縁
組
仕
度
旨
、
願
之
通
被

仰
付
之

一

同
十
五
日

善
内
病
気
聢
与
無
之
、
其

竹
内
善
内

上
老
衰
難
相
勤
付
願
之
通

名
代
伊
藤
右
平
次

隠
居
、
悴
健
次
郎
へ
只
今

同

健
次
郎

迄
拝
領
之
御
切
米
籾
三
十

表
・
弐
人
御
扶
持
被
下
置
、
跡
式
申
付
之

年
寄
候
迄
相
勤
候
付
、
御

竹
内
善
内

目
録
二
百
疋
被
下
置
之

右
政
野
右
衛
門
申
渡
之

一

同
廾
三
日

妹
儀
赤
沢
内
蔵
進
へ
縁
組

小
野
重
左
衛
門

願
之
通
被
仰
付
之

右
之
通
当
十
一
日
於
江
戸
表
被
仰
付
候
段
、
同
役
兵
馬

方
�
申
遣
候

一

同
廾
五
日

其
方
儀
幼
少
�
養
置
候
妻

煩

竹
内
三
大
夫

之
甥
吉
五
郎
、
山
本
三
左

名
代
片
岡
嘉
金
治

衛
門
へ
養
子
差
遣
度
旨
、

願
之
通
被
仰
付
之

一

同
廾
八
日

其
方
病
気
聢
与
無
之
付
、

小
川
沖
之
進

往
々
御
奉
公
難
相
勤
付
隠

名
代
窪
田
岩
右
衛
門

居
、
悴
弥
惣
江
只
今
迄
拝

小
川
弥
惣

領
之
御
知
行
百
石
被
下
置
、

家
督
無
相
違
被
仰
付
之

御
役
替
御
普
請
奉
行
被
仰

篠
崎

屯

付
、
御
役
附
足
軽
十
人
御

預
ケ

御
役
替
御
材
木
奉
行
被
仰

上
原
権
平

付
之

其
方
病
気
聢
与
無
之
ニ
付

坂
巻
専
助

御
役
難
相
勤
、
御
役
御
訴

名
代
中
俣
吉
五
郎

訟
願
之
通
被
仰
付
之

大
嶋
多
吉
娘
縁
組
仕
度
旨
、

長
谷
川
奥
馬

双
方
願
之
通
被
仰
付
之

大
島
多
吉

玉
川
左
膳
組
へ
御
番
入

小
林
隼
太

原
五
十
馬
抱
組
へ
同
断

西
村
仙
吉

真
田
勘
ケ
由
組
へ
同
断

馬
場
左
門

柳

守
衛

片
岡
平
十
郎

小
幡
隼
之
助
組
へ
同
断

与
良
弥
門

原
五
十
馬
組
へ
同
断

寺
内
甚
九
郎

右
御
用
番
宅
ニ
而
被
仰
付
候

御
勘
定
役
見
習
出
精
相
勤

������
三
輪
忠
次

候
ニ
付
、
弐
人
御
扶
持
ツ

竹
内
又
吉

ツ
被
下
置
之

田
中
直
吉

小
野
只
右
衛
門

右
同
断
、
小
川
多
次
申
渡
之

両
人
出
精
相
勤
候
付
、
一
生

御
木
挽清

蔵

之
内
小
頭
格

新
右
衛
門

右
、
大
瀬
登
申
聞
候

一

十
二
月
晦
日
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御
前
様
御
願
ニ
付
、
次
男

岡
本
藤
馬

傳
八
郎
被
召
出
、
御
宛
行

同

傳
八
郎

金
五
両
・
三
人
扶
持
被
下

置
、
海
野
主
税
組
へ
御
番
入
被
仰
付
之

海
野
主
税
組
へ
御
番
入
被

根
来
儀
右
衛
門

仰
付
、
勤
方
之
儀
只
今
迄

之
通
可
相
心
得
候

小
幡
長
右
衛
門
組
へ
御
番

玉
川
又
次
郎

入
右
之
通
当
廾
一
日
於
江
戸
表
被
仰
付
候
由
、
同
役
兵
馬

方
�
申
来
候

家
督
之
御
礼

片
岡
平
十
郎

名
代
小
宮
山
藤
右
衛
門

被
召
出
之
御
礼

岡
本
傳
八
郎

次
男
被
召
出
候
付
御
礼

岡
本
藤
馬

其
方
儀
男
子
無
之
付
、
竹

山
本
三
左
衛
門

内
三
大
夫
致
厄
介
置
候
甥

吉
五
郎
聟
養
子
仕
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

右
於
御
用
部
屋
被
仰
付
候

留
守
居
添
役
申
付
之

石
川
菊
八

右
於
御
前
被
仰
付
候

右
之
通
当
廾
五
日
於
江
戸
表
、
右
同
断

○
天
明
六
年
丙
午

○

正
月
朔
日

年
頭
御
祝
義
於
大
書
院
五
ツ
時
揃
ニ
而
、
差

立
幷
差
立
嫡
子
御
礼
相
済
、
給
人
格
御
役
人

御
馬
役
迄
罷
出
、
給
人
格
以
下
ニ
而
八
田
孫

左
衛
門
計
罷
出
候

一

同
四
日

寺
院
御
礼
例
之
通
相
済
、
堀
内
大
隈
終
而
、

本
誓
寺
宰
相
罷
出
御
礼
申
上
候
、
御
町
之
者

共
御
三
之
間
御
縁
側
ニ
而
、
一
同
自
身
献
上

物
持
参
御
礼
申
上
候
、
尤
矢
野
式
右
衛
門
披

露

一

同
九
日

善
光
寺
両
寺
使
僧
例
之
通

一

同
十
日

昨
夜
八
半
時
寺
内
甚
九
郎
居
宅
出
火
、
原
五

十
馬
長
屋
類
焼
、
七
半
時
相
鎮

一

同
十
一
日

昨
夜
五
時
過
佐
久
間
衛
守
居
宅
焼
失
、
類
焼

無
御
座
候

一

観
修
院
使
僧
を
以
例
之
通
献
上
物
差
出

一

同
十
二
日

八
幡
別
当
神
宮
寺
名
代
惣
目
代
同
神
主
松
田

大
内
蔵
名
代
宮
川
伊
勢
大
夫
・
和
合
院
名
代

宝
蔵
院
献
上
物
例
之
通

一

同
十
五
日

大
般
若
御
執
行
有
之

一

同
廾
五
日

御
役
替
御
吟
味
役
被
仰
付

前
嶋
作
左
衛
門

之御
役
替
御
普
請
奉
行
被
仰

大
日
方
蔵
左
衛
門

付
、
御
役
付
御
足
軽
拾
人

御
預
ケ

○

二
月
二
日

仙
苗
院
様
七
回
御
忌
御
法
事
御
取
越
、
於
長

国
寺
今
・
明
日
御
執
行
有
之

一

同
十
一
日

去
十
二
月
廾
九
日
出
、
江

与
左
衛
門
組

佐
右
衛
門

戸
御
用
金
御
荷
物
宰
領
申

付
差
遣
候
處
、
軽
井
沢
宿
本
陣
ニ
致
止
宿
候
節
、
同

所
旅
籠
屋
玉
屋
抱
之
女
召
呼
、夜
中
及
酒
宴
遊
興
、翌

日
坂
本
宿
迄
罷
越
候
処
、被
相
頼
候
金
子
入
書
状
前

夜
泊
ニ
取
落
し
候
由
ニ
而
、御
荷
物
駅
場
之
馬
士
へ

相
渡
、
松
井
田
宿
迄
手
放
差
遣
、
軽
井
沢
宿
へ
立

戻
、
前
夜
泊
候
場
所
へ
立
寄
、取
落
候
品
詮
議
も
不

致
、
右
玉
屋
へ
罷
越
致
止
宿
、尚
又
致
遊
興
候
段
、

大
切
之
御
荷
物
宰
領
乍
相
勤
不
慎
至
極
之
義
、
其
上

御
金
紛
失
ニ
付
、
為
詮
議
従
江
府
此
表
へ
相
戻
候

節
、
足
軽
附
添
差
遣
候
ニ
付
、
別
而
可
相
慎
処
、
於

道
中
頼
物
之
由
、
調
物
等
い
た
し
所
々
へ
立
寄
、
私

用
相
達
候
儀
、
一
々
不
恐
御
上
軽
率
之
取
計
重
々
不

届
之
至
付
、
御
扶
持
・
御
切
米
取
放
申
付
之
、
右
之

通
可
被
申
渡
候

御
普
請
奉
行
中

先
達
而
段
々
偽
申
聞
不
届

同
心
丁佐

右
衛
門

之
至
、
詮
議
中
牢
舎
可
申

付
旨
、
各
伺
之
通
可
被
申

付
候職

奉
行
中
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右
之
通
今
朝
於
評
定
所
例
之
通
御
役
人
出
席
、
師
岡
十

郎
右
衛
門
・
大
瀬
登
申
渡

一

同
十
五
日

伴
右
衛
門
願
置
候
通
御
知

���

堀
田
甚
三
郎

行
百
石
幷
三
人
御
扶
持
被

親
類
関
口
佐
大
夫

下
置
、
家
督
無
相
違
被
仰

付
之

蔵
人
様
御
近
習
被
仰
付
之

与
良
弥
門

男
子
無
之
付
、
緑
川
藤
吾

����
煩

青
木
久
弥

弟
量
助
養
子
仕
度
旨
、
願

名
代
青
木
権
左
衛
門

之
通
被
仰
付
之

緑
川
量
助

右
御
用
番
宅
ニ
お
い
て
被
仰
付
之

家
督
之
御
礼

���

小
川
弥
惣

名
代
堀
田
金
右
衛
門

年
頭
之
御
礼

���

広
田
筑
後

名
代
橋
本
吉
兵
衛

同
自
分
之
御
礼

橋
本
吉
兵
衛

年
頭
之
御
礼

���
丸
山
玄
益

岡
村
養
胤

同
断

牧
野
見
随

初
而
御
目
見

横
山
玄
庵

隠
居
之
御
礼

小
川
沖
之
進

名
代
小
川
友
衛

年
来
被
致
御
懇
意
候
処
、

井
辻
了
悦

訳
而
出
精
被
相
勤
候
付
、

以
来
五
人
（
御
）
扶
持
被
遣
候
、
右
之
通
可
被
達
候

右
正
月
廾
八
日
於
御
新
座
敷
池
村
八
大
夫
申
達
候

右
之
通
江
戸
表
同
役
兵
馬
方
�
申
来
候

一

二
月
十
八
日

其
方
病
身
罷
成
其
上
近
年

恩
田
新
六

多
病
、
御
役
難
相
勤
御
訴

名
代
赤
沢
助
之
進

訟
申
立
、
未
老
年
ニ
も
無

之
ニ
付
、
緩
々
養
生
相
勤
候
様
被
仰
付
之

一

同
廾
一
日

亡
父
左
治
馬
願
置
候
通
、

十
河
式
部

御
知
行
五
百
石
・
御
足
軽

親
類
前
島
右
京

十
人
御
預
ケ
被
成
下
、
家

督
無
相
違
被
仰
付
之

一

藤
田
典
膳
実
父

牧
野
遠
江
守
様
�
拝
領
之

三
ツ
柏
御
紋
ち
里
め
ん
御
羽
織
（
被
）
相
譲

所
持
仕
居
候
、
不
苦
候
者
着
用
仕
度
旨
、
相

伺
呉
候
様
典
膳
被
申
聞
候
付
、
今
朝
御
用
番

へ
相
伺
候
処
、
不
苦
候
間
勝
手
次
第
致
着
用

候
様
、
御
挨
拶
有
之
候
付
、
其
段
申
通
候

男
子
無
之
付
、
利
三
太
悴

根
来
義
右
衛
門

左
金
治
養
子
仕
度
旨
、
願

細
田
利
三
太

之
通
双
方
被
仰
付
之

同

左
金
治

右
之
通
当
十
一
日
於
江
府
被
仰
付
候
由
、
同
役
�
申
来

候

一

同
廾
三
日

原
又
左
衛
門
真
之
字
御
紋
黒
ち
り
め
ん
御
羽

織
従
殿
様
、
鶴
之
丸
御
紋
飛
色
縮
緬
御
小
袖

一
・
同
御
紋
黒
縮
緬
御
小
袖
二
御
前
様
�
、

右
之
通
拝
領
付
、
着
用
之
義
相
伺
候
付
、
着

用
候
様
申
渡
候
、
右
鶴
之
丸
御
紋
付
妻
ニ
も

着
用
相
伺
候
付
、
伺
之
通
着
用
申
渡
候
、
為

心
得
書
付
御
渡
被
成
候

○

三
月
三
日

上
巳
之
御
礼
五
半
時
揃
ニ
而
、
即
刻
相
済

一

同
四
日

類
焼
付
御
手
充
三
両
弐
分

片
岡
半
七
郎

同
壱
両
弐
分

佐
竹
伯
元

右
未
年
�
五
ヶ
年
賦
上
納
被
仰
付
候

右
之
通
江
戸
表
同
役
�
申
来
候

一

同
六
日

其
方
従
弟
女
養
女
仕
、
玄

東
条
与
一
郎

又
へ
縁
組
仕
度
旨
、
双
方

北
山
玄
又
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願
之
通
被
仰
付

一

同
八
日

先
達
而
御
金
荷
物
才
領
致
し
候
同
心
丁
佐
右

衛
門
呼
出
、御
詮
議
有
之
候
付
立
合
罷
出
候
、

内
蔵
進
懸
り
合

一

同
十
一
日

玄
道
病
気
聢
（
与
）
無
之
、

立
田
玄
道

御
奉
公
難
相
勤
付
願
之
通

名
代
河
野
清
右
衛
門

隠
居
、
唯
今
迄
拝
領
之
御

立
田
宗
伯

知
行
百
五
十
五
石
宗
伯
へ

被
下
置
、
家
督
無
相
違
被
仰
付
之

願
之
通
隠
居
被
仰
付
候
得

立
田
玄
道

共
、
御
用
之
儀
ハ
只
今
迄

之
通
可
被
仰
（
付
）
候
間
、
可
被
得
其
旨
候

玄
道
御
家
中
・
町
方
ハ
不

立
田
玄
道

及
申
、
在
邊
・
遠
方
迄
も

名
代
河
野
清
右
衛
門

手
広
致
療
治
候
処
、
従
去

立
田
宗
伯

年
中
病
気
引
込
居
候
へ
共

右
病
家
数
軒
へ
罷
越
、
致
診
脈
調
薬
差
遣
候
由
、
其

上
常
々
医
学
心
懸
宜
趣
相
聞
候
付
、
家
督
無
相
違
被

下
置
候
、
其
旨
相
心
得
此
上
弥
家
業
相
募
、
御
用
達

候
様
、
玄
道
附
添
可
取
立
候
旨
、
且
宗
伯
義
も
尚
以

出
精
、
医
道
心
懸
修
行
候
様
被
仰
付
之

善
左
衛
門
娘
万
右
衛
門
へ

藤
岡
善
左
衛
門

縁
組
、
双
方
願
之
通
被
仰

三
沢
万
右
衛
門

付
之

一

同
十
四
日

武
芸
一
覧
被
仰
渡
、
日
割
左
之
通

三
月
廾
九
日
・
四
月

二
日

射
芸

四
月

四
日
・

六
日

剣
術

同

八
日
・

十
日

槍
術

同

十
二
日

軍
学

同

十
四
日
・

十
六
日

乗
馬

以
上

一

三
月
十
五
日

昨
夜
五
時
於
柴
村
百
姓
家
出
火
、
鐘
打
候

付
例
之
通
、
尤
類
焼
有
之

一

蔵
人
様
御
病
気
之
処
、
当
十
二
日
夜
被
遊
御

卒
去
候
、
依
之
来
月
三
日
迄
殿
様
御
忌
被
為

請
候
間
、
諸
殺
生
鳴
物
停
止
、
普
請
者
来
ル

廾
二
日
迄
停
止
、
万
端
相
慎
候
様
、
右
ニ
付

明
十
六
日
四
時
�
八
時
迄
之
内
月
番
宅
江
罷

出
、
御
機
嫌
相
伺
候
様

一

諸
士
御
用
番
宅
へ
罷
出
、
右
御
機
嫌
相
伺
申

候

一

月
代
遠
慮
差
立
面
々
十
九
日
迄
、
御
役
人
其

外
十
七
日
迄
、
給
人
以
下
不
及
遠
慮

一

同
廾
二
日

殿
様
御
忌
中
付
、
紅
葉
山
火
之
番
当
十
五
日

御
免
被
蒙
仰
候

一

武
芸
一
覧
之
義
当
分
延
引
、
日
限
尚
又
可
相

達
旨

一

同
廾
七
日

宝
鏡
院
様
御
出
棺
今
辰
斎
相
済
、
従
盛
徳
寺

切
萱
へ
右
刻
過
御
出
棺
、
翌
十
七
日
御
灰
寄

之
趣
従
江
戸
表
申
来
候

一

同
廾
八
日

宝
鏡
院
様
御
霊
骨
当
廾
六
日
江
戸
御
立
、
道

中
御
滞
も
無
之
候
得
者
、
来
月
二
日
長
国
寺

へ
被
為
入
候
、
尤
二
日
・
三
日
御
法
事
御
執

行
有
之
候
段
被
仰
渡
候

○

四
月
二
日

宝
鏡
院
様
今
日
九
ツ
半
時
長
国
寺
へ
御
入
骨

右
付
御
用
席
其
外
例
之
御
役
人
相
詰

一

今
・
明
日
御
初
七
日
御
法
事
御
執
行
有
之

一

同
六
日

建
部
内
匠
頭
様
之
御
奥
様

遠
藤
三
平

御
守
役
被
仰
付
之

門
之
丞
男
子
無
之
付
、
政

興
津
政
野
右
衛
門

野
右
衛
門
養
置
候
実
方
之

同

牧
太

弟
牧
太
養
子
仕
度
旨
、
双

和
田
門
之
丞

方
願
之
通
被
仰
付
之

名
代
白
川
八
右
衛
門

喜
間
多
娘
文
八
へ
養
女
差

林

文
八

遣
度
旨
、
双
方
願
之
通
被

柿
崎
喜
間
多

仰
付
之

一

同
十
五
日

泰
姫
様

御
部
屋
様
御
附
添
、
四
半
時
之
御

供
触
ニ
而
、
稲
荷
・
諏
訪
宮
・
長
国
寺
へ
御

参
詣

一

同
十
六
日

宝
鏡
院
様
五
七
日
御
法
事
今
・
明
日
長
国
寺

お
い
て
御
修
行
、
右
同
日
七
七
日
・
百
ケ
日

御
法
事
御
取
越
御
執
行
有
之
候

一

同
十
八
日

御
役
替
大
目
付
被
仰
付
之

金
井
左
仲
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御
番
頭
被
仰
付
之

木
村
縫
殿
助

同

藤
田
典
膳

御
役
替
御
郡
奉
行
被
仰
付

望
月
九
郎
右
衛
門

之御
役
替
御
前
様
御
守
役
被

矢
野
式
右
衛
門

仰
付
候

御
役
替
御
取
次
御
使
役
兼

北
沢
三
右
衛
門

帯
被
仰
付
之

同

樋
口
民
衛

御
役
替
御
使
役
被
仰
付
之

金
井
伊
膳

御
目
付
役
被
仰
付
之

石
黒
和
左
衛
門

同

八
田
鍵
之
助

御
役
替
元
方
御
金
奉
行
被

佐
藤
軍
治

仰
付
候

御
役
替
払
方
同
断

宮
下
治
部
蔵

御
役
替
御
代
官
被
仰
付
之

成
沢
文
治

御
役
替
越
石
御
代
官
被
仰

入

藤
九
郎

付
之

御
蔵
奉
行
被
仰
付
之

吉
村
左
平

御
役
付
御
足
軽
十
人
被
成

木
村
縫
殿
助

下
御
預

同
断

望
月
九
郎
右
衛
門

同
断
五
人
ツ
ヽ

���
石
黒
和
左
衛
門

八
田
鍵
之
助

一

四
月
廾
日

今
朝
五
時
之
御
供
触
ニ
而
、
泰
姫
様
御
發
駕

被
遊
候
、
詰
合
御
役
人
麻
上
下
着
用

一

同
廾
三
日

雨
宮
村
神
事
四
半
時
過
御
城
内
へ
入
、
為
控

置
、
御
部
屋
様
御
表
へ
御
出
被
成
、
早
速
大

書
院
御
庭
へ
操
入
、
其
外
例
之
通

○

五
月
三
日

家
督
之
御
礼

十
河
式
部

名
代
小
野
喜
太
右
衛
門

同
断

������

堀
田
甚
三
郎

名
代
柘
植
量
右
衛
門

立
田
宗
伯

名
代
金
井
富
馬

御
扶
持
頂
戴
之
御
礼

三
輪
忠
次

名
代
佐
藤
傳
五
郎

初
而
御
目
見

根
来
佐
金
治

悴
御
目
見
ニ
付
御
礼

根
来
義
右
衛
門

御
通
懸
家
督
之
御
礼

竹
内
健
次
郎

出
精
相
勤
候
付
、
用
人
頭

河
原
舎
人

取
申
付
之

目
付
役
申
付
之

渡
辺
友
右
衛
門

右
於
御
前
被
仰
付
之

御
役
付
御
足
軽
五
人
御
預

渡
辺
友
右
衛
門

ケ
被
成
下
候

右
之
通
先
月
廾
一
日
於
江
戸
表
被
仰
付
候
段
、
同
役
兵

馬
方
�
申
来
候

一

五
月
五
日

端
午
之
御
礼
五
半
時
揃
、
即
刻
相
済

一

同
六
日

奥
元
〆
役
被
仰
付
之

山
中
見
弥

病
気
聢
与
無
之
付
、
願
之

���

菅
沼
助
右
衛
門

通
御
役
御
赦
免
被
仰
付
之

名
代
森
山
嘉
藤
太

隼
太
叔
母
新
左
衛
門
へ
縁

���
小
林
隼
太

組
、
双
方
願
之
通
被
仰
付

湯
本
新
左
衛
門
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小
幡
長
右
衛
門
組
へ
御
番

���
村
田
源
六

入

金
子
廣
馬

木
村
縫
殿
助
組
へ
同
断

���
金
児
丈
助

与
良
弥
門

御
町
奉
行
幷
御
郡
奉
行
加

長
井
四
郎
右
衛
門

役
数
月
相
勤
、
大
儀
之
事

ニ
思
召
候
、
依
之
御
小
袖
一
被
下
置
之

一

同
八
日

瑶
徽
院
様
御
三
回
忌
御
法
事
今
・
明
日
於
長

国
寺
御
執
行
有
之

一

同
十
三
日

藤
田
典
膳
組
へ
御
番
入

増
田
助
之
丞

真
田
勘
ケ
由
組
へ
同
断

清
水
久
平

小
幡
隼
之
助
組
へ
同
断

前
田
喜
右
衛
門

原
五
十
馬
組
へ
同
断

���
長
岡
吉
右
衛
門

栗
山
政
五
郎

宝
鏡
院
様
御
側
加
年
、
御

���
増
田
助
之
丞

切
米
金
六
両
・
御
仕
着
代

栗
山
政
五
郎

六
両
・
三
人
（
御
）
扶
持
、

右
唯
今
迄
之
通
被
下
置
、
御
長
屋
之
内
被
差
置
候
、

其
段
可
被
申
渡
候

そ
よ
・
里
せ
御
暇
被
下
候
、

右

同

人

其
段
可
被
申
渡
候

右
之
通
於
御
用
部
屋
被
仰
渡

御
徒
士
へ
番
入
被
仰
付
候
、

����
渡
辺
長
左
衛
門

当
分
之
内
唯
今
迄
之
通
小

間
庭
左
仲
治

僧
役
兼
相
勤
候
様

竹
内
健
治
郎

右
於
長
囲
炉
裏
申
渡
之

右
之
通
江
戸
表
同
役
方
よ
り
申
来
候

一

五
月
十
四
日

昨
十
三
日
�
出
役
ニ
而
壱
人
罷
出
ル
、
尤

同
役
大
勢
ニ
罷
成
候
付
、
一
人
宛
当
番
外
出

役
致
候
様
御
勝
手
方
被
仰
渡
候
、
乍
然
五
人

以
上
之
節
右
之
趣
同
役
申
合
、
相
心
得
候
様

被
仰
渡
候

一

同
十
七
日

大
般
若
御
執
行
、
例
之
通

一

同
廾
五
日

隼
之
助
娘
右
近
方
へ
縁
組
、

���
小
幡
隼
之
助

双
方
願
之
通
被
仰
付
之

青
木
右
近

其
方
病
気
聢
与
無
之
付
隠

����

坂
巻
専
助

居
仕
、
悴
岩
人
へ
家
督
為

名
代
河
原
彦
六

仕
度
、
願
之
通
只
今
迄
拝

坂
巻
岩
人

領
之
御
知
行
百
石
被
下
置
、

家
督
無
相
違
被
仰
付
之

其
方
病
気
聢
与
無
之
付
隠

����

青
木
久
弥

居
仕
、
悴
政
右
衛
門
へ
家

名
代
青
木
権
左
衛
門

督
、
願
之
通
御
宛
行
拾
人

青
木
政
右
衛
門

御
扶
持
被
下
置
、
家
督
無

相
違
被
仰
付
之

右
之
通
今
日
御
用
番
御
宅
（
ニ
）
お
い
て
被
仰
付
候

其
方
養
弟
安
田
杏
山
義
、

立
田
萬
安

渋
谷
養
泉
方
へ
養
子
差
遣

度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

渋
谷
養
泉
在
命
之
内
願
置

安
田
杏
山

候
通
其
方
致
養
子
、
只
今

同
道
鹿
野
丹
治

迄
拝
領
之
御
知
行
百
石
被

下
置
、
家
督
無
相
違
被
仰
付
之

右
之
趣
江
戸
同
役
�
申
来
り
候

宝
鏡
院
様
御
側
加
年
、
母

増
田
助
之
丞

老
年
其
上
病
気
不
相
勝
、

栗
山
政
五
郎

看
病
致
候
者
も
無
之
、
御

暇
拝
領
附
添
居
在
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
候
、
年
来

奉
公
大
切
相
勤
候
付
、
一
生
之
内
三
人
（
御
）
扶
持

被
下
置
候
、
其
段
可
申
渡
候

右
助
之
丞
・
政
五
郎
申
聞
候
由

右
両
条
五
月
十
五
日
被
仰
渡
候
由
、
同
役
�
申
遣
候

一

同
廾
七
日
・
廾
八
日

於
長
国
寺
麗
香
院
様
御
三
回
忌
御

法
事
御
執
行
有
之

○

六
月
三
日

昨
二
日
�
同
役
五
人
相
成
候
付
、
兼
而
御
勝
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手
方
へ
申
上
置
候
通
出
役
ニ
而
、
御
役
所
へ

罷
出
居
候
事
致
延
引
候

一

同
七
日

年
来
出
精
相
勤
候
付
、
御

岩
崎
主
馬

用
人
頭
取
被
仰
付

右
於
御
前
被
仰
付
候

先
達
而
岡
島
庄
之
助
亡
子

大
瀬

登

銕
治
郎
方
へ
遣
候
娘
、
庄

之
助
養
女
ニ
仕
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

亡
嫡
銕
治
郎
妻
致
養
女
、

岡
島
庄
之
助

追
而
相
応
之
者
聟
養
子
仕

度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

主
馬
及
老
年
殊
病
身
ニ
付
、

岩
崎
伊
織

本
役
同
様
引
請
相
勤
候
様

右
之
通
五
月
二
日
被
仰
付
候
由
、
同
役
友
右
衛
門
�
申

遣
候

其
方
儀
牧
野
備
前
守
様
御

津
田
源
五
郎

家
来
喜
多
津
大
夫
伯
母
縁

組
仕
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

右
当
朔
日
被
仰
付
候
由
、
同
役
陽
之
助
方
�
申
遣
候

一

六
月
十
一
日

其
方
苗
字
本
苗
ニ
付
、
小

山
田
平
之
進

山
田
与
相
改
度
旨
、
願
之

通
被
仰
付
之

一

六
月
廾
一
日

御
目
付
役
被
仰
付
之

片
岡
金
五
郎

金
五
両
・
三
人
御
扶
持
被

右

同

人

下
置
之

源
二
左
衛
門
病
気
聢
与
無

矢
島
源
二
左
衛
門

之
、
往
々
御
奉
公
難
相
勤

名
代
樋
口
民
衛

付
願
之
通
隠
居
、
悴
神
左

矢
島
神
左
衛
門

衛
門
へ
御
知
行
三
百
三
十

石
被
下
置
、（
御
）
足
軽
拾
人
御
預
被
成
下
、
家
督

無
相
違
被
仰
付
之

亡
兄
金
左
衛
門
在
命
之
内

堀
田
七
郎

其
方
養
子
仕
度
旨
、
願
置

親
類
長
谷
川
傳
左
衛
門

候
通
御
知
行
百
五
拾
石
被

下
置
、
家
督
無
相
違
被
仰
付
之

右
之
通
今
朝
於
御
用
番
被
仰
渡
候

家
督
之
御
礼

��������

坂
巻
岩
人

名
代
菅

大
弐

青
木
政
右
衛
門

名
代
久
保
左
十
郎

渋
谷
杏
山

御
肴
献
上
御
用
部
屋
へ
罷

���

坂
巻
専
助

出
申
候

名
代
金
井
又
右
衛
門

青
木
久
弥

���名
代
小
野
喜
平
太

山
田
平
之
進
儀
御
自
分
先

小
山
田
主
膳

祖
之
末
流
付
、
苗
字
小
山

田
与
相
改
度
旨
申
聞
候
由
、
由
緒
相
違
も
無
之
付
、

任
其
意
候
由
、
依
之
今
般
願
之
通
被
仰
付
候
様
致
度

旨
、
則
願
之
通
被
仰
付
之

一

同
廾
七
日

殿
様
当
廾
二
日
御
在
所
へ
之
御
暇
被
蒙
仰
、

例
之
通
被
遊
御
拝
領
物
候

一

同
廾
八
日

改
名
願
之
通
被
仰
付
候

鍵
之
助
事

八
田

競

久
々
病
気
聢
与
無
之
付
御

坂
野
又
右
衛
門

役
御
訴
訟
、
願
之
通
御
赦

名
代
鈴
木
弥
惣
左
衛
門

免
被
仰
付
候

此
以
後
病
気
快
節
ハ
折
々

右

同

人

御
奥
へ
罷
出
、
御
機
嫌
伺

候
様
、
年
来
実
躰
相
勤
候
付
被
仰
付
之

其
方
実
子
無
之
付
、
立
田

煩

篠
原
寿
庵

宗
伯
養
弟
玄
意
養
子
致
度

名
代
大
沢
宗
寿

旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

立
田
玄
杏
弟
子
上
田
御
領

立
田
宗
伯

稲
荷
山
ニ
罷
在
候
玄
意
養

風
間
玄
意

弟
仕
、
篠
原
寿
庵
方
へ
養
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子
差
遣
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

○

七
月
七
日

七
夕
之
御
礼
五
半
時
揃
ニ
而
、
即
斎
相
済

一

同
十
一
日

御
本
陣
触
着

一

同
十
八
日

建
部
内
匠
頭
様
之
御
奥
様

増
田
助
之
丞

御
守
役
当
分
助
被
仰
付
之

少
身
付
当
分
御
守
役
助
相

右

同

人

勤
候
内
、
五
人
御
扶
持
為

御
手
充
被
下
置
之

右
当
十
一
日
被
仰
付
候
段
、
江
戸
同
役
友
右
衛
門
�
申

遣
候

一

同
晦
日

御
近
習
被
仰
付
之

草
間
元
右
衛
門

御
切
米
金
五
両
被
下
置
之

御
近
習
被
仰
付
之

岡
本
傳
八
郎

御
奥
支
配
被
仰
付
之

栗
山
政
五
郎

出
精
相
勤
候
付
、
御
加
恩

松
山
瑞
伯

五
人
御
扶
持
被
下
置
之

右
之
通
江
戸
同
役
�
申
遣
候
間
、
記
置
之

一

殿
様
御
病
疾
気
付
、
御
發
駕
暫
御
見
合
、
御

快
方
次
第
早
速
可
被
遊
御
発
駕
段
、
当
廾
日

御
届
書
被
差
出
候
段
、
申
来
候

家
督
之
御
礼

矢
嶋
神
左
衛
門

名
代
柘
植
量
右
衛
門

同
断

堀
田
七
郎

名
代
田
中
三
郎
助

御
宛
行
之
御
礼

片
岡
金
五
郎

名
代
杉
田
兵
馬

御
切
米
頂
戴
御
礼

草
間
元
右
衛
門

御
加
恩
之
御
礼

松
山
瑞
伯

悴
御
宛
行
頂
戴
之
御
礼

片
岡
志
津
摩

名
代
矢
野
式
右
衛
門

矢
島
源
二
左
衛
門

名
代
樋
口
弾
右
衛
門

右
之
通
当
十
九
日
於
江
戸
表
相
済
候
段
、
同
役
�
申
来

候

一

殿
様
御
不
快
御
快
被
成
御
座
候
へ
ハ
、
来
月

廾
五
日
御
發
駕
御
日
限
被
仰
出
候

○

八
月
朔
日

八
朔
御
礼
五
半
時
揃
ニ
而
、
即
刻
相
済

一

同
十
一
日

磯
八
手
跡
未
熟
付
、
暫
之

伊
東
平
次
郎

内
江
戸
表
牛
込
箪
笥
町
ニ

同

磯
八

罷
在
候
塩
沼
木
曾
右
衛
門

方
へ
罷
越
、
手
寄
を
以
手
跡
修
行
仕
度
旨
、
願
之
通

申
付
之

右
政
野
右
衛
門
申
渡
之

一

同
十
五
日

御
買
物
役
申
付
之

冨
岡
文
右
衛
門

右
金
五
郎
申
渡
之

一

殿
様
御
故
障
之
儀
被
成
御
座
、
来
ル
廾
五
日
御

発
駕
御
延
引
被
仰
出
候

一

同
廾
一
日

御
役
替
御
代
官
被
仰
付
之

森
山
嘉
藤
太

御
役
替
越
石
御
代
官
被
仰

師
田
丈
右
衛
門

付
之

御
蔵
奉
行
兼
帯
被
仰
付
之

入

藤
九
郎

御
蔵
奉
行
被
仰
付
之

金
児
惣
左
衛
門

木
村
縫
殿
助
組
へ
御
番
入

���
片
岡
常
三
郎

小
川
弥
惣

藤
田
典
膳
組
へ
同
断

坂
巻
岩
人

海
野
主
税
組
へ
同
断

�
青
木
政
右
衛
門
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�
堀
田
七
郎

出
精
相
勤
候
付
、
御
加
恩

高
野
養
碩

五
人
御
扶
持
被
下
置
候

一

同
廾
五
日

養
方
之
妹
仙
石
鉄
之
助
様

小
宮
山
藤
左
衛
門

御
家
中
木
村
八
右
衛
門
方

へ
縁
組
、
願
之
通
被
仰
付
之

右
当
十
一
日
於
江
戸
表
被
仰
付
候
段
、
同
役
方
�
申
遣

候

一

同
廾
六
日

殿
様
御
不
快
、
今
以
不
被
遊
御
勝
候
付
、
九

月
中
迄
御
滞
府
、
御
願
書
当
十
八
日
被
差
出

候

○

九
月
二
日

昨
夜
五
時
前
御
本
陣
触
着

一

殿
様
御
不
快
、
御
快
被
成
御
座
候
へ
ハ
、
来

ル
十
六
日
御
発
御
日
限
被
仰
出
候

一

同
九
日

重
陽
之
御
礼
五
半
時
揃
ニ
而
、
即
斎
相
済

一

同
十
二
日

公
方
様
当
八
日
薨
御
付
、
普
請
・
鳴
物
停
止

万
端
相
慎
候
様
、
右
ニ
付
明
十
三
日
五
半
時

�
九
ツ
時
迄
之
内
麻
上
下
着
用
月
番
宅
へ
罷

出
、
御
機
嫌
相
伺
候
様

一

公
方
様
薨
御
付
、
来
ル
十
六
日
御
発
駕
御
延

引
被
仰
出
候

一

御
中
陰
付
御
曲
輪
内
外
火
之
用
心
、
旁
小
頭

弐
人
・
足
軽
六
人
ツ
ヽ
昼
夜
相
廻
り
可
申
旨

被
仰
渡
候

一

同
十
三
日

昨
日
被
仰
出
候
通
御
用
番
宅
へ
諸
士
罷
出
、

御
機
嫌
相
伺
申
候
、
月
代
之
義
十
四
日
迄
差

扣
候
様
、
今
日
御
機
嫌
伺
之
節
申
通
候
様
被

仰
渡
候

一

昨
夜
四
半
時
奥
山
左
平
太
居
宅
焼
失
、
鐘
打

候
付
例
之
通

一

同
十
八
日

御
不
快
御
快
被
成
御
座
候
へ
ハ
、
来
月
朔
日

御
発
駕
御
日
限
被
仰
出
候

一

大
納
言
様
御
事
上
様
与
奉
称
候
様
被
仰
出
候

一

御
本
陣
触
暮
時
前
着

一

同
晦
日

大
般
若
御
執
行
有
之

一

明
日
江
戸
御
発
駕
付
、
前
々
之
通
御
用
部
屋

相
建
候
様
被
仰
渡
候

建
部
内
匠
頭
様
�
被
仰
遣

増
田
助
之
丞

候
付
、
家
内
御
屋
敷
へ
引

越
候
様
被
仰
付

右
九
月
廾
五
日
付
ニ
而
江
戸
同
役
�
申
来
候

○

十
月
朔
日

殿
様
御
不
快
御
快
、
去
廾
五
日
被
遊
御
出
勤

候
段
申
来
候

一

御
城
着
之
節
着
服
・
廻
勤
之
儀
相
伺
候
処
、

前
々
之
通
麻
上
下
着
用
、
公
儀
御
中
陰
付
、

御
役
人
御
用
部
屋
へ
罷
出
、
可
奉
伺
御
機
嫌

候
、
御
用
席
廻
勤
仕
間
敷
事

一

普
請
者
先
月
廾
八
日
�
御
免
之
旨
被
仰
出
候

一

同
四
日

当
朔
日
江
戸
表
御
発
駕
被
遊
候
段
、
申
来
候

一

同
五
日

藤
田
新
吾
・
近
藤
民
之
助
道
中
荷
物
差
支
、

着
服
無
之
付
、
道
中
之
着
服
ニ
而
荷
物
着
迄

縮
め
ん
着
用
、
尤
御
着
日
・
紋
違
等
も
可
有

之
由
、
相
心
得
候
様
被
仰
渡
候

一

同
六
日

御
城
着
八
時
壱
分
、
諸
士
例
之
通
相
詰
申
候

於
御
居
間
御
用
席
御
目
見
、
次
ニ
興
津
政
野

右
衛
門
・
岡
野
陽
之
助
・
石
黒
和
左
衛
門
・

片
岡
金
五
郎
右
同
断
被
成
下
御
意
候

一

同
七
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
長
国
寺
・
大
英
寺
へ

御
参
詣

一

同
十
日

恵
明
寺
・
乾
徳
寺
へ
右
同
断

一

同
十
一
日

御
出
棺
当
四
日
被
為
済
候
段
、
江
戸
表
�
申

来
候

一

同
十
五
日

月
次
御
礼
諸
士
登
城
之
上
、
御
中
陰
付
相
止

候
段
被
仰
渡
、
序
ニ
而
申
通
候

一

同
十
七
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
大
鋒
寺
へ
御
参
詣

一

同
廾
日

御
野
懸
有
之

一

同
廾
三
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
長
国
寺
へ
御
参
詣

一

同
廾
四
日

芝
辺
へ
御
野
懸
有
之

一

同
廾
八
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
御
鎮
守
・
諏
訪
宮
・

白
鳥
へ
御
参
詣
、
開
善
寺
へ
御
立
寄
被
遊
候

一

小
頭
昼
夜
廻
り
之
儀
、
今
日
�
不
及
廻
候
段

被
仰
渡
候

一

月
次
御
礼
四
時
揃
、
即
斎
相
済

亡
父
十
郎
右
衛
門
在
命
之

成
澤
元
之
助

内
願
置
候
通
、
只
今
迄
拝

同
道
山
口
清
之
進

領
之
御
知
行
二
百
八
十
九

石
五
斗
被
下
置
、
足
軽
十
人
御
預
被
成
下
、
家
督
無

相
違
被
仰
付
之

亡
父
三
平
在
命
之
内
願
置

遠
藤
小
右
衛
門

候
通
、
只
今
迄
拝
領
之
御

同
道
山
中
見
弥
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知
行
二
百
石
被
下
置
、
家

督
無
相
違
被
仰
付
之

寿
庵
病
気
聢
与
無
之
、
往

篠
原
寿
庵

往
御
奉
公
難
相
勤
願
之
通

名
代
大
沢
宗
寿

隠
居
、
悴
玄
意
へ
只
今
迄

同

玄
意

拝
領
之
御
知
行
百
五
十
石

被
下
置
、
家
督
無
相
違
被
仰
付
之

玄
意
儀
年
来
江
戸
表
ニ
罷

篠
原
寿
庵

在
医
術
致
修
行
、
先
達
而

同

玄
意

上
田
御
領
稲
荷
山
村
ニ
罷

在
候
内
も
、
近
郷
治
療
致
候
段
相
聞
候
付
、
願
之
通

家
督
無
相
違
被
下
置
候
、
其
旨
相
心
得
此
上
家
業
相

募
、
御
用
立
候
之
様
可
致
、
修
行
之
旨
被
仰
付
之

御
側
医
被
仰
付
之

厚
木
伯
庸

同
断

大
草
玄
常

先
達
而
焼
失
付
、
御
宛
行

奥
山
左
平
太

之
内
四
分
一
被
下
置
之

是
伝
願
之
通
悴
圓
蔵
義
、

宮
入
是
伝

御
用
部
屋
坊
主
役
見
習
申

同

圓
蔵

付
之於

長
囲
炉
裏
和
左
衛
門
申
渡
之

一

十
月
廾
九
日

玄
猪
御
祝
義
七
半
時
揃
、
暮
六
半
時
相
始

り
例
之
通
相
済

○
閏
十
月
朔
日

月
次
御
礼
四
時
揃
、
例
之
通
相
済

家
督
後
之
御
礼

十
河
式
部

家
督
之
御
礼

����
成
沢
元
之
助

遠
藤
小
右
衛
門

篠
原
玄
意

御
加
恩
之
御
礼

高
松
養
碩

初
而
御
目
見

������
与
良
弥
門

青
木
政
右
衛
門

春
原
玄
悦

三
輪
忠
次

家
督
後
之
御
礼

��������������
矢
嶋
神
左
衛
門

西
村
仙
吉

小
川
弥
惣

坂
巻
岩
人

馬
場
左
門

柳

守
衛

小
林
隼
太

片
岡
平
十
郎

立
田
宗
伯

隠
居
之
御
礼

篠
原
寿
庵

名
代
大
沢
宗
寿

悴
御
目
見
付
御
礼

三
輪
六
十
郎

御
通
懸

御
宛
行
被
下
候
御
礼

����
竹
内
又
吉

田
中
直
吉

小
野
唯
右
衛
門

病
気
付
難
相
勤
旨
、
願
之

九
島
八
十
二

通
御
徒
士
御
免
申
付
之

名
代
片
山
弥
友

同
道
坂
西
喜
平
太

右
於
長
囲
炉
裏
政
野
右
衛
門
申
渡
之

一

閏
十
月
六
日

友
左
衛
門
儀
相
応
被
召
仕

上
原
権
平

被
下
置
候
様
権
平
願
ニ
付
、

同

友
左
衛
門

海
野
主
税
組
へ
御
番
入
被

仰
付
之

赤
沢
助
之
進
組
へ
御
番
入

成
沢
元
之
助

原
五
十
馬
組
へ
同
断

遠
藤
小
右
衛
門

木
村
縫
殿
助
組
へ
同
断

橋
本
渡
右
衛
門

源
五
右
衛
門
娘
友
之
進
方

金
井
源
五
右
衛
門

へ
縁
組
、
双
方
願
之
通
被

児
玉
友
之
進

仰
付
之

一

同
七
日

鳴
物
之
儀
所
作
被
仕
候
者
共
計
、
去
月
廾
八

日
�
御
免
候
旨
被
仰
出

一

同
八
日

先
達
薨
御
之
公
方
様
、
御
法
号
俊
明
院
様
与

被
仰
出
候
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一

同
十
一
日

清
左
衛
門
病
気
聢
与
無
之
、

磯
田
清
左
衛
門

難
相
勤
付
願
之
通
隠
居
、

名
代
白
川
八
右
衛
門

悴
市
兵
衛
江
只
今
迄
拝
領

同

市
兵
衛

之
御
知
行
百
石
被
下
置
、

家
督
無
相
違
被
仰
付
之

妾
腹
之
悴
新
十
郎
嫡
子
仕

久
保
惣
次
郎

度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

一

同
十
五
日

月
次
御
礼
四
時
揃
、
例
之
通
相
済

亡
父
瀬
左
衛
門
在
命
之
内

落
合
量
蔵

願
置
候
通
、
只
今
迄
拝
領

同
道
原

治
左
衛
門

之
御
切
米
金
五
両
・
五
人

御
扶
持
被
下
置
、
家
督
無
相
違
被
仰
付
之

清
之
進
悴
太
三
郎
へ
源
六

山
口
清
之
進

娘
縁
組
、
双
方
願
之
通
被

村
田
源
六

仰
付
之

右
之
通
於
御
用
部
屋
被
仰
付
候

孝
大
夫
儀
御
奉
公
筋
為
見

竹
内
孝
右
衛
門

習
度
旨
、
願
之
通
御
徒
士

同

孝
大
夫

へ
番
入
申
付
之

同
道
伊
藤
右
平
治

右
長
囲
炉
裏
ニ
お
い
て
兵
馬
申
渡
之

家
督
之
御
礼

磯
田
市
兵
衛

初
而
御
目
見

����
堀
田
甚
三
郎

岡
嶋
三
郎
治

関
山
万
治
郎

家
督
後
之
御
礼

寺
内
甚
九
郎

隠
居
之
御
礼

磯
田
清
左
衛
門

名
代
白
川
八
右
衛
門

悴
御
目
見
付
御
礼

岡
嶋
庄
之
助

関
山
藤
三
郎

継
目
之
御
礼

�����
関
屋
村明

徳

寺

矢
代
村法

蔵

寺

西
条
村乾

徳

寺

一

閏
十
月
廾
一
日

年
来
病
身
之
上
近
年
多
病

恩
田
新
六

ニ
付
、
当
春
中
御
役
御
訴

名
代
赤
沢
助
之
進

訟
相
願
候
処
、
未
老
年
ニ

も
無
之
候
間
御
差
留
、
緩
々
養
生
候
処
、
当
春
時
令

之
症
相
煩
、
漸
快
気
候
へ
共
持
病
追
而
不
相
勝
、
老

衰
致
放
心
候
付
、
尚
又
御
役
被
成
下
御
赦
免
候
様
相

願
候
、
年
来
相
勤
候
義
付
、
月
番
被
遊
御
免
候
間
少

も
快
候
者
、
押
而
致
出
勤
候
様
被
仰
付
之

右
御
用
部
屋
ニ
お
い
て
被
仰
付
候

只
八
病
気
聢
与
無
之
、
往

麻
場
只
八

往
御
奉
公
難
相
勤
付
願
之

名
代
冨
岡
勝
之
助

通
隠
居
、
実
子
無
之
付
弟

同

和
仲
太

和
仲
太
致
養
子
、
只
今
迄

拝
領
之
御
切
米
拾
五
表
・
籾
弐
人
扶
持
被
下
置
、
跡

式
跡
役
共
申
付
之

只
八
儀
手
跡
心
懸
候
趣
相

麻
場
只
八

聞
候
付
、
御
取
立
被
成
下

同

和
仲
太

候
処
、
病
気
ニ
ハ
候
得
共

間
も
無
之
、
此
度
隠
居
相
願
候
儀
付
、
跡
式
之
儀
ハ

先
格
ニ
も
可
申
付
処
、以
御
情
無
相
違
跡
式
申
渡
候
、

唯
八
附
添
罷
在
、
和
中
太
往
々
御
用
立
候
様
、
取
立

可
申
旨
申
付
之

右
之
通
於
長
囲
炉
裏
兵
馬
申
渡
之

当
分
之
内
御
郡
奉
行
兼
帯

富
永
新
平

（
被
）
仰
付
之

右
者
御
用
部
屋
ニ
お
い
て
被
仰
付
之

一

同
廾
三
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
長
国
寺
へ
御
参
詣

一

同
廾
五
日

矢
沢
将
監
殿
当
分
之
内
御
勝
手
方
被
仰
付
候

付
、
御
用
番
�
被
仰
渡
候

一

同
廾
八
日

月
幷
御
礼
四
ツ
時
揃
、
即
斎
相
済

家
督
之
御
礼

落
合
量
蔵

御
通
懸
跡
式
之
御
礼

麻
場
和
仲
太

其
方
儀
実
子
無
之
処
、
相

石
野
傳
蔵

応
之
養
子
無
之
付
、
立
田
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宗
伯
養
弟
通
延
養
子
仕
、
往
々
医
業
相
応
被
召
仕
被

下
候
様
仕
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

父
玄
道
弟
子
多
田
通
延
其

立
田
宗
伯

方
致
養
弟
、
石
野
傳
蔵
方

多
田
通
延

へ
養
子
差
遣
度
旨
、
願
之

通
被
仰
付
之

其
方
実
子
無
之
付
、
竹
村

小
林
友
之
丞

大
蔵
養
弟
源
十
郎
養
子
仕

度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

実
方
再
従
弟
、
松
平
大
炊

竹
村
大
蔵

様
御
知
行
所
今
井
村
罷
在

石
井
源
十
郎

候
浪
人
石
井
源
十
郎
致
養

弟
、
小
林
友
之
丞
方
江
養
子
差
遣
度
旨
、
願
之
通
被

仰
付
之

右
之
通
於
御
用
部
屋
被
仰
付
候

彦
三
郎
腰
痛
聢
与
無
之
、

柳
沢
彦
三
郎

難
相
勤
付
願
之
通
隠
居
、

名
代
福
沢
織
衛

悴
甚
三
郎
へ
只
今
迄
拝
領

同

甚
三
郎

之
御
切
米
金
四
両
・
籾
三

人
御
扶
持
被
下
置
、
跡
式
無
相
違
申
付
之

年
寄
候
迄
相
勤
候
付
、
御

柳
沢
彦
三
郎

目
録
弐
百
疋
被
下
置
之

先
達
而
養
子
離
縁
、
間
も

煩

九
島
金
平

無
之
候
得
共
右
養
子
病
身

名
代
加
藤
万
之
助

熟
談
之
上
離
縁
之
儀
付
、

藤
左
衛
門

養
子
願
之
通
申
付
之

病
気
聢
与
無
之
、
難
相
勤

九
嶋
金
平

付
願
之
通
隠
居
、
実
子
無

藤
左
衛
門

之
付
、
町
医
大
内
良
三
甥

藤
左
衛
門
致
聟
養
子
、
只
今
迄
拝
領
之
御
切
米
金
弐

両
・
籾
三
人
御
扶
持
被
下
置
、
跡
式
無
相
違
申
付
之

右
之
通
長
囲
炉
裏
ニ
お
い
て
競
申
渡
之

○
十
一
月
朔
日

初
而
之
御
目
見

����
正
村
弥
作

徳
田
五
郎
八

和
田
牧
太

悴
御
目
見
付
御
礼

����
正
村
勇
之
進

徳
田
神
一
郎

和
田
門
之
丞

御
通
懸

跡
式
之
御
礼

���
柳
沢
甚
三
郎

九
島
藤
左
衛
門

久
々
病
気
今
以
聢
与
無
之
、

片
岡
志
津
摩

御
役
難
相
勤
付
、
願
之
通

名
代
片
岡
金
五
郎

御
役
御
免
被
仰
付
候

御
役
付
足
軽
五
人
被
成
下

草
間
一
路

御
預
之

御
留
守
中
御
郡
中
御
横
目

右

同

人

兼
相
勤
候
ニ
付
、
御
袷
拝

領
之

一

同
二
日

御
徒
士
へ
番
入
申
付
之

九
島
藤
左
衛
門

同
道
伊
藤
右
平
次

右
於
長
囲
炉
裏
兵
馬
申
渡
之

一

同
六
日

小
林
五
郎
大
夫
在
命
之
内

小
林
清
見

願
置
候
通
、
東
条
与
一
郎

同
道
仙
道
一
郎
兵
衛

娘
致
養
女
、
其
方
聟
養
子

仕
、
御
切
米
金
九
両
・
米
三
人
御
扶
持
被
下
置
、
家

督
無
相
違
被
仰
付
之

弟
清
見

小
林
五
郎
大
夫

金
井
久
内

在
命
之
内
聟
養
子
差
遣
度

旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

小
林
五
郎
大
夫
在
命
之
内

東
条
与
一
郎

其
方
娘
養
女
差
遣
度
段
、

願
之
通
被
仰
付
之

一

同
十
五
日

月
次
御
礼
四
時
揃
、
例
之
通
相
済

其
方
儀
病
気
聢
与
無
之
難

煩

片
岡
唱
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相
勤
付
、
願
之
通
御
役
御

名
代
片
岡
半
七
郎

赦
免
被
仰
付
之

家
督
之
御
礼

小
林
清
見

初
而
之
御
目
見

������
堀
田
七
郎

青
木
嘉
吉

小
林
源
十
郎

片
岡
吉
十
郎

悴
御
目
見
付
御
礼

���
小
林
友
之
丞

片
岡
半
十
郎

来
年
中
若
殿
様
御
引
越
付

馬
場
廣
人

御
暮
方
万
端
取
調
御
用
懸

被
仰
付
之

一

十
一
月
十
八
日

軍
治
願
ニ
付
木
村
縫
殿
助

佐
藤
軍
治

組
へ
御
番
入
被
仰
付
之

同

大
吉
郎

藤
田
典
膳
組
へ
御
番
入

磯
田
市
兵
衛

小
幡
隼
之
助
組
へ
同
断

落
合
量
蔵

真
田
勘
ケ
由
組
へ
同
断

小
林
清
見

一

同
廾
二
日
・
廾
三
日

於
長
国
寺
玉
泡
院
様
・
清
信
院
様

御
七
回
忌
御
法
事
御
執
行
有
之

一

同
廾
三
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
長
国
寺
へ
御
参
詣

一

同
廾
四
日

其
方
実
子
無
之
付
、
御
本

小
松
庄
兵
衛

丸
表
御
坊
主
木
村
養
哲
四

男
直
五
郎
養
子
仕
度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

右
之
通
十
一
日
於
江
戸
表
被
仰
付
候
段
、
同
役
内
蔵
進

�
申
遣
候

一

同
廾
五
日

御
倹
約
御
触
被
仰
出
、
委
細
御
条
目
日
記
へ

記
置

一

同
廾
八
日

弥
七
郎
病
気
聢
与
無
之
、

関
口
弥
七
郎

往
々
御
奉
公
難
相
勤
付
願

名
代
蟻
川
正
蔵

之
通
隠
居
、
悴
甚
五
右
衛

関
口
甚
五
右
衛
門

門
へ
只
今
迄
拝
領
御
切
米

金
弐
両
・
三
人
御
扶
持
被
下
置
、
家
督
無
相
違
被
仰

付
之

一

同
廾
九
日

夜
八
時
柴
丁
下
大
英
寺
屋
敷
、
権
八
与
申
者

火
元
ニ
而
四
軒
焼
失
、
早
鐘
打
候
付
例
之
通

○

十
二
月
朔
日

月
幷
御
礼
四
時
揃
、
例
之
通
相
済

家
督
之
御
礼

関
口
甚
五
右
衛
門

初
而
御
目
見

興
津
竹
治
郎

保
崎
冨
治

樋
口
峯
之
助

林

庄
吉

石
野
通
延

隠
居
之
御
礼

関
口
弥
七
郎

名
代
関
口
佐
大
夫

悴
御
目
見
付
御
礼

��������
興
津
政
野
右
衛
門

保
崎
平
内

樋
口
角
兵
衛

林

文
八

石
野
傳
蔵

御
役
替
御
家
老
職
被
仰
付

祢
津
神
平

御
役
替
御
取
次
・
御
使
役

佐
久
間
衛
守

兼
帯

御
郡
奉
行
兼
帯

金
井
甚
五
左
衛
門

御
役
替
御
勘
定
吟
味
役

高
山
平
十
郎

右
於
御
前
被
仰
付
候

御
吟
味
役
当
分
兼
帯

片
岡
半
七
郎

御
役
替
御
納
戸
役

保
崎
平
内

御
役
替
御
奥
支
配

相
沢
嶋
右
衛
門

水
道
役

長
谷
川
利
八
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御
勘
定
吟
味
兼
帯
被
成
下

金
井
甚
五
左
衛
門

御
免
候
、
勤
方
高
山
平
十

郎
へ
申
談
可
引
渡
旨

右
之
通
於
御
用
部
屋
被
仰
付
候

一

当
年
者
雉
子
追
鳥
御
延
引
、
其
上
御
倹
約
年

限
迄
雉
子
被
下
候
儀
相
止
候
段
、
可
申
通
旨

被
仰
渡
候

一

同
六
日

甚
九
郎
娘
源
六
悴
宮
門
方

長
谷
川
甚
九
郎

へ
縁
組
仕
度
旨
、
双
方
願

村
田
源
六

之
通
被
仰
付
候

一

同
十
一
日

志
津
摩
従
去
五
月
中
病
気

片
岡
志
津
摩

罷
在
、
往
々
難
相
勤
付
願

名
代
片
岡
半
七
郎

之
通
隠
居
、
悴
金
五
郎
へ

片
岡
金
五
郎

唯
今
迄
拝
領
之
御
知
行
三

百
石
被
下
置
、
幷
御
足
軽
拾
人
御
預
被
成
下
、
家
督

無
相
違
被
仰
付
之

只
今
迄
拝
領
之
御
扶
持
・

片
岡
金
五
郎

御
切
米
此
末
不
被
下
置
候

病
気
聢
与
無
之
、
難
相
勤

宮
下
治
部
蔵

付
願
之
通
御
役
御
赦
免
被

名
代
堀
田
七
郎

仰
付
之

右
之
通
於
御
用
所
被
仰
渡
候

病
気
聢
与
無
之
其
之
上
老

山
下
宇
左
衛
門

衰
、
往
々
難
相
勤
付
願
之

名
代
丸
山
岩
右
衛
門

通
隠
居
、
男
子
無
之
付
町

三
左
衛
門

川
田
村
ニ
罷
在
候
従
弟
三

同
道
宮
本
善
五
右
衛
門

左
衛
門
致
養
子
、
只
今
迄

拝
領
之
御
切
米
金
四
両
・
米
三
人
御
扶
持
被
下
置
、

跡
式
無
相
違
申
付
之

年
寄
候
迄
相
勤
候
付
、
金

山
下
宇
左
衛
門

弐
百
疋
被
下
置
之

右
之
通
於
長
囲
炉
裏
兵
馬
申
渡
之

一

十
二
月
十
五
日

月
次
御
礼
例
之
通
相
済

又
右
衛
門
病
気
聢
与
無
之
、

坂
野
又
右
衛
門

往
々
難
相
勤
付
願
之
通
隠

名
代
鈴
木
弥
惣
左
衛
門

居
、
悴
松
之
助
江
唯
今
迄

坂
野
松
之
助

拝
領
之
御
知
行
百
石
被
下

置
、
家
督
無
相
違
被
仰
付
之

右
於
御
用
部
屋
被
仰
付
候

実
子
無
之
付
、
久
保
一
郎

野
中
友
右
衛
門

兵
衛
従
弟
忠
左
衛
門
養
子

仕
度
旨
、
願
之
通
申
付
之

原
又
左
衛
門
申
渡
之

従
弟
忠
左
衛
門

野
中
友

久
保
一
郎
兵
衛

右
衛
門
方
へ
養
子
差
遣
度

旨
、
願
之
通
申
付
之

渡
大
夫
申
渡
之

右
者
於
長
囲
炉
裏
申
渡
之

家
督
之
御
礼

片
岡
金
五
郎

隠
居
之
御
礼

片
岡
志
津
摩

名
代
片
岡
半
七
郎

一

同
十
六
日

御
徒
士
へ
番
入
申
付
之

山
下
三
左
衛
門

同
道
宮
本
善
五
右
衛
門

兵
馬
申
渡
之

一

同
十
七
日

日
光
御
門
主
様
当
五
日
御
登
城
、御
能
有
之
、

最
早
鳴
物
有
之
候
而
も
不
苦
旨
被
仰
出
候

一

同
十
九
日

式
部
妹
右
京
方
へ
縁
組
、

十
河
式
部

双
方
願
之
通
被
仰
付
之

前
島
右
京

門
之
丞
病
気
聢
与
無
之
、

和
田
門
之
丞

難
相
勤
ニ
付
願
之
通
隠
居
、
名
代
磯
田
市
兵
衛

悴
牧
太
江
唯
今
迄
拝
領
之

同

牧
太

御
知
行
百
石
被
下
置
、
家

督
無
相
違
被
仰
付
之

平
七
娘
七
十
郎
方
へ
縁
組
、

竹
内
平
七
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双
方
願
之
通
被
仰
付
之

中
村
七
十
郎

一

同
廾
三
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
長
国
寺
惣
御
霊
屋
・

大
鋒
寺
江
御
参
詣

一

泰
姫
様
御
事
今
般
井
上
武
三
郎
様
へ
御
縁
談
、

御
使
者
御
取
合
、
当
十
八
日
被
為
済
候
。

一

同
廾
四
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
大
英
寺
御
霊
屋
へ
御

参
詣
、
本
堂
へ
御
立
寄
被
遊
候

一

同
廾
五
日

文
治
願
ニ
付
、
悴
斎
治

成
沢
文
治

原
五
十
馬
組
へ
御
番
入

同

斎
治

被
仰
付
之

木
村
縫
殿
助
組
へ
御
番
入

関
口
甚
五
右
衛
門

一

同
廾
七
日

倉
田
銀
左
衛
門
一
昨
二
十
五
日
於
御
奥
御
上

下
拝
領
仕
候
旨
、
当
人
為
知
申
聞
候

一

同
廾
八
日

月
次
御
礼
例
之
通

家
督
之
御
礼

坂
野
松
之
助

同
断

和
田
牧
太

隠
居
之
御
礼

������

坂
野
又
右
衛
門

名
代
小
熊
弥
四
郎

和
田
門
之
丞

名
代
和
田
惣
摩

年
来
出
精
相
勤
候
付
、
悴

伊
東
平
治
郎

磯
八
御
宛
行
被
下
置
、
御

用
部
屋
書
役
見
習
兼
申
付
之
、
手
跡
相
募
御
用
立
候

様
附
添
、
取
立
可
申
候

当
番
之
方
罷
出
、
御
勝
手

冨
岡
金
治

万
御
用
も
相
勤
致
出
精
候

付
、
悴
勝
之
助
御
宛
行
被
下
置
、
御
用
部
屋
書
役
見

習
兼
申
付
之
、
手
跡
相
募
御
用
立
候
様
附
添
、
取
立

可
申
候

御
用
部
屋
書
役
申
付
之

加
藤
万
之
助

御
用
部
屋
書
役
見
習
、
小

西
沢
清
十
郎

僧
役
兼
申
付
之

御
用
部
屋
書
役
見
習
兼
申

冨
岡
勝
之
助

付
之
、
米
末
弐
人
御
扶
持

被
下
置
之

同
断

伊
東
磯
八

御
広
間
帳
付
申
付
之

渡
邊
長
左
衛
門

右
之
通
長
囲
炉
裏
お
い
て
和
左
衛
門
申
渡
之

一

十
二
月
廾
九
日

妹
ほ
ん
願
ニ
付
、
七
人
御

田
村
伊
三
郎

扶
持
被
下
置
之

右
之
趣
江
戸
表
同
役
よ
り
申
来
候

○

五
月
廾
一
日

庄
之
助
男
子
無
之
付
、
新

富
永
新
平

平
次
男
聟
養
子
仕
度
旨
、

岡
嶋
庄
之
助

双
方
願
之
通
被
仰
付
之

○
天
明
七
年
丁
未

○

正
月
朔
日

御
礼
五
半
時
揃
ニ
而
、
於
小
書
院
御
側
向
�

諸
役
人
迄
御
祝
義
帳
之
通
独
礼
相
済
、
直
ニ

大
書
院
出
御
、
鎌
原
長
門
よ
り
御
役
御
免
・

無
役
迄
御
祝
儀
帳
之
通
独
礼
、
御
帰
懸
御
通

懸
之
者
於
例
之
席
御
祝
義
帳
之
通
り
一
同
御

礼
申
上
ル

一

同
二
日

大
書
院
出
御
、
元
日
当
番
之
定
火
消
・
差
立

嫡
子
よ
り
小
役
人
嫡
子
迄
独
礼
、
畢
而
大
書

院
東
御
縁
側
御
徒
士
・
小
僧
役
並
置
、
三
之

御
間
御
唐
紙
開
之
、
同
間
ニ
お
い
て
御
奏
者

披
露
、
直
ニ
閉
之
、
御
帰
懸
御
通
懸
之
者
共

於
例
之
席
御
礼
帳
之
通
一
同
御
礼
申
上
ル

一

同
三
日

御
流
七
半
時
揃
ニ
而
、
暮
時
過
相
始
、
例
之

通
相
済

一

同
四
日

寺
院
御
礼
五
半
時
揃
ニ
而
、
長
国
寺
・
大
英

寺
於
小
書
院
独
礼
相
済
、
大
書
院
御
出
懸
、

御
通
懸
御
礼
之
者
席
ニ
而
御
町
之
者
・
御
郡

中
帯
刀
御
免
之
者
御
礼
申
上
ル
、
大
書
院
出

御
、
御
城
下
寺
院
・
白
鳥
神
主
堀
内
大
隈
・

一
同
御
礼
申
上
相
済
、
本
誓
寺
宰
相
御
礼
、

畢
而
久
保
喜
傳
治
例
之
通
御
礼
申
上
ル
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一

同
五
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
御
鎮
守
諏
訪
宮
・
長

国
寺
・
大
英
寺
へ
御
参
詣

南
部
坂
御
屋
敷
若
殿
様
御

大
瀬

登

殿
普
請
御
用
懸
り
被
仰
付

之一
生
之
内
弐
人
御
扶
持
被

大
工吉

兵
衛

下
置
、
御
抱
ニ
被
仰
付
候
、

万
端
御
畳
刺
庄
蔵
格
式
ニ
相
心
得
、
取
計
可
申
旨
被

仰
渡
候

右
大
瀬
登
申
渡
候
由

右
之
通
江
戸
表
同
役
よ
り
申
来
候

一

同
九
日

御
礼
五
半
時
揃
、
小
書
院
出
御
、
善
光
寺
両

寺
使
僧
独
礼
相
済
、
大
書
院
出
御
、
四
日
之

通
寺
院
御
礼
有
之
、
畢
而
市
村
安
左
衛
門
病

気
、
名
代
悴
磯
次
郎
献
上
も
の
例
之
通
、
尤

御
礼
無
之

一

同
十
一
日

御
具
足
御
祝
義
御
規
式
帳
之
通
五
半
時
揃
ニ

而
、
例
之
通
相
済

一

正
月
十
二
日

神
宮
寺
名
代
僧
目
代
松
田
大
内
蔵
於
小
書

院
独
礼
申
上
、
於
大
書
院
禰
宜
・
山
伏
一
同

御
礼
申
上
ル

一

同
十
五
日

月
次
御
礼
四
時
揃
、
即
刻
相
済

亡
父
主
計
願
置
候
通
御
知

鈴
木
勝
五
郎

行
五
百
石
被
下
置
、
御
足

同
道
玉
川
左
膳

軽
弐
拾
人
被
成
下
御
預
、

家
督
無
相
違
被
仰
付
之

継
目
之
御
礼

恵

明

寺

年
頭
之
御
礼

広
田
筑
後

名
代
吉
村
嘉
右
衛
門

同
断
自
分
之
御
礼

吉
村
嘉
右
衛
門

一

明
十
六
日

勢
州
御
代
参
発
足
付
、
服
穢
御
改

一

同
十
六
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
白
鳥
へ
御
社
参

一

同
十
八
日

又
右
衛
門
娘
外
守
へ
縁
組
、

金
井
又
右
衛
門

双
方
願
之
通
被
仰
付
之

鹿
野
外
守

一

同
廾
日

清
浄
林
院
御
内
々
罷
出
候
、
御
側
向
�
出
迎

有
之
、
御
用
人
衆
長
囲
炉
裏
迄
迎
送
有
之
、

御
役
方
懸
り
合
無
之

一

同
廾
一
日

千
喜
良
量
左
衛
門
在
命
之

高
野
民
之
助

内
願
置
候
通
志
村
友
之
丞

同
道
星
野
権
右
衛
門

娘
致
養
女
、
其
方
聟
養
子
、

御
知
行
七
拾
石
被
下
置
、
家
督
無
相
違
被
仰
付
之

弟
民
之
助

千
喜
良
量
左

高
野
黒
治

衛
門
在
命
之
内
聟
養
子
仕

度
旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

千
喜
良
量
左
衛
門
在
命
之

志
村
友
之
丞

内
其
方
娘
養
女
差
遣
度
旨
、

願
之
通
被
仰
付
之

二
男
熊
之
助
嫡
子
仕
度
旨
、

東
条
与
一
郎

願
之
通
被
仰
付
之

同

熊
之
助

津
右
衛
門
悴
五
郎
蔵
へ
七

山
田
津
右
衛
門

十
郎
妹
縁
組
、
双
方
願
之

中
村
七
十
郎

通
被
仰
付
之

一

同
廾
三
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
長
国
寺
・
恵
明
寺
・

乾
徳
寺
へ
御
参
詣
被
遊
候
。

一

同
廾
七
日

大
般
若
御
執
行
例
之
通
相
済

一

明
廾
八
日

暮
時
�
明
後
朝
迄
勢
州
御
代
参
御
中
日
待
ニ

付
服
穢
御
改

一

同
廾
八
日

月
次
御
礼
例
之
通

家
督
之
御
礼

���
鈴
木
勝
五
郎

千
喜
良
民
之
助

○

二
月
朔
日

月
次
御
礼
例
之
通
相
済

年
頭
御
礼

仁
科
甚
十
郎

名
代
仁
科
求
馬

初
而
之
御
目
見

三
村
宗
碩

悴
御
目
見
付
御
礼

三
村
古
仙
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一

田
中
村
辺
へ
御
野
懸
有
之

一

同
六
日

悴
善
治
義
宮
沢
義
兵
衛
在

斎
藤
善
蔵

命
之
内
聟
養
子
差
遣
度
旨
、

願
之
通
申
付
之

宮
沢
義
兵
衛
在
命
之
内
願

斎
藤
善
治

置
候
通
其
方
聟
養
子
仕
、

御
切
米
籾
五
拾
表
・
四
人
御
扶
持
被
下
置
、
跡
式
跡

役
共
申
付
之

右
之
通
富
永
新
平
へ
被
仰
渡
、
大
役
人
於
詰
所
同
人
申

渡
之

一

同
十
二
日

今
暮
六
半
時
、
樋
口
民
衛
居
宅
不
残
焼
失
、

早
鐘
打
候
付
例
之
通
、
尤
類
焼
無
之

一

同
十
五
日

泰
姫
様
御
事
井
上
武
三
郎
様
へ
御
縁
組
、
御

願
書
於
江
府
当
十
一
日
被
差
出
候

一

月
次
御
礼
例
之
通
相
済

初
而
之
御
目
見

金
井
政
之
助

悴
御
目
見
付
御
礼

金
井
左
仲

初
而
之
御
目
見

����
綿
内
政
吉

菅
沼
末
三
郎

東
条
熊
之
助

悴
御
目
見
付
御
礼

�
綿
内
平
右
衛
門

菅
沼
助
右
衛
門

���
東
条
与
一
郎

去
秋
中
�
半
身
不
叶
罷
成
、

望
月
治
部
左
衛
門

此
節
迄
緩
々
致
加
養
候
得

共
快
筋
不
相
見
、
御
医
師
何
も
快
気
之
程
難
計
旨
申
、

依
之
御
役
幷
御
勝
手
懸
共
御
訴
訟
申
上
度
旨
、
御
内

意
被
相
伺
候
趣
達
御
聞
候
処
、
病
気
未
間
も
無
之
事
、

何
分
致
加
養
候
様
、
乍
然
再
三
相
願
候
儀
付
、
全
快

致
候
迄
御
勝
手
方
御
免
被
成
下
候
、
年
来
出
精
相
勤
、

御
都
合
も
宜
儀
ニ
付
只
今
迄
（
通
）
心
懸
、
矢
澤
将

監
幷
御
役
人
共
へ
無
遠
慮
可
致
助
言
旨
被
仰
付
之

今
右
衛
門
病
気
聢
与
無
之
、

小
山
今
右
衛
門

往
々
御
奉
公
難
相
勤
付
、

名
代
近
藤
庄
九
郎

願
之
通
悴
常
五
郎
へ
只
今

小
山
常
五
郎

迄
拝
領
之
御
切
米
籾
五
拾

表
・
玄
米
三
人
・
籾
弐
人
御
扶
持
被
下
置
、
家
督
無

相
違
被
仰
付
之

御
役
替
泰
姫
様
御
守
役
幷

片
岡
半
七
郎

御
奥
元
〆
兼
帯
被
仰
付
之

名
代
片
岡
要
人

以
勝
手
渋
谷
養
説
与
屋
敷

赤
塩
彦
左
衛
門

替
、
願
之
通
被
仰
付
之

悴
元
右
衛
門
へ
小
野
喜
太

草
間
一
路

右
衛
門
娘
縁
組
、
願
之
通

被
仰
付
之

勝
手
方
元
〆
兼
帯
申
付
之

望
月
九
郎
右
衛
門

於
御
前
被
仰
付
之

一

明
十
六
日

御
代
参
下
向
ニ
付
、
服
穢
御
改
被
仰
出
候

一

同
十
八
日

吉
五
郎
妹
源
左
衛
門
へ
縁

久
保
源
左
衛
門

組
、
双
方
願
之
通
被
仰
付

中
俣
吉
五
郎

之屋
敷
替
双
方
願
之
通
被
仰

小
幡
庄
作

付
之

近
藤
市
十
郎

作
左
衛
門
病
気
聢
（
与
）

中
島
作
左
衛
門

無
之
、
往
々
難
相
勤
付
願

名
代
間
庭
左
忠
治

之
通
隠
居
、
悴
勝
之
進
江

中
嶋
勝
之
進

只
今
迄
拝
領
之
御
切
米
金

五
両
・
三
人
御
扶
持
被
下
置
、
跡
式
無
相
違
申
付
之

於
長
囲
炉
裏
友
右
衛
門
申
渡
之

一

同
十
九
日

寺
尾
辺
江
御
野
懸
有
之

一

同
廾
一
日

亡
父
五
十
郎
願
置
候
通
御

上
村
治
喜
多

知
行
百
石
・
籾
三
人
御
扶

同
道
落
合
量
蔵

持
被
下
置
、
家
督
無
相
違

被
仰
付
之

一

同
廾
三
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
長
国
寺
・
大
鋒
寺
へ

御
参
詣
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一

同
廾
五
日

居
宅
焼
失
付
、
為
御
手
充

樋
口
民
衛

本
高
之
内
四
分
一
被
下
之

一

同
廾
八
日

式
部
妹
権
之
進
方
へ
縁
組
、

十
河
式
部

双
方
願
之
通
被
仰
付
之

寺
内
権
之
進

一

同
廾
九
日

其
方
娘
草
間
一
路
悴
元
右

小
野
喜
太
右
衛
門

衛
門
方
へ
縁
組
、
願
之
通

被
仰
付
之

御
役
替
御
吟
味
役
被
仰
付

菅
沼
九
左
衛
門

之建
部
内
匠
頭
様
御
奥
様
御

増
田
助
之
丞

守
役
被
仰
付
之

右
之
通
於
江
戸
表
当
十
五
日
被
仰
付
候
由
、
申
来
候

○

三
月
朔
日

月
次
御
礼
例
之
通
相
済

其
方
妹
松
平
伊
賀
守
様
御

宮
沢
丹
下

家
中
村
上
忠
兵
衛
方
へ
縁

組
、
願
之
通
被
仰
付
之

御
吟
味
役
兼
帯
御
免
被
成

煩

片
岡
半
七
郎

下
候

名
代
和
田
惣
摩

初
而
之
御
目
見

恩
田
靭
負

悴
御
目
見
付
御
礼

恩
田
内
蔵
丞

家
督
之
御
礼

���
上
村
治
喜
多

小
山
常
五
郎

初
而
之
御
目
見

川
口
要
吉

隠
居
之
御
礼

小
山
今
右
衛
門

名
代
関
口
甚
五
右
衛
門

悴
御
目
見
付
御
礼

川
口
五
左
衛
門

年
頭
之
御
礼

横
尾
村信

綱

寺

御
通
懸
跡
式
之
御
礼

中
嶋
勝
之
進

一

三
月
三
日

上
巳
御
祝
義
五
半
時
揃
、御
礼
帳
之
通
相
済
、

御
番
士
・
家
督
嫡
子
三
人
ツ
ヽ
罷
出
御
礼
申

上
、
御
通
懸
御
徒
士
格
之
者
御
礼
帳
之
通
相

済

一

同
五
日

昨
夜
五
時
過
早
鐘
打
候
付
、
例
之
通
相
詰
、

火
元
馬
喰
町
孫
右
衛
門
居
宅
少
々
焼
失

一

同
六
日

藤
九
郎
実
子
無
之
付
、
高

高
野
黒
治

野
黒
治
弟
友
吉
養
子
仕
度

同

友
吉

旨
、
双
方
願
之
通
被
仰
付

入

藤
九
郎

之

建
部
内
匠
様
御
奥
様
御
守

興
津
政
野
右
衛
門

役
助
兼
帯
被
成
下
御
免

一

御
忍
ニ
而
河
原
舎
人
殿
へ
御
出
被
遊
候

一

同
九
日

御
野
懸
有
之

一

同
十
日

来
ル
十
七
日
騎
射
可
被
遊
御
覧
旨
、
被
仰
出

候

一

同
十
一
日

今
・
明
日
於
長
国
寺
宝
鏡
院
様
御
一
周
忌
御

法
事
御
執
行
有
之

右
ニ
付
十
二
日
四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
長
国

寺
へ
被
遊
御
参
詣
候

一

同
十
五
日

月
次
御
礼
例
之
通
相
済

初
而
之
御
目
見

石
黒
彦
三

悴
御
目
見
付
御
礼

石
黒
和
左
衛
門

一

西
条
辺
へ
御
野
懸
有
之

一

同
十
六
日

御
参
勤
御
時
節
被
成
御
伺
候
処
、
六
月
中
可

被
遊
御
参
府
旨
、
被
仰
出
候

一

同
十
七
日

騎
射
御
覧
四
時
揃
、
四
半
時
相
始
八
半
時
無

滞
相
済
申
候
、
御
覧
所
へ
御
出
懸
、
於
小
書

院
一
同
御
目
見
御
意
有
之

一

同
廾
一
日

縫
殿
助
妹
仙
吉
へ
縁
組
、

木
村
縫
殿
助

双
方
願
之
通
被
仰
付
之

西
村
仙
吉

一

同
廾
三
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
長
国
寺
へ
御
参
詣
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一

同
廾
四
日

高
田
幾
太
方
へ
御
出
被
遊
候

一

同
廾
七
日

離
山
辺
へ
御
野
懸

一

同
廾
九
日

泰
姫
様
御
事
井
上
武
三
郎
様
へ
御
縁
組
、
御

願
之
通
当
廾
五
日
被
蒙
仰
候
、
依
之
来
月
二

日
四
時
�
九
時
迄
之
内
麻
上
下
着
用
登
城
、

御
歓
可
申
上
旨

○

四
月
朔
日

月
次
御
礼
四
時
揃
ニ
而
、
例
之
通
相
済

悴
丹
治
へ
金
児
惣
左
衛
門

山
本
式
左
衛
門

養
女
縁
組
、
願
之
通
被
仰

付
之

其
方
母
方
従
弟
致
養
女
、

金
児
惣
左
衛
門

山
本
式
左
衛
門
悴
丹
治
へ

縁
組
、
願
之
通
被
仰
付
之

忠
左
衛
門
娘
隼
太
へ
縁
組
、

竹
内
中
左
衛
門

双
方
願
之
通
被
仰
付
之

小
林
隼
太

願
之
通
悴
彦
五
郎
儀
御
用

西
山
祖
兵
衛

部
屋
小
僧
役
申
付
之

同

彦
五
郎

於
長
囲
炉
裏
政
野
右
衛
門
申
渡
之

初
而
之
御
目
見

出
浦
松
五
郎

一

同
二
日

此
程
被
仰
出
候
通
諸
士
登
城
、
御
歓
申
上
候

一

同
四
日

長
谷
川
金
蔵
晴
雨
共
御
城
内
杖
相
用
度
段
、

御
用
番
へ
伺
之
旨
当
人
申
聞
候

一

同
六
日

去
年
御
領
分
一
統
悪
作
、

長
谷
川
藤
五
郎

御
収
納
向
差
支
候
処
、
支

配
村
方
之
分
上
納
、
去
暮
皆
済
出
精
之
事
候
、
依
之

御
上
下
一
具
被
下
置
之

去
年
御
領
分
一
統
悪
作
、

大
嶋
磯
右
衛
門

御
収
納
向
差
支
候
処
懸
合
、

村
方
之
分
上
納
、
去
暮
致
皆
済
出
精
之
事
候
、
依
之

御
目
録
弐
百
疋
被
下
置
之

御
領
分
相
野
嶋
村
地
境
乱

三
輪
六
十
郎

方
之
義
、
取
計
方
宜
出
精

之
事
候
、
依
之
御
目
録
弐
百
疋
被
下
置
之

一

同
八
日

御
野
懸
有
之

一

同
十
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
長
国
寺
・
乾
徳
寺
へ

御
参
詣

一

上
様
御
事
将
軍
宣
下
御
当
日
�
公
方
様
与
奉

称
候
様
被
仰
出
候

一

同
十
一
日

藤
田
典
膳
組
へ
御
番
入

坂
野
松
之
助

海
野
主
税
組
へ
同
断

千
喜
良
民
之
助

同

宮
下
治
部
蔵

六
十
郎
三
男
文
吉

長
谷

長
谷
川
甚
九
郎

川
甚
九
郎
方
へ
聟
養
子
差

三
輪
六
十
郎

遣
度
旨
、
双
方
願
之
通
被

同

文
吉

仰
付
之

一

雨
宮
神
事
四
半
時
過
御
城
内
へ
入
、為
控
置
、

殿
様
・
御
部
屋
様
御
表
へ
被
遊
御
出
、
早
速

大
書
院
御
庭
へ
繰
入
、
其
外
例
之
通

一

同
十
三
日

川
田
村
・
保
科
村
辺
御
野
懸
有
之
、
御
部
屋

様
も
御
出
被
成
候

一

同
十
五
日

月
次
例
之
通
御
礼
相
済

御
徒
士
へ
番
入
申
付
之

宮
沢
麻
之
助

御
用
部
屋
小
僧
役
申
付
之

中
嶋
勝
之
進

右
於
長
囲
炉
裏
金
五
郎
申
渡
之

一

同
十
八
日

男
子
無
之
付
、
五
十
三
次

森

五
十
三

男
友
吉
聟
養
子
仕
度
旨
、

森

友
吉

双
方
願
之
通
申
付
之

浦
野
弥
八
郎

右
於
長
囲
炉
裏
陽
之
助
申
渡
之

一

同
廾
一
日

勇
之
進
娘
唱
悴
吉
之
助
ヘ

正
村
勇
之
進

縁
組
仕
度
旨
、
双
方
願
之

片
岡

唱

通
被
仰
付
之

一

同
廾
三
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
長
国
寺
へ
御
参
詣

一

同
廾
四
日

六
半
時
同
断
ニ
而
、
丹
波
島
辺
へ
御
野
懸
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病
気
快
方
付
、
出
勤
願
之

煩

小
松
庄
兵
衛

通
被
仰
付
、
此
表
出
立
鴻

名
代
津
田
善
左
衛
門

巣
駅
迄
罷
越
候
処
、
持
病

気
不
相
勝
候
由
、
為
差
病
体
ニ
も
不
相
聞
、
同
所
�

帰
府
之
旨
、
病
身
故
之
事
ニ
ハ
候
得
共
、
毎
度
御
在

所
へ
之
御
供
病
身
申
立
、致
御
訴
訟
勤
番
懈
怠
多
、我

意
之
筋
相
聞
不
埒
之
事
候
、
依
之
被
仰
付
方
も
有
之

候
得
共
、
以
御
情
不
及
御
沙
汰
候
、
以
来
心
懸
出
精

可
相
勤
旨
被
仰
付
之

右
之
通
当
十
八
日
司
馬
殿
於
御
長
屋
被
仰
渡
候
段
、
同

役
四
郎
右
衛
門
申
遣
候

病
気
聢
与
無
之
、
往
々
御

桜
井
重
次
郎

奉
公
難
相
勤
候
付
願
之
通

名
代
麻
場
和
仲
太

隠
居
、
実
子
無
之
付
、
伊

勢
町
罷
在
候
従
弟
十
郎
左
衛
門
致
養
子
、
只
今
迄
拝

領
之
御
切
米
籾
拾
五
表
・
籾
弐
人
御
扶
持
被
下
置
、

跡
式
無
相
違
申
付
之

手
跡
未
熟
付
、
御
徒
士
へ

桜
井
十
郎
左
衛
門

番
入
申
付
之

右
之
通
於
長
囲
炉
裏
渡
大
夫
申
渡
之

一

四
月
廾
八
日

月
次
御
礼
例
之
通
相
済

軍
治
三
男
源
八

彦
十
郎

佐
藤
軍
治

方
へ
養
子
差
遣
度
旨
、
双

煩

矢
野
彦
十
郎

方
願
之
通
被
仰
付
之

名
代
原

治
左
衛
門

御
通
懸
跡
式
之
御
礼

桜
井
十
郎
左
衛
門

一

五
月
朔
日
祭
礼
付
月
次
御
礼
無
之
段
、
於
席

席
申
通
候
様
被
仰
渡
、
向
々
へ
申
達
候

○

五
月
朔
日
・
二
日

祭
礼
付
御
桟
敷
へ
被
遊
御
出
候
、
二

日
相
済
、
御
帰
後
御
機
嫌
伺
例
之
通

一

為
御
参
府
御
発
駕
御
日
限
、
来
月
朔
日
与
被

仰
出
候

一

同
五
日

端
午
之
御
礼
五
ッ
半
時
揃
、
大
書
院
御
礼
御

番
士
よ
り
嫡
子
迄
三
人
ツ
ヽ
罷
出
御
礼
申
上

候
、
御
通
懸
ハ
小
書
院
・
大
書
院
相
済
、
御

帰
懸
御
礼
申
上
ル

一

同
七
日

為
御
野
懸
開
善
寺
へ
御
出
被
遊
候

一

同
十
一
日

男
子
無
之
付
、
渡
辺
長
左

藤
田
岡
之
進

衛
門
実
方
之
弟
常
之
丞
聟

渡
邊
長
左
衛
門

養
子
仕
度
旨
、
双
方
願
之

通
申
付
之

二
男
末
五
郎
嫡
子
仕
度
旨
、

細
田
利
三
太

願
之
通
被
仰
付
之

男
子
無
之
付
、
土
口
村
百

山
田
勇
左
衛
門

姓
嘉
平
治
孫
藤
右
衛
門
聟

養
子
仕
度
旨
、
願
之
通
申
付
之

御
郡
奉
行
兼
帯
御
免

冨
永
新
平

御
郡
奉
行
兼
帯
相
勤
候
ニ

右

同

人

付
、
御
袷
被
下
置
之

去
々
年
之
通
御
留
守
中
御

草
間
一
路

郡
中
御
横
目
兼
被
仰
付

之御
参
府
之
節
御
供
被
仰
付

右

同

人

置
候
処
、
御
留
守
中
御
郡

中
御
横
目
兼
被
仰
付
候
付
、
立
帰
御
供
被
仰
付
之
、

尤
秋
中
迄
滞
府
之
心
得
可
有
之
旨

一

五
月
十
五
日

月
並
御
礼
例
之
通
相
済

初
而
之
御
目
見

���������
中
村
周
伯

安
藤
春
策

矢
野
源
八

野
村
亀
三
郎

春
原
信
五
郎

吉
村
兵
蔵

悴
御
目
見
付
御
礼

��������

矢
野
彦
十
郎

名
代
正
村
勇
之
進

野
村
儀
左
衛
門

春
原
平
兵
衛

名
代
笠
原
軍
平

吉
村
左
平

年
来
全
勤
候
付
、
役
替
城

岩
崎
主
馬
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代
申
付
之

役
替
用
人
役
申
付

岩
崎
伊
織

伊
織
者
見
習
�
本
役
被
仰
付
、
御
役

替
ニ
ハ
無
之
、
左
仲
ハ
御
役
替
ナ
リ

金
井
左
仲

同

大
目
付
役
申
付
之

原

五
十
馬

番
頭
役
申
付
之

矢
澤
修
理

役
替
奥
守
役
申
付
之

岡
野
陽
之
助

膳
番
・
刀
番
申
付
之

玉
川
弥
一

役
替
使
役
申
付
之

片
岡
金
五
郎

右
於
御
前
被
仰
付
之

此
度
願
之
通
御
役
御
免
隠

恩
田
新
六

居
被
仰
付
候
、
併
年
来
相

勤
候
付
、御
家
老
幷
御
用
人
共
申
談
候
義
有
之
節
ハ
、

無
遠
慮
存
寄
可
申
旨
、
且
又
気
分
快
節
ハ
、
折
々
罷

出
御
機
嫌
相
伺
、
尤
思
召
有
之
候
付
、
御
奥
へ
も
罷

出
候
様
被
仰
付
之

只
今
迄
御
側
近
相
勤
候
事

岩
崎
主
馬

付
、
折
々
御
次
へ
罷
出
御

機
嫌
相
伺
、
被
為
召
候
節
ハ
、
御
側
へ
も
罷
出
候
様

被
仰
付
之

病
身
罷
成
、
寺
役
難
相
勤

煩

願

行

寺

付
願
之
通
隠
居
、
森
村
興

名
代
大
道
長
老

正
寺
弁
谷
和
尚
後
住
被
仰

興
正
寺弁谷

和
尚

付
、
御
合
力
籾
五
拾
表
前

前
之
通
被
下
置
之

新
六
近
年
病
気
不
相
勝
、

恩
田
新
六

追
年
気
力
相
衰
、
往
々
難

同

右
膳

相
勤
ニ
付
願
之
通
隠
居
、

悴
右
膳
へ
御
知
行
四
百
五
拾
石
被
下
置
、
御
足
軽
十

人
被
成
下
御
預
、
家
督
無
相
違
被
仰
付
之

年
来
全
相
勤
候
付
、
役
替

岩
崎
主
馬

城
代
申
付
之

思
召
有
之
付
、
新
知
八
拾

玉
川
弥
一

五
石
御
直
被
成
下

御
納
戸
役

���
綿
貫
五
郎
兵
衛

長
谷
川
市
左
衛
門

半
七
郎
願
之
通
悴
半
十
郎

片
岡
半
七
郎

小
幡
長
右
衛
門
組
へ
御
番

同

半
十
郎

入小
幡
長
右
衛
門
組
へ
御
番

小
山
常
五
郎

入藤
田
典
膳
組
へ
同
断

和
田
牧
太

只
今
迄
之
御
役
付
御
足
軽

岡
野
陽
之
助

御
引
上

双
方
屋
敷
替
願
之
通
被
仰

���
師
岡
十
郎
右
衛
門

付
之

高
野
黒
治

友
衛
娘
九
郎
衛
門
悴
権
之

���
望
月
九
郎
右
衛
門

進
江
縁
組
、
双
方
願
之
通

小
川
友
衛

被
仰
付
之

政
野
右
衛
門
娘
傳
吾
江
縁

���
伊
藤
傳
吾

組
、
右
同
断

興
津
政
野
右
衛
門

小
左
衛
門
養
女
一
郎
兵
衛

���
仙
道
一
郎
兵
衛

方
へ
縁
組
、
右
同
断

大
嶋
小
左
衛
門

御
役
附
御
足
軽
十
人
被
成

矢
澤
修
理

下
御
預

一

五
月
十
七
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
大
鋒
寺
へ
御
参
詣

一

大
般
若
御
修
行
例
之
通
、
御
聴
聞
有
之

一

同
廾
一
日
・
廾
二
日

於
長
国
寺
放
光
院
様
七
回
御
忌
御

法
事
御
執
行
有
之

一

同
廾
三
日

四
時
之
御
供
触
ニ
而
、
御
鎮
守
・
諏
訪
宮
・

長
国
寺
・
大
英
寺
へ
御
参
詣

一

同
廾
四
日

白
鳥
・
開
善
寺
・
乾
徳
寺
・
恵
明
寺
へ
右
同

断

一

同
廾
五
日

近
々
御
発
駕
付
、
例
之
通
御
役
人
御
目
見
被

成
下
御
意
候

家
督
之
御
礼

恩
田
右
膳
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隠
居
之
御
礼

恩
田
新
六

名
代
十
河
式
部

御
加
恩
新
知
之
御
礼

玉
川
弥
一

継
目
御
礼

願

行

寺

一

望
月
治
部
左
衛
門
病
気
付
、
悴
監
物
御
用
部

屋
へ
御
呼
出
、
左
之
通
被
仰
渡

悴
監
物
妻
儀
、
宝
鏡
院
様

望
月
治
部
左
衛
門

御
存
生
之
節
被
仰
談
置
候

間
、
為
化
粧
料
一
生
之
内
御
蔵
米
百
石
被
下
置
之
、

且
従
乾
徳
院
様
御
伝
来
了
戒
之
御
刀
一
腰
、
孫
由
五

郎
へ
可
被
下
宝
鏡
院
様
思
召
之
処
、
同
人
不
幸
付
、

是
又
監
物
妻
へ
宝
鏡
院
様
為
御
匡
被
下
置
候

右
之
趣
被
仰
出
候
、
其
段
監
物
妻
へ
可
被
申
通
候

悴
監
物
妻
儀
、
去
年
以
来

望
月
治
部
左
衛
門

草
間
一
路
を
以
段
々
内
願

之
趣
達
御
聴
候
処
、
宝
鏡
院
様
御
存
生
之
節
被
仰
置

候
儀
も
有
之
、
其
上
宝
鏡
院
様
思
召
之
趣
、
以
御
自

書
被
仰
遣
候
義
有
之
ニ
付
、
右
内
願
之
趣
ハ
難
相
成

事
候

且
又
鎌
原
長
門
妻
義
、
最
初
御
自
分
養
女
ニ
被
仰
付

長
門
へ
嫁
候
義
、
長
門
も
家
柄
之
事
付
、
以
来
御
奥

へ
出
候
節
ハ
、
前
後
之
無
差
別
御
取
計
可
被
遊
御
様

子
候
、
尤
御
家
中
出
会
之
節
ハ
、
是
迄
之
通
相
心
得

候
様
、
監
物
妻
へ
可
被
申
聞
置
候

乾
徳
院
様

一

御

刀

一
腰

銘

了
戒

中

心

長
サ
五
寸
壱
分

長

鎺
元
�
弐
尺
四
寸
五
分

表
裏
樋
騒
有
之

但
折
紙

万
治
三
年
五
月
三
日
代
金
八
枚

御

拵
御
切
羽

二
枚
金
無
垢

御

鎺

上
金
無
垢
・
下
懸
ヶ
金

御

鍔

赤
銅
・
両
櫃
赤
銅
ニ
而
埋
金
花
石
目

御

縁

頭
銕
・
苦
蔵
之
模
様

御
目
貫

鯰
ニ
瓢
檀
・
猿
ノ
彫

御
（
柄
）
鮫
白

御

鞘

蝋
色

御
柄
糸

黒
三
部
糸

御
下
緒

黒

御
鵐
目

金
無
垢

御

袋

繻
珍
・
裏
海
気
・
銘
無
之

右
於
御
用
部
屋
被
仰
渡
立
合
相
勤

乾
徳
院
様
御
伝
来
了
戒
之

望
月
監
物
妻

御
刀
御
拵
共
、
宝
鏡
院
様

為
御
匡
被
下
置
頂
戴
申
渡
候
、
同
人
へ
可
被
相
渡
候

御
側
御
納
戸
中

一
生
之
内
御
蔵
米
百
石
為

望
月
監
物
妻

化
粧
料
被
下
置
申
渡
候
、

向
後
可
被
相
渡
候

郡
奉
行
中

建
部
内
匠
頭
様
於
御
前
米

増
田
助
之
丞

五
斗
入
拾
表
御
合
力
米
被

下
候
由

右
為
知
申
来

○

六
月
朔
日

御
発
駕
六
時
八
分
、
万
端
例
之
通

一

同
二
日

今
暁
七
時
過
池
田
鵜
殿
居
宅
不
残
焼
失
、
早

鐘
打
候
付
例
之
通

松
山
瑞
白
妹
縁
組
仕
度
旨
、

春
原
儀
右
衛
門

願
之
通
被
仰
付
之

一

同
四
日

御
発
駕
・
御
帰
城
共
以
来
不
参
名
面
帳
差
出

不
申
可
然
之
由
、
神
平
殿
急
度
御
差
図
与
申

ニ
ハ
無
之
候
へ
共
、
右
之
心
得
ニ
罷
在
候
様

被
仰
聞
候

一

同
十
日

殿
様
益
御
機
嫌
能
、
当
六
日
被
遊
御
参
府
候

之
段
申
来
候

妹
義
春
原
儀
右
衛
門
方
へ

松
山
瑞
白

縁
組
、
願
之
通
被
仰
付
之

右
之
通
当
二
日
於
江
戸
表
被
仰
付
候
由
、
内
蔵
進
方
�

申
遣
候

一

同
廾
日

当
十
五
日
御
参
勤
之
御
礼
被
仰
上
候
段
申
来

候
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一

同
廾
二
日縅

御
熨
斗
目
一

大
瀬

登

銀
弐
枚

南
部
坂
御
殿
向
御
普
請
・
幷
御
借
長
屋
七
棟
・
御
土

蔵
三
棟
・
其
外
御
修
復
等
、品
々
御
用
無
懈
怠
出
精
、

昼
夜
辛
労
吟
味
行
届
大
義
、
其
上
出
来
方
宜
御
大
慶

思
召
候
、
依
之
被
下
置
之

金
三
百
疋

右

同

人

御
屋
敷
違
之
処
、
御
当
用

共
御
用
多
中
甚
御
〆
宜
細
々
心
懸
、
骨
折
候
付
被
下

置
之金

弐
百
疋

赤
沢
内
蔵
進

南
部
坂
御
殿
御
普
請
中
見

廻
大
義
、
今
度
皆
出
来
御
大
慶
思
召
候
、
依
之
被
下

置
之金

弐
百
疋

高
山
半
十
郎

南
部
坂
御
殿
御
普
請
中
度

度
見
廻
り
、
入
払
等
吟
味
御
〆
宜
万
端
心
懸
、
今
度

皆
出
来
御
大
慶
思
召
候
、
依
之
被
下
置
之

御
上
下
一
具

増
沢
藤
右
衛
門

金
三
百
疋

南
部
坂
御
殿
幷
御
土
蔵
・
御
借
長
屋
・
其
外
御
修
復
、

御
囲
等
迄
殊
ニ
御
普
請
出
来
方
宜
、
甚
骨
折
大
儀
ニ

付
被
下
之

金
弐
百
疋

右

同

人

右
御
普
請
中
今
度
一
人
ニ

而
棟
梁
相
勤
、
手
配
宜
細
々
吟
味
行
届
、
出
精
付
別

段
被
下
之

金
百
疋
ツ
ヽ

����
藤
右
衛
門
悴

増
沢
冨
五
郎

佐
野
右
衛
門
悴

小
泉
弥
五
郎

喜
左
衛
門
悴

高
橋
清
之
助

右
御
普
請
中
出
精
相
勤
候
付

銀
壱
片

桜
井
吉
左
衛
門

右
ニ
付
入
払
等
吟
味
大
儀
、
此
節
皆
出
来
付

右
之
外
小
頭
・
経
師
・
杖
突
・
紙
継
・
畳
刺
・
請
負

方
大
工
・
其
外
等
ニ
至
迄
、
懸
り
合
之
者
不
残
御
目

録
等
被
下
之

右
御
普
請
皆
出
来
、御
家
固
御
祝
義
付
被
下
置
候
段
、

向
々
�
申
聞
候
段
、
友
右
衛
門
�
申
遣
候
付
記
置

一

六
月
廾
八
日

殿
様
当
廾
四
日
戸
田
采
女
正
様
御
代
、
大

手
御
門
番
被
蒙
仰
候
段
申
来
候

○

七
月
七
日

七
夕
御
礼
五
半
時
揃
、
大
小
御
役
人
於
大
書

院
御
祝
儀
申
上
ル

一

同
十
日

御
判
物
今
十
日
矢
野
式
右
衛
門
・
祢
津
小
膳

附
添
到
着

一

同
十
四
日

御
奥
本
〆
役
兼
帯
御
免
被

祢
津
小
膳

仰
付
之

右
之
通
当
朔
日
於
江
戸
表
被
仰
付
候
段
、
同
役
�
申
遣

候

一

同
廾
五
日

病
気
聢
与
無
之
、
往
々
御

中
村
喜
右
衛
門

奉
公
難
相
勤
願
之
通
隠
居
、
名
代
宮
下
左
傳
治

土
口
村
罷
在
候
従
弟
甚
吾

甚
吾

致
養
子
、
只
今
迄
拝
領
之

御
切
米
金
四
両
・
米
弐
人
御
扶
持
被
下
置
、
跡
式
無

相
違
申
付
之

御
用
番
宅
ニ
お
い
て
兵
馬
申
渡
之

○

八
月
朔
日

八
朔
御
礼
五
半
時
揃
、
即
斎
相
済

一

同
六
日

病
気
聢
（
与
）
無
之
、
御

金
井
源
五
右
衛
門

役
難
相
勤
付
願
之
通
御
役

名
代
大
森
幾
太

御
免
被
仰
付
之

一

同
七
日

御
徒
士
へ
番
入
申
付
之

中
村
甚
吾

御
用
番
於
宅
兵
馬
申
渡
之

一

十
五
日彦

十
郎
先
達
而
大
酒
、
不

矢
野
彦
十
郎

行
跡
付
急
度
可
及
御
沙
汰

名
代
金
子
甚
左
衛
門

処
以
御
情
隠
居
、
只
今
迄

矢
野
源
八

拝
領
之
御
知
行
百
参
拾
石

悴
源
八
へ
被
下
置
、
家
督
無
相
違
被
仰
付
之

一

同
廾
一
日
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篠
原
玄
意
養
女
縁
組
仕
度

牧
野
五
左
衛
門

旨
、
願
之
通
被
仰
付
之

一

武
芸
一
覧
被
仰
渡
、
日
割
左
之
通

九
月
十

日
・
十
二
日

射
芸

同

十
四
日
・
十
六
日

剣
術

同

十
八
日
・
廾
一
日

槍
術

同

廾
三
日

軍
学

同

廾
五
日

柔
術
捕
り
手

同

廾
七
日
・
廾
九
日

乗
馬

以
上

一

同
廾
五
日

悴
病
身
付
全
快
之
程
難
計

久
保
一
郎
兵
衛

付
、
養
置
候
孫
友
左
衛
門

同
道
片
岡
源
左
衛
門

養
子
仕
度
旨
、
願
之
通
申
付
之

右
御
用
番
於
宅
和
左
衛
門
申
渡
之

○

九
月
六
日

其
実
方
之
姪

方
養
女
牧
野
望
月
日
記
ニ
ハ
実
方
之
妹
与
ア
リ

五
左
衛
門

篠
原
玄
意

へ
縁
組
、
願
之
通
被
仰
付

之
右
之
通
江
戸
表
同
役
�
申
来
候

南
部
坂
御
留
守
居
之
方
幷

赤
沢
内
蔵
進

御
武
具
奉
行
御
免
被
仰
付

候
、
万
端
興
津
政
野
右
衛
門
江
引
渡
相
済
、
渡
辺
友

右
衛
門
着
府
次
第
、
御
在
所
江
之
御
暇
被
下
置
之

詰
中
南
部
坂
御
屋
敷
御
留

興
津
政
野
右
衛
門

守
居
、
幷
御
武
具
奉
行
兼

帯
相
勤
候
様
被
仰
付
候

右
者
当
十
二
日
於
江
戸
表
被
仰
付
候
段
、
同
役
�
申
遣

候

一

同
九
日

重
陽
御
祝
義
例
之
通
五
半
時
揃
、
即
斎
相
済

一

同
十
八
日

悴
三
郎
治
義
被
召
出
、
若

岡
嶋
庄
之
助

殿
様
御
近
習
被
仰
付
、
御

同

三
郎
治

切
米
金
五
両
・
三
人
御
扶

持
被
下
置
之

一

同
十
九
日

昨
夜
八
半
時
上
中
町
鍵
屋
善
十
郎
酒
蔵
焼
失
、

早
鐘
打
候
付
例
之
通

一

同
廾
日

大
般
若
例
之
通
相
済

一

同
廾
三
日

若
殿
様
当
十
八
日
御
袖
留
被
為
済
候
、
依
之

来
ル
廾
五
日
四
時
�
九
時
迄
之
内
麻
上
下
着

用
、
月
番
宅
へ
罷
出
御
歓
申
上
候
様

一

同
廾
五
日

右
為
御
歓
諸
士
御
用
番
宅
へ
罷
出
申
候

○

十
月
二
日

其
方
弟
亀
三
郎
儀
玉
川
又

塩
野
岩
太

次
郎
在
命
之
内
養
子
差
遣

度
旨
、
申
立
之
儀
達
御
聴
、
願
之
通
被
仰
付
之

一

同
三
日

玉
川
又
次
郎
在
命
之
内
願

塩
野
亀
三
郎

置
候
通
其
方
致
養
子
、
唯

今
迄
拝
領
御
切
米
金
四
両
・
玄
米
弐
拾
五
人
御
扶
持

被
下
置
、
家
督
無
相
違
被
仰
付
之

右
之
趣
江
戸
表
政
野
右
衛
門
方
�
申
遣
候
、
尤
先
月
廾

五
日
ニ
申
来
候

一

同
七
日

家
督
之
御
礼

����

矢
野
源
八

名
代
寺
内
権
之
進

玉
川
亀
三
郎

初
而
御
目
見

増
田
銕
五
郎

悴
御
目
見
付
御
礼

増
田
助
之
丞

御
通
懸
跡
式
之
御
礼

中
村
甚
吾

右
之
通
当
朔
日
於
江
戸
表
相
済
候
段
、
同
役
�
申
来
候

元
服
申
付
、
御
徒
士
へ
番

橋
本
銕
太
郎

入
申
付
之

右
於
御
用
番
例
之
通
兵
馬
申
渡
之

一

同
十
五
日

御
役
替
御
町
奉
行
被
仰
付

徳
田
神
一
郎

之
、
御
役
付
御
足
軽
十
人

被
成
下
御
預

御
役
替
御
普
請
奉
行
被
仰

金
井
伊
膳

付
之
、
右
同
断
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御
目
付
役
被
仰
付

白
川
寛
蔵

同
断
、
御
役
附
御
足
軽
五

原

九
郎
左
衛
門

人
被
成
下
御
預

丹
弥
母
方
之
姪

養
女
政
右
衛
門
方
へ

牧
野
丹
弥

縁
組
、
双
方
願
之
通
被
仰

青
木
政
右
衛
門

付
之

八
郎
左
衛
門
妹
一
郎
右
衛

宮
下
八
郎
左
衛
門

門
方
へ
縁
組
、
双
方
願
之

堤

一
郎
右
衛
門

通
被
仰
付
之

一

同
十
九
日

泰
姫
様
御
事
当
十
一
日
貴
姫
様
与
御
名
被
進

候
段
被
仰
出
候

一

同
廾
日

亡
父
庄
兵
衛
願
置
候
通
御

小
松
直
五
郎

知
行
八
拾
石
被
下
置
、
家

同
道
津
田
善
左
衛
門

督
無
相
違
被
仰
付
之

御
役
替
若
殿
様
御
勝
手
元

小
宮
山
藤
右
衛
門

〆
被
仰
付
之

暫
之
内
若
殿
様
御
守
役
助

馬
場
廣
人

被
仰
付
之

右
之
通
於
江
戸
当
十
一
日
被
仰
付
候
段
、
同
役
�
申
遣

候

一

十
月
廾
五
日

手
跡
未
熟
付
跡
式
難
申
付

煩

桜
井
十
郎
左
衛
門

処
、
以
御
情
跡
目
無
相
違

名
代
麻
場
和
仲
太

被
下
置
、
御
徒
士
へ
番
入

親
類
桜
井
清
之
進

申
付
候
処
、
為
差
病
躰
ニ

も
不
相
聞
候
処
、
久
々
引
篭
罷
在
、
御
重
恩
忘
却
之

筋
ニ
相
聞
、
不
届
之
至
候
、
依
之
申
付
方
有
之
候
得

共
、
以
御
情
咎
之
不
及
沙
汰
、
隠
居
申
付
之
、
早
速

可
御
用
立
者
養
子
、
跡
式
可
相
願
候

年
来
勤
方
不
宜
候
趣
相
聞
、

中
村
半
次
郎

不
埒
之
事
候
、
依
之
申
付

名
代
矢
野
倉
弥
左
衛
門

方
有
之
候
得
共
、
以
御
情

親
類
山
崎
藤
多

不
及
御
沙
汰
、
隠
居
申
付

之
、
早
速
可
御
用
立
者
養
子
、
跡
式
可
相
願
候

常
々
仲
ヶ
間
一
和
無
之
、

藤
田
四
兵
衛

江
戸
勤
番
中
も
身
持
不
宜
、
名
代
伊
藤
小
一
右
衛
門

且
病
中
不
慎
之
趣
相
聞
、

親
類
中
澤
源
吾

不
埒
之
事
候
、
依
之
申
付

方
も
有
之
候
へ
共
、
以
御
情
咎
之
不
及
沙
汰
、
隠
居

申
付
之
、
早
速
可
御
用
立
者
養
子
、
跡
式
可
相
願
候

右
之
通
御
用
番
於
御
宅
例
之
通
申
渡
之
、
兵
馬

一

同
廾
六
日

其
方
娘
戸
田
内
蔵
助
様
御

根
村
民
右
衛
門

家
来
篠
田
幸
右
衛
門
へ
縁

組
仕
度
段
、
願
之
通
被
仰
付
之

小
幡
長
右
衛
門
組
へ
御
番

瀧
村
権
之
助

入玉
川
左
膳
組
へ
同
断

岡
本
傳
八
郎

赤
沢
助
之
進
組
へ
同
断

玉
川
亀
三
郎

右
者
当
十
八
日
於
江
戸
表
被
仰
付
候
旨
、
同
役
方
�
申

来
候

一

同
廾
九
日

昨
日
四
時
出
火
、
荒
神
町
紺
屋
大
蔵
宅
少
々

焼
失
、
早
鐘
打
候
付
例
之
通

○

十
一
月
五
日

先
月
廾
五
日
附
左
之
通
江
戸
表
同
役
方
�

申
来
候

若
殿
様
御
守
役
見
習
被
仰

高
田
幾
太

付
之

���
若
殿
様
御
近
習
御
側
御
納

小
野
喜
平
太

戸
兼
相
勤
候
様
仰
付
之

小
川
友
衛

若
殿
様
御
近
習
御
刀
番
兼

宮
下
治
部
蔵

被
仰
付
之

若
殿
様
御
近
習
被
仰
付
之

竹
内
甚
大
夫

悴
峯
治
郎
暫
之
内
御
番
士

鈴
木
弥
左
衛
門

之
方
御
雇
被
仰
付
、
三
人

同

峯
治
郎
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御
扶
持
被
下
置
候

悴
弁
之
助
、
右
同
断

畑

権
大
夫

同

弁
之
助

悴
常
之
丞
、
右
同
断

根
村
民
右
衛
門

同

常
之
丞

悴
牧
之
進
、
右
同
断

宮
下
兵
馬

同

牧
之
進

一

今
日
若
殿
様
御
道
具
御
到
来
、
初
ニ
付
御
上

屋
敷
服
沙
小
袖
麻
上
下
、
南
部
坂
御
屋
敷
熨

斗
目
麻
上
下
着
用

家
督
之
御
礼

小
松
直
五
郎

被
召
出
候
御
礼

岡
島
三
郎
治

悴
被
召
出
候
御
礼

岡
嶋
庄
之
助

名
代
藤
田
新
吾

一

十
一
月
六
日

亡
父
隼
之
助
願
置
候
通
御

小
幡
捨
治
郎

知
行
弐
百
五
十
石
被
下
置
、
同
道
小
幡
長
右
衛
門

足
軽
拾
人
被
成
下
御
預
、

家
督
無
相
違
被
仰
付
之

一

当
朔
日
従
若
殿
様
御
結
納
御
祝
義
三
千
姫
様

江
被
進
、
御
答
礼
御
祝
義
為
御
取
替
被
為
済

候
旨
申
来
候

一

若
殿
様
当
朔
日
御
引
越
首
尾
好
被
為
済
候
、

依
之
来
ル
十
一
日
四
時
�
九
時
迄
之
内
麻
上

下
着
用
登
城
、
御
歓
申
上
候
様

右
為
御
祝
義
只
今
迄
殿
様
へ
年
始
差
上
来
候

半
分
若
殿
様
へ
献
上
、
殿
様
へ
ハ
若
殿
様
へ

献
上
之
半
分
可
差
上
旨
被
仰
出
候

一

同
七
日

江
戸
表
�
先
月
晦
日
付
ニ
而
、
左
之
通
申
来

一

来
月
朔
日
若
殿
様
御
引
取
、
御
上
屋
敷
へ
被

為
入
、
夫
�
南
部
坂
御
屋
敷
へ
被
遊
御
引
移

候

一

御
用
席
之
外
有
合
熨
斗
目
花
色
小
紋
麻
上
下

可
被
致
着
用
候

一

家
督
幷
嫡
子
御
引
越
之
時
分
御
広
間
へ
相
詰

可
申
事

一

朔
日
昼
半
時
若
殿
様
為
御
迎
桜
田
へ
御
供
相

揃
、
差
遣
可
申
事

一

三
御
門
辻
番
人
羽
織
襠
為
着
候
様

一

御
門
外
御
徳
居
共
罷
出
、
御
門
内
御
参
府
・

御
帰
城
之
節
罷
出
候
者
罷
出
候
様
、
向
々
へ

可
申
通
候

一

若
殿
様
御
上
屋
敷
へ
被
為
入
御
祝
有
之
、
御

供
尚
又
相
揃
、
南
部
坂
へ
被
遊
御
引
移
候
、

心
得
之
事

一

南
部
坂
江
御
引
移
之
節
、
政
野
右
衛
門
相
詰

候
事

一

朔
日
朝
御
結
納
御
祝
儀
御
到
来
有
之
候
事

一

御
引
越
之
節
、
惣
而
御
参
府
・
御
帰
城
之
節
、

罷
出
候
趣
を
以
諸
向
心
得
候
様
、
可
被
致
演

説
事

一

来
月
朔
日
若
殿
様
御
引
取
、
其
上
南
部
坂
御

屋
敷
へ
被
遊
御
住
居
候
、
此
段
御
家
中
へ
可

被
致
演
説
候

右
之
通
御
用
番
被
仰
渡
候

一

朔
日
明
六
時
御
結
納
御
使
者
到
来
付
、
相
詰

可
被
申
候

一

御
結
納
御
答
礼
御
使
者
同
斎
罷
越
候

一

惣
而
明
七
半
時
揃

一

御
結
納
御
使
者
参
着
、
御
祝
義
物
到
来
之
節

表
御
門
開
、
冠
木
御
門
番
・
東
御
門
番
・
辻

番
人
肩
抜
羽
織
襠
着

一

御
答
礼
御
使
者
罷
出
候
節
も
表
御
門
開

右
者
内
蔵
丞
殿
被
仰
渡
候

一

若
殿
様
へ
外
様
�
御
使
者
・
其
外
、
惣
而
御

上
屋
敷
ニ
而
請
候

右
取
計
も
御
用
人
衆
懸
り
ニ
而
、
御
守
役
へ

ハ
掛
合
無
之
候

一

御
迎
之
節
、
御
行
列
之
御
道
具
・
諸
品
者
、

御
向
様
�
被
差
出
候
付
、
御
人
数
計
差
遣
申

候
、
尤
御
昇
進
前
之
御
人
数
ニ
相
触
候
様
、

被
仰
渡
候

一

当
朔
日
付
ニ
而
、
左
之
通
申
来

若
殿
様
御
引
越
付
、
今
日
九
時
過
之
御
供
触

ニ
而
、
桜
田
御
屋
敷
へ
御
迎
之
御
人
数
計
被

差
越
、
同
日
七
時
過
、
御
上
屋
敷
江
御
引
越
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無
御
滞
相
済
、
御
祝
有
之
、
同
日
暮
時
南
部

坂
へ
被
為
入
候

一

十
一
月
九
日

昨
夜
四
時
過
加
々
井
村
三
郎
右
衛
門
居
宅

焼
失
、
早
鐘
打
候
付
例
之
通

一

同
十
一
日

御
引
越
被
為
済
候
付
、
今
日
四
時
�
九
時
迄

諸
士
登
城
、
御
歓
申
上
候

一

同
十
五
日

宗
門
奉
行
幷
郷
目
付
兼
帯

元
方
御
金
奉
行

星
野
権
右
衛
門

被
仰
付
之

御
目
付
役
被
仰
付
之

御
番
士中俣

吉
五
郎

年
来
出
精
相
勤
付
、
御
納

元
方
御
金
奉
行

三
井
九
郎
左
衛
門

戸
御
金
方
頭
取
被
仰
付
、

御
役
料
弐
人
御
扶
持
被
下
置
之

御
役
替
元
方
御
金
奉
行
被

払
方
御
金
奉
行

湯
本
十
学

仰
付
之

払
方
御
金
奉
行
被
仰
付
之

御
番
士桜井

六
郎
左
衛
門

同
断

同
金
子
甚
左
衛
門

御
役
附
足
軽
拾
人
被
成
下

星
野
権
右
衛
門

御
預

同
五
人
右
同
断

中
俣
吉
五
郎

是
迄
数
年
出
精
相
勤
、
御

三
井
九
郎
左
衛
門

〆
之
義
共
取
計
、
御
大
慶

之
事
候
、
此
度
頭
取
被
仰
付
候
上
ハ
、
弥
以
右
御
役

方
へ
立
入
、
無
遠
慮
取
計
候
様
被
仰
付
之

病
気
聢
与
無
之
、
往
々
難

清
野
完
治

相
勤
隠
居
、
悴
千
吉
へ
唯

名
代
大
里
忠
右
衛
門

今
迄
拝
領
之
御
切
米
金
四

同

千
吉

両
・
籾
三
人
御
扶
持
被
下

同
道
久
保
一
郎
兵
衛

置
、
跡
式
無
相
違
申
渡
之

和
左
衛
門
申
渡
之

伯
父
新
蔵

祖
右
衛
門
へ

佐
藤
民
治

聟
養
子
差
遣
度
旨
、
双
方

同

新
蔵

願
之
通
申
付
之

高
田
祖
右
衛
門

望
月
九
郎
右
衛
門
申
渡
之

一

十
一
月
十
七
日

若
殿
様
従
当
五
日
御
対
客
被
遊
、
御
勤

初
候
之
段
、
申
来
候

一

殿
様
当
五
日
御
鷹
之
雁
被
遊
御
拝
領
候
、
依

之
来
ル
十
九
日
麻
上
下
着
用
、
月
番
宅
へ
罷

出
、
御
歓
申
上
候
様

一

同
十
九
日

右
為
御
歓
諸
士
御
用
番
へ
罷
出
申
候

病
気
聢
与
無
之
、
往
々
御

片
岡

唱

奉
公
難
相
勤
付
願
之
通
隠

名
代
長
谷
川
金
蔵

居
、
悴
吉
之
助
へ
只
今
迄

片
岡
吉
之
助

拝
領
之
御
知
行
百
五
十
石

被
下
置
、
家
督
無
相
違
被
仰
付
之

一

同
廾
日

当
十
一
日
若
殿
様
初
而
御
目
見
、
御
願
書
被

差
出
候
段
申
来
候

一

当
十
五
日

若
殿
様
初
而
御
目
見
、
首
尾
好
被
仰
上
、
其

上
被
蒙
上
意
、
殿
様
ニ
も
右
御
礼
被
仰
上
、

被
蒙
上
意
候
、
依
之
麻
上
下
着
用
、
来
ル
廾

五
日
五
時
登
城
、
御
歓
申
上
候
様
、

右
為
御
祝
義
、
若
殿
様
へ
唯
今
迄
殿
様
へ
年

始
差
上
候
半
分
、
殿
様
へ
ハ
右
之
半
分
差
上

可
申
旨

一

若
殿
様
御
引
越
被
為
済
、
其
上
御
目
見
首
尾

能
被
仰
上
候
、
為
御
祝
義
登
城
之
節
、
御
酒

被
下
候
間
、
致
頂
戴
候
様
被
仰
出

一

十
一
月
廾
五
日

前
条
被
仰
出
候
通
諸
士
登
城
、
御
歓
申

上
候
、
御
酒
頂
戴
罷
出
候
、
斎
限
左
之
通

五
時
�
差
立
御
役
人
以
上

四
時
�
同
断
、
御
酒
頂
戴

九
時
�
御
番
四
組
御
歓
申
上
、
御
酒
頂
戴

八
時
�
御
番
士
三
組
・
家
督
・
無
役
同
断

九
時
迄
給
人
已
下
御
目
見
以
上
、
幷
八
田

孫
左
衛
門

○

十
二
月
二
日

去
年
勤
番
中
御
用
金
百
拾

樋
口
弾
右
衛
門

両
余
致
払
過
候
由
、
再
応

申
立
候
、
致
払
過
候
向
方
心
当
も
候
ハ
、
不
包
可
申

聞
候
、
右
申
披
不
相
立
候
得
者
、
全
私
欲
ニ
陥
候
、

右
申
訳
可
仕
候同

道
罷
出
候

���
親
類樋

口
民
衛

白
川
八
右
衛
門
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樋
口
弾
右
衛
門
義
御
詮
議

樋
口
角
兵
衛

之
筋
有
之
候
間
、
親
類
共

樋
口
六
左
衛
門

へ
被
成
御
預
候
、
無
油
断

赤
塩
彦
左
衛
門

相
守
可
申
候

矢
嶋
神
左
衛
門

関
山
吉
太
郎

右
之
通
原
五
十
馬
申
渡
之
、
書
役
野
本
金
八
御
書
付
読

之
、
三
奉
行
・
御
目
付
出
席
、
其
外
例
之
通

一

同
六
日

今
朝
於
評
定
所
左
之
通

其
方
儀
此
度
御
詮
議
之
上

樋
口
弾
右
衛
門

段
々
不
届
之
筋
有
之
、
御

情
を
以
重
御
仕
置
被
成
下
御
赦
免
、
永
之
御
暇
被
下

置
候
、
御
三
家
様
方
・
御
老
中
様
方
・
若
御
年
寄
様

方
・
御
一
門
様
方
・
御
役
人
様
方
右
奉
公
御
構
、
御

城
下
・
御
領
内
・
御
支
配
三
ヶ
所
徘
徊
仕
間
敷
候

右
之
通
被
仰
付
、
御
請
書
差
出
申
候

一

同
七
日

馬
場
廣
人
娘
縁
組
、
願
之

堀
田
七
郎

通
被
仰
付

亡
父
銀
左
衛
門
願
置
候
通

倉
田
多
久

御
切
米
金
四
両
・
米
五
人

同
道
高
田
祖
右
衛
門

御
扶
持
被
下
置
、
跡
式
無

相
違
申
付
之

御
徒
士
へ
番
入
申
付
之

倉
田
多
久

右
之
通
御
用
番
宅
ニ
お
い
て
兵
馬
申
渡
之

一

十
二
月
九
日

若
殿
様
御
引
越
・
御
目
見

高
山
平
十
郎

御
用
多
候
処
、
無
滞
相
勤

候
付
、
御
上
下
一
具
被
下
之

右
同
断
付
、
御
目
録
弐
百

����
菅
沼
九
左
衛
門

疋
ツ
ヽ

大
日
方
蔵
左
衛
門

窪
田
岩
右
衛
門

右
同
断
付
、
五
百
疋

鈴
木
弥
左
衛
門

右
同
断
付
、
三
百
疋

高
久
数
之
進

右
同
断
付
、
百
疋

野
中
友
右
衛
門

右
付
、
南
鐐
一
片

���
今
井
政
吉

冨
岡
文
右
衛
門

右
ニ
付
、
銀
壱
片

小
納
戸荒井

喜
右
衛
門

平
右
衛
門

若
殿
様
へ
射
術
之
儀
申
上

藤
田
典
膳

候
様

馬
術
右
同
断

竹
村
金
吾

右
之
通
去
月
廾
五
日
付
ニ
而
江
戸
表
同
役
方
�
申
遣
候

一

十
二
月
十
五
日

其
方
病
気
聢
与
無
之
、
往

湯
本
新
左
衛
門

々
御
奉
公
難
相
勤
付
願
之

名
代
湯
本
十
学

通
隠
居
、
悴
喜
膳
へ
只
今

湯
本
喜
膳

迄
拝
領
之
御
知
行
六
十
石

被
下
置
、
家
督
無
相
違
被
仰
付
之

思
召
有
之
付
、
御
役
御
免

赤
沢
内
蔵
進

被
仰
付

一

同
廾
日

其
方
娘
堀
田
七
郎
方
へ
縁

馬
場
廣
人

組
仕
度
之
旨
、
願
之
通
被

仰
付
之

右
之
通
当
七
日
被
仰
付
候
旨
、
政
野
右
衛
門
�
申
遣
候

一

同
廾
一
日

其
方
儀
去
月
二
十
八
日
当

原

九
郎
左
衛
門

番
之
節
、
受
取
御
番
御
侍

之
内
一
人
印
形
如
何
敷
義
相
見
候
由
ニ
而
、
御
番
帳

翌
日
私
宅
へ
致
持
参
、
右
請
取
御
番
之
御
侍
六
人
相

招
、
内
証
ニ
而
印
形
致
、
為
直
候
段
相
聞
、
不
敬
之

事
候
、
外
々
ニ
而
内
々
取
繕
事
い
た
し
候
儀
も
可
相

改
、
役
筋
之
儀
・
殊
印
形
之
儀
軽
率
之
取
計
、
御
後

闇
致
方
重
々
不
埒
思
召
、
急
度
可
被
仰
付
候
へ
共
、

以
御
情
不
及
御
沙
汰
候
、
以
来
右
躰
之
義
無
之
、
御

役
筋
之
程
致
勘
弁
、
入
念
相
勤
候
様
被
仰
付
之

右
之
通
御
用
番
宅
ニ
お
い
て
被
仰
渡
候

去
月
廾
八
日
請
取
御
番
之

藤
岡
善
左
衛
門
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節
、
印
形
如
何
敷
義
有
之

森

十
郎
治

由
ニ
而
、
翌
日
御
目
付
宅

加
藤
惣
大
夫

ニ
而
印
形
致
、
直
候
段
相

小
幡
七
右
衛
門

聞
候
、
右
躰
之
儀
有
之
候

原

岩
尾

者
頭
へ
申
届
、
可
得
差
図

友
野
園
八

処
無
其
義
、
御
目
付
任
申

内
証
ニ
而
取
計
、
不
念
之
事
候
、
依
之
被
仰
付
方
も

有
之
候
へ
共
、
以
御
情
此
度
者
不
及
御
沙
汰
候
、
以

来
入
念
相
勤
候
様
可
被
申
渡
候

右
之
通
矢
澤
修
理
申
渡
之

一

同
廾
五
日
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4．松代文化財ボランティアの会

活動内容
（1）町内ガイド

①松代城・真田邸・文武学校などとその周辺ガイド
②旧白井家表門における湯茶の接待および町内文化財の案内
③旧白井家表門の美化およびにぎわいの演出

（2）真田宝物館展示ガイド
来館者に対する展示ガイド

（3）文化財調査
①松代に所在する文化財の調査活動と調査カードの作成およびデータベース化
②松代町内見学会および自主講座の主催、補助

（4）体験学習等の支援
①真田邸三番土蔵における体験工房（裂き織り、切り紙、布ぞうり作り、箏の体験など）の運営
②真田宝物館主催ワークショップの補助
③学校遠足等における体験講座の実施

（5）その他
①真田邸古襖の下張はがし作業と、その裏打ちおよび整理・目録の作成
②ボランティアの会主催の研修旅行の実施
③子ども向けブックレットの編集
④「松代文化財ボランティアの会が選ぶ 真田宝物館名品展」の展示資料選定・解説文提供、ギャラリー
トークの担当

甲冑着用体験 補助 真田宝物館であそぼ！2017 わらであそぼう！

真田宝物館であそぼ！2017 昔のお金に触ってみよう 真田宝物館名品展 ギャラリートーク
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●資料の受入●
内容 種別

1 龍岸寺資料 6件 寄託

2 六寸御鏡 1点 寄託

3 赤沢家資料 一括 寄託

4 細川忠利書状 1点 寄託

5 小山田家資料 一括 寄託

6 真田勘解由家資料 一括 寄託

7 長谷川家資料 7点 寄託

8 脇差 一振 寄贈

9
坂本太郎収集佐久間象山
コレクション175点

寄贈

10 参勤交代先触ほか 3点 寄贈

11 黒塗六連銭付重箱 1点 寄贈

12 袖がらみ 1点 寄贈

13 大黒天木彫りほか 3点 寄贈

14 大砲 玉型付 1点 寄贈

15 丸山家 掛軸資料 一括 長野市立博物館より移管

16 絵葉書ほか 3点 寄贈

17 佐藤家資料 一括 寄贈

18 佐久間象山額 1点 寄贈

長野市立博物館

信州川中島地理図 大平絵図10

激突！川中島の戦い甲斐州地理図 大平絵図62
海津大絵図 典籍31－2－19
越後高田頸城絵図 大平絵図57

長野市立博物館 古文書鑑上・下 書画17－11 信濃の民衆と川中島の戦い

長野市立博物館

朝陽館漫筆巻5 大平あ1

星を伝え歩いた男
天体中星儀 機械7
彗星観測図 文6－21－11
反射望遠鏡 機械4
舶来望遠鏡 武101－1

栃木県立博物館

豊臣秀吉書状 吉22

中世宇都宮氏－頼朝・尊氏・秀
吉を支えた名族－

豊臣秀吉書状 吉24
三原の刀 刀2
唐冠の兜 矢沢家武具
法螺貝 武具210
高麗へ御人数御遣御備張之次第 小山田文書15
集古十種 巻3 図書5
集古十種 巻4 図書5
集古十種 巻5 図書5

新潟県立歴史博物館

松代居城絵図 吉95

川中島の戦い
陣鐘 武211
陣鐘 武番外
武田晴信書状 吉15
信州名城之図 書画122－1

北九州市立自然史・
歴史博物館

幕府老中連署状 吉58

最後の戦国武将小倉藩主小笠原
忠真

豊臣秀吉判物 吉18
真田信之画像 肖像
大坂夏陣図 図書47－2
天草一揆城攻図 図書46－1
細川忠興書状 吉107

府中市郷土の森博物館 豊臣秀吉条目 吉3 徳川御殿＠府中豊臣秀吉判物 吉20

群馬県立歴史博物館

古文書鑑上（織田信長朱印状） 書画17－11

織田信長と東国大名
古文書鑑下（武田勝頼書状） 書画17－11
陣鐘 武具211
法螺貝 武具210
長国寺殿御事蹟稿巻4 吉228
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参加人数 のべ505名

「武士になってみよう！甲冑着用体験」
常時、体験用甲冑を置き自由に着用できるコーナーを設ける。
以下の期日には、ボランティアによる着付けを行った。
日時 5月27日（土）、6月24日（土）、8月26日（土）、11月25日（土）
会場 真田宝物館 真田わくわくルーム
4日間参加人数 136名

講演会 「真田氏の検地について」
講師 谷口 央さん （首都大学東京教授）

開催日時 平成30年2月17日（土）13時30分～ 松代支所2階大会議室
参加人数 29人

●資料特別利用●

調査・研究のための閲覧 21件
資料写真・画像の提供
刊行物掲載 86件
テレビ放映 35件
講座など参考資料として 13件

計155件

●資料の貸出し●
貸し出し先 資料名 資料番号 展示会名

長野市立博物館

押前行列図 書画38－1

ドキュメンタリー信玄と謙信

弓 武具56－2
半弓矢筒 武具65－1
箙（えびら） 武具66－1
空穂（うつぼ） 武具69
箭たて 武具68－1
箭たて 武具68－2
征矢古鏃（やじり） 武具59
刺股（三つ道具） 武具84－2
袖搦（三つ道具） 武具84－3
突棒（三つ道具） 武具84－1
大薙刀 拵 武具80－5－1
大薙刀 熊毛 武具80－4
大小拵 矢沢家刀剣
大小刀掛 刀剣34
鉄砲 銘「蓬莱」 武具90－1－1
火縄銃用火縄挟 武具91－2
懐中銃 武具212－2
傍装雷火銃（片井京助） 武具91－1－3
鉄砲弾薬入 胴乱 武具98－1
四挺附鉄砲 武具213－2

かざぐるまをつくろう バードコールをつくろう
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関連事業
ワークショップ「真田 乗馬体験！In 松代城」
開催日時 平成29年4月22日（土）10時～12時、13時～15時
参加人数 46名

ギャラリートーク 4月5日（水）、4月15日（月）10時～
参加人数 54人

「松代文化財ボランティアが選ぶ 真田宝物館名品展」
会期 12月20日（水）～平成30年3月26日（月）
展示内容 松代文化財ボランティアの会が薦める真田宝物館の逸品を、ボランティアのコメントとともに展示。

ギャラリートーク 12月20日（水）、12月23日（土・祝）、2月14日（水）、2月24日（土）10時～
参加人数 118人

●特集展示●

「戦国乱世を生き抜く！―真田三代―」
会期 4月5日（水）～6月25日（日）
展示内容 戦国を生き抜いた幸綱・昌幸・信之三代の資料を展示。

「重要文化財 青江の大太刀」
会期 4月12日（水）～5月15日（月）
展示内容 重要文化財青江の大太刀を展示。

「兄弟の絆―真田信之・信繁―」
会期 7月1日（水）～10月2日（月）
展示内容 さまざまな外交戦略で戦国を生きた二人について、本物の資料を展示。

「松代でひなまつり」
会期 3月3日（土）～4月3日（火）
会場 真田邸、文武学校、旧横田家住宅、旧白井家表門
内容 寄贈された雛人形を展示

●教室講座事業●

「真田家の軍配うちわをつくってみよう！」
日時 4月29日（土・祝）、10時～12時、13時～15時
会場 真田宝物館 わくわくルーム
内容 真田家の六連銭つき軍配うちわをつくってみよう
参加人数 全 5名

「かぶとを折ってかぶってみよう」
日時 5月3日（水・祝）10時～12時、13時～15時
会場 真田宝物館 わくわくルーム
内容 大きな画用紙でかぶとを作り、厚紙で六文銭の前立をつけてかぶっ

てみよう
参加人数 34名

「宝物館であそぼ！2017」
日時 7月29日（土）
会場 真田宝物館・文武学校・真田邸・旧横田家住宅・象山記念館
内容 水鉄砲で的あて遊び、昔のあそび、よみきかせ、わらあそび、かざ

ぐるまをつくろう、藍染め体験、綿でマスコット作り、甲冑着用体
験、昔のお金にさわってみよう（古銭の拓本とり）バードコールを
つくろう。スタンプラリーは、ボランティア手作りの消しゴムはん
こを使用した。
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3．平成29年度事業概要（平成29年4月1日～平成30年3月31日まで）

●特別展示●

真田家の姫たち
会期 平成29年7月1日（土）～9月18日（月・祝）
展示内容 真田家の姫たちゆかりの品々や豪華で美しい婚礼調度などを展示。

関連行事
記念講演会 「小野通女について」

講師 中村 玲さん （実践女子大学香雪記念資料館学芸員）
開催日時 平成29年7月15日（土）14時～ 松代支所2階大会議室
参加人数 62人

ギャラリートーク
7月1日（土）、7月5日（水）、8月9日（水）、8月12日（土）10時～
参加人数 144人

ワークショップ① 香袋をつくってみよう！
いろいろな香りを調合して、オリジナルの香袋を作る。
開催日時 7月8日（土）10時～12時 真田宝物館 わくわくルーム
参加人数16人

ワークショップ② 親子で体験！ミニ貝あわせをつくってみよう！
小さな貝合わせのお守りを親子でつくってみる。
開催日時 8月5日（土）10時～12時 真田宝物館 わくわくルーム
参加人数 14人

ワークショップ③ つまみ細工であそぼう！
江戸時代、女性の髪飾りとしても使われた「つまみ細工」でオリジナルアクセサリを作る。
開催日時 9月9日（土）10時～12時 真田宝物館 わくわくルーム
参加人数 8人

坂本五郎氏寄贈宮本仲コレクション 佐久間象山遺墨展
展示内容 坂本五郎氏が収集された、宮本仲コレクションが長野市に寄贈されたことを記念して

象山記念館、真田宝物館2館同時開催で寄贈品を展示。
象山記念館会場
会期 平成29年9月6日（水）～12月18日（月）
真田宝物館会場
会期 平成29年9月20日（水）～12月18日（月）

関連行事 オープニングセレモニー （会場：象山記念館、象山神社）
開催日 9月5日（火）

長野岳風会による吟詠、長野西高等学校書道班による書道吟パフォーマンス、テープカットなど

ギャラリートーク
9月20日（水）、9月23日（土）10時～
参加人数 69人

●企画展示●

「真田家と馬」
会期 4月5日（水）～6月25日（日）
展示内容 真田家において馬はどのような存在であったのか、伝来した馬具などの道具とともに紹介。
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9日 ワークショップつまみ細工であそぼ
う！開催

11～12日 共同研究により群馬県へ資料調査旅行
（米澤・山中）

12日 国文学研究資料館へ資料調査旅行（降幡）
15日 真田邸二番土蔵資料整理
19日 展示替え
20日 特別展「佐久間象山遺墨展」宝物館会

場開幕
ギャラリートーク

21日 ブックレット編集打ち合わせ
22日 長野市立博物館から資料返却来館

八田家調査
岡山大学ゼミ研修閲覧

23日 ギャラリートーク
28日 北九州市立博物館資料借用来館

10月2日 千曲市松田館文化財レスキュー参加
3日 特別展一部展示替え
5日 市立長野高校ながのろじー講師派遣

（米澤）
7日 長野市立博物館から資料返却来館
9日 須坂市立博物館基本計画策定委員会出

席（米澤）
10日 文武学校改修工事開始

象山記念館展示替え
11日 ギャラリートーク

真田邸二番土蔵の資料整理
町内個人宅へ資料調査

12日 安曇野方面へ資料返却（米澤）
13日 藤沢市へ資料返却旅行（山中）
14日 飯綱へ資料返却（米澤・溝辺）
14日 ギャラリートーク
16日 上田方面へ資料返却（米澤）
17日 ブックレット編集打ち合わせ

17～20日 国文学研究資料館から資料撮影来館
18日 信更公民館講師派遣（降幡）
19日 市立長野高校ながのろじー講師派遣

（溝辺）
20日 海津大学講師派遣（米澤）
23日 「これからの文化芸術振興を考える有

識者懇談会」出席（米澤）
25日 青木村へ資料返却旅行（降幡）
28日 東御市へ資料返却旅行（降幡）
29日 長國寺へ資料返却（降幡・米澤）
31日 飯山市・中野市へ資料調査旅行（降

幡・米澤・山中）
屋代小学校体験学習対応

11月1日 真田邸二番土蔵資料整理
4日 長野市立博物館から資料返却来館
6日 真田邸二番土蔵資料整理

6～7日 国文学研究資料館へ資料調査旅行（溝辺）
8日 上越教育大学より資料調査来館

新潟県立歴史博物館より資料返却来館
10日 信州大学から典籍調査来館

学芸会議
11日 栃木県立博物館から資料返却来館
13日 須坂市立博物館基本計画策定委員会出

席（米澤）
13～18日 アーカイブズカレッジ短期研修（於：

京都市）参加（山中）
14日 特別展一部展示替え

岐阜方面へボランティア研修旅行同行
（溝辺）

15日 ギャラリートーク
16日 西郷村教育委員会資料閲覧来館

17～18日 大名道具収蔵館研修会（仙台）参加
（米澤）
ギャラリートーク

20日 ブックレット編集打ち合わせ
21日 資料撮影
25日 甲冑着用体験開催

松代住民自治協議会講演会講師派遣
（降幡）

28日 山ノ内町へブックレット資料調査旅行
（米澤・溝辺・小山）
FM善光寺出演（降幡）

12月1日 熊本県立美術館から資料調査来館
4日 須坂市へ資料調査（米澤・山中）
5日 資料撮影
8日 若槻公民館講師派遣（降幡）
12日 群馬県立歴史博物館から資料調査来館
14日 北九州自然史歴史博物館から資料返却

来館
ブックレット編集打ち合わせ

15日 信州大学から典籍調査来館
17～18日 福島県へ資料調査旅行（降幡）

19日 展示替え
20日 松代文化財ボランティアが選ぶ真田宝

物館名品展開幕、ギャラリートーク
21～22日 国文学研究資料館へ資料調査旅行（米澤）
23日 ギャラリートーク

25～26日 国文学研究資料館へ資料調査旅行（降幡）
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24日 横田家住宅藍の苗植え替え
25日 ワークショップ香袋をつくってみよ

う！トライアル
27日 甲冑着用体験開催
31日 八田家調査について打ち合わせ（米

澤・山中）
31～1日 職場体験受け入れ（松代中学）
6月1日 栃木県立博物館より資料調査来館
1日 長國寺へ資料借用（降幡・米澤・溝辺）
2日 上田方面へ資料借用旅行（米澤）
2日 長和町へ資料借用旅行（降幡）
3日 飯綱町へ資料借用（米澤・溝辺）
5日 小川村方面へ資料借用（米澤）
6日 安曇野市へ資料借用（降幡・米澤）・

資料撮影
7日 東京国立博物館へ修復甲冑受取り（降幡）
9日 信州大学より典籍調査来館

12～13日 国文学研究資料館へ資料調査旅行（米澤）
12日 藤沢市へ資料借用旅行（山中）

「宝物館であそぼ！2017」事前準備（竹取）
16日 北九州市立博物館から資料調査来館

18～19日 浜松方面へボランティア研修旅行同行
（小山）

20日 資料撮影
22日 県史料協文献資料講習会（降幡）

府中市郷土の森博物館から資料調査来
館

23～24日 高野山へ資料借用旅行（米澤）
23日 戦国時代展資料返却来館
24日 甲冑着用体験開催

松代学講座講師派遣（降幡）
26～30日 真田宝物館・象山記念館燻蒸休館

30日 長野市立博物館から資料返却来館
展示替え・長野県立歴史館へ資料返却
（溝辺）

7月1日 特別展「真田家の姫たち」開幕、ギャ
ラリートーク

3日 宝物館であそぼ！水鉄砲トライアル
4日 八田家調査（米澤・山中）

町内へ資料返却（米澤・山中）
5日 ギャラリートーク

宝物館であそぼ！かざぐるま作りトラ
イアル

6日 宝物館であそぼ！拓本とり、わらであ
そぼう！トライアル
「これからの文化芸術振興を考える有
識者懇談会」出席（米澤）

7日 上越市立総合博物館から資料調査来館
8日 ワークショップ香袋をつくってみよ

う！開催

10日 東京大学史料編纂所から資料調査来館
11日 中学生職場体験受け入れ（信大附属中

学）
13日 ミニ貝合わせをつくってみよう！トラ

イアル
講師派遣（米澤）

14日 体験用甲冑メンテナンス
15日 講演会開催（講師：中村玲さん）
16日 前島塾講師派遣（降幡）
17日 信州大学から資料閲覧来館
18日 宝物館であそぼ！おはなしの間トライ

アル
19日 宝物館であそぼ！藍染体験、綿でマス

コットづくりトライアル
21日 宝物館であそぼ！最終打合せ

講師派遣（米澤）
28日 信州大学から典籍調査来館

宝物館であそぼ！前日準備
28日 犀南支会研修対応（降幡）
29日 「宝物館であそぼ！2017」開催

8月1日 長野市立博物館から資料借用来館
5日 ワークショップミニ貝合わせをつくっ

てみよう！開催
7日 戦国・織豊期研究会見学・閲覧
8日 特別展一部展示替え

大英寺資料返却・借用
9日 ギャラリートーク
10日 東部支会案内（降幡）
11日 資料撮影

11～16日 真田邸ライトアップ
12日 ギャラリートーク
16日 資料撮影
17日 川中島公民館講師派遣（降幡）
18日 つまみ細工で遊ぼう！トライアル
22日 資料撮影
24日 八田家調査

25～26日 高野山へ資料返却旅行（米澤）
25日 砂防ネット資料調査来館
26日 甲冑着用体験開催
29日 真田宝物館一部展示替え
30日 栃木県立博物館から資料借用来館
31日 子ども向けブックレット作成打ち合わせ

9月3日 長野市立博物館から資料借用来館
4日 特別展開催のため象山記念館臨時休館
5日 特別展「佐久間象山遺墨展」象山記念

館会場オープニングセレモニー、プレ
オープン

6日 新潟県立歴史博物館から資料借用来館
7日 市立長野高校ながのろじー講師派遣

（山中）
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2．管理事務所日誌（平成29年1月1日～12月31日）

1月3日 新潟県立歴史博物館より資料調査来館
5～6日 真田宝物館展示替え

7日 真田宝物館リニューアルオープン
ギャラリートーク

9日 ギャラリートーク
11日 安城市歴史博物館資料借用

朝日町資料返却（降幡）
12日 若穂清水寺へ視察（米澤・山中・溝辺）
13日 ギャラリートーク
16日 江戸東京博物館へ特別展調査旅行（米澤）

19～20日 福岡市へ大名道具収蔵館研修会参加
（降幡）

20～21日 福岡市へ大名道具収蔵館研修会参加
（溝辺）

20日 信州大学より典籍調査来館
21日 山寺塾講師派遣（降幡）

長野市職員労働組合退職者協議会講師
派遣（降幡）

23～24日 国文学研究資料館へ資料調査旅行（山中）
24日 長野県シニア大学講師派遣（降幡）

松代公民館講師派遣（降幡）
25日 長野県立歴史館へ資料調査（溝辺）
29日 三重県朝日町講師派遣（降幡）

2月2日 学芸会議
4～5日 戦国・織豊期研究会調査のため来館
7日 松代藩文化施設管理委員会開催

8～9日 国文学研究資料館へ資料調査旅行（溝辺）
11日 ボランティア養成講座講師派遣
16日 「真田宝物館であそぼ！2017」第1回

打合せ
18日 ボランティア養成講座講師派遣

松代藩真田家の歴史とアーカイブズⅡ
シンポジウム開催

19～20日 国文学研究資料館より資料調査来館
22～23日 佐賀大学より資料調査来館

24日 長野県博物館協議会参加
27日 篠ノ井歴史の会講師派遣（降幡）
28日 雛人形展示

3月4日 企画展講演会（講師：黒田基樹さん）
7日 典厩寺へ資料調査（降幡・米澤・山中）
8日 群馬県立文書館へ資料調査旅行（山中）

8～10日 松江市へ資料調査旅行（降幡）
13～15日 宇和島市へ資料調査旅行（降幡）
14日 国文学研究資料館より資料調査来館
16日 長野市立博物館へ資料調査（米澤・山中）
17日 宝物館であそぼ！2017」第2回打合せ
19日 甲冑着用体験開催

21～22日 国文学研究資料館へ資料調査旅行（降幡）
22日 町内資料借用（米澤・山中）

茶臼山動物園へ借用品の下見（溝辺）
23日 学芸会議

24～25日 国文学研究資料館へ資料調査旅行（米澤）
25日 真田邸御役所にてボランティアお箏体

験開催
25～26日 佐賀大学より資料調査来館

27日 金沢市へ資料調査旅行（米澤）
28日 象山記念館展示替え

長野県立歴史館へ資料借用（溝辺）
29日 信州大学より典籍調査来館

安城市歴史博物館資料返却
4月4日 真田宝物館展示替え
5日 企画展「真田家と馬」開幕、ギャラリ

ートーク
6日 雛人形撤収
7日 長野市立博物館より資料借用来館
12日 青江の大太刀展示

軍配うちわつくりトライアル
13日 長和町へ資料借用依頼旅行（降幡・米

澤・山中）
14日 「宝物館であそぼ！2017」第3回打合せ
15日 ギャラリートーク
18日 写真撮影
19日 中核市議長会視察対応（降幡）

県史料協研修（溝辺・山中・小山）
20日 飯沼美術館調査（米澤・溝辺）
21日 松代公民館講師（溝辺）
22日 真田乗馬体験 in 松代城 開催
24日 HP担当者研修（山中）
25日 刀剣手入れ
27日 上田方面へ資料調査旅行（米澤・山中）
28日 真田邸二番土蔵整理
29日 真田家の軍配うちわをつくってみよ

う！開催
飯綱町資料調査旅行（米澤・山中）

5月2日 長野市立博物館より資料調査来館
3日 「かぶとを折ってかぶってみよう」開催
9日 横田家住宅綿の種まき
10日 東部支会講演会（降幡）
11日 長國寺資料調査
16日 青江の大太刀撤収・資料撮影

長野信用金庫講演会講師派遣（降幡）
17～18日 真田勘解由家寄託資料搬入

19日 信州大学より典籍調査来館
23日 茶臼山動物園へ借用品返却（溝辺）
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（9）煙雨亭（佐久間象山茶室）
煙雨亭は、もとは佐久間象山が京都で最後に暮らした居宅内にあった茶室であった。元治元年（1864）、幕命

で上洛した佐久間象山は「煙雨楼］と名付けた居宅に暮らしたが、同年に暗殺された。その後、煙雨楼は料亭の
所有となって昭和37年（1962）に解体されたが、保存されていた茶室の部材を昭和57年（1982）に市が譲り受け
て、象山神社の脇に移築・復元した。茶室には、もともとなかった屋根を加えたが、室内は昔の面影をとどめて
いる。

（10）佐久間象山宅跡（県指定史跡）
佐久間象山宅跡は、象山神社の西隣にある面積879m2の敷地跡である。現在は、わずかに古井戸が残るのみで

あるが、象山在世の頃は、住宅のほかに藩主の休憩所、槍・剣術道場、学問所などがあった。象山は文化8年
（1811）にこの家で生まれ、天保10年（1839）の2度目の江戸留学までの29年間ここに暮らし、藩の青年たちに
学問を教えて後進の指導に努めた。
昭和35年（1960）2月11日に県史跡に指定された。

（11）旧樋口家住宅（市指定有形文化財）
樋口家は、松代藩の目付役などを務めた家であり、江戸時

代末期の禄高は230石であった。真田邸（新御殿跡）に隣接
する現在地には、明和2年（1765）に移っており、江戸時代
末期に建てられた土蔵や茅葺の主屋と長屋が現存している。
主屋前面には池を中心とする庭園があり、東側の隣家から西
側の隣家へと流れる松代特有の泉水路がみられる。
平成18年度から保存修理工事を行い、平成22年6月より一

般公開している。

（12）旧前島家住宅（県宝）
前島家は、江戸中期に300石、末期には200石の禄高の中級

武士の家である。現在の松代町・松山町の敷地は、真田家の
松代入封以来、前島家の屋敷地であったと伝えられており、
江戸時代の主屋、土蔵、三社（神祠）、庭園等が現存する。
特に主屋は宝暦9年（1759）の建築であり、松代町に現存す
る武家屋敷の中で最も古い時代に属する。
平成17年度から保存修理工事を行い、平成22年9月より一

般公開している。

（13）松代藩鐘楼（市指定有形文化財）
松代藩鐘楼は、城下の藩士や町人に時を告げるため、真田

信之によって寛永年間（1624～43）に現在の片羽町に設けら
れたといわれている。享保2年（1717）の大火以降、再建と
焼失を繰り返し、天明8年（1788）の焼失後、従来の火之見
櫓兼鐘楼1棟を分離し、火之見櫓と鐘楼が別々に建造され
た。現在の建物は享和元年（1801）に再建されたもので、幕
末には、佐久間象山がこの鐘楼を使って電信機実験を行った
という伝承が残されている。
昭和42年（1967）、長野市の有形文化財に指定され、平成

26年4月に保存改修工事が終了した。

― iii―



（4）旧横田家住宅（国指定重要文化財）
主屋、表門、土蔵は19世紀前半、隠居屋は19世紀中頃の建築と考えられる。明治になって横田家が東京に移住

し、昭和59年（1984）に、敷地北側半分と建物が長野市に譲渡される。中級武家住宅の一典型で、付属屋も整
い、旧態をよくとどめていることから、昭和61年（1986）1月に国の重要文化財に指定、昭和64年（1989）1月
から保存修理工事が行われ、平成4年（1992）6月から一般公開している。

（5）象山記念館
昭和39年（1964）、地元有志によって佐久間象山先生100年祭奉賛会が設立され、翌年9月に展示施設としての

象山記念館が完成した。しばらくは奉賛会が本館の管理運営を行っていたが、昭和42年（1967）3月、同奉賛会
から長野市に記念館が譲渡され、同年4月に開館し、昭和63年（1988）10月には展示室を増築した。
年間4回の展示替えを行い、佐久間象山の業績と遺品・遺墨を展示している。

（6）旧白井家表門（市指定有形文化財）
旧白井家表門は、もと松代町柴町にあったもので、平成12

年（2000）に文武学校正面（南側）に移築復元された。三間
一戸形式の長屋門で、間口が20メートルあり、弘化3年
（1846）に建てられたものである。
平成13年（2001）4月1日、文化課（現・文化財課）から

当所へ移管された。現在は、松代文化財ボランティアの会の
拠点施設として、来訪者に対する松代のガイドや、湯茶の接
待を行っている。

（7）松代城（国指定史跡）
松代城は、武田信玄が築かせた海津城がはじまりといわ

れ、城ができた時期ははっきりとはしないが、永禄3年
（1560）頃には完成していたとされる。
武田家滅亡後は、織田信長の家臣・森長可や上杉景勝の支

配するところとなった。
江戸時代になると、森忠政・松平忠輝・松平忠昌・酒井忠

勝らが居城としたが、元和8年（1622）に、上田城主であっ
た真田信之が松代に移封される。その後、明治維新を迎える
まで、真田家が松代を居城とした。なお、藩主の御殿は江戸
時代のなかばまでは本丸にあったが、その後「花の丸」とい
う三の丸にあたる場所に移された。本丸石垣・門などの改
修・復元工事が終了し、平成16年（2004）から一般公開している。

（8）山寺常山邸（書院・表門・頌徳門は国登録文化財、庭園は国登録記念物）
山寺常山邸には、江戸時代末期に建てられたと推定される

表門とこの表門の南側に大正時代終わりから昭和初期にかけ
て建てられたと推定される書院（萬竹庵）が残されている。
山寺家は、松代藩で知行160石の中級武士の家格であり、

江戸時代の終わりには山寺常山を輩出し、鎌原桐山、佐久間
象山とともに松代の三山と称えられた。常山は号で、幼名を
久道、のちに信龍と名乗り、通称を源大夫といった。常山は
若い頃、江戸に出て儒学者佐藤一斉や中村敬宇らと親交を深
めた。八代藩主・真田幸貫の信頼も厚く、藩政にも尽力し、
寺社奉行や郡奉行を務めた。明治になってからは中央政府の
招きを固辞して松代に留まり、晩年は長野に塾を開いて門人
の教育に努めた。
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1．松代文化施設等管理事務所の沿革
松代文化施設等管理事務所は、市の機構改革により平成16年（2004）4月1日から新たに発足した組織であ

り、旧松代藩及び真田家に関する文化的遺産の保存及び活用を図ることによって、郷土の歴史と文化に親しみ、
その知識と理解を深め、豊かな市民文化の発展に寄与することを目的として設置されている。現在、同管理事務
所は真田宝物館・真田邸・文武学校・旧横田家住宅・象山記念館・旧白井家表門・松代城・山寺常山邸・煙雨
亭・佐久間象山宅跡に加え、平成22年度に保存整備が完了し一般公開が開始された旧樋口家住宅・旧前島家住
宅、平成25年度に保存整備が完了した松代藩鐘楼の計13施設を管理・運営し、以下の業務を行っている。
1．松代周辺における旧松代藩及び真田家に関する資料の適正な管理・活用を行う。
2．収集・保管・展示・調査研究、及び教育普及活動の多角的機能を有機的に関連させた活動を行う。
3．市民の郷土研究、文化活動のための情報センター的機能を果たす役割を担う。
4．市民が親しみをもち、同時に学校教育とも深い関係をもつものとする。
また、松代文化施設等管理事務所には、文化的遺産の保存等について必要な事項を審議するための、松代藩文

化施設管理委員会が設置されている。

各施設の概要
（1）真田宝物館
昭和41年（1966）5月27日、真田家12代当主・幸治氏によって、同家に伝承されてきた資料が当時の松代町に

一括譲渡された（同年10月に松代町は長野市と合併したため、長野市の所有となった）ことから、県立松代高等
学校移転後の校舎を改造して昭和44年（1969）7月1日に真田宝物館がオープンした。真田家の大名道具の展示
が目的とされ、昭和52年11月に鉄筋コンクリートの新館を増築、昭和63年（1988）3月には収蔵庫が完成し、真
田邸内の7つの土蔵に収納されていた資料の大部分を移転収蔵している。当初は観光課の所管であったが、その
後、教育委員会の所管となる。年間4回の展示替えがあり、常設展示のほか、特定のテーマを決めて年1回の
「特別展示」と年3回の「企画展示」を実施している。

（2）真田邸（国指定史跡）
文久3年（1863）から翌年にかけて建てられた九代藩主・

真田幸教の母親の住居で、いわば「隠居所」のような建物で
ある。「新御殿」と名づけられ、明治維新後は真田家の私邸
となり、昭和41年（1966）5月、松代町に譲渡（売却）され
た。昭和56年4月11日に松代城と一体のものとして、国の史
跡に指定された。敷地は7，973平方メートル（約2，416坪）、
御殿は一部2階建てである。平成22年に主屋の全面改修工事
が終了し同年9月より一般公開している。

（3）文武学校（国指定史跡）
藩士子弟の学問・武芸を奨励するため、八代藩主・真田幸貫、九代藩主・幸教が嘉永6年（1853）に完成さ

せ、翌々年に開校した。建設当初の遺構をほぼ完全なかたちで伝えている。明治元年（1868）には兵制士官学校
を併設し、明治4年（1871）9月、廃藩のため閉校となる。明治5年（1872）、長国寺の火災に伴い、槍術所が
その庫裏として移築・転用された。その後は松代小学校の校舎としても使用され、昭和28年（1953）3月に国の
史跡に指定、昭和48年（1973）から保存修理工事に着手し、同54年（1979）から一般公開している。文武学校
は、儒学中心の藩校から近代的学校建築への過渡期の史跡で、文学所、教室2棟（東序・西序）、剣術所、柔術
所、弓術所、文庫蔵、番所、門などからなる。平成8年（1996）、長国寺の庫裏として利用されていた旧槍術所
が戻され、創建当初の状態に復元された。
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